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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２７年 ９月 ８日 

自   午前１１時３０分

至   午前１１時４６分

於   本館５－Ａ会議室

２、出席委員の氏名 

委 員 長 西川 克己 君

副 委 員 長 吉村  洋 君

委 員 中山  功 君

 〃  溝口芙美雄 君

 〃  徳永 達也 君

 〃  久野  哲 君

 〃  中村 和弥 君

 〃  松島  完 君

 〃  中島 浩介 君

 〃  大場 博文 君

３、欠席委員の氏名 

委 員 渡辺 敏勝 君

４、委員外出席議員の氏名 

な   し

５、審査の経過次のとおり 

― 午前１１時３０分 開会 ― 

【西川委員長】ただいまから環境生活委員会を 

開会いたします。 

なお、渡辺委員から欠席する旨の届け

が出ておりますので、ご了承をお願いい

たします。 

まず会議録署名委員を、慣例によりま

して、私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、中山委員、中村委員 

のご両人にお願いいたします。 

これより議事に入ります。 

本日の委員会は、平成２７年９月定例会にお

ける本委員会の審査内容等を決定するための委

員間討議であります。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うこととしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 

― 午前１１時３１分 休憩 ― 

― 午前１１時４５分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

これをもって環境生活委員会を閉会いたしま

す。 

大変ご苦労さまでした。

― 午前１１時４６分 散会 ― 



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２７年 ９月２４日 

自   午前 ９時３０分

至   午後 ４時３７分

於   本館 5－Ａ会議室

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 西川 克己 君

副委員長(副会長) 吉村  洋 君

委 員 中山  功 君

 〃  溝口芙美雄 君

 〃  渡辺 敏勝 君

 〃  徳永 達也 君

 〃  久野  哲 君

 〃  中村 和弥 君

 〃  松島  完 君

 〃  中島 浩介 君

 〃  大場 博文 君

３、欠席委員の氏名 

な   し

４、委員外出席議員の氏名 

な   し

５、県側出席者の氏名 

土 木 部 長 浅野 和広 君

土 木 部 技 監 田村 孝義 君

土 木 部政策 監 
(政策調整担当) 

木村伸次郎 君

土 木 部 次 長 野口  浩 君

土 木 部参事 監 
(都市・住宅担当)

髙宮 茂隆 君

監 理 課 長 馬場 直英 君

建 設 企画課 長 田口 陽一 君

新幹線事業対策室長 有吉 正敏 君

都 市 計画課 長 藤田 雅雄 君

道 路 建設課 長 佐々 典明 君

道 路 維持課 長 池田 正樹 君

港 湾 課 長 近藤  薫 君

港 湾 課企画 監 岩永  徹 君

河 川 課 長 川内 俊英 君

砂 防 課 長 後田 健一 君

建 築 課 長 大場 光洋 君

住 宅 課 長 亀山  茂 君

用 地 課 長 岡本  均 君

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（環境生活分科会） 

第101号議案
平成27年度長崎県一般会計補正予算（第2号）
（関係分）

第102号議案
平成27年度長崎県交通事業会計補正予算（第
1号） 

７、付託事件の件名 

○環境生活委員会

（1）議 案 
第105号議案
長崎県環境影響評価条例の一部を改正する

条例

第106号議案
長崎県流域下水道条例の一部を改正する条

例

第107号議案
長崎県交通局大型自動車第二種運転免許取

得資金貸与条例

第112号議案
契約の締結について
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（2）請 願
    な  し

（3）陳 情
・松浦市要望書（松浦市東部工業団地への企業

誘致の早期実現について 外）

・平成28年度国政・県政に対する要望書（道州
制導入の反対について 外）

・平成28年度離島振興の推進に関する要望書
・平戸市要望書（平戸公園の整備について 外）

・諫早市特別要望書（諫早駅周辺整備への協力

と支援について）

・諫早市政策要望（九州新幹線西九州ルート（長

崎ルート）の着実な整備について 外）

・南島原市要望・提案書（一般国道251号の渋
滞緩和対策について 外）

・長崎市政要望（県庁舎跡地活用について 外）

・五島市要望書（海洋再生エネルギーによる島

づくりの支援について 外）

・要望書（平成27年度国補正予算の編成並びに
早期成立に関する要望について）

・要望書（西彼杵道路「時津工区」の早期完成

について 外）

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」の建

設促進について）

・要望書（地域高規格道路「長崎南北幹線道路」

の建設促進について）

・「石木ダム建設事業より佐世保市早岐川2級
河川改修について」を陳情します

・西九州自動車道の建設促進に関する要望書

・人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し

処罰する法律の制定についての意見書提出

を求める陳情書

・身体障害者福祉の充実に関する要望書

・聖白歯雪諸津大観音菩薩園の観光案内板の設

置について陳情 

８、審査の経過次のとおり 

― 午前 ９時３０分 開会 ― 

【西川委員長】 おはようございます。 

 ただいまから環境生活委員会及び予算決算委

員会環境生活分科会を開会いたします。

 それでは、これより議事に入ります。

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

105号議案「長崎県環境影響評価条例の一部を
改正する条例」外3件であります。
 そのほか、陳情18件の送付を受けております。
 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を環

境生活分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第101号議案「平成27年度長崎県一般会
計補正予算（第2号）」のうち関係部分外1件で
あります。

 次に、審査方法についてお諮りいたします。

 審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、お手元に配

付しております審査順序のとおり行いたいと存

じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

 審査に入ります前に、7月16日付けの人事異
動に伴う、新任幹部職員の紹介を受けることに

したいと存じますので、ご了承をお願いいたし

ます。

【浅野土木部長】初めに、土木部の幹部職員を

ご紹介いたします。

〔幹部職員紹介〕

 よろしくお願いします。
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【西川委員長】 ありがとうございました。

 それではこれより、土木部の審査を行います。

【西川分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

 予算議案を議題といたします。

 土木部長より、予算議案の説明をお願いいた

します。

【浅野土木部長】 それでは、土木部関係の議案

についてご説明いたします。

 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の土木部のところをお開きください。

 今回、ご審議をお願いいたしますのは、第101
号議案「平成27年度長崎県一般会計補正予算
（第2号）」のうち関係部分であります。
 土木部関係の歳入歳出予算は、それぞれ記載

のとおりであり、観光客船の入港増加に伴う港

湾施設の管理経費等に要する経費等を計上いた

しております。

 このほか、債務負担行為については、記載の

とおりでございます。

 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【西川分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

【松島委員】まず、公共事業技術情報システム

保守費385万円。疑問に思ったので事前に説明
をいただいて、一定理解したんですが、ここで

お聞きしたいのが、まずこの9月補正でふっと
出てきまして385万円と。もちろん、その後の
債務負担行為で予算がついていくわけですが、

どう考えればいいですか。

 まず、今補正でこの385万円はどう使われる

のかお聞きします。

【田口建設企画課長】今回の公共事業技術情報

システム保守費につきましては、債務を含めて

全体で3億9,716万8,000円という枠をとってお
ります。基本的には、この全体の執行の中でシ

ステムを改築していきたいと考えておりまして、

今年度の385万円につきましては、そのうちの
本年度出来高見合いの相当額という金額を計上

しております。

【松島委員】それは承知しているんですけれど

も、今補正で具体的にこういうことをすると、

何かすみ分けはされているのですか。債務負担

行為として平成27年度、平成28年度、平成29
年度、平成30年度、平成31年度の5カ年、4億円
弱。ここだけ385万円で、あとは大規模なお金
が次年度から計上されていく予定ですが、概ね

次年度これをする、恐らく、そういうものを描

いているから複数年の債務負担行為になってい

ると思うんです。今年度の385万円というのは、
どういうふうに考えればいいのですか。

【田口建設企画課長】 事業自体として5カ年で
計画をしております。まず、今年度やるべき事

項といたしましては、計画に先立ちます設計条

件、そういったものの整理を行いたいと考えて

おります。それを踏まえまして、来年度以降に

つきましては、それぞれの現在運用している単

体、システムの分析であるとか、それを新シス

テムに乗せるための新たなシステムの改良、平

成29年度におきましては、それを使いながらテ
ストをしていく、平成30年の7月には新システ
ムで稼働できるような状況まで持っていきたい

と考えております。

【松島委員】当初予算で計上せずに、この補正

から計上された意図は何かあるのですか。

【田口建設企画課長】この業務を発注するに先
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立ちまして、昨年度、このシステムの要求仕様

書、いわゆるどういったシステムにするのか、

どういった内容にするのかという仕様書を決定

する業務を発注いたしまして、その納品が3月
に終わったところでございます。その仕様書に

基づきまして参考見積もりを徴取し、それを整

理した結果、今回の9月定例会に計上するとい
う状況になっております。

【松島委員】中身もよくわからなかったので前

もって説明を求めて、説明を聞いた上で質問し

ますが、こんなに高いんだなと。こんなに高い

のは、その内容によるんだと思うんですけれど

も、パソコン上のシステムの更新だと思うので

すが、4億円弱、こんなに高いのは、この更新
費用にそれだけ時間と費用がかかるということ

だと思うのですが、いま一度、どこに、どうい

うふうな多額のお金がかかるのかを簡潔にご説

明いただければと思います。

【田口建設企画課長】私どもはこのシステムを

「ＰＥＩＳ」と呼んでいるのですが、ＰＥＩＳ

の中核になるシステムが、まず工事執行管理シ

ステムと建設業者情報管理システムと2つあり
ます。工事執行管理システムといいますのは、

私どもが予算をいただきまして、予算を各事業

所単位で張り付けます。その張り付けられた予

算を事業ごとに課で委託業務の発注であるとか、

建設工事の発注に使っていきます。当然、発注

の中では、それぞれの工事ごとに、起工から始

まりまして、業者の選定、そして入札公告、入

札契約事務、完成時における工事検査、そして

最終的な台帳管理という一連のものを行ってい

るシステムでございまして、もう一つの業者情

報管理システムといいますのは、建設業者の情

報を管理するシステムでありまして、例えば、

どの業者が幾らぐらいの完工高を持っているの

か、技術者を持っているのか、今幾らぐらいの

県工事の手持ち工事があるのか、そういったも

のをリアルタイムで把握するシステムとなって

おります。この2つを中核となすシステムでご
ざいまして、それを補完するシステムがサブシ

ステムという位置付けで、約20システムござい
ます。これは例えば、一般競争入札であります

と、入札公告を現在、ホームページで出してお

りますが、それをＰＥＩＳと連携させて自動的

にアップできるようにするとか、入札結果につ

きましても、先ほどのメーンシステムの結果を

入札結果という形でホームページにするとか、

そういったメーンとサブがさまざまな形で連携

し合うという大がかりなシステムになっており

ますのが、この程度の金額になると考えており

ます。

【松島委員】その更新の目的が、開発言語のサ

ポート切れへの対応、ウィンドウズ10への対応、
メーン・サブシステム間の連携強化による業務

効率化と、これが主な更新の目的のようなので

すが、2点、このＰＥＩＳ、初期費用はどのく
らいかかるのですか。一番最初導入された時は、

恐らく、更新以上にお金がかかったのだろうと

推察しますけれども、どのくらい初期費用にか

かって、今回、更新のために債務負担行為して、

概ね、どれぐらいなのですか。また次のお金の

負担がやってくる見込みだと思うんですけれど

も、初期費用を投入されて17年たって今回の債
務負担行為をして、概ねまた20年弱の更新見込
みであるんですか。

【田口建設企画課長】 現行のシステムは平成7
年に開発に着手をしておりまして、実際の運用

が平成10年ぐらいから始まっております。現在
のシステムで約20年間運用をしてまいりまし
た。その間、さまざまな入札制度の見直しであ
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るとか、利便性の向上、これは発注者、受注者、

県民の皆様への情報提供、その利便性の向上で

あったり、そういった形でさまざまな改良を加

えてまいりまして、その総額といたしましては

約4億4,000万円になっております。今回のシス
テムにつきましては、基本的には現在のシステ

ムの機能を確保した上で、先ほど委員がおっし

ゃったような新たな機能を拡充し、機能として

は向上しているのですが、結果として、金額で

まいりますと、開発費用としては3億6,000円、
約8,000万円圧縮しているという状況でござい
ます。

 それと、今回改修に至った大きなポイントと

いいますのが、ウィンドウズ10というＯＳの導
入が1つございます。平成7年度以降、順次開発
を行いながら、また途中、途中でサポート切れ

等もありまして、何とか修正をしながらやって

まいりましたが、平成30年7月、県庁の導入パ
ソコンを入れ替える予定になっておりまして、

その時にウィンドウズ10がＯＳとして設定さ
れると聞いております。ウィンドウズ10上での
現システムでの稼働につきましては、稼働に問

題が出る可能性が非常に高い、現在円滑に動い

ているのですが、ウィンドウズ10を導入するこ
とで、その円滑な動きが確保できない可能性が

非常に高いということもございまして、今回、

全面的な改修を行いたいと考えております。

 先ほど委員がおっしゃった中の1つとして、
また20年後にあるのかというお話でございま
すが、ウィンドウズ10での影響の1つとして、
ＯＳの影響、平成7年当時のプログラム言語と
いうのは、当然ウィンドウズ10を想定していな
いものですから、どうしても連携が悪いという

ことで、今回、見直しせざるを得ないという状

況になっておりまして、今回導入する新たなプ

ログラム言語は、ＯＳに依存しない、極端にい

いますと、ＯＳがかわっても、それなりに動い

ていけるような新たなプログラム言語が開発さ

れておりますので、それを想定して開発したい

と考えておりますので、新たなシステムによる

ものにつきましては、今回みたいな事案による

全面的な改修は起こらないのではないかと考え

ております。

【徳永委員】確認なんですけれども、広域連携

事業、世界遺産や観光施設へ続く道路を花・花

木で整備する、これはどういう内容でしょうか。

【池田道路維持課長】この事業につきましては、

世界遺産を契機として、主要な観光地でありま

すとか、世界遺産周辺について、道路の沿道の

花や花木を整備しまして、環境を整えて観光振

興に貢献しようということでございます。

【徳永委員】 大体どの辺を、どうするのか、具

体的に例を挙げていただけますか。

【池田道路維持課長】 今年度につきましては3
カ所を考えております。まず、世界遺産絡みで、

国道499号の野母崎付近、ちょうど軍艦島が見
える付近に植樹をする、もう一つが、外海町の

出津教会付近、これが202号付近でございます。
もう一つは、空港の箕島大橋からインターチェ

ンジ側の交差点までのところ、これは長崎への

玄関口ということで、一番最初に華やかな道路

の整備をしようということでございます。

【徳永委員】他県から来られる方をそういう意

味で歓迎するのはいいことだと思うんですけれ

ども、この予算は花・花木に限定をしているわ

けですか。

【池田道路維持課長】 基本的には、花・花木で

の整備を考えております。

【徳永委員】 この関連になるんですけれども、

花・花木も結構なんですけれども、いろいろと
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道路を修繕するところもあろうかと思うんです

けれども、それはまた別な予算ということで考

えておっていいのですか。

【池田道路維持課長】 この整備費については、

別予算で考えております。

【徳永委員】維持費というのは、また別に考え

ているという理解でよろしいのですか。

【池田道路維持課長】 維持費につきましては、

既存の予算の枠の中で進めていきたいと思いま

す。ただ、維持費については、当然重要な問題

でございまして、これは地域の方々の協力を得

たり、できるだけ維持費がかからないような樹

木の選定、そういうものに努めていきたいと思

っております。

【徳永委員】花・花木も大事だと思うんですけ

れども、それと同じように、それ以上に道路の

しっかりとした整備をしないと、以前、長崎に

来られた方からは、よかったけれども、道路が

ちょっとどうだったとかいうような話もありま

すから、幾ら花がきれいでも、その周辺の道路

の管理、そしてまた補修をするところがしてな

かったとなれば非常に問題になりますので、そ

こはしっかりやっていただきたいと思います。

【溝口委員】今の広域連携事業費のことですけ

れども、維持費関係については地域の方の理解

を求めていくということですけれども、その地

域の方々との話し合いはもうできているのです

か。

【池田道路維持課長】 現在、202号と499号に
ついては地域の方々と協議を進めておりまして、

まだ具体的にどういった形でやるというところ

までは詰めていないのですが、数回の話し合い

を重ねている状況でございます。

【溝口委員】この予算を計上したということは、

先ほどの説明では、地域の方々とということで

すから、地域の方々との協定をきれいに結んで

おかないと先に進まない事業じゃないのですか。

そこら辺は大事なところだと思うんです。維持

費を安くするために地元の方々と。そうしたら、

それに対して、県の方として、どのような植樹

をするのか、それともボランティアでするのか

と、いろいろな方法があると思うんですけれど

も、その辺についての考え方はどのようになっ

ていますか。

【池田道路維持課長】維持管理について地元の

協力が得られるところについては、協定等を結

ぶという方向で考えております。また、今後こ

ういった展開をするに当たっては、地元の協力

も必要なものですから、地元の協力態勢ができ

たところから積極的に事業を進めていきたいと

考えております。

【溝口委員】ちょっと納得いかないところがあ

るんですけれども、ただ、499号、野母崎の方
で端島（軍艦島）を見るためにということです

けれども、そうしたら場所的には、そこを通っ

て観光施設を見たりするところということにな

ってくるわけでしょう。見やすいところ、そこ

の整備については、どの辺を、どのようにしよ

うとしているのですか。499号、野母崎にかけ
たところを花と花木でちゃんと整備していこう

ということでしょう。そうしたら、「世界遺産

や観光施設へ続く道路を」となっているんです。

そこら辺についての整合性はどのようになって

いるのですか。そうしたら、野母崎の先の方に

行く観光施設としては何を想定しているのです

か。

【池田道路維持課長】野母崎の田ノ子に端島の

軍艦島資料館がございまして、長崎市がビジタ

ーセンターとして整備をしようという動きもご

ざいます。それともう一つは、海上からの軍艦
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島のツアーがはやっているのですが、その船が

満杯だということで、最近、観光バスの観光ル

ートになっておりまして、具体的に申しますと、

夫婦岩という場所からの眺望を楽しんでいただ

こうということで、世界遺産絡みということで

整備を進めていこうと考えております。

【溝口委員】軍艦島資料館を整備、あと夫婦岩、

その辺をということですけれども、そこに通じ

る場所について、先ほどの道路もですけれども、

せっかく花とか花木を植えていくわけですから、

その行き着く場所を整備していかないと、バス

とかでわざわざ端島を見られる場所まで行って

も、やはり駐車するスペースとか、公園関係の

展望台かなにかがないと、なかなか難しいと思

うんです。無駄にならないようにしてほしいと

思うんですけれども、その辺については、考え

方を持っているのですか。

【池田道路維持課長】現在、野母崎に関しまし

ては、アクセス道路の部分は道路改良で進めて

おりまして、アクセスがより便利になるという

ことでございます。

 駐車場の問題でございますが、今のところ、

具体的な整備について、まだ協議は進めており

ませんが、今、展望場がございまして、その付

近にはバスが止まって展望ができると考えてお

ります。

【溝口委員】 展望場があるんですね。それで、

そこにはバスとかは何台かつけられるようにな

っているのですか。先ほどの説明によると、端

島まで行く船が満杯で、どうしてもという形の

中で、バスで外から見られるような場所にとい

うことで、この事業ができているということな

んですけれども、せっかくこの事業を進めてい

くならば、そこを通ってもらって、観光客の皆

さん方が「ああ、きれいですね」と言って、ち

ゃんとした場所まで行って、それから観光施設

を見るということにならないと。大体そちらの

方を最初に整備して、この花をつくっていくの

が普通じゃないかと私は思ったんです。最初に

道からきれいにしても、何か意味があるのかな

という感じがするんです。

【池田道路維持課長】駐車場等については、ま

だ具体的な整備計画を持っておりませんが、こ

の件については、長崎市と改めて協議を進めて

みたいと思います。

【溝口委員】目的を持った道の整備であります

から、ちゃんとしたスペースをつくって、そこ

で観光の皆さん方が喜んでいただける場所つく

って、そしてそこに行くまでの道を花できれい

に飾るというのが普通で、最初の場所がまだき

れいに整備されていないのに、こちらからする

というのは、私はちょっとおかしいなという気

がしたんです。その辺については長崎市とちゃ

んとした話し合いをして、県の方としてどのよ

うにしていくのかと。県の事業で、これは単独

でも1,000万円も出ているわけでしょう。そうし
たら、考えて整備をしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

【中山委員】 関連。今、溝口委員さんから、

499号の夫婦岩の話が出ました。あそこに行け
ば、今もきれいに花を植えていますよ。ただ問

題は、駐車場がないです。溝口委員さんがさっ

き言ったから、やはりその辺を整備していかな

ければ。あそこに集中されると交通渋滞が発生

して、また、あれを横断するんですよ。要する

に、夫婦岩か海岸の方にあるので、左側にバス

ベイのようなものがあるんだけれども、横断し

ていっているんですよ。ですから、この辺の安

全策の一つとして、市と協議して、ぜひ50台ぐ
らいの駐車場の確保をやってほしいという気が
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しているんですけれども、その点についてどう

ですか。

【池田道路維持課長】 安全対策も含めまして、

長崎市と協議したいと思います。

【西川分科会長】 暫時休憩します。

― 午前 ９時５９分 休憩 ― 

― 午前１０時 ０分 再開 ― 

【西川分科会長】 分科会を再開します。

【中山委員】野母崎の方は確かに軍艦島があっ

ていいんですけれども、あそこは水仙の町なん

ですよね。ぜひその辺を活かしながら花は考え

てほしいということを付け加えておきたいと思

いますし、あわせて、今後、大型バスとかがど

んどん、どんどん来るようになると、ありがた

い話でありますけれども、この先の亜熱帯植物

園まで行けるように道路の整備を含めて、ぜひ

ひとつ検討していただいて、この地区の振興に

寄与していただくように、道路維持課としても

検討をやれるところを進めていただきたいとい

うことを要望しておきたいと思います。

【中村委員】今、中山委員から出ましたけれど

も、私もその辺について、もう少し連携がとれ

たら思っているんだけれども、以前、担当の委

員会に行った時に、亜熱帯植物園というのは

先々が非常に不安定なところが多かったものだ

から、いろいろ改良をやっていますけれども、

ただ、せっかく今回の世界遺産に認定されたと

いうこともあって、その通る道路、一番最後に

なると思うんだけれども、何とかしてこれを利

活用して亜熱帯植物園にお客を動員するという

のは非常にいい考えだと思うんです。何とかほ

かの担当課とも連携をとって、うまいぐあいに

やってください。

 それともう1点、花を植えるのは確かにいい

と私も思うんだけれども、花は咲く時期があり

ますよね。例えば何カ月も咲くという花もある

けれども、短期間で終わる花もあるわけで、今

までの国体の時にも、道路のあちこちに随分花

を植えた。きれいな時期はいいんだけれども、

終わった時期とか、そういうところを考えた時

に、やっぱり植えつける花の選定というのは非

常に大事だと思う。もちろんそれは県内産を使

うんだろうと思うけれども、花の選定について

は、どうお考えを持っていますか。

【池田道路維持課長】基本的には、花について

は在来種、あるいは町の花でありますとか市の

花、そういうものを中心に選択しまして、それ

とできるだけ一年中花を切らさないような形の

ものを考えております。

 それと、その品種の選定については、大学の

先生とも、どういうものがいいか、メンテナン

スがしやすいものはどういうものがあるかとい

うことで協議を進めているところでございます。

【中村委員】もちろんメンテナンスも大事だけ

れども、例えば、国体の時に、道路にボックス

を置いて植え付けていましたよね。また今回も

そういう形を考えているのですか。

【池田道路維持課長】フラワーポットでの整備

というのは基本的には考えておりませんで、植

栽マスをちゃんとつくって植え付けをします。

ただ、空港線に関しましては、歩道が狭いとい

う形もございますので、現在もフラワーポット

自体は少し並んでいるのですが、その辺を少し

グレードアップしたものを考えたいと思ってお

ります。

【中村委員】 わかりました。

 できるだけ開花の期間が長いようなものを選

定していただいて、先ほど中山委員も言われた

ように、地元が推奨する花もあるらしいから、
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そういうところも選定の中に入れてやっていた

だきたいと思います。私は、できれば街頭に設

置するよりも、例えば空港、港とか、そういう

ところにどんと大きなもの、見て、ぱっときれ

いだなと思えるようなものをつくってほしいと

思うんです。ぽつっぽつ置いても、それが果た

してバスの中から見ただけで、きれいと思える

のかどうかというところです。それは溝口委員

と一緒の考えです。だから、そういうところも

ぜひ考慮して、せっかく県の予算を使うのだか

ら、来る方たちが楽しめるようなものをつくっ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。

【溝口委員】 債務負担行為の方ですけれども、

道路監視業務外部委託についてです。5,922万円
を組んでいるんですけれども、このことについ

て、どのような監視業務をお願いしていこうと

しているのか聞かせてください。

【池田道路維持課長】我々が管理しております

国県道のパトロール、黄色い車が走っていると

思いますが、それを民間委託しまして、路線に

ついては大体週に1回から3回程度、重要度に分
けまして、そこをパトロールして回ります。危

険物があったり、道路に支障があるものについ

て連絡をもらう、あるいは簡易な補修はすると

いうような事業でございます。

【溝口委員】ちょっとわかりにくかったんです

けれども、監視業務をしながら、ちょっとした

修理もしてもらうということですけれども、こ

れを委託しようとしているのは長崎県内の業者

の方々なんですか。そういう委託業務を受けて

いる専門的な会社にしようとしているのですか。

【池田道路維持課長】これは各管内の地元の業

者に、一般競争入札で考えております。

【溝口委員】 そうしたら、委託業務ですから、

これについての委託するための協定というのは、

ちゃんとしたものがあるのですか。

【池田道路維持課長】契約内容については、こ

れ用につくっているということでございます。

【溝口委員】契約内容についてということであ

れば、ちゃんとしたものがあると思うんですけ

れども、私たちに意外と見えないんです。高速

道路をパトロールしていただける人たちは、い

ろいろなことをしていっているかもわかりませ

んけれども、大体高速道路のパトロールの関係

のような形になるのですか。それで、年度を越

えてということですけれども、これは1年じゃ
なくて何年間契約だったですか。

【池田道路維持課長】 契約年数は、3年という
ことでございます。ただ、長期にわたりますの

は、車をその業者さんが用意する、それからい

ろんなパトロールのやり方の教育も必要なもの

ですから、ある程度の期間、長期契約をして、

速やかなパトロールができるようにということ

で、長期契約を結ぶという形でございます。

【渡辺委員】何点かお尋ねしたいのですが、ま

ず、公共事業の技術情報システムの関係です。

これにトータル4億円以上かかるのですが、こ
れは民間にこういうシステムを委託しているん

ですか、それとも県内部でこういう更新に向け

てしようとしているのか、どっちなんですか。

県が主体なんですか。それとも、そういうシス

テムを民間に委託するのですか。

【田口建設企画課長】発注の方法ということで

よろしいでしょうか。

【渡辺委員】今までのシステムを今度、再開発

しようとしているわけでしょう。その再開発し

ようとする経費が4億円以上かかりますという
ことでしょう。とりあえず今回、補正に385万
円の予算を計上しましたということでしょう。
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その大きな再開発のシステムそのものは、長崎

県が、今あるシステムを改良しようとしてこれ

ぐらいかかるのか、どこかの会社に委託をして

4億円ぐらいかけて再開発しようとしているの
か、どっちなんですか。そのシステムそのもの

はどのような運用をされているのですか。私の

質問の意味がわかりませんか。

【田口建設企画課長】今回は、県のシステムで

ありますので、県が外注することでシステムを

構築したいと思っております。（発言する者あ

り）発注のやり方、外注に当たってはというこ

とですか。

【渡辺委員】今、県庁の職員が公共工事をする

時に、それを使って入力しているわけだろう。

それがウインドウズ10に対応するように再開
発しようとしているわけでしょう。中身のソフ

トをいじるのは、県庁の職員がしようとしてい

るのか、それとも民間外部に委託してしようと

しているのか。民間外部でしようとしているな

ら、その会社は、入札をして約4億幾らでしよ
うとしているのか、その辺の仕組みがどうなっ

ているのですか。

【田口建設企画課長】開発の方針としましては、

まず、この案件がＷＴＯの対象になっておりま

すので、ＷＴＯという管轄で発注をしていきた

いと思っております。ただ、可能な限り県内が

参入できるような方法を選びたいと思っており

ます。

 それと、全体額としましては約3億9,700万円
になっておりますが、この金額は、昨年度まで

に、どういったシステムをつくるかという仕様

書を県が策定しまして、それに基づきまして業

者に対して参考見積もりをとりまして、その内

容を精査して決定した金額でございます。今後

は、この内容によりまして発注をしていきたい

と考えております。

【渡辺委員】そうしたら、これは入札はしてい

るんですか、していないのですか。

【田口建設企画課長】今回、債務負担をご承認

いただきましたら、これに基づきまして発注を

したいと考えております。

【渡辺委員】そうしたら、今後幾らの金額にな

るのか。私はパソコンは余り得意じゃないけれ

ども、今のベースがあるのに、一部をウインド

ウズ10に改良するだけに、4億円以上の経費が
かかるのですか。今のベースが全然ないのに新

たにつくったなら、そのぐらいかかるかもしれ

ないけれども、今まであるベースをウインドウ

ズ10に改良するだけに4億4,000万円もかかる
のですか。人間が何人かかればこうなるのか。

工事費と違って、材料費とかは全然関係ないわ

けでしょう。頭の中でそのシステムをするだけ

で、何で4億4,000万円もかかるのか。それが当
たり前ですという理由は、どこが基準かわから

ない。中身がよくわかりません。

【田口建設企画課長】現行のＰＥＩＳのシステ

ムをベースにしまして、それに新たな機能を付

け加える形で、機能としてはほとんど変わらな

いのですが、その機能を確保するためのシステ

ムは新たにつくらなければいけない、極端に言

いますと、プログラムを一からつくり直さなけ

ればいけない。こういうふうな機能を求めるん

だけれども、ただそれをゼロベースからつくら

なければいけないというのは、昔つくったもの

も今回全面改修のものも全く同じ条件でござい

ます。

 それと、先ほど説明をしていなかったのです

が、このシステムの使用状況を説明させていた

だきたいんですけれども、このシステム自体は、

土木部だけではございませんで、農林、水産も
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含めた公共事業発注部局で共有しているシステ

ムでありまして、技術の職員、経理、総務の職

員を含めて総勢1,000名が利用しているような
大がかりなシステムであります。それと、年間

発注件数としましては5,000件程度を処理して
いるシステムでございます。

【渡辺委員】そうしたら、このシステムは土木

部で計上しているけれども、各それぞれの部で

も計上されているわけですか。

【田口建設企画課長】債務負担行為調書を見て

いただければおわかりと思いますが、6ページ
になりますが、土木部、農林、水産でそれぞれ

負担をするという内容になっております。負担

の割合につきましては、最近5年間のそれぞれ
の発注件数の割合で決めております。

【渡辺委員】 その総額が4億円ちょっとかかっ
たものを、それぞれの発注件数に応じて分担し

て負担するということですか。わかりました。

 次に、観光客船の入港増加に伴う港湾施設の

管理経費が今度は2,600万円ぐらい上がってい
るんですけれども、これは当初の予算の何隻分

が、今後どのくらい見込まれるからこれくらい

にしましたという数を教えてください。

【近藤港湾課長】観光船の入港増加に伴う港湾

施設の管理経費の内訳でございますけど、中身

につきましては2つございまして、国際船の入
港の際のふ頭保安のため、出島岸壁で警備員に

よる保安検査を行っていますけれども、これの

費用は当初は142隻で契約をしていましたけれ
ども、韓国のＭＥＲＳ等の影響もございまして、

年度末までに約180隻の予約をいただいており
まして、これにより費用が増加することによる

補正をお願いしているものでございます。

【渡辺委員】松が枝に入港管理の事務所があり

ますよね。あれの清掃とかは補正に入っていな

いのですか。この分は警備員だけですか。

【近藤港湾課長】先ほど説明が漏れましたけれ

ども、警備員の費用と、客船の入港を受け入れ

ている松が枝の国際ターミナルの指定管理者に

かかる負担金の増額分も入っております。

【渡辺委員】 その内訳を教えてください。

【近藤港湾課長】指定管理者の負担金の内訳で

ございますけれども、松が枝ターミナルにつき

ましては、緑地駐車場をあわせて指定管理者に

運営を委託してございます。指定管理者の主な

収入の原資となる駐車料金でございますけれど

も、大型客船が入る際は普通車が止められませ

ん。これによって約500万円程度の収入減収が
ございます。この分の補 を行っております。

それと、国際船が入港する際に乗員の方々のサ

ービス向上のために移動式の通路を設置してい

ますけれども、入港隻数の増加によって、連絡

通路の設置にかかる費用の増分が約200万円ぐ
らい、あと光熱水費の増加等によって、合わせ

て1,100万円の増額になっております。
【渡辺委員】 142隻の予定が180隻ということ
で、これだけの補正が必要になったと理解して

おきます。

 それと、債務負担行為の道路監視業務の外部

委託の関係です。この外部委託の人たちにパト

ロールしてくれという業務で何々を要請してい

るわけですか。例えば、白線が薄くなっている

とか、道路の欠損状況、街灯、どのあたりまで

含めてパトロールの要請をしているわけですか。

【池田道路維持課長】通常のパトロールですの

で、道路利用者、車の運転者あるいは歩行者の

支障になるようなものがないかということを基

本に、例えば落下物、舗装面のでこぼこ、ある

いは落石などの危険箇所などについても点検を

する、また老朽化の問題もございますので、物
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によっては場所的に古い構造物などはよくチェ

ックするというようなことでございます。

【渡辺委員】私は前から思っているんですけれ

ども、県庁に勤めている人が5,000人以上いるわ
けです。この人たちがそういう意識を持って自

分の通勤路をチェックすれば、こういう外部委

託費は削減できるんじゃないか。自分の通勤中

に、街灯が昼間についておったとか、手すりが

壊れているというのは、通勤する県庁の職員の

皆さんがわかるはずと思う。私は、そこはでき

るだけいろんな経費を含めて、今後こういう外

部委託をするんじゃなくて、県庁職員全部がパ

トロール員という意識を持つことによって、こ

ういう経費が削減できると思うのですが、道路

維持課長、どのように思いますか。

【池田道路維持課長】確かに委員がおっしゃる

ようなご意見も非常に貴重なご意見と思います。

 ただ、今のパトロールについては、ある程度

専門的な目で見るという目も必要ですし、実態

として今でもまだまだパトロールが足りないと

いう声も聞かれます。あるいは、パトロール中

に地元の方々の要望を聞いたりできますし、そ

ういった形のパトロールは必要かと思います。

ただ、委員がおっしゃるようなご意見も検討を

してみたいと思います。

【吉村(洋)副会長】上からいきます。ＰＥＩＳ、
385万円ですけれども、これは結局、平成28年
度以降4年の債務負担行為でしょう。私たちは
中身もわからないわけですよ。それで、システ

ムでしょう。そしてさっき説明で、ウインドウ

ズ10にかわって、ＯＳに影響されていたらいけ
ないから、そういうものに影響されないシステ

ムづくりをやるんですと、今後はＯＳがウイン

ドウズ11になっても、12になっても、100にな
っても関係ないんですよ、そういう大きなシス

テム変更するんですという説明だったろうと思

います。それで、4年間債務負担行為をするわ
けですから、この4年間のタイムスケジュール、
工程表、そして中身がどういうふうに変わって

いくのかとかいうものを説明した資料を最初か

らつくっておってほしいんです。そうしないと、

ここで言葉だけで話してもわからない。それが

1つ。
 そして、それを私もこの6ページを見ていた
んですけれども、土木部、農林部、水産部、5,000
件、それで予算がそれぞれあるでしょう。平成

27年度で土木部は305万円ですよ。そして、農
林部が47万円、水産部が32万円、合わせて385
万円でしょう。土木部が予算を総括するわけで

しょう。農林部と水産部からは土木部に部局か

ら雑入か何かで金が入るのかなと思うんですけ

れども、そういうものも見えてこないじゃない

ですか。だから、そういうものが全体的にわか

るような資料をつくっていただきたいというの

が要望です。

 それから、広域連携事業、これは広域連携の

意味がまずわからない。長崎市と県が連携する

のか、県内全域の基礎自治体と県が連携するの

か。「世界遺産」と書いてある、でも「観光施

設」とも書いてある。観光施設だったら県内全

域でしょう。どこをやるのか。まずここをやる

と場所が決まっているのか、そこら辺もきちっ

とやっておってもらいたい。さっきの話を聞い

ていると、どうも長崎市内のような感じになる

わけですけれども、そうしたら、それをどうい

う役割分担でやるのか、後の管理もどうしてい

くのか。ボランティアにお願いしたいと言うけ

れども、そうそうボランティアもいるのかなと。

草刈りしたり、剪定したり、私たちも毎年毎年

やっているのですよ。花木を植えると言うけれ
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ども、その後を考えてやってもらわなければ。

それよりも、道路をきれいに掃除しておった方

がよっぽどすっきりする。そういう意味で、紙

を見たらわかるように、そういうことがわかる

ような資料づくりをやってもらいたいと思うわ

けです。

 それから、道路監視業務の外部委託5,900万円
も、どの辺の区域をやるのかがわからないじゃ

ないですか。これは県内全域なんですか。そし

て、それを幾つに分けてあるのですか。そして、

これも債務負担なのですから、業務内容。さっ

きもあったんですけれども、県として「こうい

う業務をしてください」ということを書いて入

札にかけたんですよと。その業務内容の資料と

かも出していただきたいと思うんですけれども、

いかがですか。

 まず、そういう丁寧な資料づくりをやっても

らいたいと思うんですけれども、土木部長、そ

こら辺、いかがですか。言わなければ出てこな

いし、時間も無駄じゃないですか。

【浅野土木部長】委員がおっしゃるとおりです。

確かに口でなかなかわからないところもあるの

で、そういうものについては事前にちゃんとご

説明できるようにこれからは資料づくりもさせ

ていただきたいと思います。どうもすみません

でした。

【吉村(洋)副会長】 お願いします。
【徳永委員】今、副会長から話がありましたけ

れども、私もこれはもう一度確認しようと思っ

ていたんですけれども、この広域連携事業とい

うのは、どういうところまで対象になるわけで

すか。

【池田道路維持課長】この広域連携事業と申し

ますのは国の予算の名目でございまして、その

予算をとるために、九州西南部地域の広域的な

観光の活性化のために行う事業でございまして、

沿道の環境整備でありますとか、防護柵の整備、

そういうものを進めていこうという事業でござ

います。事業費は国の予算の名目でそういった

形でやっておりまして、先ほど言った九州地域

内の連携をとりながらやるという計画でござい

ます。

【徳永委員】これは観光に特化をするというこ

との理解でいいのですか。

【池田道路維持課長】目的は、観光の活性化と

いうことでございます。

【徳永委員】 私は、花と花木、これは悪いとは

言ってないんです。そうであれば、例えば、各

市にもいろいろと協議はしているのですか。こ

れは県が主体として、こうこうと決めているの

か、その辺どうなんですか。

【池田道路維持課長】今回は、特に世界遺産を

契機にしたということがございますので、地域

的に長崎市内となっているのですが、今後、改

良事業なんかでも北松方面でやっている事業も

ございますし、そういった中で花の整備をやっ

ていこうと考えているところもございます。

【徳永委員】 世界遺産に特化するというのは、

それでいいんですか。例えば、私の地元は島原

半島ですよ。この前も質問をしましたけれども、

観光となれば、我々は島原半島の雲仙、小浜、

島原とあり、そうなれば、例えば道路の問題と

か、公園、いろいろあるわけなんです。私は当

初は、これは完全に世界遺産のための予算なの

かと思ったものですからね。ただ、広域と書い

てあるし、またこれを見れば県単まで使ってや

っているし、そういうことで、正直言って、こ

れに特化した意味がよくわからないんです。例

えば、世界遺産だけにしか使えないとなれば、

それは私もこれで了としたいところなんですけ
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れども、先ほど道路維持課長が言うには、九州

西南部の観光に、国からの予算だということで

あれば、「じゃ、こっちもやってくれ」とか、

「こういうものにはなぜ使わないのか」という

ような意見も当然ほかの委員からも出ると私は

思うんです。その辺は、どう説明をされるので

すか。

【池田道路維持課長】今回の事業につきまして

は、取っかかりということでございまして、一

番最初に世界遺産の周辺を整備していくという

ことでございます。その箇所の洗い出しについ

ても、世界遺産の登録箇所を中心に、当然ほか

の箇所も検討を進めておって、予算的な制約も

ございますので、今回は、一番事業効果が高い

であろう3カ所について進めているということ
でございます。今後は、こういった展開、地元

の協力が得られれば、可能な限り進めていきた

いと考えております。

【徳永委員】世界遺産に特化すれば、私の地元

の多以良港は玄関口です。これは世界遺産で昨

日も長洲町の町長とも話をしていまして、荒尾

から多以良港を経由して、そして長崎の方に行

くというこの交流をどんどんやらなければなら

ないと。そうなれば、こっちも世界遺産なんで

すよ。ここの道中もいろいろと各々の問題があ

るわけですよ。そして、前回、バスで九州・山

口の近代化産業遺産群の視察をしましたよね。

そろばんドッグのところのトンネルの問題、例

えば、バスで周遊した時に、どこでバスを止め

るのか、いろんな問題があるわけなんです。だ

から、そういったところもあるのに、こちらを

優先しなければならないという意味が私はよく

理解できない。その辺、どうなんですか。

【池田道路維持課長】確かに市町のご意見まで

聞いたりはしてございません。ただ、今回の事

業は、将来的に進めていくためにも、先ほど申

しました地域との連携という上においてもモデ

ル的な要素もございますので、うまくそういっ

た体制が整ったようなところ、例えば、今回の

202号の外海町については、ながさきサンセッ
トロードという日本風景街道という道路として

指定をされております。道路自体が観光の財産

ということで、それを整備を進めていこうとい

うことで、地元の協議会などもございまして、

非常に体制が整ったところということでござい

ます。そういったところを今回は優先的に事業

を進めていくということでございますが、先ほ

ど申しましたとおり、今後、可能な限り全県下

的に進められればと考えております。

【徳永委員】それは課長が言う順序が正しいの

か、我々が思う順序が正しいのか。例えば、今

回、世界遺産でやるとなれば、我々にその順序

の説明をする、説得力のある事業のやり方、箇

所付けというのを今後しっかりやっていただき

たいと思っております。整備をされて、花とい

うのは最後の仕事だと私は思うんです。だから、

花が悪いとかは言っておりません。ただ、その

前にすることもしっかりあるということも認識

していただいて、今後事業の進め方、箇所付け

というものをしていただきたいと思っておりま

す。これは意見として言っておきます。

【中島(浩)委員】 道路維持補修の外部委託なん
ですけれども、従来は職員の方がパトロールを

されていたと思うんですけれども、今現在、こ

れは各振興局、外部委託になっているのでしょ

うか。

【池田道路維持課長】現在パトロールを行って

おります事務所は11事務所ございます。事務所
単位でやっているわけですけれども、全体で23
のパトロール班がございまして、そのうちの9
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つを民間委託しているという状況でございます。

【中島(浩)委員】 将来的には、全部外部委託に
なるんですか。

【池田道路維持課長】 県の「新」行政改革プラ

ンの中では、外部委託をできるものは外部委託

をするということでございますが、これは現業

の職員の方々との兼ね合いもございまして、そ

れについては今のところは、新規の採用の道路

監視現業職員を雇わないという方向でございま

す。今後の展開については、行政改革プランの

中では、民間委託できるものはするようにとい

う方向でございますが、全部民間委託にすると

いうことまでは決まっておりません。

【中島(浩)委員】 新規に雇わないということで
すから、必然と退職を待ってということになっ

ていくのですか。

【池田道路維持課長】先ほど申しました新規に

雇わないというところまでは、まだはっきり決

まったわけではございません。ただ、先ほど言

いましたように、行政改革プランの中で、民間

でできるものは移していくという方針がありま

すので、そういったものをもとに検討を進めて

いるということでございます。

【中島(浩)委員】 これは3年間契約できるとい
うことで、地元の業者さんあたりは、受注でき

たら非常に有効な仕事だと思うんです。ぜひこ

れはなるべく外注にしていただきたいと思いま

す。

 それと、予算が単年度で大体2,000万円近くな
んですけれども、これはどこの管内になるので

しょうか。

【池田道路維持課長】今回は、大瀬戸の管内分

でございます。

【中島(浩)委員】 わかりました。
【西川分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

 第101号議案のうち関係部分は、原案のとお
り、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川分科会長】 ご異議なしと認めます。

 よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

【西川分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時３７分 休憩 ― 

― 午前１０時４７分 再開 ― 

【西川分科会長】 再開します。

【西川委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

 議案を議題といたします。

 土木部長より総括説明をお願いいたします。

【浅野土木部長】それでは、土木部関係の議案

についてご説明いたします。

 環境生活委員会関係議案説明資料及び関係議

案説明資料（追加1）の土木部のところをお開
きください。

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第112号議案「契約の締結について」でありま
す。

 第112号議案については、補足説明資料を配
付させていただいております。
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 次に、土木部関係の議案外の報告事項につい

て、ご説明いたします。

 今回ご報告いたしますのは、公共用地の取得

状況で、その内容は記載のとおりでございます。

 次に、土木部関係の主な所管事項について、

ご説明いたします。

 今回ご説明いたしますのは、幹線道路の整備

について、石木ダムの推進について、九州新幹

線西九州ルート（長崎ルート）の推進について、

長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本計画の概要

について、県立総合運動公園陸上競技場のネー

ミングライツ・パートナー募集について、長崎

県総合計画の数値目標の達成状況について、地

方創生の推進について、新たな総合計画の策定

について、国土強靱化地域計画の策定について

であります。

 このうち、石木ダムの推進について、長崎駅

舎・駅前広場等デザイン基本計画の概要につい

て、県立総合運動公園陸上競技場のネーミング

ライツ・パートナー募集については、補足説明

資料を配付させていただいております。

 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【西川委員長】次に、都市計画課長から補足説

明を求めます。

【藤田都市計画課長】都市計画課の契約案件に

ついて、ご説明いたします。

 今回、ご審議いただくのは、第112号議案の
新規契約の案件1件であります。この案件につ
きましては、総合評価落札方式の簡易型となり

ます。

 配付の環境生活委員会課長補足説明資料の1
ページをお開きください。

 第112号議案「契約の締結について」であり
ます。

 工事名は「棚方崎真申線街路改良工事（崎真

申トンネル）で、工事場所は、2ページの位置
図に示すように、北松浦郡佐々町小浦免であり

ます。

 工事の内容は、3ページの平面図に示すよう
に、全体工事延長は214メートル、幅員は、車
道幅員6メートルの2車線で、全体幅員が9メー
トルになります。トンネルの延長は176メート
ルで、機械掘削式のＮＡＴＭ工法であります。

1ページに戻っていただき、5に記載のとおり、
契約相手は上滝・門田特定建設工事共同企業体、

契約金額は6億2,780万4,000円であります。契
約工期は390日間としております。
 入札結果については、6ページの一覧表のと
おりです。右側の欄の評価値が最も高い上滝・

門田特定建設工事共同企業体と仮契約を行い、

今回、契約案件として上程させていただいたも

のです。

 以上で、補足説明を終わります。

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【西川委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

【渡辺委員】入札の関係です。最低制限価格よ

り上回っているんですけれども、今回の入札結

果が下から2番目の企業が受注しているんです
よね。田浦組・トモダ特定建設工事共同企業体

の方が入札の金額は低いわけです。仮決定者は

上の方になっているんです。要するに、総合評

価方式でこうなったのだろうと思っているんで

すけれども、この点数の重みと入札の金額の重

み。入札の資格があれば、入札の資格を持って

いるのだから、入札の金額の下の方が当然受注
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するものと私たちは思っているんですけれども、

その辺の考え方です。要するに、全部このトン

ネル工事に参加できる資格がある人が入札して

いるのだから、標準点は全部100点になってい
るんですけれども、加算点の関係でこうなって

いるのですが、その点差の開きと入札価格の開

きのバランス、1点当たり、どのくらいの重み
を持っているのか、この辺はどのようになって

いるわけですか。こういう理由で仮決定者が下

から2番目の上滝・門田特定建設工事共同企業
体になりましたという、その根拠を示してもら

えませんか。

【藤田都市計画課長】今回の入札につきまして

は総合評価落札方式でやっておりますけれども、

これにつきましては価格と技術力を総合的に判

断して落札者を決定しております。その根拠と

しましては、入札額と、資料7ページになりま
すけれども、これが簡易型の技術力の評価にな

っております。ここで表の欄で「技術提案」及

び「配置予定技術者の能力」、「企業の施工能

力」、この合計が20点ということになっており
ますそれを評価した部分が6ページの加算点と
いうことになります。県としましては、総合評

価方式の中で標準点100点、これにつきまして
は入札条件を満たせば100点、あと先ほど申し
ました加算点、おのおのの企業体の評価値を加

味しまして、標準点と加算点を分子としまして、

その部分を価格で割ります。それに1億を掛け
て評価値としておりまして、この評価値が一番

高い、今回20.313であります上滝・門田特定建
設工事共同企業体が総合的に価格及び技術力を

判断した中では一番高いと評価した上で、仮契

約しているということになります。

【渡辺委員】加算点は3.05の差でしょう。この
3点というのは、1点につき幾らの、入札の金額

とどういう差があるわけですか。例えば、1点
につき1,000万円としているのか、1点につき
100万円としているのか、そういう判断でされ
ているわけですか。標準点は全部資格があるか

ら100点もらっているわけですね。あとは加算
点だけでしょう。これが3.05の差です。この3.05
の差が入札価格の差額と逆転する根拠というの

は、どこを見ればいいのですか。どういうふう

に理解すればいいのですか。

【藤田都市計画課長】 今回の落札額5億8,130
万円、これを点数、今回は標準点と加算点です

ので118.08で割りますと、1点当たりが約490
万円になります。ですから、3点違うというこ
とは、その3倍程度の価格の差は出てきている
ということになります。

【渡辺委員】 1点の評価というのは、入札価格
の分が分母になってくるわけですか。

【藤田都市計画課長】右側の評価値の出し方で

すけれども、これにつきましては標準点と加算

点を足したものを分子にしまして、当然、加算

点が高いということは技術力が高い、その部分

を分子にします。それを入札額で割るというこ

とですから、入札額は逆に安い方が計算値とし

ては高くなるということで、その計算値が一番

右側の評価値という格好になりますので、入札

価格及び技術力をトータルとして評価した値と

して、この評価値があると考えております。

【渡辺委員】その評価値の算出の方法をもう一

遍。その算式を書いたものはないのですか。最

終的には評価値で決めるわけですね。評価値の

高いところが一番いいわけでしょう。これは1
回目の入札の金額も含めて、全部こうして出し

ているわけですか。例えば、1番目と2番目の比
較だけではなく、このようにして全部出すわけ

ですか。
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【田口建設企画課長】もう一度説明しますけれ

ども、6ページの評価値の出し方につきまして
は、表の標準点と加算点を足したものを分子と

します。ですので、100点は一緒ですので、加
算点が高いところが優位となる、これは技術力

が高いところが優位となるということになりま

す。それを第1回目の入札額で割るようになり
ます。入札額で割るということは、入札額が低

い方が数値としては高くなる、ですから入札額

が安い方が評価値としては上がるという形にな

ります。その中でトータルとして出したものが

右側の評価値、それぞれ一番上段の19.968から
一番下段の20.223までありますけれども、この
中の評価値が一番高い、結果として「仮決定者」

と書いております20.313でありますＪＶが今
回、仮落札者となったということになります。

【渡辺委員】 ということは、この加算点の1点
の重みは、その時の入札の金額で変動してくる

わけですね。例えば、1点は常に100万円ですよ、
200万円ですよというのではなくて、入札によ
って変動してくるわけですね。これが一番妥当

と県の土木部は思っているわけですか。

【田村土木部技監】 総合評価方式については、

平成20年度から県は取り組んでまいりました
が、この計算式については、先ほど都市計画課

長から何回も説明がありましたけれども、標準

点と加算点の足し算、例えば、上滝・門田特定

建設工事共同企業体でいくと、118.08を入札価
格5億8,130万円で割って1億掛けるんですけれ
ども、出た答えが20.313となります。これは一
般的に総合評価で行われております除算方式と

いう形になって、加算方式と除算方式というの

がありますけれども、全国的には、この除算方

式の方が一般的にされております。先ほど都市

計画課長が言いましたように、技術力が高けれ

ば評価値が高くなります。分母の入札価格が低

ければ、当然また評価値も高くなるので、ここ

のバランスを割り算でやっていくというのが除

算方式のやり方です。本県としても、現在、こ

の除算方式で評価値を出して落札者を決定して

おります。

【渡辺委員】そういう決まりになっているのな

ら、しようがないですか。

【久野委員】 112号議案の棚方崎真申線は、私
も真申線は通ることは余りないんですけれども、

ここはあとトンネル工事だけで終わりですか。

というのは、これは途中までできて、トンネル

の手前で何年もストップしていましたよね。ト

ラロープを張って、途中まで来て、その先が、

ストップがかかったまま3年も4年も5年もかか
っているのではないですか。やっとこうした今

回トンネル工事ができれば竣工されるというこ

とで、あと1年ちょっとですけれども、ここで
ストップしていたのは、予算的に問題があった

のか、あるいはまた環境アセスの関係で問題が

あったのか、そこあたりを教えてください。

【藤田都市計画課長】 3ページの平面図をご覧
ください。赤の部分がトンネルになりますけれ

ども、この左側の部分に一部用地ができており

ませんでした。この部分の用地が片づいたもの

ですから、今回工事を発注しまして、来年度ま

でにこの工事を完成させたいと考えております。

【久野委員】 わかりました。多分4～5年かか
っているんじゃないですか。途中までできて、

これから先は全然進めないというような状況だ

ったですよね。だから、相浦方面の皆さん方は、

何でかというのが結構あったんですよ。私もこ

こを一回きちんと確認しなければいけないと思

っていたんですけれども、そういうふうな事情

で、よくわかったんですけれども、そうしたら
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あと1年ちょっとのトンネル工事が完成すれば、
全線開通で吉井までぽんと行けるということで

いいですね。わかりました。

【中山委員】総合評価落札方式の「企業の施工

能力」のところで、「年間受注高の状況」0.9
点というのがあるのですが、上滝・門田は0.45
なんですよね。それで、田浦組・トモダはマイ

ナス0.9となっているんですよね。この辺はどう
いう点数の付け方をやっているのか。年間受注

というのは、共同体での年間受注高なのか、こ

の辺、説明してくれませんか。

【藤田都市計画課長】年間受注高の状況ですけ

れども、これにつきましては年間受注高を年度

の平均の完成工事高で割るようにしております。

ですので、年間の平均完成工事高といいますと、

土木部、水産部、農林部が発注した工事での元

請の工事高になります。これにつきましては平

成22年度から平成27年度5カ年間の年間の平均
の完成工事高を分母としまして、年間受注高に

つきましては、昨年度1年間、今回入札発注を
していますのが6月15日ですので、その1年間の
受注高を分子としまして割り算を行います。そ

の中で、年間に受注が少なかった場合、最高が

0.9点で、これまでの年間の平均工事高を上回っ
て今年度受注をした場合には、最高で1.5倍あれ
ばマイナス0.9という形になります。今回につき
ましては、7ページ、左側の番号でいいますと3
番、上滝・門田特定建設工事共同企業体につき

ましては、年間の受注高が0.45となっておりま
すけれども、ここにつきましては今の受注高が

0.5から0.75に入っているということで0.45、6
番の田浦組・トモダ特定建設工事共同企業体に

つきましては、先ほど申しました年間受注高を

上回っておりまして、1.5倍以上ありますので、
マイナス0.9という形になっております。

【中山委員】そうすると、分母というのを平均

したという話だったけれども、上滝の分母と田

浦組の分母というのは違うんじゃないかと思い

ますけれども、どうですか。同じ分母じゃない

でしょう。

【藤田都市計画課長】それぞれの会社につきま

して、5カ年間の年間の完工高の会社ごとの平
均ということです。

【中山委員】そうすると、この期間に田浦組の

方は1.5倍とっておったからマイナス0.9だとい
うことですね。

 それではもう一つ、「地域の施工実績」です。

これはどこを指すのかという問題と、上滝・門

田は1.2で、仕事を1.5倍したという田浦組・ト
モダは0点なんです。この辺はどういうふうな
判断でしょうか。

【藤田都市計画課長】管内の施工実績につきま

しては、平成12年から平成26年まで15カ年に完
成しました2,500万円以上の工事を元請として
施工した実績となります。その中で、上滝・門

田特定建設工事共同企業体につきましては、5
件以上の施工実績があるということで1.2、田浦
組・トモダ特定建設工事共同企業体につきまし

ては、3件未満ということで0点ということにな
っております。

【中山委員】 15年が適当なのかどうかという
問題と、5件で1.2点、3件以下だったら0点とい
うことだけれども、実質的に何件やっているの

ですか。地域内の実績は、5件以上は1.2点で、3
件以下は0点ということだったから、実質的に、
上滝・門田はエリアで何件やっているのですか。

【藤田都市計画課長】現在資料として持ち合わ

せておりませんので、調べて説明したいと思い

ます。

【中山委員】先ほどから副委員長から指摘を受
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けたように、これは議案になっているわけだか

ら、そういうことは想定されるわけですからね。

 それと、15年というのは置くとして、5件な
らば1.2点、全額やる、3点以下なら0点だという
基準かなにかあるのですか。

【田口建設企画課長】総合評価落札方式におき

ます評価の項目であるとか評価の基準というの

は土木部で統一しておりまして、その内容につ

いては、学識者の意見も聞きながら決定をして

いるところでございます。

【中山委員】それであると、学識者の意見を聞

いて、県の土木部の判断として、5件は満点、
仮に2件あったとした時0点ということになる
と、そんな判断でいいのかなという気がするん

です。参加資格はあるわけだから、「地域の施

工実績」と書いているわけだから、ないのと違

うわけだから、2件あるなら2件あったで、ちゃ
んと点数を出すのが筋道だと僕は思うんですけ

れども、その辺の改善はできませんか。

【田口建設企画課長】その辺の基準のあり方に

ついては、さまざまなご意見があるかと思いま

す。そのあたりを私どもとしましては、学識者

の意見を聞きながら決定しているという状況で

ございます。

【中山委員】今までは決定しているから、それ

はそれとして、過去にさかのぼれということは

言わないけれども、1点2点で落札するかしない
か、これは大きな要素になってくるんですよ。

極端に言うと、0.1点ぐらいでも入札者が変わっ
てくる可能性があるんですよ。そういうことで、

「地域の施工実績」と書いているわけだから、

ゼロならやむを得ない。5件あって満点で、仮
に2件あった時は0点だ、そういう理屈というの
はおかしいでしょう。おかしく思わないですか。

それはぜひ検討が要ると思いますし、土木部長、

これは総合評価を使う以上は土木部全体の問題

にかかってくるから、これの見直しはできない

のですか。

【田村土木部技監】 この総合評価の評価項目

と配点というのは、平成20年度から始めまして、
今までも幾つか見直しをやっております。その

たびに、先ほど建設企画課長から説明がありま

したように、県の恣意的な判断とならないよう

に第三者委員会を2つ持っておりまして、これ
は評価項目を決めるのが総合評価落札制度検討

委員会、それぞれの評価項目の点数を決めるの

がもう一つの総合評価審査委員会です。それぞ

れの委員会において、こういう評価が恣意的に

なっていないのかどうかとかを含めて判断して

いただいております。

 ここについて、1点2点が大きいかということ
ですが、この項目の満点が1.2点でございますの
で、ここをあとどのように配点評価していくの

かという考え方になろうかと思います。今現在

は、3段階評価でやっているところで、ここを5
段階とか、階数をもって細かくするべきである

とか、いろんなご意見がございますけれども、

県としては、そこについては委員会等の意見を

踏まえながら最終的に判断していくことになろ

うかと思います。

【中山委員】 しつこいですけれども、15年間
の実績をつくるという15年というのは、法的な
根拠はあるのですか。

【田口建設企画課長】法的な根拠はございませ

ん。ただ、施工実績を考える中で、県では、15
年というのを一つの目安として運用しておりま

す。

【中山委員】 15年を目安の根拠は何ですか。
【田村土木部技監】 この年数についても多く

の議論がございました。土木部としては、期間
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を短くしてもいいじゃないかという考え方もあ

って、そういうことをお示しした時もありまし

たが、業界等からの意見では、期間を短くする

と、その期間内で落札した業者が有利になる。

技術的にもそう変わらないから、比較的長期に

そこの期間を設定してくれというご意見もござ

いました。県としては、業界の意見等も踏まえ

て、最終的には、現在この15年で運用している
ところでございます。15年の法的根拠というの
はございませんので、業界等の意見を踏まえて、

15年ということで現在運用させていただいて
いるところです。

【中山委員】総合評価方式というのは、基本的

には強いやつが強いんですよ。私はそれを言い

たいんですよ。やはり資格がある業者について

は、できるだけ均等にやってほしいと。実績が

あったところがずっと勝っていくなら話になら

ないじゃないですか。そうなるので、もう少し

平等性を担保して、工事実績については5件で
満点、仮に3件以下ならば0点と、極端過ぎると
私は思います。この辺は第三者委員会で検討す

ることも大事だろうけれども、皆さん方の判断

でやれるんですよ。期間についても「こういう

判断で、こう見直したらどうですか」と第三者

委員会に投げればいいじゃないですか。私はこ

れを今感じて、地域の工事実績については、点

数の配分が極端過ぎるというので、もう少し傾

斜的に、施工実績がある業者については応分の

点数をやるべきだということを強く申し入れて

おきたいと思います。

【吉村(洋)副委員長】 県に裁量があるというの
は、なかなか難しい話ですよね。

 第112号議案で聞きますけれども、今日の議
案は契約の締結議案なのでちょっとつらさもあ

るんですけれども、計画自体は何年ぐらい前に

これをつくろうと計画されたのかというのをま

ずお聞かせ願います。

【藤田都市計画課長】棚方崎真申線につきまし

ては、工事は平成9年度から着手しております。
【吉村(洋)副委員長】 もう大分たっているわけ
ですよね。時間が経過した理由はあえて聞きま

せんけれども、その間にもう約18年たっている
わけです。社会の情勢は変わるんだろうと思い

ます。この図面を見ても、相浦側は県道ですか。

それで、佐々のごみ焼却場の方にぐるっと回っ

て現道をずっと改良して、交差点が四差路にな

って、いい道ができているんですよね。それで、

これをあえてまた延ばして真っすぐ行って、最

初にこの計画があったのだろうと思いますけれ

ども、なかなか進まないので、現道の改良が進

んで、通りやすい道になっているわけです。そ

れでもなお、この事業の目的としては、ここに

トンネルを建設して延ばしていくということに

なるのですが、そういう意味で、この事業目的

は当初どうだったのかというのをお聞きしたい

んです。このトンネルの先は佐々の町道です。

それにつなぐわけですよね。県道を町道につな

いでいくわけです。ここは工業団地があるので

すが、トンネルの先の道路をどういう便利な道

路にしようと考えられておったのかをお聞かせ

いただきたいと思います。

【藤田都市計画課長】この路線につきましては、

佐世保市の北西部と佐々町の南部を結ぶ重要な

路線と考えておりまして、計画を進めておりま

す。佐世保市側につきましては、今現在、4車
線の道路として供用しております。今、委員が

お話しされたように、3ページの図面になりま
すけれども、右側に迂回している道路が現在2
車線で供用している、交通量的にこの2車線で
は足りないということで、合計4車線というこ
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とで、今回トンネルを施工することで交通量を

賄うということで考えております。これにつき

ましては佐世保市と佐々町を結ぶ重要な路線と

いうことで考えております。その中で、こちら

側には工業団地もありますので4車線の道路が
必要ということで、今回施工をするということ

になっております。

【吉村(洋)副委員長】 今の説明で多少理解でき
るのですが、2車線の道路を2本つくることによ
って4車線とみなすと、片側2車線の道路とみな
せるという考え方になるわけですか。そうする

と、既存の県道があって、佐々の中心街につな

がっていますね。それから、このトンネルを通

った道路は途中から小佐々に行く県道につなが

っているんです。この道路の先の方、それで終

わりだったのか、もっと真っすぐ延ばしていっ

て国道204につなごうと思っていたのか、どう
いう交通渋滞の緩和をしようと考えられておっ

たのか、お聞かせ願いたいのです。

【藤田都市計画課長】副委員長がおっしゃられ

ましたように、トンネルの北側につきましては、

現在の県道を通って、それから踏切を渡って、

町道を通るという形になっております。ですか

ら、踏切が支障になっておりますので、踏切を

通らない形で、県道、線路がありまして、今回

町道に接続して、そのまま小佐々の方に行く道

路という形になりますので、踏切部の支障を解

消するということを踏まえてこの計画をしてお

ります。

【吉村(洋)副委員長】 わかるのですが、踏切を
回避する、そのためには、例えば西九州自動車

道からおりて左折をしてきますね。真っすぐ来

て、右折して踏切を渡って、左折して工業団地

の方に行くわけですよね。それを避けるために、

例えば、西九州自動車道からおりて左折をして、

河川橋を渡るわけです。そこを右折して曲がっ

て、今度はこの新しい町道に乗るためには鋭角

に左折しなければいけない。これは便利な道と

言えるのかなと思うんです。これを例えば、西

九州自動車道からおりてきて現道に左折した時

に、真っすぐ乗れるような形にならないと本当

の便利な道路じゃないのじゃなかろうかと思う

んですけれども、その点について、どう考えら

れますか。

【藤田都市計画課長】 今の件につきましては、

県としましては、今の県道で2車線、あと町道
に接続する分2車線の中で、今回トンネルをつ
くる部分につきましては、そのまま踏切を渡ら

ずに小佐々の方向を主の動線と考えていますの

で、それであれば、そのまま小佐々方面にはス

ムーズに行けると考えております。

【吉村(洋)副委員長】 そうですよ、小佐々の方
面にはスムーズに行けるわけです。でも、西九

州自動車道とつなぐと考えるとスムーズじゃな

いわけです。そして、ここは佐々の町道なんで

す。県としての道路のあり方の考え方なんです。

これを便利な道路として考えられるためには、

小佐々に向いてスムーズなだけでは配慮が欠け

ているんじゃないかなと。西九州自動車道のイ

ンターの方に向いてもスムーズに行けるという

ふうにつくらなければだめなんじゃなかろうか

と思うのですが、「こっちは県ですからやりま

すけれども、ここは佐々の町道ですから県は手

は出せないのですよ」と、そこら辺の地元と県

の話し合いとかはきちっとやられているのでし

ょうか。その点についてもお聞かせいただきた

い。

【藤田都市計画課長】この計画につきましては、

当然ながら、町の方ともいろいろ協議をしなが

ら施工を進めてまいりました。その中で、この
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トンネルの北口の方に工場があります。そこで

は大型車が右折で工場に入るということで、こ

こが一番懸案事項であったんですけれども、町

道での混雑、そういうものを含めた中で今回、

町道に接続しての改良というふうに我々は考え

ております。

【吉村(洋)副委員長】 結局、ここに工業団地、

大きな工場、事業所が幾つかあるんです。西肥

バスの営業所もあって、車庫があって、西肥バ

スは、その踏切を通らずに、町道を通って小佐々

方面に行って、鋭角に曲がって橋を渡って駅の

方に左折していっているわけです。大型車を運

転する人たちにとっては、なかなか大変だろう

なと個人的に思うわけです。渋滞が起こらない

ように協力されているみたいですけれども、本

当だったら、もっとスムーズに行ける道路が一

番いいわけですから、そういう面では、今後そ

こら辺も、道路の役割として、ただつなげばい

いんだというのではなくて、その先まで事業計

画をやってもらいたいということも1つお願い
をしておきたいと思うんです。

 それと、今出ましたが、特に、ここには大き

な工場があって、朝夕は従業員だけでも500台
～600台の車が出入りをする、あわせて大型ト
ラックが150台とか出入りをするということな
ので、前からも言っておりますが、それにこの

道路がつながったことによって渋滞が発生して

いくということになると、地域の人たちから見

れば、何をしているのかという話になるわけで

すから、その対策というのをこれが完成する前

によく整理をして、解決しておっていただきた

いと思うのですが、そこら辺の作業というのは

進んでいるのかなと思うのですが、いかがでし

ょうか。

【藤田都市計画課長】工場への出入りにつきま

しては、右折車が多いということで、県と佐々

町、あと工場の方と、右折帯の設置につきまし

て今現在、協議を進めております。これにつき

ましては右折帯を設けることによりまして工場

の用地が若干かかりますので、その部分につき

ましては工場の背後地に町有地がございますの

で、そこ等を含めながら、今後、設計が完了次

第、協議を進めていきたいと考えております。

【吉村(洋)副委員長】 最後に、考え方として、

このトンネルが完成することによって結構効果

がある大事な道路になっていきますね。それを

目指してやっているわけです。そうすると、こ

のトンネルの先の佐々の町道が、町道という道

路でいいのかな、やはりそこは県が管理をして、

きちっとその効果を継続させていかなければい

けないのじゃないかと思いますので、それは今

後の検討課題ということで提案をして、終わら

せていただきたいと思います。答えは要りませ

ん。

【渡辺委員】総合評価落札方式評価表の中身を

もう一遍確認させていただけませんか。年間受

注額の状況は過去の5年間の実績高という、こ
の実績というのは、ＪＶはいろいろ相手方がか

わるですよね。今、仮決定者になっている上滝・

門田特定建設工事共同企業体が例えば10億円
でとった時に、その実績の金額は会社が2分の1
ずつになるのですか。それとも、ＪＶでとった

金額そのものが入ってくるのか、この辺を確認

したいんです。

【田口建設企画課長】ＪＶの場合は、出資比率

に応じて分配をしてカウントしております。

【渡辺委員】わかりました。出資比率に応じて

ですね。

 それと、社会貢献活動の実績、Ａ、Ｂと2つ
に分かれているでしょう。どういうものを指し
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て、なぜＡ、Ｂと2つに分けているのか、その
中身は何ですか。

【田口建設企画課長】まず、社会貢献活動の実

績Ａにつきましては、環境アダプトでの活動実

績、環境美化活動、河川であるとか道路におい

て環境団体として登録をしていただいて、その

活動実績があった場合について評価するという

ものが1つ、あとは災害支援協定に基づくもの
が社会貢献活動の実績Ａとなっております。社

会貢献活動の実績Ｂにつきましては、山地防災

ヘルパーにおける活動、道守が当該企業に所属

していること、あとは消防隊員に所属している

ことを対象としております。

【渡辺委員】社会貢献活動の実績ＡとＢをなぜ

分けているのですか。社会貢献活動の評価とし

て一本に取りまとめればいいんじゃないかと私

は思うんだけれども、ＡとＢを区別している意

味は何ですか。

【田口建設企画課長】これはかかわり方という

観点から整理をしております。社会貢献活動の

実績Ａにつきましては、先ほど申しましたよう

に、県が管理する道路とか河川の環境美化活動、

あと災害支援協定と、いわゆる行政の支援をし

ていただくという観点に関係する項目につきま

してＡで評価をしております。

【渡辺委員】もう一遍、社会貢献活動の実績Ｂ

の方は、具体的にどういう活動ですか。

【田口建設企画課長】社会貢献活動の実績Ｂと

いいますのは、山地防災ヘルパー、これは当該

企業におきまして、例えば、農林の治山、農道

などの変状点検、そういったことをやっていた

だく方が企業に所属していれば評価する、あと

道守につきましては、道路において、橋梁であ

るとか舗装、そういったものの点検ができる能

力がある道守という方を雇用している企業を評

価すると、そういったものでございます。

【渡辺委員】その分けているというのは、行政

に対する社会貢献と地域に対する社会貢献の違

いで分けているということですか。

【西川委員長】例えば、消防団に何人入ってい

るとか、そういうものも点数になるでしょう。

もっと詳しく説明してください。

【田口建設企画課長】先ほど社会貢献活動の実

績ＡとＢの区分について申し上げましたが、実

際の適用する工事につきましても対応が異なっ

ていまして、社会貢献活動の実績Ａにつきまし

ては、全ての工事について、先ほど申し上げた

環境美化活動における活動実績、あと災害支援

協定の活動というものを評価しております。社

会貢献活動の実績Ｂに対しましては、発注する

工事に応じて内容を変えている場合がございま

す。

【渡辺委員】工事の発注内容によって社会貢献

活動の実績Ｂの中身が違ってくると。それは中

身によってどう違うわけですか。例えばの話を

してみてください。

【田口建設企画課長】社会貢献活動の実績Ｂに

つきまして、例えば、先ほど申し上げました山

地防災ヘルパーにつきましては、対象工事とし

ましては、砂防、治山、地すべり、法面処理、

そういったどちらかといいますと斜面とかに対

しての工事に適用しております。道守につきま

しては、道路改良、舗装、橋梁上下部工、トン

ネル、そういったものに適用しております。

【渡辺委員】要するに、急傾斜地斜面工事のよ

うな時は、消防団に入っているとか、そのよう

なものをチェックしている、普通の道路の時は、

地域の道守の活動をしているかどうかをチェッ

クしている、地域ごとの工事発注によって、そ

ういうふうに分けているということですか。そ



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２４日）

- 26 - 

れは基準は何かあるのですか。そこは誰が判断

しているのですか。

【田口建設企画課長】適用する工事につきまし

ては、土木部で一覧表を設けまして、こういっ

た工事の種類については、こういった項目につ

いて評価をするようにというものをつくってお

ります。そういった内容につきましては、個々

の工事の入札公告においても表示をしておりま

す。

【渡辺委員】そこの取り決め、こういう工事に

は、こういうふうにしているというものの表を

くれませんか。

【田村土木部技監】 この社会貢献活動の実績

ＡとＢと分けているのは、今説明がありました

ように、県が発注する工事は、いろんな工種を

発注しています。土木一式工事、舗装工事、あ

るいは先ほど言ったように、斜面の法面工事と

か、いろんな工事を発注しております。この社

会貢献活動を評価する項目が、先ほど言ったよ

うに道守とか、山地防災ヘルパーあるいは愛護

団体の活動、こういうものを幾つか評価してお

りますけれども、これらを一律に全ての工事に

適用すると、全然関係ない舗装工事で山地防災

ヘルパーを評価しても、それは評価し過ぎだろ

うということで、Ａの方が共通して評価する項

目で、Ｂが発注する工事に合わせて評価してい

くという項目に分けております。きめ細かな評

価をやっていこうということで、2つに分けて
評価しております。

【渡辺委員】最終的に確認ですけれども、社会

貢献活動の実績Ａというのは全発注工事に適用

されます、社会貢献活動の実績Ｂというのは工

事の中身によって違ってくるんですよという、

その社会貢献活動の実績ＡとＢの違いを一覧表

で後でいいですからください。

【西川委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

 第112号議案は、原案のとおり、可決するこ
とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 ご異議なしと認めます。

 よって、第112号議案は原案のとおり、可決
すべきものと決定されました。

 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【馬場監理課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した土木部関係の資料についてご説明をいたし

ます。

 提出している内容については、補助金内示一

覧表、1,000万円以上の契約状況一覧表、陳情・
要望に対する対応状況、附属機関等会議結果報

告となっております。

 なお、今回の報告対象期間は、平成27年6月
から8月までに実施したものとなっております。
 初めに、資料の1ページをお開きください。
 県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金について

記載しております。
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 次に、資料の2ページをお開きください。
1,000万円以上の契約状況について、契約状況
一覧表、入札結果一覧表を添付しております。

2ページから164ページまでが建設工事関係の
委託、165ページから685ページまでが建設工事、
686ページから702ページまでが、その他となっ
ております。

 次に、資料の703ページをお開きください。
 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。

 最後に、798ページから最終のページまで、
附属機関等の会議結果を記載しております。

 以上で説明を終わらせていただきます。

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【西川委員長】 ありがとうございました。

 次に、都市計画課長及び道路建設課長並びに

河川課長より補足説明の申し出があっておりま

すので、これを受けることといたします。

【藤田都市計画課長】 課長補足説明資料の8ペ
ージをご覧ください。

 「長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本計画に

ついて」、補足して説明いたします。

 現在、長崎駅周辺においては九州新幹線西九

州ルート、ＪＲ長崎本線連続立体交差事業及び

長崎駅周辺土地区画整理事業が施行されており、

大きくその姿を変えることとなりますが、新し

く整備される駅舎や駅前広場などについては、

都市景観に大きな影響を与えるものであるため、

都市計画や景観の専門家と県、長崎市による検

討会議を設け、長崎駅舎や駅前広場などのデザ

インの基本的な考え方を作成中であり、その検

討内容について中間報告いたします。

9ページをご覧ください。
 デザイン基本計画の対象施設については、基

本的に、図のオレンジ色の一点破線で囲まれて

おります長崎市が施行する長崎駅周辺土地区画

整理事業区域内の長崎駅舎や東西の駅前交通広

場など、オレンジ色の破線で囲んだ施設になり

ます。

 駅舎平面図を掲載しておりますが、上が浦上

川方面、下が国道202号方面になり、黄色の在
来線駅舎と青色の新幹線駅舎が並列した形で設

置されます。このように新幹線と在来線が並列

する頭端駅は日本で唯一のものであり、また港

に面しているという特徴を活かすことも今回の

デザイン基本計画に盛り込むようにしておりま

す。

10ページをご覧ください。
 右上にありますように、駅舎のデザイン基本

計画については5項目設けており、上段のイラ
ストが国道202号に面する東口駅前広場から新
幹線の駅舎を見たものでございます。左が南側、

港方面、右側が博多方面になります。

 下段のイラストは、新幹線駅舎のホーム上か

ら港方面を見たものになります。屋根の高さに

よって、広がりのあるホーム空間を創出し、並

列する新幹線と在来線の駅舎が一体に感じられ

るよう、その境界部に仕切り壁などを設けない

こととするため、左側の断面図にあるように、

新幹線の屋根を標準の4本の柱ではなく2本の
柱で支え、新幹線と在来線の境界部に柱を設置

しないこととしております。また、ホームにお

りた人が長崎の港を感じることができるように、

南北方向、港方面への抜けを確保し、駅舎上屋

の南端部に眺望が確保できる開口を設けること

としております。

 続きまして、11ページをご覧ください。
 駅前広場などのデザイン基本計画については

6項目設けており、中央の図面にあるように、
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国道から西口への軸となる東西軸や駅前広場に

おいても、交通広場だけでなく、人々の集まる

拠点として、街の広場や駅の広場を設けること

としております。また、駅周辺と市街地や長崎

港への回遊を引き出す歩行者動線も検討してお

ります。

12ページに、検討体制について記載しており
ます。赤い枠で囲まれた長崎駅周辺エリアデザ

イン調整会議を平成26年2月に設置し、本年3月
に、駅周辺のデザイン指針を策定しております。

 エリアデザイン調整会議の下に、今回、デザ

イン基本計画を策定する長崎駅舎・駅前広場等

デザイン検討会議を設けております。

13ページには、それぞれの会議の委員名簿を
記載しております。

8ページに戻ってください。
 今後のスケジュールでございますが、長崎駅

舎・駅前広場等デザイン検討会議を本年度は8
月に1回開催しており、残り2回開催する予定で
ございます。鉄道事業者など関係者との調整を

行い、最終的な基本計画を取りまとめ、上部組

織である長崎駅周辺エリアデザイン調整会議に

おいて承認を受け、決定することになります。

 なお、その基本計画を踏まえて、今後、鉄道

事業者が駅舎の設計を進めることとなります。

 以上、長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本計

画の説明を終わります。

 続きまして、本日お配りした、県立総合運動

公園陸上競技場のネーミングライツ・パートナ

ー募集の説明資料をご覧ください。

 「県立総合運動公園陸上競技場のネーミング

ライツ・パートナー募集について」、補足して

説明いたします。

 ネーミングライツとは、県が所有する施設に

企業名、商品名などを冠した愛称を付けて、施

設の名称として使用する権利であります。県有

施設を有効活用することにより、新たな財源の

確保と施設の知名度、集客力、サービスの向上

を図ることを目的として導入するものです。

 募集概要につきましては、8月10日から9月18
日まで募集を行いました。契約期間は3年以上、
命名権料は年額2,000万円以上を希望としてお
りました。

 応募状況につきましては、1社の応募があり
ました。応募されたのは県内の企業であります。

 今後の予定としましては、10月中に外部の有
識者等で構成する選定委員会を開催し、優先交

渉権者としてふさわしいか審査いたします。そ

の後、県が優先交渉権者と看板設置などの諸条

件について協議を行うこととしております。協

議が調った後、11月をめどに協定書を締結した
いと考えております。協定締結後、看板などの

表示変更を行いまして、来年4月から、新しい
愛称の利用を開始していきたいと考えておりま

す。

 以上で、補足説明を終わります。

【佐々道路建設課長】長崎県の道づくり基本方

針（素案）、これに関するパブリックコメント

の実施について、ご報告いたします。

 本日、別途配付しております一枚物で、右肩

に「Ｈ27.9議会 道路建設課長補正説明資料」と
記載しているものをご覧ください。

 平成23年度から平成27年度の道づくり基本
方針が改定時期を迎えていること、また現在、

本県の次期総合計画の策定が進められているこ

となどから、今回、新たに基本計画を策定する

こととしております。

 基本方針につきましては、対象期間を平成28
年度から平成32年度までの5年間としており、
その構成については、記載のとおりでございま
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す。

 策定のスケジュールについては、幹線道路協

議会の幹事会で議論しました素案につきまして、

今後実施する予定のパブリックコメント及び有

識者懇談会においてご意見をいただくこととし

ております。その後、幹線道路協議会でオーソ

ライズした上で、11月定例会の当委員会で基本
方針等をご報告する予定としております。

 また、パブリックコメントについては、広く

県民の皆様のご意見をお聞きし、方針に反映す

ることを目的に実施するものであります。

 実施方法としましては、素案を示した上で、

意見をお聞きすることとしており、ホームペー

ジに掲載するとともに、道路利用者などの関係

機関へ送付し、より多くの意見聴取に努めてま

いります。

 なお、お聞きする内容については、記載のと

おりです。

 以上、パブリックコメントの実施について、

報告を終わります。

【川内河川課長】石木ダム建設事業に係る土地

収用法に基づく手続につきまして、補足してご

説明いたします。

 手続につきましては、6月定例会でも説明し
たところでございますが、その後の進捗につい

て説明いたします。

 お配りしております課長補足説明資料の1ペ
ージ、石木ダム建設事業概要図をお開きくださ

い。

 これは石木ダム周辺の平面図でございます。

まず、この地図について、改めて簡単にご説明

いたしますと、石木川は、図の右上から左下に

向かって流れており、ダムの本体を図の左下に

「石木ダム本体」として黒色で矢印を表示し、

その上流部に、ダム完成後の貯水部分を青色の

線で囲ってお示ししております。また、茶色の

点線で示しておりますのが県道嬉野川棚線であ

りますが、この道路はダムの建設により遮断さ

れ、通行できなくなることから、右側の赤色の

実線で示す道路として付け替える計画としてお

り、図の一番下に両矢印で示しております区間

について既に着工し、現在、樹木の伐採や測量

等の作業を進めているところでございます。

 事業用地に係る土地収用法に基づく手続は、

3つの部分に分けて進めております。1つ目は、
図の真ん中のオレンジ色の迂回道路工事に必要

な用地が含まれる部分であり、2つ目は、その
左のピンク色のダム本体工事に必要な用地に含

まれる部分、3つ目として、一番右の水色のダ
ム中・上流部で必要な用地が含まれる部分の3
つに分けて順次進めております。

 まず、オレンジ色で囲っております範囲に含

まれる用地は、赤色の点線で示しております迂

回道路の建設に必要な用地であり、約5,500平方
メートルについて、昨年9月に最初に裁決申請
した用地でございます。この用地5,500平方メー
トルにつきましては、本年6月に県収用委員会
において裁決がなされ、その後、権利者に補償

金を支払おうとしましたが、受領を拒否された

ため、法務局に供託し、8月24日をもって所有
権を取得いたしました。既に登記についても完

了いたしております。また、このうち約275平
方メートルの畑につきましては、権利取得と同

日付けの8月24日で明け渡しの期限を迎え、県
が事業用地として管理することとなりました。

残りの田畑約5,200平方メートルにつきまして
は、稲刈り後の10月末の明渡期限を迎えること
となります。

 次に、ピンク色で囲っております範囲に含ま

れるダム本体に必要な用地については、本年7
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月に裁決申請し、8月24日に裁決手続開始の決
定がなされました。今後、10月から収用委員会
において審理が開始される予定であり、10月7
日と9日には、家屋が含まれている4件の事件に
ついての現地調査と審理が行われることとなっ

ております。

 最後に、水色で囲っております範囲に含まれ

るダムの中・上流部の用地については、今月2
日から7日にかけまして、裁決申請に必要な土
地調書及び物件調書の作成のための土地収用法

第35条で定めます立入調査を試みましたが、事
業に反対されている地権者の皆様から拒否され、

支援者を含めた方々の阻止行動により現場に立

ち入ることができず、調査を実施することがで

きませんでした。今後は、土地収用法第37条第
2項を踏まえ、国土調査により作成された地図
や航空写真等の既存の資料を活用いたしまして

土地調書及び物件調書を作成し、裁決の申請の

準備を進める予定としております。

 以上が概要図に沿った説明となりますが、次

に、土地収用法の手続上、それぞれの用地がど

の段階にあるかを手続の流れに沿ってご説明い

たします。

 補足説明資料の2ページをご覧ください。
 これは土地収用法上の流れを示したものでご

ざいます。手続の大きな流れといたしましては、

上段に囲っております起業者の裁決申請に向け

ての準備段階と、下段に囲っております裁決申

請がなされた後の県収用委員会による審理の段

階に分かれます。

 まず、上段を見ていただきますと、起業者は、

裁決申請に向けて、補償金の基礎となる土地の

面積や物件の種類、数量等を調査して土地調書

及び物件調書を作成する必要がございます。最

後に手続を開始しましたダムの中・上流部の用

地が現在この段階にあり、先ほどご説明しまし

たように、今月2日から7日にかけて立入調査を
試みたというところでございます。

 次に、下段を見てください。起業者の裁決申

請や明渡裁決の申し立てを県収用委員会が受理

いたしますと、その後は、公開での審理が行わ

れることになりますが、ダム本体に必要な用地

が現在この段階にあり、審理は10月から開かれ
る予定となっております。審理が終了いたしま

すと、収用委員会により裁決がなされますが、

最初に裁決申請した迂回道路に必要な用地が現

在この段階にあり、既に一部は明け渡しの期限

を迎えたというところでございます。

 なお、今ご説明しました主な手続の詳細な日

程につきましては、それぞれの用地ごとに、補

足説明資料の3ページに記載させていただいて
おりますので、ご参照いただければと思います。

 以上で、6月定例会以降の土地収用法におけ
る手続の状況についての説明を終わります。

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【西川委員長】 ありがとうございました。

 それでは、午前中の会議はこれにてとどめ、

しばらく休憩します。

 午後は、1時30分から委員会を再開いたしま
す。

― 午前１１時５９分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

 午前中に引き続き土木部の審査を行います。

 まず、建設企画課長から、6月の委員会での
発言について、訂正の申し出があっております

ので、これを受けることといたします。

【田口建設企画課長】 6月定例会におきまして、
誤った説明を行ってしまいましたので、修正を
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させていただきたいと思っております。

 お手元の資料、1,000万円以上の契約状況一覧
表の中にあります入札結果一覧表の表記におき

まして、結果の欄というところに「超過」とい

うのを書くようになっているのか、なっていな

いのかというご質問がありまして、その際、私、

予定価格を上回った金額におきましては「超過」

という表示をすると申し上げましたが、実際は

「超過」という表記をしないことになっており

ます。入札結果におきます表記の仕方としまし

ては、「落札」、それと「失格」、「辞退」、

あと落札者が同額札が複数ある場合には抽選と

いう行為も行いますので「抽選」、あと「不適

格」と、そういった項目のみを記載することに

なっておりまして、「超過」という記載はして

おりません。修正をさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。申しわけありま

せんでした。

【西川委員長】それでは、陳情審査を行います。

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。

【中島(浩)委員】 陳情書一覧表の 28 番ですけ
れども、建設業協会からということで、この要

望につきましては、「現在、公共事業予算は、

東日本大震災の復興、東京オリンピック関連へ

の傾斜配分により、九州各県では大幅な減少傾

向にあり、地方建設業者が担う社会的責務の遂

行が危惧される状況にあります。」とあります。

平成 27 年度予算は、前年度比どの程度の状況
なのか、お知らせ願いたいと思います。

【馬場監理課長】 内示額としましては、平成

27年度が対前年度比 0.93となっております。
【中島(浩)委員】 金額で言うと、どの程度の減
になるのでしょうか。

【馬場監理課長】 金額で言いますと、平成 26
年度が 568億 500万円、平成 27年度が 528億
8,800万円でございます。差し引きが約40億円
程度でございます。

【中島(浩)委員】 この要望につきましては「補
正予算の編成並びに早期成立に関する要望」と

いうことなんですけれども、国の方も今、先ほ

どの話のような状況であるのでしょうか。そし

て、県として、この補正予算の確保について、

どうした取組をされているのか、お伺いいたし

ます。

【馬場監理課長】本県の取組状況でございます

けれども、公共事業を一定確保することによっ

て、建設業者の経営安定につながるものだと思

っております。そのほか、雇用の安定や担い手

確保にもつながるものと考えておりまして、公

共事業費の予算の確保につきましては、引き続

き国の方に要望を行ってまいります。それとと

もに、国の補正予算が実施されれば、積極的に

予算確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

【中島(浩)委員】 先日の私の一般質問でも離島
の業者の話をさせていただいたんですけれども、

やはりある一定のしっかりとした予算がなけれ

ば、どこかにしわ寄せが来ると思いますので、

ぜひこの補正に関しては早急な対応をとってい

ただきたいと思います。

 委員長、そこで、この委員会としても、この

件に関しましては意見書をお願いしたいと思う

んですけれども、どうでしょうか。

【西川委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時３６分 休憩 ― 

― 午後 １時３７分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。 
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 今の中島(浩)委員からの要望につきましては、

意見書が出ておりますので後でしたいと思いま

すが、陳情書について、ほかにご質問はありま

せんか。 

【松島委員】 25番で南島原市からの要望がた
くさん出ておりまして、南島原市の道路整備が

おくれていることを裏付けているものですが、

その中で1つだけ取り上げさせていただきたい
と思っています。「一般国道251号の渋滞緩和
対策について」です。南島原市の渋滞緩和とい

うことで要望が2つ、国道251号の有家町白崎交
差点から西有家町須川県道雲仙西有家線交差点

の区間と、国道251号の深江町がまだすロード
交差点から県道雲仙深江線交差点の区間。回答

としては、別紙に記載いただいています。それ

も読みました。

 その上で、このそれぞれの要望区間に対して

のご見解、何とか進めていただきたいという気

持ちで申しているのですが、それぞれの要望区

間を踏まえてご回答いただきたい。お願いしま

す。

【佐々道路建設課長】 国道251号の渋滞緩和に
ついてのお尋ねですが、これにつきまして2カ
所要望があることを承知しております。その中

で、調査の結果、沿道の施設に右折する車、あ

るいはバス停にバスが止まった時に後ろに並ぶ

ということで速度低下が生じているというよう

な調査結果に至っております。速度については、

今、具体的に数字を持ち合わせておりませんが、

ほかの国県道の平均を大きく下回るような速度

ではないという調査結果でありまして、今後、

沿道の施設に配慮した右折帯とかバスベイの設

置等を具体的に進めていくということで振興局

が検討を進めているところであります。

【松島委員】今、要望区間を2つ挙げましたが、
それぞれの回答は難しいですか。今、ざっくり

おっしゃられました。それも大変ありがたく思

っています。進めてほしいと思っています。具

体的にそれぞれの区間、現段階でどういうご見

解を持っていらっしゃるのかなと。今おっしゃ

ったのが前段の方だと思うんです。細かいので

恐縮ですけれども、答えてください。

【佐々道路建設課長】手持ちの資料でお答えで

きない部分がありますが、深江の方については、

病院があって、そこへの患者さんの送迎等で混

んでいるというようなことだったかと思います。

その辺については交通安全対策も含めて、信号

の現示とか路面表示、病院駐車場への右折ポケ

ット、こういったものを検討していきたいとい

うのが、がまだすロードから雲仙深江線交差点

に関する調査結果となっております。

 一方、有家町の白崎交差点から西有家町の雲

仙西有家線交差点につきましては、沿道施設へ

の右折等で混雑している、また交差点に右折車

線がないことと、交通安全上は、追突事故が起

こっている箇所がありますので、注意喚起をす

る路面表示を行うというような検討を進めてい

るところです。

【松島委員】今お聞きした範囲では前向きなの

で少しほっとしますが、何とか結果に結びつく

ように、重ねてよろしくお願いします。本当に

渋滞しているんです。交通事故も発生している

んです。本当によろしくお願いします。

 その他、たくさん南島原市から要望が出てお

ります。それぞれをここでは取り上げることが

できませんので、しっかりと吟味して、重ねて

よろしくお願い申し上げます。

【渡辺委員】 陳情36番の2ページの2番、ＪＲ
浦上駅におけるバリアフリーの関係です。あそ

こはハートセンターが近くにあって利用者が多

いということで陳情が来ているんですけれども、

これは何とかならないのですか。土木部の見解
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を求めたいと思います。要するに、ＪＲの立体

交差事業で、今、高架にしているわけでしょう。

茂里町はハートセンターを利用する人たちがか

なり多いものだから、必要だと思うんですよ。

それについて平成31年度までそのままになっ
ているようですけれども、これはしてやらなけ

ればいけないのではなかろうかと思っているの

ですが、それはどうなんですか。

【藤田都市計画課長】 浦上駅における車椅子の

皆さんの通行につきましては、車椅子の利用者

などと県、市で立ち会いをしております。当初

は下り線をおりた車椅子の方は、そのまま平面

で外に出られたのが、仮設の駅になったもので

すから、一度階段を上らないとおりられないと

いうことで、現在、車椅子の利用が不可能とい

う形になっております。その中で、仮設のエレ

ベーターなどができないか、あとソフト対策が

できないかについて、今現在、施設の皆さんと

国土交通省を含めて、いろんな打診をしながら

協議している状況です。 

【渡辺委員】 私も左足首を折って松葉づえにす

れば、ちょっとした段差でも歩きにくいわけで

すよ。ぜひこれは前向きに取り組んでもらいた

いと思います。1番目にありますように、「障
害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県

づくり条例」は議員提案条例でつくったばかり

でありますから、この趣旨に沿って、ぜひして

いただきたいと思います。

 それと、陳情書の一番最後です。聖白歯諸津

大観音菩薩園、芦辺のターミナル付近に看板設

置の許可を新設するけれども、却下される事態

が続いていると。これでいけば「ナニコレ珍百

景」にも出ているらしいですね。そういうテレ

ビの効果というのはかなりあると思うので、こ

の陳情の項目は土木部で上がっていると思うん

ですけれども、許可するのが土木部、港湾の関

係になるのですか。なぜ許可してやらないので

すか。有料施設で入場料を取って個人がもうか

るためにしているわけじゃないでしょう。これ

はたしか無料で開放していると僕は聞いている。

有料だったら、それは一民間のために、そこま

でしてやる必要はないと思うんだけれども、無

料で開放しているのなら、案内板としてつけて

やっていいのじゃないかと思うんだけれども、

その辺の見解はどうなんですか。

【近藤港湾課長】 芦辺港については漁港、水産

部が所管をしておりますので、この港湾に係る

占用については水産部の方だと思いますが、道

路が一部入っている、この分はわかりません。 

【渡辺委員】 土木部の所管で上がっているから

質問したんですけれども、この所管については

違うのですか。 

【西川委員長】 これは道路用地じゃないんです

か。 

【池田道路維持課長】 この陳情について、箇所

の把握をしておりませんで申しわけないのです

が、仮に県道用地であれば、公共性云々を考え

ながら許可の可能性はあると思うのですが、原

則的には、官が設置するものしか設置ができな

いということでございます。 

【渡辺委員】 今、道路維持課長が言ったのは、

道路敷にはできないということでしょう。そう

したら、これは土木部の審査に上がってきてい

る、担当部署は土木部というのは、県道にとい

う意味で上げているのですか。この人たちは、

ターミナルにつけてくれと、許可申請するが、

却下される事態が継続しているということだか

ら、ターミナルは港湾施設じゃないのですか。 

【西川委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時４８分 休憩 ― 

― 午後 １時５３分 再開 ― 
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【西川委員長】 委員会を再開します。 

【中村委員】 24、諫早市からの要望があって
いるんですけれども、この中に、19ページの「県
管理の一級河川及び二級河川の維持管理につい

て」ということで要望が上がっているんだけれ

ども、今回、関東と東北地方で豪雨によって19
河川が決壊して、そのほかにも8県で55カ所ぐ
らいが水位を越えて川から漏れ出したという経

過なんです。長崎県においては、ある程度、河

川の整備が進んでいますから、決壊までいくこ

とはないと思うんだけれども、ただ、今から先、

ゲリラ豪雨が頻繁に来た時に、今の状況で本当

に大丈夫かなと心配するところが多々あるんで

す。ぜひ皆さんにおかれましては、事前の監視

をして、適切な対処をしていただきたいと思う

んだけれども、ただ１カ所、諫早市の本明川で、

駅のあたりにＪＲの橋がかかっていますよね。

あそこから上は国土交通省の管理になっている

んです。ところが、あそこから上にダンチクが

かなり繁殖しているんです。諫早市の方からも

要望をかなり出しているんです。ところが、ダ

ンチクの伐採を全くやってくれないものだから、

ほとんど川全体に生い茂ってしまっている。こ

の間、諫早市長と話をしたら、諫早市長が、こ

れは何とかできないでしょうか、今回のような

雨が来た時は非常に怖いですというお話を聞い

たんです。

 それで、できれば県としても国土交通省の方

に強く物申していただいて、鉄橋から上を何と

か整備ができないかと思っているんだけれども、

その辺について、どういう見解ですか。

【川内河川課長】ダンチクのお話だったと思う

のですが、本明川ダム関係で、あの地区周辺の

自治会の方とよく話をさせていただいておりま

して、そういう中で出てきた案件につきまして

は、現場で立ち会わせていただいて、できる分

については、治水上支障のあるところについて

は伐採をさせていただいているというような状

況なのですが、今、委員がおっしゃられた場所

については、どの部分かというのがここでは具

体的にわからないものですから、できましたら

改めて場所を特定させていただきまして、現場

を見た上で、必要があれば対処するということ

で進めさせていただきたいと思います。

【中村委員】場所が特定できないというような

ことを言われたけれども、あそこはずっと以前

からダンチクが繁茂しているんですよ。市とし

ても、県に言っても受け合ってくれない、国土

交通省に言っても受け合ってくれない、そうい

う場所なんです。ただ、景観的に見ても、道路

的なものからいって、一番諫早市内から見える

ところなんです。それで、市長は、できれば本

明川自体、全てを国土交通省管轄でも構わない

けれども、何とか相談をした時には、すぐ対処

していただきたいという感じなんです。それで、

もともと諫早湾干拓の時に、ほとんどの河川が

国土交通省と農林水産省、農政局とか、区分が

入れ替わってしまったじゃないですか。あれが

非常に困っている。どこに頼んでいいのかわか

らないというのが事実なんです。だから、その

辺について、県としても、もう少し管轄をぴし

ゃっとした分担を持っていって、農政局がやっ

てくれない、国土交通省がやってくれない、そ

の時に県はどうすればいいんだ、そういうとこ

ろをもう一回、今回この時期を考えて部署内で

検討していただけないか、それと国土交通省と

農政局と一回相談をしてくれないかと思ってい

るんだけれども、どうですか。 

【川内河川課長】 今ご提案がありました件につ

きましては、再度、諫早市も含めて、農林水産

省、国土交通省とお話をさせていただきたいと

思います。 
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【中村委員】私の方から市長に伝えておきます

ので、ぜひ一回諫早市と相談をして、対処して

いただきたいと思います。（「全域の川。全部」

と呼ぶ者あり）それはもちろん含めて。 

【西川委員長】 先ほど渡辺委員から39番のこと

でご意見が出ていましたが、ただいま農水経済

委員会で審議中とのことです。結果はまだ出て

いないそうです。 

 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ほかに質問がないようですので、

その他の陳情につきましては、承っておくこと

とします。

 暫時休憩します。

― 午後 １時５９分 休憩 ― 

― 午後 １時５９分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

 意見書審査についてです。

 一般社団法人建設業協会からの要望書「平成

27年度国補正予算の編成並びに早期成立に関
する要望」に関連してですが、今回、自由民主

党・活正の会会派から「平成27年度国補正予算
の編成並びに早期成立に関する意見書」提出の

提案があっております。

 ここで、徳永委員より、意見書提出について

の説明をお願いします。

【徳永委員】 先ほど要望の中で、中島(浩)委員
からも説明、そしてまた意見の提出がありまし

た。

 この意見書の中身を見てみれば皆様方もご理

解いただけたと思いますけれども、昨年、建設

業の担い手を長期的に確保・育成するための建

設業法、これは品確法、建設業法、入札契約適

正化法を含めるいわゆる担い手3法が成立をし、

建設業界も大変期待が寄せられたところであり

ますけれども、このことは継続的な担い手の確

保・育成が重要であります。そういうことをす

るには、やはり建設業者の経営安定が前提であ

ることは、皆さんもご理解されると思います。

 そういう意味で、昨年から公共事業の予算が

非常に少なくなってきている、今年も補正予算

がなかなか組まれないということで、業界の方

では非常に危惧をされております。そういう中

で、先ほども述べましたように、継続的な担い

手の確保・育成等、これを含めたところでの今

からの建設業界の進むべき道においては、やは

り予算の確保が必要であると思います。そうい

う意味でも、今回、大型の補正予算の実現を強

く要望されております。

 どうか委員の皆様におかれましても、この趣

旨をご理解いただいて、この意見書に賛同をお

願いしたいと思っております。

 どうぞよろしくお願いいたします。

【西川委員長】 ただいま徳永委員から、「平成

27年度国補正予算の編成並びに早期成立に関
する意見書（案）」の提案がありましたが、こ

れについて何かご意見はありませんか。

 しばらく休憩します。

― 午後 ２時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ２分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

 ご意見はありませんか。

【渡辺委員】趣旨はわかるんですけれども、実

質的に、大型補正を組んでも、繰越がかなり多

いと思うんですけれども、繰越金額をこの3年
分ぐらい言ってみてください。

【馬場監理課長】繰越の額でございますけれど

も、経済対策を除くと、平成25年度、実績とし
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て174億円、平成24年度で132億円、平成23年
度で194億円でございます。
【渡辺委員】要するに、できるだけ繰越を少な

くすることによって県内の生産、受注が増えて

くるわけだから、もちろん趣旨はわかっている

んですけれども、県の土木部として、繰越をで

きるだけ少なくする努力をちゃんしてもらわな

いと、国から予算が来ても、繰越ばかりしてず

っと先送りしていたって一緒なので、趣旨は賛

同するんですけれども、そこについては土木部

として繰越をできるだけ減らす努力をもっとも

っとしてもらわないと、真水の本当の工事量の

増加につながらないのじゃないかなと危惧しま

すので、そこについては十分検討していただき

たいと思います。

【野口土木部次長】単年度予算主義の中で、そ

の年についた予算をその年に消化するというの

は原則でございまして、今、監理課長が言いま

したように、平成24年度、平成25年度、132億
円、174億円、平成26年度は209億円、でござい
ました。平成27年度につきましては、今申し上
げました過去の繰越の状況を踏まえまして、今

年度目標額を130億円に設定しまして、過去一
番の縮減を図ろうと、出先一体となって今、頑

張っているところでございます。

【徳永委員】先ほど渡辺委員から質問がありま

した。このことも大事ですけれども、この中で、

業界からは、工事発注の平準化というのもあわ

せて要望がなされております。やはりこのこと

は大事なことですので、しっかりこのことも含

めながら、今回の意見書の内容を皆様方にご理

解していただきたいと思います。

【渡辺委員】 もう1点確認したいんですけれど
も、鹿児島と比べたら、労務単価が鹿児島が高

いですよね。この差額を何とかしていかないと、

要するに、鉄筋工だとか型枠工の若手の育成が

できないという声も私どもも業界から聞いてお

りましたので、その辺の改善策は何かとられよ

うとしてきていますか。

【田口建設企画課長】設計労務単価につきまし

ては、前年度の公共事業の実績を調査した上で

決定するようになっております。その際に、調

査という形で国と県が行うわけでございますが、

その調査における記入の方法が正しくなかった

り、場合によっては、あえて安く計上している

ような記入上の課題があるということが判明し

ておりますので、そのあたりを各地域におきま

して、記入方法などを具体的に説明しながら、

正しく記入することで、設計労務単価が上がる

ような取組を進めております。

 それと、設計労務単価以外に、実は、今年か

ら諸経費自体も全体額としては上がっておりま

して、予定価格ベースでいくと、諸経費の増加

によって5％から7％増えているという状況に
ありますので、そのあたりも一定寄与するので

はなかろうかと考えています。

【西川委員長】 ほかにご意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ほかにご質問等もないようです

ので、意見書の提出について採決を行います。

 本提案のとおり、意見書を提出することに、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 ご異議なしと認めます。

 よって、「平成27年度国補正予算の編成並び
に早期成立に関する意見書」については、提出

することに決定されました。

 なお、文案の作成等についてはいかがいたし

ましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕
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【西川委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】続きまして、議案外の所管事務

一般に対する質問を行うことといたします。

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【渡辺委員】「政策等決定過程の透明性等の確

保などに関する資料」の2ページの8番、1億
9,035万円を随意契約していますね。土木部建築
課、これは何で1億円以上のものを随意契約し
ているのですか。

【大場建築課長】 2ページの8番目の「県立・
大村市立一体型図書館（仮称）建設工事の設計

業務」の委託契約でございますが、これは契約

に先立ちまして、まずプロポーザル方式による

委託先の選定を行うこととし、公募をかけまし

て、プロポーザルで審査をいたしております。

まず、6者の参加表明がございまして、このう
ち1次審査で5者を技術提案書の提出要請者と
して選定をいたしております。

 次に、公開によるヒアリングとプレゼンテー

ションによる最終審査を行ったんですけれども、

この5者の中から1者を最優秀提案者として特
定いたしまして、次点者も同時に選定いたして

おります。その最優秀提案者と随意契約を結ん

でいるということでございます。

【渡辺委員】そうしたら、プロポーザルの公募

で6者の応募があり、その中で選定した１者と
契約したから随契になったということなんです

ね。

【大場建築課長】 そのとおりでございます。

【渡辺委員】 もう一つ、入札結果の中に、落札

とか失格というのはわかるのだけれども、不適

格というものが時々出てくるんです。不適格と

いうのは、入札する時からわからなかったので

すか。

【池田道路維持課長】道路維持課の案件につい

てご説明いたします。438ページをご覧くださ
い。

 主要地方道佐世保日野松浦線外2線道路緑化
維持工事（1工区）というものがございます。
この中に「不適格」という表現がございますが、

同種の類似工事を同時に入札する場合には、入

札を同じ日に、高い順番に行っていきます。そ

の際に、業者は同じメンバーなのですが、先に

落札をした業者さんが抜けていくということで、

次回以降の工事には落札ができないということ

から、「不適格」と表示をしてございます。

【渡辺委員】そうしたら、同じ日に何件か案件

があって、その会社が何件も応募しておって、

先に高い金額の方でとれたものだから不適格に

なったということで理解しておっていいのです

か。

【池田道路維持課長】同じ日の同じような内容

の工事ということでございます。

【渡辺委員】そうしたら、そういうことしか不

適格の対象にならないわけですか。今、道路維

持課の事例は言ったんですけれども、ほかに、

こういう事例だったから不適格というのは。

【後田砂防課長】砂防課でも同様の案件がござ

いまして、やはり同じような箇所での入札の場

合、不適格という取扱いを行っております。

【西川委員長】渡辺委員の質問は、先に落札し

たということではなくて、何か資格として欠格

があったのかというような質問だろうと思うん

です。ほかに何か理由はないのですか。

【渡辺委員】不適格の理由というのが、さっき
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言った、同じ日に同じ業種の入札をした時は、

先にとれば、あとは不適格ですよと。

【池田道路維持課長】 類似工事というものは、

入札の際に、これは類似工事であるということ

を明示した上で入札に参加していただくという

ことでございます。

【渡辺委員】そういう場合等、ほかに不適格に

なる事例はないのですか。

【田口建設企画課長】ほかの事例としましては、

ＷＴＯ対象工事がございます。ＷＴＯ対象工事

は、最低制限価格を設定せずに、低入札調査基

準価格を適用します。低入札調査基準価格を下

回りますと、県の方で、ちゃんとできるかどう

かという審査を行うわけなんですが、その審査

で履行できないと判断した場合には、「不適格」

という表示をすることがあります。

【渡辺委員】 そうしたら具体的に、23ページ
に、不適格というのが1つ入っているんです。
これはどういう事例ですか。

【佐々道路建設課長】これについても道路維持

課の説明と同じで、類似で出した分の不適格で

す。

【渡辺委員】 わかりました。

 今言ったＷＴＯとか、同時同種の入札の時ぐ

らいしか不適格というのは出てこないというこ

とですね。そういうふうに理解していいのです

か。

【田口建設企画課長】そのとおりでございます。

【渡辺委員】 わかりました。

【西川委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】次に、議案外所管事務一般につ

いて、ご質問はありませんか。

【松島委員】空家対策についてですが、危険空

家の撤去は進んでおりますか。

【亀山住宅課長】危険空家の国の交付金事業に

よりまして、市町が国の交付金を利用して実施

をいたしております。

【西川委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時１８分 休憩 ― 

― 午後 ２時１８分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

【松島委員】ご答弁にちょっと時間がかかるよ

うなので、別の質問をします。ネーミングライ

ツですが、いよいよ県立総合運動公園陸上競技

場のネーミングライツが募集されて、応募もも

う1社来ている状況です。この経緯を聞きたい
んですけれども、前土木部長だったか、前々土

木部長の時だったか、一般質問で結構やりとり

したんです。当時の土木部長が再三、導入しな

いと。何でこんなにかたい壁なのかなと思うぐ

らい、当時の答弁、公式の見解では、一歩踏み

出せないということだったんです。もしかした

ら、その頃から内部で協議をされていたのかも

しれないですけれども、私の印象としては、ぽ

んと出てきたので、しっかり吟味されて、どう

いう考えを踏まえてネーミングライツをする、

総務部で指針をつくったと。どういう経緯でこ

うなったのか、お聞かせください。

【藤田都市計画課長】これまでの経緯ですけれ

ども、ネーミングライツにつきましては、平成

21年度に、ワーキンググループを設置して、導
入の検討をしております。その中で、リーマン

ショックを契機とした世界的な経済・雇用状況

の悪化を受けて、導入を延期するというふうに

なっております。その後、現在、経済が回復基

調にあることで、前回平成25年度につきまして
は、長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば

大会が終了後に検討するという答弁をされてい
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ます。今回、総務部で方針を決定したことを受

けまして、陸上競技場でネーミングライツの公

募をしたという状況になっております。

【亀山住宅課長】先ほどのお尋ねでございます

けれども、老朽危険空家の国の交付金を活用し

た除却工事につきましては、平成26年度で、5
つの市で49件の老朽危険空家を解体、除去して
おります。

【松島委員】ネーミングライツから空家に戻し

ますが、今、5市の件を挙げていただきまして、
なかなか進んでいないなという実感があるわけ

です。今年の5月に国が空家対策の推進に関す
る特別措置法、以後「空家特措法」と略します

けれども、これを全面施行されて、期待をして

いるわけです。この空家特措法の特徴は、空家

というものを定義したこと、その中に、特定空

家という分類をつくったこと、特定空家と認定

された空家に対しては、行政代執行などの強い

権限が与えられたと。そういうことで非常に大

胆に進んでいくというのを期待しているんです

けれども、実感としてついていっていません。

今日この委員会で質問したいのは、特定空家に

認定された後のことと、認定される前のことを

お聞きします。

 まず、認定後のことなんですが、特定空家に

認定されると、いわゆる行政指導や強制撤去を

含む行政処分の対象となると、そういうことで

すか。

【亀山住宅課長】特定空家等に対する措置でご

ざいますけれども、まず指導に始まりまして、

勧告、命令、代執行が可能というふうな順序と

なっております。

【松島委員】固定資産税の住宅用地特例の適用、

これが更地にせず、建物をそのままにしておっ

た方が、固定資産税が最大6分の1の軽減が享受

できるので、そのままにしてしまうということ

だったと思いますが、空家特措法によって特定

空家と認定されれば、その時点で自動的にこの

特例の適用が廃止されるんですか。

【亀山住宅課長】特定空家に認定をされますと、

住宅の固定資産税を減ずる措置がその特定空家

につきましては特例が認められないと理解して

おります。

【松島委員】そうしたら、やっぱり認定される

かどうかというのが大きなハードルで、認定さ

れれば、恐らく、危険空家の撤去というのは進

むだろうと推測するわけですが、じゃ、認定さ

れる前のことについてお聞きしますが、空家特

措法の空家は、「居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるもの」と明記されてい

ます。基本指針の中では、その常態の判断基準

がもろもろ書いてあって、これを読むと、なか

なか大変だなと。実態として、なかなか認定ま

で届かないのじゃないですか。基本指針を読み

込むと私はそう感じるのですが、どうですか。

【亀山住宅課長】確かに委員がおっしゃるとお

り、特定空家というのは、即認めるというふう

なものでもございませんものですから、まずは

調査が必要かと考えております。地元と協力し

ながら、自治会等の協力を得て、認定に向け市

町が動いていくということで、我々県といたし

ましては、それの側面支援といいますか、技術

的助言とか、各市町の連絡調整等、意見交換の

場も設けておりますし、そのように取り組んで

まいりたいと考えております。

【松島委員】今、難しいとお認めになられまし

たが、どういう点が難しいと感じていらっしゃ

るか。私なりに指針を読み込むと、これは主観

が入り込むなという点と、もう一つは、危険か

どうかの判断として、ずっと監視しておかなけ
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ればいけない。主観と、そして非常に時間がか

かるという難しさを感じているのですが、住宅

課長として、現場で、特定空家の認定に至るま

での難しさはどういったところに感じられてい

るか、お聞きします。

【亀山住宅課長】まず、権利関係が難しいもの

と考えております。誰が所有されていて、その

方がどこにおられるかとか、あと、きちんと管

理がなされているかどうかというところを調べ

るためにも、権利関係というのがやはり大事か

と考えております。

【松島委員】 それだけですか。

【亀山住宅課長】そこを手始めといたしまして、

傷み具合というのは、外から見て、完全に傷ん

でいるかどうかというところもなかなか難しい

ところがございますし、安全というところは、

外から見える範囲及び中で例えばシロアリ被害

を受けているとか、そういうこともございます

ので、やはり調査が必要かと思います。

【松島委員】今、外から見て難しいとおっしゃ

いましたが、空家特措法によって立入調査が認

められたのではないですか。外から見てわから

ないので、空家特措法を背中に据えて立入調査

もできて、内部から見れるようになった、そう

いうことじゃなかったですか。

【亀山住宅課長】数が非常に多い中で、どのよ

うに見ていくかというところでございまして、

まず特定空家に定義付けを受けるようなものが

市内、町内でどういうリストアップの仕方がで

きるかということにつきまして、市町と情報交

換をしながら前へ進めていきたいと考えており

ます。

【松島委員】最初に、権利関係が一番難しいと、

一番にそれが来るんだという新鮮な気持ちで聞

いたのですが、空家の所有者が相続放棄を主張

されたらどうするのですか。

【亀山住宅課長】相続放棄につきまして、即効

果的な策というのはなかなか難しいところがご

ざいまして、例えば、市町が行政代執行まで持

っていくということで取り組む場合も、それは

代執行をするということは、その費用をどなた

かに請求するというのがもともとの考え方でご

ざいまして、そのあたりも含めまして、今後ま

た研究していきたいと考えております。

【松島委員】空家の所有者が相続放棄を主張さ

れたら、おっしゃいましたけれども、空家特措

法では対応できないと思っています。言いたい

ことは、突き詰めれば突き詰めるほど粗さが出

てくるわけです。空家特措法は空家特措法で、

空家を定義しましたので、それはそれとして、

それをどう県で粗い部分をフォローしていくか

がこれから非常に検討課題だろうと感じていま

す。

 一番最初に危険空家の撤去は進んでいますか

と聞いたのは、進んでいないという実感があり

まして、その問題点はどこかというのをずっと

たどっていって、今回の質問です。今回は割と

ぼやっとさせたまま終わりますけれども、県と

して、より踏み込んだ取組が求められると感じ

ています。

 一番最初に交付金事業を住宅課長が言われま

したが、今、特定空家が認定された後と認定前

のことについて質問しましたが、それとは別角

度で、解体費用の補助、解体には100万円から
200万円かかると言われている中で、やはり補
助が必要だろうということで、国土交通省が空

き家再生等推進事業を展開されていると。この

県内における活用状況が5市の件で冒頭言われ
た答弁ですか。

【亀山住宅課長】空き家再生等推進事業を使っ
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て市町が実施しているところが6市町ございま
すけれども、平成26年度の実績といたしまして
は、5市で49件ということでございます。
【松島委員】国土交通省の空き家再生等推進事

業を活用しているのが平成26年度5市、そして
直近で6市と言われたのですか。
【亀山住宅課長】空き家再生等推進事業につき

まして、6市町で危険空家について解体の補助
が実施可能であり、5市が平成26年度に実施し
たものでございます。

【松島委員】それがメーンなんだろうと思うん

です。なので、広くいろんな各自治体が使って

いけばいいなと思うのですが、もう一つ、最新

の国土交通省の話で、減税の話が出てきました

ね。空家を撤去したり、自らの居住や賃貸用に

リフォームした場合に減税する制度の創設を盛

り込む方針を固めたと。これは費用の10％程度
を検討するということなんですが、これがさら

に減税として付加できれば、より進むのかなと。

今、この情報はどこまで認識されているのです

か。

【亀山住宅課長】委員ご指摘の記事は、空家及

び耐震改修に関しての減税の考え方だと思いま

すけれども、ただ、それはまだ私どもの方に具

体的な情報は届いておりませんで、今後注視し

ていきたいと考えております。

【松島委員】 ぜひ注視してください。

 調べていってわかったことが、空家率30％が
研究者の中では一つの数字だそうで、よく例え

られるのが、東西ドイツがあった時に、ベルリ

ンの壁が壊れて、東ドイツの人が西ドイツにわ

あっと押し寄せて、その跡、空家率が30％から
40％になったそうで、すさんだと。30％が40％
になってしまったら、言ってしまえば3割、4割
ですから、隣の人がいない。特に田舎は、まさ

に50％ぐらいなるんだろうと思うんです。対岸
の火事じゃないですけれども、空家を余り自分

のこととして問題視していなかったのが、私は

地元回りをよくするので非常に感じます。もう

一つは、野村総合研究所が出していた数値で、

2040年には空家率が43％になると、ひっくり返
るような数値が出ていまして、より危機感を強

くしています。もちろん国土交通省中心に、国

もそういう動きをしているのですが、今、現場

でそれがどう動いて、スムーズに進んでいるか

といったら、進んでいないのです。だから心配

しています。そこに県の役割が出てくるのだろ

うと思っていますので、土木部長、この空家対

策はしっかりと取り組んでいってほしいと思い

ますので、最後に、答弁をよろしくお願いしま

す。

【浅野土木部長】 空家対策は県としても、今、

人口減の中で非常に重要な課題です。これから

どう市町を支えていくかというところが重要に

なると思います。そもそも制度ができて、すぐ

運用できるということはなくて、委員がおっし

ゃるとおり、そこの制度をいかにうまく使って

いくかというのが重要なので、これは県と市町

がうまく連携して、どういう運用の仕方をする

のかというのを早く整理して、実際実行するの

は市町になると思いますので、そこをしっかり

見極めてやっていきたいと思います。

 それから、これは国の方でも議論されていま

すので、新しい制度については、でき次第、詳

細について具体的な話を市町に伝えなければい

けないので、それは注視していくということに

なります。

【松島委員】 よろしくお願いします。

【徳永委員】空家対策なんですけれども、市町

との連携は今、土木部長がおっしゃいましたけ
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れども、私が感ずるところ、昔で言えば一等地

なんですよ。ただ、今なぜだめなのかといえば、

要するに、密集地。道がないんです。それで、

非常にいい環境のところにある。学校も近いし、

国道も近い、公共交通も近い、そして病院等も

あると。ただ、今の車社会でありますから、高

齢者のおじいちゃん、おばあちゃんはそのまま

そこにおられるんですけれども、子どもさんた

ちが、よそに出て行くのではなくて、地域の中

で利便性のいいところに新たに家を建てたり、

そういう造成地ができるということで、例えば

島原市もそうなんです。

 そういう中で、さっき言われたように、法律

の方も変わって、そういうものに今から対策を

立てると言いますけれども、しかし、非常にい

い場所で、逆に、移るところは、車があるから

便利なんですけれども、車じゃないと結構不便

なんです。そういう意味では、もっと調査をし

て、連携をとって、学校というのは昔からほと

んど一緒のところにあり、移転をしないんです。

ただ、生徒が少なくなったと。少子化もありま

すけれども、さっき私が言ったような理由で、

要するに、人が移動しているということですの

で、そういうところが今どうなのか、今後また

そういう対策をとろうとしているのか、お尋ね

をしたいと思います。

【亀山住宅課長】私どもでは、全ての市町と宅

建協会等の不動産関係団体及び建築の関係団体

と空家対策協議会をつくっておりまして、空家

対策協議会で相談に乗ることとしております。

その相談の中で、専門の方がいらっしゃいます

から、売却とか賃貸、管理の知恵とか、リフォ

ームは誰に頼めばいいか、解体の業者さんはど

うか、解体でどれぐらいかかるか、そういう今

現在ある危険空家の対応とともに、管理が行き

届かない空家を増やさないためにも、今後、市

町及び業界と連携して取り組んでまいりたいと

考えております。

【徳永委員】 私の質問の仕方が悪かったのか、

そういうことは聞いておらんわけです。それは

当然のことなんです。そうじゃなくて、今、空

家がある場所がどういうところなのかをしっか

り現地を見て、市町と連携をとって、例えば、

ここに一つの道を通す、県も進めている、いわ

ゆるまちづくりですよ。まちづくりによって変

わるんですよ。狭い道が、30センチメートル、
50センチメートル広げただけで、例えば、そこ
の中に緊急車両も入ってきますし、介護の車も

入っていきます、乗用車も入っていく。今まで

は密集地というのは平米数いっぱいで駐車場も

ないところなんです。ところが、空家は駐車場

に替って、それによって駐車場もできる。変わ

るんですよ。まちづくりなんですよ。

 だから、これは何かといえば道なんですよ。

今までは、空家の前は、そういったことがなか

なかできない。用地交渉もある。ところが、今、

空家になっているから、言い方を変えれば、ま

ちづくりにも、道路の改良にも、いい環境と言

ったらおかしいですけれどもね。そういうこと

を私は言っているわけです。我々が見た時に、

すばらしい土地なのに、そういった負の遺産が

あることで、なかなかこのことが解消されず、

いわゆるゴーストタウンじゃないけれども、昔

の商店街も一緒に疲弊をしているんです。だか

ら、そういったところを見て、どうするかと。

その辺、土木部長、先ほど言われましたが、ど

う思いますか。

【浅野土木部長】 今、住宅課長が言ったのは、

政策の主体が、危険家屋の問題で今までずっと

やってきているんです。だから、ああいう答え
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になったと思うのですが、実は、空家問題とい

うのはそういう問題ではなくて、委員がおっし

ゃったとおり、やっぱり町のあり方の問題であ

るんじゃないかということを十分認識していま

して、例えば、先進的に長崎市がやっている施

策とかを見ると、そういうところから入ってい

るんです。ですから、県全体として、どういう

方面で、どういうことをやったらいいか、少し

モデル的に拾ってやらないと無理じゃないかと

いうことで、今回、地方創生の中でも少し挙げ

ていますけれども、そんな形でこれからは調査

を、全部やれないので、少しずつでも調査をか

けて、本当に本質的なところはどこだろうかと

いう、その中で施策をできるだけやっていこう

と思いますので、ますます市町と連携しなけれ

ばいけないと思っています。

【徳永委員】国もですけれども、県も一緒でコ

ンパクトシティ構想をやっています。そこを改

良すれば、しっかりとしたコンパクトシティの

要素も持っているわけなんです。そういう意味

では、新たにコンパクトシティのあり方という

ものも、もう一度原点に戻っていって、すばら

しいところもありますから、そこに幾らかの手

を加えれば、そういう施策もできる。また市町

と連携をとって、今回、雲仙市、この前、新聞

に載っていましたけれども、何カ所かを人口増

加のモデル、雲仙市の神代小路地区ですよね。

これは環境は非常にいいんです。ただ、いろん

な規制があったり、そこの町並みをどう守って

いくかというところはありますけれども、ただ

県としては、ここはすばらしい環境を持ってい

るところだ。学校も近いし、いろんな利便性も

いいわけなんです。そういったところも手を挙

げていますので、今後、そういう中で、しっか

りと連携をとってやっていただきたいと思って

おります。

【久野委員】先ほど、石木ダム建設事業の概要

についてご説明をいただきました。その中でも、

特に石木ダムをつくるということになれば、こ

れはどうしても付替工事が要るというようなこ

とですね。その付替道路をつくるための用地に

ついて、この中でも、約5,500平方メートルと言
われております。金額にすれば約4,200万円じゃ
ないかと思うんです。この用地については、6
月22日の収用委員会の中で裁決を得て、8月24
日に権利を取得されたということになるわけで

ございますけれども、しかし、今回、この石木

ダムの問題については、新聞にも報道されてお

りますように、地権者の皆さん方、この補償金、

多分、約4,200万円以上あると思うんですけれど
も、このお金についても要らないというような

ことで受け取りを拒否されているわけでありま

すけれども、このお金が拒否をされたというこ

とで、7月28日に長崎地方法務局の佐世保支局
に供託をされた、そういうふうな報道もなされ

ておったわけでございますけれども、普通、公

共事業に土地を売り渡したということになれば、

その土地代はもちろん入りますけれども、その

ほかに、地権者の皆さん方が譲渡所得が課税さ

れるわけですね。土地を売ったわけですから、

当然、その所得の部分の税金を地権者の皆さん

方が払わなければいけない仕組みになっている

と思います。これが土地の売り渡しで20％程度
は税金を納めなければならないということにな

っていると思いますけれども、今回のように、

地権者の皆さん方が、補償金は要りませんと、

法務局に供託をした場合、これがどうなるのか

ということです。

 それから、用地代約4,200万円ですけれども、
これも受け取らないということで、この税金は
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800万円以上になると思うんですけれども、税
金だけ払うということになれば、これは地権者

の皆さん方は金は受け取っていないわけですか

ら、税金だけ払えということになった時には、

地権者の皆さん方の負担というのは非常に大き

いと思うんです。ここの部分が今回、どのよう

な取扱いをされるのかというのを私も心配して

いるんですけれども、そのあたりについてお聞

かせをいただきたいと思います。

【岡本用地課長】 今、委員のお尋ねは、今度供

託されました4件分について、供託金を皆さん
が受け取らないということで、課税がどうなる

のかということでしょうけれども、地元の方に

聞くと、供託金を受け取らないと課税されない

という声も聞きます。ただ、これは重要な案件

と思って税務署に確認しましたところ、供託金

については、受け取る、受け取らないは関係な

く課税の対象になっております。

 ただ、皆さんご存じだと思いますけれども、

公共事業に買収された場合、5,000万円の特別控
除がございます。今度の石木ダムの場合は、4
件、裁決申請を平成26年9月にしていますけれ
ども、半年以内に任意でも土地を譲り渡してい

ただければ5,000万円控除の適用になるのです
が、裁決申請をされてから10カ月以上たって裁
決がされております。ですから、5,000万円控除
の適用はございません。

 先ほど委員が申されましたように、普通、譲

渡所得税、今回4件はほとんど土地の代金にな
っています。土地の分については分離課税にな

りますので、2,000万円までは14％程度です。
2,000万円を超えますと2割程度の税金がかか
ります。仮に5,000万円の土地代が入りますと、
トータルで大体840万円程度の課税がされます。
 ただ、今、地元の人も勘違いされているので

すが、補償金を受け取っていないと言われてい

るのですが、実際は受け取ったことになってお

ります。ですから平成27年の所得になりますの
で、今度の3月、申告されないと、無申告とい
うことになり、さらに無申告加算税がかかりま

す。5,000万円の分の840万円といいますと、160
万円程度の無申告加算税、ただ申告しないだけ

で160万円かかります。これを納められないと、
延滞税がさらにかかってまいります。

 ということで、県も非常に心配しておりまし

て、この件については地元の方にも何らかの形

でお知らせしたい。結局、地元の方は何もされ

なくても、税務署は課税していかれますので、

これは申告されるとか、そういう手続をとられ

ないと、次の生活の方に非常に影響が来ると思

います。

 それと、供託金ですけれども、10年間受け取
らないと国庫の方に帰属されますので、いよい

よ生活再建ができなくなるという状況でござい

ます。

 それで、県としては税金の問題も含めて、供

託金を受け取って、国税の方に申告をしていた

だきたいと思っています。

 さらに、町の国民健康保険税ですが、川棚町

のホームページを見ますと、医療保険が最高で

51万円、後期高齢者で14万円、介護保険で12
万円ということで、所得が最高となりますと、

町民税が77万円かかります。これが国税にプラ
スされますので、補償金を受け取らないままで

支払うということは不可能じゃないか、非常に

厳しい生活を強いられるのではないかと危惧し

ております。

 そういうことから、この辺の情報を地権者の

皆さんにも周知させていただきたいと思ってい

ます。
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【久野委員】 4,200万円、約5,500平米、これ
は4件分だけですか。それとも、例えば、水田
をつくっておられる方の明渡し期限が10月3０
日となっているわけでしょう。5,500平方メート
ルというのは、これは入っているのですか。

【岡本用地課長】 4件分で大体5,500平米ぐら
いあるんですけれども、これは4件分全部入っ
ています。6月22日に収用裁決した分について
は、全て課税の対象になってまいります。

【久野委員】ただ、通常の場合とちょっと違う

からですね。普通の場合は、土地を売りました、

譲渡した。そうしたら、その部分の所得を受け

たら、その分の税を払う。この方たちは、供託

をしているから金がないわけです。だから、そ

こあたりが私も一番心配になるのですけれども、

例えば、供託金から税金を差し引きする、こう

いうこともできないでしょう。まだ地権者の売

ったというあれがないわけですから。しかし、

県としては、これは完全に県の土地になりまし

たということで、そういうふうなことはできる

と思うんですけれども、地権者の皆さん方は普

通の売買と違うんですよね。こういうところが

どういうものなのか。例えば、金が自宅にない

から、供託金の中からその分、差し引きますよ

ということができるのかできないのか。これも

できないですよね。

【岡本用地課長】県としては、用地買収をして

払ったと税務署の方に通知します。ですから、

税務署は、Ａさん、Ｂさんが幾ら補償金をもら

ったかは全部把握しています。供託金というの

はＡさんの名前で供託していますから、Ａさん

の所得としてみなされているので、供託金を差

し押さえるのかどうするのかというのは国の判

断になってくると思います。

【久野委員】ここは先ほど申し上げましたよう

に、通常の売買と違うものですから、先ほど、

知事も心配をしているというふうなことを言わ

れておりますけれども、この部分についてはぜ

ひひとつ、地権者の皆さん方の意見も十分わか

るし、そこあたり、知事も、時々反対者の皆さ

ん方が来ておられ、ほとんど会っていないんで

すけれども、私は、これから先のことを考えて

いくならば、そろそろ知事自身が会って、いろ

いろと話を聞くことも必要じゃないかと思う。

私どもは、あくまでも石木ダムについては、ど

うしても推進の立場でいるものですから、知事

が顔を出して、反対者の皆さん方と、時間をつ

くってでも、これはぜひやっていただきたいと

要望しておきたいと思います。

 一番心配なのは、反対者13名の皆さん方の気
持ちも十分わかるんですけれども、ただ、いつ

も私は思うんです。これだけ全国的に大洪水、

大水害があっている以上は、必ず大渇水がまた

起こると。これは正比例するわけですから。私

はそっちの方も逆に心配するわけです。だから

といって13軒を無視するかと、そうじゃないん
ですけれども、そこあたりが知事の判断で、や

っぱり会うところはきちんと会って、知事の本

音をきちんと話をしていただいて、一日も早く

石木ダムの建設ができるように、ぜひお願いし

ておきたいと思います。

【岡本用地課長】 1点説明不足だったんですけ
れども、5,000万円控除の特例は受けられないん
ですけれども、代替資産の取得の特例というの

が受けられる可能性があるんです。土地を取得

して、その土地にかわる施設、土地を取得する

というのを3月の申告時点で税務署に相談して
いただければ、課税の額を納めて財産を守るこ

ともできるので、皆さんには、その辺も踏まえ

てお知らせしたいと思っています。
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【西川委員長】 ここで、暫時休憩します。

 午後3時10分から再開します。

― 午後 ２時５７分 休憩 ― 

― 午後 ３時１０分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

 ほかに質問はありませんか。

【中村委員】 1つ質問したいんですけれども、
先ほど予算の要望とかもありましたけれども、

今の実情でいきますと長崎県内は、特に県央地

区というのは、外環状線、新幹線とか、いろん

な意味で多種多様の公共事業が入っていまして、

大きな変動があっているわけでございますけれ

ども、そういう中で、現在の生コンクリートの

需要に関して質問したいんです。特に県央地区

なんですけれども、県央地区の生コンクリート

の価格を含めて、その辺の実情というのはどう

なっていますか。

【田口建設企画課長】申しわけありません、手

元に資料がございません。

【中村委員】ちょっと困りますね。一応単価ぐ

らいは実情を知っていただきたいと思うんです。

県央地区は長崎県内でも生コンの単価が非常に

低いところでございまして、そういう中に、組

合員の方、そしてまたアウトの方がいろいろ関

係してくるわけなんですけれども、実を言いま

すと、今１社、飯盛町の方に新しい生コン工場

ができているんです。県内に数カ所経営されて

いるみたいなんですけれども、多分、アウト業

者じゃないかという判断をしているんです。そ

ういう業者が入ってきた時に、まだまだ仕事は

あるけれども、結局、単価が下がっていくとい

うところに結びつく可能性があるわけです。県

として建設を賄う土木部ですから、その辺につ

いての把握というのは必要だと思うんですけれ

ども、その辺については調査をかけているので

すか。

【田口建設企画課長】生コンに限らず、建設資

材の単価につきましては、調査会社の調査結果

を含めて県の積算単価を決めております。しか

しながら、会社ごとの単価というのは県の方で

は把握しておりません。

【中村委員】そうしたら、建設資材の単価とい

うのは県がある程度把握をしながら決定付けて

いくものだと思っていますので、その辺につい

ても何らかの調査をかけるんじゃないけれども、

ある程度の把握は必要だと思うんです。

 それと、問題は品質です。品質というのが、

各社当然ＪＩＳ規格は持っているんですけれど

も、そのＪＩＳ規格内でちゃんとした製品をつ

くっていると私たちは思っています。ただしか

し、いろんなところから話を聞くと、数社のコ

ンクリートから、クラックが入ったりとかとい

う問題をいろいろ聞きます。この間、県立総合

運動公園陸上競技場でもそういう話も出ていた

のも聞いていました。ただしかし、大きな問題

にならなかった、補修で済んだということなん

ですけれども、そういう意味で、生コンクリー

トの製品の内容について、ぜひ今の時点でもう

一回調査をかけてほしいと私は思うんです。こ

れだけ大きな事業が展開されています。これか

らますます需要が高まっていきます。現在、ト

ンネルを含め、トンネルは現場でやりますけれ

ども、高架橋がこれからだんだん、だんだん入

っていくと思うんです。ますます多くなってく

る。そうした時に、生コン工場の各社が競合し

ながら、単価を下げながら、そしてまた量をと

りながらという競争は依然出てくると思うんだ

けれども、そういう中で、県として製品につい

ての把握をしなければならない時期が来ている
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と思うんです。それについて、どういう考えで

すか。

【田口建設企画課長】県独自の制度としまして、

品確会議というのを設けております。それは県

も含めまして、学識者の意見を聞きながら、さ

まざまな品質管理の手法を定めている方法でご

ざいまして、それに基づく会社が出荷する生コ

ンにつきましては、書類審査でその品質を確認

するというやり方をしておりますが、その対象

となっていない会社につきましては、現場で立

ち会い、生コン工場での立ち会い、その種の確

認、そういう形で品質を確認しているという状

況でございます。

【中村委員】県の方も、試験場も持っているじ

ゃないですか。だから、試験場である程度のこ

とは検査をしながら使っていると思うんです。

 もう1点聞きますけれども、これまで多くの
公共事業があったと思うんですけれども、その

中で、大きなクラックの事件とかが表に出てき

た事件という実例は、県が把握している部分で

ありますか。

【田口建設企画課長】私どもに報告がある中で

は、ございません。そういった事実があること

は確認できておりません。

【中村委員】さっき私が言った陸上競技場の件

とか、そういうものは把握しているんでしょう。

報告義務とかを言っているんじゃないんですよ。

県として、クラックが入ったとか、報告義務じ

ゃないけれども、報告はあっているんでしょう。

陸上競技場なんか出てきたじゃないですか。そ

こら辺はどうなっているのですか。

【田口建設企画課長】当然、県が管理する施設

になりますので、管理する中でも、そういった

状況というのは日頃から点検という形で確認を

行っております。ただ、大きな問題になるよう

なクラックが発生したという事実についてはあ

りませんということで回答をさせていただきま

した。

【中村委員】 大きな例はない、ただ、補修程度

で済むというような事例はあると思うんです。

だから、そういう事例が今から多々出てくる可

能性があるから、今の時点で品質管理をちゃん

とやってくださいということを私は申し入れた

いんです。逆にいえば、できてしまってからで

は遅いから。今から高架橋なんかがどんどんで

きていく中で、一日に相当な量を打たなければ

ならないとかいう時点が出てくると思うんです。

だから、そういう時に、必ず品質管理について

はちゃんとやってもらって、後々問題点が出て

こないようにしてもらいたいと思うんです。土

木部技監、どうですか。その辺については今か

ら、調査じゃないけれども、品質管理について、

ちゃんと責任持ってやっていただけますか。

【田村土木部技監】 コンクリートの品質につ

いては、基本的に、ＪＩＳの認定工場から調達

する、なおかつ本県については、マル適マーク

というので、一定それ以上に品質が保てるとこ

ろのコンクリートを主に使うようにしておりま

す。個々の工事における品質については、50事
例ごとに供試体をつくりまして、それをナーク

の試験場に送り、強度試験をその都度やってお

ります。コンクリートについては、国の調査の

頻度に従って本県もやっておりますので、全体

としての品質は確認しているつもりでございま

す。

 また、今後についても、ＪＩＳの認定である

とか、マル適がきちんとなされているかどうか

についても関係者とよく話をしてやっていきた

いと思っております。

【中村委員】そういう内容も知って私も聞いた
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んだけれども、ただしかし、私たちが業者の方

たちから聞く中身では、結局、県の試験センタ

ーに持っていくテストピースも含めて、そうい

うところと実際出荷をしている生コンと違った

り、材料が違ったり、いろいろなものがないよ

うにしてほしいと私は思っていたものですから

質問させていただいたんです。業界の方たちか

らそういう話がなかったら、私もこういう場で

こういう質問はしたくないんだけれども、しか

しながら、これだけ公共事業が盛んになってき

て、そういう中から問題点が出てこないように

していただきたいと思いますので、これから先、

ぜひ製品について、試験センターも通じてです

けれども、適格な判断をして、調査をかけなが

らでも維持管理をしていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

【中山委員】幹線道路の整備についてでありま

すが、長崎半島は、午後6時ぐらいにはいつも
国道499号の渋滞が最初にラジオ放送されるよ
うでありますけれども、今回、県の英断によっ

て、課題がありました大きな事業が前進したこ

とについては、敬意を表したいと思います。

 そこで、長崎外環状線新戸町～柳田間が40年
前に都市計画決定して、一向に進みませんでし

たけれども、このたび9月3日、県の都市計画審
議会で、この路線を廃止して、新戸町～江川間

5キロメートルを決定していただいたというこ
とでありますし、さきの一般質問でも、知事が

事業化に向けてやっていこうということで答弁

があったように思います。

 そこで、地域の方々も一日も早い着工、完成

を待ち望んでいるわけでありますが、今後、工

事着工まで、どういう段取りで進めていこうと

しているのか、お尋ねしたいと思います。

【佐々道路建設課長】長崎外環状線についての

お尋ねですが、委員のご質問にもありましたよ

うに、3日に都市計画審議会で了解を得て、先
週の18日に、変更に関する告示を行っています。
今後、地元の環境調査とか、現地の測量、こう

いったものはまだ現地には入っておりませんで

したので、そういった手続を進めていきたいと

考えてございます。

 ご質問にありました着工までのスケジュール

については、まだ明確ではないのですが、今か

ら先、地権者の皆さんのご了解を得るとか、実

際に用地を買う、そういった段取りが必要にな

ってきますので、具体的な着工時期については、

現段階ではお話しできない状況にございます。

【中山委員】 今後、環境調査、また現地の調査

をして、測量をやって、実施設計して、用地買

収、それから着工という形になると思います。

用地の確保が次の大きなハードルになっていこ

うかと考えておりますので、ぜひ長崎市とも十

分力を合わせて、ひとつ一日も早く工事着工で

きますように努力していただくことを要望とし

ておきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

【溝口委員】幹線道路の整備ですけれども、西

九州自動車道の整備促進についてお尋ねしたい

と思います。全線開通になれば、県北の皆さん

方は大変望んでおりまして、これができること

によって県北経済がものすごく発展していくの

ではないかと期待をいたしております。今、県

北振興局に西九州道現地推進本部を設置いたし

ているところですけれども、用地の取得関係に

ついては、いつから始めるような形になるので

すか。

【佐々道路建設課長】西九州自動車道の用地取

得に関するお尋ねですが、西九州自動車道のう

ち、松浦佐々道路の松浦側においては、今年度
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から国の方で用地取得を始めるとお聞きしてお

ります。

【溝口委員】 わかりました。

 松浦の方からということですけれども、用地

取得に年数的にどのくらいかかって、完成の見

込みは大体いつ頃と考えているのか、そこら辺

についてお尋ねしたいと思います。

【佐々道路建設課長】まず、用地取得の期間に

ついてのお尋ねですが、これにつきましては国

の方としては、全線3年間でなるべく買ってし
まいたいという意向を持たれております。完成

の時期については、用地の取得状況を見て、国

の方から、いつ頃供用できるということが公表

されるのが通例ですので、現段階では言える状

況にございません。

【溝口委員】今、松浦の方から用地取得を始め

ているということですけれども、そこで少し問

題になるような用地の交渉というのはまだあっ

てないですか。

【佐々道路建設課長】用地についてのお尋ねで

すが、今年度買収する土地については、松浦市

の市有地の買収から入りたいという意向ですの

で、そこについては問題ないと考えてございま

す。それ以外の区間については、用地の調査中

ですので、具体的な内容については存じており

ません。

【溝口委員】 わかりました。

 ぜひ、いろいろな問題がなく用地の取得がで

きて、早く完成するように、国の方にも働きか

けていただきたいと思っております。

 それから、関連のことになるんですけれども、

せっかく高速道路が完成するということですか

ら、東彼杵道路の整備をぜひ早く行ってほしい

と思っているんですけれども、今、計画段階評

価への早期着手ということで進めている段階で

ございますけれども、その辺についての進捗状

況はどのようになっているのか、お聞かせいた

だけませんでしょうか。

【佐々道路建設課長】東彼杵道路の状況につい

てのお尋ねですが、これについては一昨年まで

は、地域高規格道路の計画路線への格上げとい

うお願いをしてきたところなんですが、平成10
年以降、格上げの路線が全国的にないというこ

と、それと国の事業化のシステムが変わったと

いうことから、先ほど委員がおっしゃった計画

段階評価への着手ということをお願いしている

状況なのですが、これについては今のところ、

目立った動きはございません。

【溝口委員】目立った動きがないということは、

例えば、県選出の国会議員の皆さん方あるいは

県の方からのアプローチというのをどれだけ強

く行っているのかということもあると私は思う

んです。今、ほかの島原道路とか西彼杵道路の

方に力を入れているからだと思うんですけれど

も、私たち県北の住民にしたら、どうしても嬉

野を通ってというのは不合理な形で、やっぱり

長崎県の中を真っすぐ東彼杵まで来れるように、

早くそちらの道路を通していただきたいと思う

んです。特に今、問題になっているのが長崎空

港の利用なんですけれども、県北の人たちは、

はっきり言ったら福岡まで行った方がいいとか、

そういうふうな形になってきているんじゃない

かと思うんです。だから、これを早く完成させ

て、長崎空港をできるだけ県民の皆さん方に利

用していただけるような施策も必要じゃないか

と思うんです。その辺について、しっかりとし

た訴えを国の方にしていただきたいと思うんで

すけれども、このことについてお尋ねいたした

いと思います。

【佐々道路建設課長】空港に関しての事業効果、
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整備効果についてお話がございました。それに

関しては、我々もそういうふうな問題があると

いう認識はございます。そういった中で、今、

いかに東彼杵道路が必要かというところです。

問題点、課題の把握というのが十分できていな

いような状況かと考えておりまして、沿線の市

町と県と一緒になって、そういった問題点整理

をした上で、事業の必要性を訴えていく材料づ

くりをやりたいと思っています。

【溝口委員】東彼杵道路については、切り替え

もつくって、県北の方としては一生懸命これに

力を注いでいるんです。だから、県の方として

も、その中に入って、いかに利便性を高めてい

く、これがなかったらいけませんという実効性

をつくって国の方に強く訴えほしいと思ってい

ますので、その辺については、しっかりと検討

していただいて、東彼杵道路の利便性をつくっ

ていただきたいと思っております。私たちは絶

対必要だと思っておりますから、県の方として

そういう考え方が不足なんですけれども、その

辺についてはもう一回お願いします。

【佐々道路建設課長】 今、委員のお話の中で、

必要性の認識が足りないのではないかというこ

とかと思いますが、決してそういうことはなく

て、期成会も、通常であれば沿線の市町で構成

されるのですが、東彼杵の期成会については平

戸市、松浦市、佐々町と県北一体でやられてい

ますので、そのご要望の強さについては私たち

もひしひしと感じているところでありまして、

できるだけそっちの方向に沿えるように頑張っ

ていきたいと思います。

【徳永委員】先ほどの中村委員の関連なんです

けれども、建設資材の単価の問題は、道路建設

課長は大変ご苦労をされております。そういう

中で、先ほど私も意見書の中で、担い手3法も

ありましたけれども、ここはしっかりと建設業

の経営も安定をしなければならない、ちゃんと

した利益を確保しなければならないとあります

けれども、その中で、私がいつも建設企画課長

にもいろいろとご相談をしていますけれども、

資材、設計単価であります。労務単価も一緒な

んですけれども、他県と比べて非常に低い。た

だ、入札では最低制限、ダンピング防止で保護

されているわけです。ところが、資材に関して

は、これがないんですよね。これは受注業者が

幾らでももうかっていいんだと、そのかわり、

市場調査で調べて、その分、当然設計単価を下

げていくんだと。それはそれで理由はあるので

しょうけれども、ただ資材、生コンにしても、

コンクリート2次製品等にしても、正直言って、
それは売らなければならないものだから、利益

を度外視していいじゃないですけれども、赤字

でもいくんですよね。これは恐らくわかってい

ると思うんです。

 私が何を言いたいかというのは、公共事業で

すから、民需じゃないのですから、ここはダン

ピング防止、品質管理等をうたうのであれば、

そういったものも適正価格というものを決めて、

これは原価をはじけばわかるんですよ。これは

当然、公共事業の意味合いというのは、ただ受

注業者がとることが公共事業じゃないんです。

その中の労務単価、いわゆる作業員、そして資

材、燃料、いろんなものを含めてこれは公共事

業の意味合いがあると私は理解をしています。

 そういう中で、私は、そこをしっかりとして

いかなければ、渡辺委員からありましたように、

労務単価も、幾らかかったと言われますけれど

も、何年か前までは全国でもたしかワーストス

リー、鹿児島県とは幾ら差があるかと。これが

一向に解消できない。例えば、2次製品の単価
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も、何十％じゃない、相当な開きがあるんです。

私は、県もこの辺でしっかりとした考えを持っ

ていただいて、単価がどうなのか、そして、さ

っき中村委員が言う、品質の担保ができている

のかどうか、この辺も踏まえたところで、現状

どおりやっていくのか、それとも変える時期な

のか、その辺をまずお聞きしたいと思っており

ます。

【田口建設企画課長】他県は発注に当たりまし

ては、予定価格を設定するわけなんですが、予

定価格に使用します例えば労務単価であるとか、

建設資材の単価というのは、市場単価を反映さ

せたものと法律で規定されております。したが

いまして、私どもとしましては、市場単価を調

査して、それを県の積算単価に反映させるとい

う手法をとっております。

 委員がおっしゃいますとおり、本県の建設資

材の一部は他県のコンクリート資材と比べます

と安いというのは事実でございます。ただ、ど

ういう手法で単価を上げるかというのは、我々

も今から研究していかなければいけないと思っ

ているのですが、私どもも、県産品を優先的に

活用しましょうという観点におきましては、県

内の資材を使うように、これは県工事において

義務付けを行っておりますし、そういう形の中

で、必要な事業を確保していきたいと考えてお

ります。

【徳永委員】それはわかっています。市場単価

というのが大きな要因になりますから。その中

で、各委員も、どれだけの開きかというのはな

かなか知らないと思うんです。例えば、鹿児島

県と、道路用の落ちぶた側溝300、300の300で
Ｌ2メートル、これは幾ら違いますか。
 土木部技監、今、ちょっと例でね。私は、中

村委員もそういうものに携わっていますから、

結構そういう認識はあるんですけれども、ほか

の委員の方々は余りわからない。それは当然で

す。

 私は何を言いたいかというのは、やっぱり適

正価格というのがあると思うんですよ。それは

何でも差はあっていいんです。ただ、適正価格

の中に入ってないと私は理解するんですよ。な

ぜこんに違うのかということは、ただ単純に競

争原理でそれが仕方ないと。結局、その中で起

きるのは何かといえば、過度の競争が出てしま

って、当然、生き残るものと、要するに、倒産

をしてしまう。そうなった時に、公共事業を担

う産業形態が担保できればいいんですけれども、

例えば、生コンにすれば、各工場と現場までの

距離というのは、品質を保つには時間の制限が

あるわけなんです。これがもしその地域になく

なるとなった場合の想定はしておられますか。

【田口建設企画課長】 想定はしておりません。

【徳永委員】そうしか言えないでしょうね。そ

うした場合に、これは非常に大変なんです。今、

建設協会も、協会の存続も非常に難しい中に、

協会も必要だというのは県も承知なんですよね。

というのは、災害があった時にすぐに対応でき

るのは、業者が協会を持ってやってくれないと、

大雨の時も出動ができないという中で、だから

組合、協会というのは、そういう意味もあるわ

けなんです。だから、「アウト」という表現が

いいのかどうか、これは要するに、組合と組合

外というのは非常にハンデが違うんです。そう

いった協力もしなければいけない、そしてそれ

だけの品質も持っていく。だから、そういう責

任を担うところと、それ以外とは言いませんけ

れども、そういう中でやっています。

 だから、そういうところがしっかりとなけれ

ば、先ほど言うように、もし生コン工場がなく
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なる、例えば、建設業者がそこのところから少

なくなってしまうということになれば、行政側

にとっても大きな問題になるのは事実なんです。

だから、そういったところを含めた中で、公共

事業の本来の意味合いというものもしっかり、

もう昔みたいに業者も多くないんです。建設資

材業者も多くないんです。相当淘汰されて、少

ないんです。そういう中で、しっかりとしたこ

とを県も指導をしていかなければ、気がついた

時には、今、大きな突発の災害もあるんですか

ら、大変なことになると、私はそういう思いが

あるんですけれども、その辺、どうなんですか。

さっきのことも含めて答弁してください。

【田口建設企画課長】私どもは、公共事業を進

める上で、建設業だけではなくて、建設資材、

例えば生コンであるとか、そういったものは必

要不可欠であると思っています。可能であれば、

そういった必要な資材を提供する工場が管内に

バランスよくあればというのもありますが、公

共事業自体が非常に減っていく中で、そのあた

りもどうしても厳しい部分があるのかなと。し

かしながら、先ほど申しましたように、県内育

成という観点は私どもも大前提に置いています

ので、その辺をいかに確保してできるかという

部分につきましては、これまでは建設業界主体

の意見交換会をやっておりましたが、今後は、

建設資材業界の皆様方とも意見交換ができるよ

うな場を設けて、今後どうあるべきかという部

分について意見交換をしていきたいと考えてお

ります。

 Ｕ型側溝でございます。長崎県の単価が1個
当たり1,040円に対しまして、福岡県が1,500円、
佐賀県が1,100円、熊本県が1,060円、宮崎県が
1,210円となっております。鹿児島の単価は、す
みません、この製品は調査しておりません。

（「1,500円はどこでしたか」と呼ぶ者あり）
1,500円は福岡県です。次に高いのが宮崎県の
1,210円になっています。それに対しまして、本
県は1,040円という単価設定になっています。
【徳永委員】 例えば、福岡県とは5割違うんで
すよね。これは、上ぶた式はほとんど使いませ

んから、今は。基本は落ちぶた式ですから、そ

れはまた全然違うわけです。1本で3,000円であ
れば、よそは5,000円ぐらいという単価なんです。
だから、高い、安いという差もこれだけある。

適正なその間であればいいんですけれども、こ

れがそういう中でやっているということは、こ

れは正直言って、体力勝負なんですよ。だから、

これは生コンも一緒ですけれども、体力勝負で

ずっと推移をしていけばいいんだけれども、要

するに、どんどん、どんどん脱落していくわけ

ですよ。残っているところがもう何社しかない

と。それでいいんですかと。なかなか新規につ

くれるというところはないんです。

 だから、私が最後に言いますけれども、上げ

るということは、市場調査もありますけれども、

ただ、公共事業の意味合いを含めた中で、今後

どういったあり方、やり方をするのか。それは

土木部技監、最後によろしくお願いします。

【田村土木部技監】公共事業における適正価格

という話でございますが、建設投資額の最盛期

が確か平成10年度だったと思うんですけれど
も、それからずっと減ってきておりまして、一

番減った時で、約3割から4割の間に減っていき
ました。その間、建設会社が同様に減らなかっ

たことから、原価を割ったような価格で契約を

しているような事例もあったと聞いております。

 今、大型補正等が組まれて単価が上昇傾向に

なっております。設計単価というものは、基本

的に、取引価格をもって県は決定しているとこ
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ろでございますけれども、その取引価格が速や

かに県の設計単価に反映できるようにというこ

とで、例えば、生コンであれば、今まで年4回
しか設計価格の改定はやっていなかったのです

が、そこの3カ月のタイムラグがあって、なか
なか単価を上げにくいという業界の話もありま

して、そこはたしか昨年度見直して、毎月改定

するようにいたしております。実勢価格が速や

かに県の設計価格に反映できるように、県も随

時見直し、改善を図っております。

 また、昨年から、諸経費が約5％程度上がり
ました。従来、単価が下がり続けていた時に建

設業界の方と話をすると、利益が出ないので、

なかなか資材とか労務単価に払う余裕がないと

いうお話を聞いて、その時に、当時、最低制限

価格を上げてほしいということで、5％という
話があったかと思うんですけれども、どうして

5％ですかと聞いたところ、5％あれば一定程度
払えるというお話もありました。今回、諸経費

がたまたま5％程度上がっております。それを
受けて、業界の方で労務費等を少しでも上げる

ような取組をされておりますので、我々として

は、県ができるところは、例えば、そういう単

価が適切に設計価格に反映できるような制度を

つくり上げていくということと、基本的に、業

界が適正価格を払えるような環境をつくってい

くということで、今後、両面で取り組んでいき

たいと思っております。

【吉村(洋)副委員長】 今の話も、聞いていたら
吉井町役場のことを思い出して、自治労が、職

員が賃上げ闘争をやる時に、その闘争をする理

由が、民間の企業の給与を上げるために我々は

頑張っているというわけです。あなたたちに頼

まなくても俺たちもがんばりよると言いたかっ

たのですが、今の話を聞いていたら、ちょうど

そういうふうなものです。市場価格とかは、福

岡の市場価格を参考にすればいいと単純に思っ

たんです。

 それともう一つは、その自治労の組合員が言

うこと、賃上げをしろと言う時に、何を参考に

しているかといったら、県内の優良1,100社、上
から1,100社の平均を基準にするとか、またこれ
も何ば抜けたことを言いよるとかという話です。

私たちの給料を基準にするならわかるけれども、

上場企業とかを基準にして、田舎の吉井町の地

方公務員が何を言っているのかという話を言い

たかったわけです。今聞きながら、そういうこ

とを思いました。参考にしてください。

 それから、さっき溝口委員からも出ておった

のですが、東彼道路を早く完成させてほしいと

いう県北民の願いというのは強いわけです。そ

れで、なかなかこれが進んでいかない、事業に

つながっていかない、事業化できないというの

は何だろうかと思うのですが、そこら辺を考え

ながら、先ほど道路建設課長は、なるだけ皆様

方のご意向に沿うように頑張ってみたいと思い

ます、なんて言いよったっていかんわけです。

どうしたら具体的に事業化に結びつくかという、

その方法論を考えて、一日でも早い事業化に向

けて頑張りますと言ってもらわなければ困るわ

けです。道路建設課長、お願いしますよ。

 それから、もう一つです。佐世保市はその県

北の中心市になるわけです。来年、中核市にな

ろうと思って佐世保市も頑張ろうとしているわ

けです。それで、県北地域の活性化のために一

肌脱いでやろうと。それにはやっぱり道路とい

うのが肝心です。それで、この前から、都市計

画道路、佐世保に入る国道35号ですけれども、
潮見町交差点から福石町交差点、片側2車線、
これが昭和21年に36メートルの幅員で都市計
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画決定されているわけです。これが今まで全く

進んでいない。しかし、計画をすると、その時

点から、その計画区間について制限がかかるわ

けです。それによって逸失した利益をどうする

のかという話がその周辺の皆さん方からずっと

聞こえてきているわけです。さっき空家の話も

ありましたが、今、道沿いで空家が出てきてい

るわけです。どうにもできないから、そこにお

ってもどうにもならんというふうになっている

わけです。

 それで、法律が変わって都市計画決定の見直

しができるとなって、見直し対象18路線を佐世
保市が出したのですが、佐世保市の都市計画審

議会を経て今年の4月30日に、県の都市計画審
議会を経て9月1日に、2つで16路線の廃止を決
定したわけです。これによって、その縛りが解

けるということになるわけです。ただ、2路線
残したわけです。残したうちの1つが35号の佐
世保縦貫線という都市計画路線名みたいなんで

す。

 だから、また縛りをかけるわけですから、こ

れを進めなければいけないとなるわけです。そ

ういう意味において、今後のこの事業の進め方

について、県としてはどのように考えられてい

るか、お聞かせをいただきたいと思います。

【佐々道路建設課長】 国道35号、直轄で管理
している国道になるのですが、つい最近、都市

計画を打っている区間について、700メートル
ぐらいあろうかと思いますが、佐世保駅東側の

潮見交差点から稲荷町の福石の交差点までの

700メートルについて、そういうご要望がある
と伺っていますが、現段階で県としてどういう

ふうな整備を行う、もしくは国の方にどういう

お願いをするということについては、材料を持

ち合わせておりません。

【吉村(洋)副委員長】 そういう答えでは、なか
なかつらいんですけれども、もう昭和21年から
これが続いておって、その地域の発展を阻害し

ている。それについて、県として、どがんかせ

んばいかんなという考えを持てないのかという

のが問題です。

 それと、この線は今後もこの計画に沿ってや

っていくんだと残った路線なんです。国も、や

らなければいけない、ここを改良しなければい

けないと認めているわけです。それで、これを

本来なら国が行うところであるけれども、なか

なかめどが立っていない。その中で、佐世保市

が、それを待っておっても進まないので、沿道

区画整理事業を提案させていただきたい、これ

について進めてもらえないかという話があって

いると思うんですけれども、それについては認

識は持っておられますか。

【佐々道路建設課長】沿道区画整理の手法を用

いたいという話が佐世保市からあっているとい

うことは、私どもも認識しております。ただ、

その間の対応をとってこなかったかというと、

現道については、副委員長がおっしゃるように、

とっておりません。ただ、あの路線の交通の軽

減を図ろうということで、並行して西九州自動

車道の整備を進めてきておりまして、例えば、

平成2年から平成6年にかけては12時間の交通
量が4万7,000台程度あったものが、現在3万
8,000台というふうに交通量は減っております。
ただ、副委員長がおっしゃるように、沿道の土

地利用に関する問題は確かにあろうかと思いま

すので、その辺は今後検討していくべき課題か

と考えております。

【吉村(洋)副委員長】 区画整理事業でやるとい
うのは、都市計画法では、そこの自治体、佐世

保市が事業主体になるとなっているようなので
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すが、これは私も定かではありません。しかし

ながら、佐世保市が行うについて困難な場合は

県が行うことができると。ねばならない、とは

なっていないんだけれども、県が行うことがで

きると。やはり基礎自治体1市のみではなかな
か難しい、そこに県も一緒になってこの課題を

解決していくというところを進めてもらいたい

と思うわけです。今日の報告の中にも、県道佐

世保吉井松浦線の大渡バイパスが完成して、渡

り初めもしましたけれども、計画よりも上回る

交通量があって、吉井の中心部を車がたくさん

通っていたものが6割も減ったと書いてありま
す。おかげで、そういう効果があるんですよね。

別のバイパスがつくられれば、そういう効果を

そこで求めることができますが、佐世保縦貫線

については、別にバイパスを求めることができ

ないので、やはりここを改良していかざるを得

ない、それが唯一の道なんですよ。

 ですから、そういう意味で、今後、佐世保市

もこういう提案の中でこの事業の進捗を図らな

ければ、再度、廃止しようかというところが廃

止されなくて残ったわけですから、沿線住民の

方にも、これ以上我慢をしていただくなんてい

うことをするわけにはいかないわけです。ただ、

今、道路建設課長が言われたように、道路予算

も、同じ交通のこの中をどうするのかというの

もあったりするわけですけれども、そういう中

でも、一日も早い進捗が図られるように、佐世

保市と一緒になって県もやっていただきたいと

思うわけですが、土木部長、どうですか。

【浅野土木部長】今、非常に厳しい予算の中で

すけれども、どの道路がどうだという全体の中

の話がありますので、課長も含めて、市とまた

相談させてください。

【大場委員】 1つだけ。前回も島原道路でお尋

ねをしたのですが、6月定例会後で何か進捗とい

うか、新たな動きがありましたら、その分を教

えていただきたいと思います。 

【佐々道路建設課長】 6月定例会の後の動きに

ついてですが、6月22日に、沿道沿いの地権者全

員を対象とした説明会を実施しております。こ

の中で地元の方から、創設換地による基盤整備

というものができないかというようなご提案を

いただいております。その辺について、農林部

局、県、市含めて、いろんな検討を進めつつ、

また8月28日に、皆さんに寄っていただいて、基

盤整備に関する協議状況を報告したところです。

その中で、道路がどういう形になるかというの

が見えてこないと。我々としては、現地を測量

した上で道路の設計を進めてご説明したいとい

うスタンスなのですが、今ある資料でいいので、

既存の地形図をもとに絵を描いて示してくれと

いうお話があっております。現在、その準備を

進めているところです。 

【大場委員】 ありがとうございます。 

 私の方にも一部、関係者の方から、以前から

すれば、態度的には少し軟化したような感じで、

県の事業推進に向かっての具体的な話が進んで

いるような感じでも受け取れるものですから、

現況で出せるものは、そういうふうにしっかり

と話をいただいて、資料的なもの、提出できる

ものはどんどん出していただいて話を進めてい

ただければと思いますが、今後の進め方、そう

いうふうな形でまた地権者の説明会とか、今後

の取組というのはどのように考えておられます

か。 

【佐々道路建設課長】先ほど申し上げました準

備が整った段階で、また皆さんに集まっていた

だいて、どういう形になっていくのかというの

をお示ししたいと考えております。
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【大場委員】ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

 ただ、同じ地権者の中でも、まだこだわりを

持っていらっしゃる方もあって、全体の部分は

まだまだ誤解というか、そういうふうな部分が

取り除かれていない部分も多少残っているよう

ですので、そういったものを慎重に交渉をして

いただければと思います。

【渡辺委員】ネーミングライツの関係で、今回、

募集の概要で、契約期間は3年以上を希望、命
名権料は年額2,000万円以上を希望。希望、希望
と、こういう公募の仕方があるのでしょうか。

応募者数が1社だったんでしょう。この1社が
1,000万円で1年と言ったら、それで許すのです
か。あくまで希望でしょう。これはなぜこうい

う公募の仕方をしたのでしょうか。例えば、最

低でも3年以上、年額2,000万円以上と、そうい
うことになぜならなかったのですか。

【藤田都市計画課長】 期間につきましては、3
年間を基本としまして、それ以上出される分に

ついては、それを受けるという話です。命名権

料につきましては、当然ながら、いろいろな他

事業と比べながら、今回、県としては2,000万円
を希望ということで出しておりますけれども、

ただ、まだ我々も、それが絶対適正かどうか判

断できるのか課題もありますので、そこにつき

ましては2,000万円未満でも受け付けはします
ということでの募集要項となっております。

【渡辺委員】 希望と言ったら、2,000万円以下
でも企業はしてくるはずでしょう。今、会社名

は出さないにしても、幾らで応募したのか、応

募1社の金額は公表できないのですか。
【藤田都市計画課長】これにつきましては、今

後、選定委員会を開きまして、そこが本当に応

募資格があるか、あと愛称がいいのか、そうい

うものを全部含めて決定しますので、その後で

ないと公表はできません。

【渡辺委員】会社名は公表できないかもしれな

いけれども、その会社が3年間で幾らぐらいで
という、そこまで公表できないのですか。

【藤田都市計画課長】そこを全部含めて最終的

に公表となっていますので、今現在は公表でき

ません。

【渡辺委員】 わかりました。

 そうしたら、今後の予定で、こういう手続に

なるんですけれども、今後、例えば、ビッグＮ

の県営野球場、県立体育館とか、いろいろ県の

施設があるでしょう。ここら辺についてのネー

ミングライツの考え方については、どうするの

ですか。

【藤田都市計画課長】今言われました野球場と

かにつきましては、現在、愛称があるというこ

とで、今現在は考えていないという状況です。

そこにつきましては、今回、陸上競技場が土木

部の所管ということで上げておりますけれども、

県全体として考えますと総務部の所管になりま

すけれども、話を聞きますと、今回の陸上競技

場の状況を見てから、今後の検討課題として考

えていきたいというふうに聞いております。

【渡辺委員】県が初めてこういうことを導入し

たわけでしょう。そうしたら、土木部の問題じ

ゃなくて、県の方針として、県有施設にこうい

うことをすることによって経費を少しでも浮か

そうという姿勢があるならば、いろんな機関と

か、金額、施設の大きさ、利用度合いによって、

一定の基準を設けて、どんどんすべきと私は思

うわけです。ですから、ビッグＮという愛称が

あるかもしれないですけれども、いいじゃない

ですか。今後、こういうことを導入してでも少

しでも経費を浮かそうという県の姿勢を、基本
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的に、導入の方向でぜひ進めていただきたいと

思っております。

 ネーミングライツは土木部の方針じゃないで

しょう。県の方針でしょう。そこだけ確認して

おきます。

【藤田都市計画課長】ネーミングライツにつき

ましては、県の方針として、今回、まず最初に

陸上競技場を提案しております。しかしながら、

今後、公募施設の拡大ということにつきまして

は、先ほど申しましたように、施設の課題を整

理しながら検討していくということで総務部で

考えておりますので、そのことを総務部の方に

伝えていきたいと考えております。

【渡辺委員】次に、幹線道路のトンネルの照明

について私は見解を求めておきたいと思ってい

るんです。私がいろいろ通る中において、トン

ネルの照明がいろいろあるんです。片側しかつ

いていないところ、そしてものすごく明るいと

ころ。もちろん、原則は出口と入り口は瞳の関

係で明るくしておかなければいけないというこ

とはあるんですけれども、例えば、戸町トンネ

ルは、一昨日通ったら入り口が暗くなっていま

した。さっき言ったパトロールも含めて、トン

ネルの照明のあり方です。トンネルの真ん中が

暗いところもあれば、唐八景トンネルのように

ずっと明るいところもある。車専用道路だから

車しか通らないのだから、少し暗くしても、電

気代を落としてもいいと思うんです。その辺の

考え方、照明のあり方については、何か統一し

た見解があるのですか。

【池田道路維持課長】トンネル照明につきまし

ては、例えば、交通量でありますとか、延長、

そういったもので照明の基準があります。それ

に従って設置をしている状況でございます。

【渡辺委員】その辺の基準があるのなら、せめ

て人間が歩く歩道のところは明るくしてくれま

せんか。この間も言って一遍明るくしてもらっ

たんですけれども、例えば、木鉢トンネル、戸

町トンネルとか、歩行者が歩くところは明るく

してください。唐八景トンネルは車専用道路だ

から、ライトをつけて走ることになっているの

だから、あのように明るくしなくてもいいと思

いますし、雲仙グリーンロードは、明るいとこ

ろもあれば、照明の明るさがいろいろばらばら

ですよ。この辺のパトロール、チェックは誰が

しているのですか。私たちは運転してそう感じ

るのですが、県の職員が、そこを感じないのか

というのが腹が立つわけです。誰か通りよるは

ずさ、そこで。県の職員がパトロール員の気持

ちになって、あそこは暗い、もう少し明るくし

なければと言う人がいないのかなと思う、これ

が腹が立つわけです。私たちが言わなければし

ないのですか。そうじゃないはずでしょう。こ

の辺は基準がどうなっているのですか。

【池田道路維持課長】トンネルの照明の点灯状

況につきましては、先ほど監視員の業務委託の

話がありましたが、そのパトロールで見ている

状況でございます。それと、機能的にその機器

がちゃんと機能しているかというのは、年に1
回の定期点検でチェックをしている状況でござ

います。

【渡辺委員】歩行者が使うトンネルは、歩行者

の安全のために照明をちゃんとキープするとい

うことで、もう一度チェックをしてみてくださ

い。

 それと、都市計画課にお尋ねしますが、長崎

駅舎・駅前広場等デザイン基本計画、課長補足

説明資料をもらっておりますけれども、これで

質問したいのですが、オレンジのエリアは区画

整理事業区域ということになっていますね。
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11 ページのエリアが大体それに該当するんで
しょう。区画整理は長崎市が中心になってして

いくわけですね。デザイン基本計画について、

今後のスケジュールは、長崎駅周辺エリアデザ

イン調整会議において承認を受け今後決定して、

今後は、鉄道事業者が駅舎の設計を進めるとい

うことになるわけですね。鉄道・運輸機構がこ

の高架事業をするわけでしょう。新幹線。在来

線の事業主体はどこなのですか。在来線の高架

事業はＪＲ九州なんですか。

【藤田都市計画課長】在来線につきましては、

ＪＲ長崎本線連続立体交差事業ということで県

の事業になっておりますけれども、実際の工事

につきましては、鉄道工事になりますので、協

定によりＪＲ九州が工事を行うようになりま

す。

【渡辺委員】そうしたら、新幹線は鉄道・運輸

機構が事業主体になるわけでしょう。駅舎はＪ

Ｒ九州がつくるわけですね。駅のエリアの中の

交通広場、街の広場、駅の広場とか、イメージ

図が出てきているんですけれども、これが今、

検討されていると思うんです。この事業主体は

誰がするのですか。駅は誰がするのですか。事

業主体が、市の区画整理事業とあわせて、私ど

もとしてははっきりわからないんです。最後の

ページにメンバーが載っているんですけれども、

長崎駅周辺エリアデザイン調整会議の名簿と長

崎駅舎・駅前広場等デザイン検討会議名簿と 2
つあるんですけれども、いっぱい会議体があっ

て、誰が、どのようにして調整しているのか、

トップリーダーは誰がやっているのか、この事

業を進める推進体制はどのようになっているの

か示してもらえませんか。

【藤田都市計画課長】まず、工事の区分ですけ

れども、9 ページの平面図で説明いたします。

まず、駅の部分になりますけれども、下の駅舎

平面図につきまして、下側、新幹線駅 2面 4線、
青色の部分については鉄道・運輸機構が新幹線

事業として施工します。黄色の部分が在来線に

なりますけれども、これにつきましてはＪＲ九

州が施工するということになります。あと、上

の平面図になりますけれども、図面の下側から

言いますと、囲いの中で、多目的広場とか、東

口駅前交通広場、上に行きまして、西口駅前広

場、歩行者専用道路、長崎駅西通り線、長崎駅

東通り線、長崎駅中央通り線につきましては、

市の区画整理事業の中で施工を行うということ

になります。ですから、この面の中で言います

と、新幹線については鉄道・運輸機構、連続立

体交差事業につきましては県の事業ですけれど

もＪＲ九州が施工、その他の部分につきまして

は、区画整理事業ということで、市の施工とな

ります。

 あと、最後のページの話ですけれども、これ

につきましては 12 ページの真ん中、赤で色を
塗ったところですけれども、これが長崎駅舎・

駅前広場等デザイン検討会議ということで、こ

こについては所掌事務の中で、駅舎の構造物と

駅前広場と多目的広場、街路についてのみの検

討を行い、この基本計画をつくっていくという

形になります。その上にあります長崎駅周辺エ

リアデザイン調整会議につきましては、先ほど

の 9ページ、エリア全体を囲っていますけれど
も、この中で行う民間の事業を含めた中で、ど

ういうデザインで行っていくのか、デザインが

統一されないと、ばらばらな景観になりますの

で、デザインのあり方とか、そういうところを

検討することになっております。ですから、今

回我々が行います駅舎と新幹線、そういう構造

物につきましては、先ほど申しましたように、
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長崎駅舎・駅前広場等デザイン検討会議の中で

検討していくというふうになっております。

【渡辺委員】そうしたら、駅舎は、長崎駅舎・

駅前広場等デザイン検討会議でデザインを決め

て、具体的な設計施工についてはＪＲ九州にな

るのですか。

【藤田都市計画課長】 10 ページをお開きくだ
さい。駅舎の大体の考えが載っておりますけれ

ども、左側に駅舎の断面図があります。これに

つきましては、大空間をつくりたいということ

で、こういうイメージを基本計画の中で盛り込

んでいきたいと考えております。新幹線部分に

つきましては、柱が 2本しか立っていませんけ
れども、通常であれば、両側に柱が立つ、ホー

ムにも立つということで、柱が 4本立つのが一
般的な新幹線の駅になっております。これを柱

を 2本にすることで、大きい空間をつくりたい
と。こういういろいろなイメージだけではなく

て、構造的に大丈夫なのか、そういうところも

含めた基本計画を立てたいと考えているという

ことで、会議を立ち上げて協議、検討を行って

おります。

【渡辺委員】例えば、新幹線の駅舎がこのイメ

ージ図どおりに、風速 70 メートルぐらいに対
応できるような駅舎になっているのか、こうい

うデザインでどうかというのを長崎駅舎・駅前

広場等デザイン検討会議でするでしょう。それ

に基づいて実際つくるのはＪＲ九州なんでしょ

う。実際つくるのは、事業主体はどこなのです

か。

【藤田都市計画課長】先ほどの断面図を基本計

画として、県、市の方から、在来線であればＪ

Ｒ九州、新幹線であれば鉄道・運輸機構に基本

計画として提出しまして、それを踏まえた形で

実施設計、1本 1本の柱とかにつきまして構造

計算をするのはＪＲ九州であり、鉄道・運輸機

構という形になります。

【渡辺委員】そうしたら、県として管理すると

いうのか、こういう形でしなさいと今、イメー

ジ図が出ていますけれども、こういうイメージ

で強度計算して、このとおりいいですとなった

時に、ＪＲが、うちは計画の予算はありません

よ、4 本柱にして、もう少し安くしてください
と言った時には、どういう形になるわけです

か。

【藤田都市計画課長】ここにつきましては、最

後の 13 ページの下側の長崎駅舎・駅前広場等
デザイン検討会議でいいますと、オブザーバー

という形で九州旅客鉄道株式会社と鉄道・運輸

機構が入って、一緒になって協議をしておりま

す。長崎駅周辺エリアデザイン調整会議につい

ては委員として、事業実施機関の九州旅客鉄道

株式会社と鉄道・運輸機構が入っておりますの

で、こういうものは全て県、市、ＪＲと鉄道・

運輸機構が一緒に考えていますので、それが全

く変わるということは考えておりません。

【渡辺委員】そうしたら、オブザーバーじゃな

くて、正規のメンバーに入れておかなければい

けないのではないですか。オブザーバーで入っ

ているからおかしいなと思っていたんです。オ

ブザーバーというのは正規の委員じゃないんで

しょう。今、都市計画課長が言った姿勢ならば、

このメンバーも委員に入れておかなければ。そ

うしたら、みんなの合意の中でこういう設計に

なりましたよ、ということにできるわけでしょ

う。そうしたら、何でオブザーバーにしたので

すか。

【西川委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ４時１８分 休憩 ― 



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２４日）

- 60 - 

― 午後 ４時１８分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。 

【藤田都市計画課長】ここにつきましては、先

ほど話しましたように、まずは長崎駅舎・駅前

広場等デザイン検討会議の中で基本的な計画に

ついては協議を行います。その中で、委員がお

っしゃるように、オブザーバーという形で入っ

ておりますけれども、ここでは全部意見を聞き

ながら、設計についても調整をしながら全て話

をして決定しております。それを踏まえた上で、

長崎駅周辺エリアデザイン調整会議で承認を受

けて決定することになっておりますので、意見

が変わるということはございません。

【渡辺委員】新国立競技場がデザイナーと設計

施工等の関係でいろいろ問題あったものだから、

こういうのも形を専門会議がデザインを持って

いって、実際施工するＪＲ九州にとって、こが

んお金がかかることはしませんばいと、そこが

心配なものだから尋ねてみたところです。オブ

ザーバーになっているけれども、絶対それを変

更することはないということを今、都市計画課

長の答弁で、これで本当にいいのですね。

 それだけの位置付けをするならば、本当は委

員のメンバーに入れておくべきです。普通オブ

ザーバーといったら、何かの時に意見を求める

ためにオブザーバーでメンバーに入れるわけで

しょう。実施主体者のメンバーとして、本当は

オブザーバーじゃなくて、委員として入れてお

くべきなんですよ。そうしなければ、今、都市

計画課長が言っただけの強い見解は示されない

と私は思いますよ。

【藤田都市計画課長】先ほど申しましたように、

ここにつきましては長崎駅舎・駅前広場等デザ

イン検討会議であった意見を上段の長崎駅周辺

エリアデザイン調整会議で承認をいただくとい

うことになっておりまして、ここにつきまして

専門家委員と事業実施機関がありますけれども、

事業実施機関の 2名につきましては九州旅客鉄
道株式会社と鉄道・運輸機構の方が委員となっ

ておりますので、この中で承認がされると考え

ております。

【松島委員】渡辺委員の質問のネーミングライ

ツに関連してですが、まず結論、私もこれはど

んどんやっていくべきだと思っています。そう

いう立場です。

 先ほど、空家の課長答弁を待っている間に、

足踏みしたのはなぜだと経緯を質問して、当時

の経済状況があったんだと都市計画課長からご

答弁いただきましたが、その時も言っていたの

ですが、結局、経済状況云々じゃなくて、募集

してみなければわからないじゃないですか、そ

の門戸を開かなければわからないじゃないです

かというのを私は言っておったわけです。今さ

ら蒸し返して恐縮ですけれども、門戸を開かな

いと何も生まれないので、当時からそれは言っ

ていました。こんな臨時収入は本当にありがた

いことなので、とにかく門戸を開いて可能性の

追求をこれからもしていただきたいと思ってい

ます。

 皆さんの大変なご尽力で、ここまで来ました。

これから心配になってくるのは名称です。概ね

この 1社は想像するのですが、名称の工夫をし
ないと、と感じています。その点、踏まえられ

ているのか、ゼロなのか、いかがですか。

【藤田都市計画課長】名称につきましては、募

集要項の中で、命名条件として、「県民が親し

みやすい愛称としてください」ということを入

れております。その中で、県民の誇りとなるス

ポーツ拠点の施設として親しまれたこれまでの



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２４日）

- 61 - 

イメージが継続するような愛称を希望します、

ということで、最終的には選定委員会がありま

すけれども、その中で愛称にも配点がありまし

て、県民に受け入れられるか、浸透しやすいか、

そういうものを総合的に判断しながら、候補者

として適切であるか、そこを含めて決定してい

きたいと考えております。

【松島委員】確かに選定委員会があるから少し

安心はしているんですけれども、今おっしゃら

れたニュアンスで捉えると、正式名称とは別に

愛称でネーミングライツをされるということで

すか。正式名称、この長い「県立総合運動公園

陸上競技場」というのは動かさずに、愛称でネ

ーミングライツを行うということですか。

【藤田都市計画課長】委員がおっしゃるとおり、

正式名称は「長崎県立総合運動公園陸上競技場」

ですけれども、それとは別に、愛称という形で

求めるということです。

【松島委員】例えば、これから愛称がマツシマ

スタジアムとなって、3 年契約しましたと。次
の契約が、土木部長、失礼します、アサノスタ

ジアムになった。一番危惧されるのは、こうな

った時が心配な点です。そういった点は踏まえ

られていらっしゃるのか、それとも、こればっ

かりはしようがないと思っていらっしゃるのか、

確認します。

【藤田都市計画課長】これにつきましても募集

要項の中で、契約の更新、3 年後になりますけ
れども、それがある場合には優先交渉権を有す

るということで、今回仮に決定した場合は、そ

ちらの方とまずは優先交渉をやりますので、そ

れが引き続きになるのか、仮にそれがだめにな

った場合には、再度募集という形になろうかと

思いますけれども、我々としては、継続してい

きたいと考えております。

【松島委員】例えば、マツシマビッグＮスタジ

アムがアサノビッグＮスタジアムにかわるとい

うことが素直だと私は思うんです。選定委員会

があるのですが、そういうことも踏まえてほし

いということです。いかがですか。

【藤田都市計画課長】今のは今回じゃなくて、

3 年後にそういう形になろうかと思いますけれ
ども、そこにつきましても、そういう趣旨であ

れば、そういう形になろうかと思っております。

ただ、そこは選定委員会の中で検討していただ

いて決定していくと考えております。

【松島委員】もちろんそうなんですけれども、

言われた募集要項がふわっとしているじゃない

ですか。だから、どこまで想定していらっしゃ

るのかなと。恐らく、歯どめはきくのでしょう。

そこまで心配しなくていいのでしょう。ただ、

ここで私がはっきり言いましたので、行く行く

もしっかりとそのことは踏まえていただきたい

と思っています。

 そして、繰り返しますが、渡辺委員も言われ

たように、ネーミングライツは、これを機に広

げていってほしい、そういう姿勢でやってほし

いと思っています。

【中村委員】この間、県央振興局の職員とお話

をしたんですけれども、皆さんたちも多分ご存

じだと思うんですけれども、現在、国道、県道、

道路の歩道部分、側道部分とかが結構コンクリ

ートとアスファルトの継ぎ目あたりが、年数が

たって、だんだん間があいてきているんです。

その間にずっと草が生えるんです。年に何回か

除草をしてもらうんだけれども、してもしても

出てくる。振興局と話をした時に、舗装のやり

替えをやりたいと言われるんだけれども、あの

延長距離を考えた時に、舗装のやり替えをした

ら、相当費用がかかると思うんです。
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 昔は除草剤を使っていたと思うんです。最近、

除草剤を使っている部分というのは全く見ない

んです。ほとんど除草作業でやっていると思う。

割れ目がかなり広くなったところというのは、

除草しても、草というのは必ずすぐ出てきます。

除草剤を使う件について、県としてどのような

把握をされているのか、それと以前使っていた

のに最近使わないというのは何か事情があった

のか、そういうところをお聞きしたいんです。

【池田道路維持課長】除草剤の使用は現在行っ

ておりません。法的には、これは使ったらだめ

だということではないのですが、環境的な問題

で、地域の方々の理解をなかなか得られないと

いう背景の中から、除草剤は使っていないとい

うことでございます。

 先ほど言われた、目地の間から雑草が生えて

くるという問題に対しましては、できるだけ生

えないような工夫を考えているところでござい

ます。

【中村委員】それで追いつかないから言ってい

るのです。あなたたちがその技術を開発するの

もいいけれども、現状のことを言っているので

す。除草しても、1 カ月したらまた出てくるん
です。最近は広い歩道ができているからいいけ

れども、昔の方式で 1メートル、1メートル 50
ぐらいの歩道があるじゃないですか。あそこな

んて両脇から草が生えたら歩くところがないん

です。今、結構多いんですよ。だから言ってい

る。

 今、除草剤を使うことに対して、地域の方た

ちからのいろんな意見があると言われたけれど

も、どういう意見なのか、もう一回そこら辺は

考え直して、話し合いでできるのであれば、で

きるだけ除草剤を使って処理した方がいいと私

は思う。2 カ月に一遍ぐらい、あれだけの人件

費をかけて除草をやっても、すぐ出てくるじゃ

ないですか。何か対策できないのですか。何か

考えたことはないのですか。

【池田道路維持課長】雑草が生えてくるところ

については、例えば、コンクリートを張るとか、

防草シートを張ったりとかいう工夫はしていま

す。ただおっしゃるように、そういう対策を打

っても、やはり雑草が生えてくるという実態で

ございます。先ほど申しました、なかなか地域

の方々の理解を得られないというところは、歩

行者が歩かれるようなところ、子どもたちが通

学路として使っているようなところについては、

特にそういう声が大きいと聞いております。

 確かに除草の問題については、我々も、費用

的な問題でも大きな課題と思っておりますので、

今後検討してまいりたいと思います。

【中村委員】伸びている時に除草剤をかけるか

ら歩行者に対して害があるんでしょう。一回切

った後にまいたらどうなんですか。早急な対策

をしてほしいと私は言っているんです。あなた

たちが言っているようなことをすぐできますか。

それだけの予算がありますか。ないでしょう。

ないから言っているんですよ。

 私たちも、「県議、もう一回除草してもらえ

ませんか」と、地域の方たちから常にお願いを

されるんです。そうした時に、あれだけの人数

をかけて作業をやったとしても、すぐまた 1カ
月後に出てくるじゃないですか。だから言って

いるんです。私たちも、予算のことをわかって

いるから言っているんです。毎回毎回あれだけ

の人件費をかけてやることと、例えば、地域の

方たちと話をして、「ここの場所にはどうして

も除草剤をまきたいんです。何とか相談はでき

ませんか」、そういう相談はやっているのです

か。やってから道路維持課長は回答を言ってい



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２４日）

- 63 - 

るのですか。

【池田道路維持課長】除草剤の散布については、

地域の方々と協議はしておりません。ただ、今

後については、他県の使用例とかの研究をしな

がら、また地域の方々の意見も聞いて検討、研

究をしていきたいと思います。

【中村委員】振興局でもそういう話だったので

す。他県の事例、ほかの事例も含めて調査をし

ながらやっていきたいという考えは出してくれ

た。ところが、一向に動かない。毎回毎回あれ

だけの人件費をかけてやる予算、その予算とい

うのはほかのところに回してもらいたいと私は

思うんです。道路が荒れている部分というのは

たくさんあるんです。私は、除草よりも、荒れ

ている部分を補修してほしいのです。だから、

その費用を何とかしてつくりたいと私たちは思

うから言っているんですよ。

 もちろん、地域の方から反対されれば除草剤

は使えない。でも、以前使っていた除草剤とい

うのは、完全に草を枯らすような除草剤じゃな

かったということも聞いた。今、新しい除草剤

がいろいろできているじゃないですか。人体に

害を及ぼさない除草剤とか、そういう研究をし

て、確かに、ある程度人件費を使ってやるのは、

いろんな方たちのためになることもあります。

雇用の場にもなっています。それは当然理解し

ています。ただしかし、雇用の場よりも、ある

程度道路を補修したり、いろんな部分にかける

予算というのは必要になるじゃないですか。そ

のためにも、一つの手段だと私は思いますよ。

 以前、徳永委員から言われたと思うんだけれ

ども、諫早湾干拓の堤防道路にも行ってわかる

でしょう。多くの方がランニングとか、歩いた

りしています。でも、あそこにも草がものすご

く増えていますよ。切っても、すぐ出てくるじ

ゃないですか。あそこは横にすぐ調整池がある

から、そこに対して除草剤を使うというのは非

常に危険だと思います。でも、何らかの対策を

しなければ。あれだけの距離のものをもう一回

舗装し直せますか。できないでしょう。だから

言っているのですよ。

 だから、担当課で話をされて、他県の事例、

いろんな事例もあると思うから、そこら辺も含

めて、土木部長、これは予算確保の一つの手段

だとも思うんです。あれだけの人件費をかけて

毎回やるよりも、何らかの対策をした方がいい

と私は思う。どうですか。

【浅野土木部長】硬直的にではなく、その辺は

柔軟に対応したいと思いますので、話を聞いて

みます。

【西川委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ここで、建設企画課長から発言

があります。

 資料を配付させます。

 暫時休憩します。

― 午後 ４時３３分 休憩 ― 

― 午後 ４時３４分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

【田口建設企画課長】先ほど渡辺委員からご質

問がありました不適格の対象についてというこ

とで資料を用意させていただきました。

 表の4番目につきまして、不適格と規定して
おりまして、どういう場合に適用するかという

のを右側に書いております。一番上が、競争参

加資格がないと認められた場合、2つ目が、類
似工事において、本公告の落札後に他工事の入

札を行った場合、これは先ほど申し上げた、同

日入札の場合において、先に落札した者を除外
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する場合を不適格としているという場合でござ

います。3つ目といたしましては、配置予定技
術者の配置が不可能になった場合。当初配置す

る予定の技術者が、何らかの理由でもって配置

できなくなった場合につきましても不適格、こ

こにつきましては「（技術者不在のため）」と

いう形で表記をさせていただいております。

 先ほど申し上げた不適格判断基準価格等につ

きましては、平成25年3月をもって廃止されて
いますので、その分は修正をさせていただきた

いと思います。

 よろしくお願いいたします。

【西川委員長】 本日の審査はこれにてとどめ、

土木部審査の続きは、9月28日の県民生活部の
審査終了後に行います。

 明日は午前9時30分から委員会を再開し、環
境部の審査を行います。

 本日は、これをもって散会いたします。

 お疲れさまでした。

― 午後 ４時３７分 散会 ― 



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２７年９月２５日 

自   午前 ９時３１分

至   午後 ２時 ３分

於   本館５－Ａ会議室

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 西川 克己 君

副委員長(副会長) 吉村  洋 君

委 員 中山  功 君

 〃  溝口芙美雄 君

 〃  渡辺 敏勝 君

 〃  徳永 達也 君

 〃  久野  哲 君

 〃  中村 和弥 君

 〃  松島  完 君

 〃  中島 浩介 君

 〃  大場 博文 君

３、欠席委員の氏名 

な   し

４、委員外出席議員の氏名 

な   し

５、県側出席者の氏名 

環 境 部 長 太田 彰幸 君

環 境 部 次 長 濵田 尚武 君

環 境 政策課 長 山下 三郎 君

未来環境推進課長 山口 正広 君

水環境対策課長 米田 哲哉 君

廃棄物対策課長 矢野 博巳 君

自 然 環境課 長 
（ 参 事 監 ）

山本 麻衣 君

６、審査の経過次のとおり 

― 午前 ９時３１分 開議 ― 

【西川委員長】 おはようございます。

 委員会及び分科会を再開いたします。

 審査に入ります前に、7月16日付の人事異動
に伴う新任幹部職員の紹介を受けることにした

いと存じますので、ご了承をお願いいたします。

【太田環境部長】 おはようございます。

7月16日付の人事異動により幹部職員の異動
がありましたので、紹介させていただきます。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【西川委員長】 ありがとうございました。

 それではこれより、環境部の審査を行います。

【西川分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

 予算議案を議題といたします。

 環境部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【太田環境部長】予算決算委員会環境生活分科

会関係議案説明資料の環境部の1ページをお開
きください。

 環境部関係の議案についてご説明いたします。

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第101号議案「平成27年度長崎県一般会計補正
予算（第2号）」のうち関係部分の1件でありま
す。

 歳入歳出予算は、記載のとおりであります。

 次に、補正予算の内容についてご説明いたし

ます。

 長崎県環境保全対策臨時基金積立金につきま

しては、平成25年度に積み立てた地域環境保全
対策費補助金の事業期間が終了したことから、
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執行残額を国へ返還するための経費として、

9,524万4,000円、県有施設等災害復旧費につき
ましては、7月の集中豪雨の影響により、雲仙
天草国立公園内の県有地において法面が崩壊し

たことから、その災害復旧に要する経費として、

3,294万円を計上いたしました。
 以上をもちまして、環境部関係の説明を終わ

ります。

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【西川分科会長】 ありがとうございました。

 次に、廃棄物対策課長及び自然環境課長から

補足説明を求めます。

【矢野廃棄物対策課長】 おはようございます。

 長崎県環境保全対策臨時基金積立金の所管は

未来環境推進課でございますが、その用途は漂

着ごみ対策でございますので、廃棄物対策課の

方からご説明をさせていただきます。

 お手元に1枚の資料をお配りしております。9
月25日付けの廃棄物対策課と書いた資料でご
ざいますが、ご覧ください。

 まずは、経緯から説明させていただきます。

 平成25年度、平成26年度の2カ年分の要望額
につきまして、県の港湾課などの事業課と各市

町に調査をいたしまして、平成25年度分7億
2,200万円、平成26年度分7億7,800万円の計15
億円を環境省に要望いたしました。

 環境省からは、要望額の満額に当たります15
億円を配分いただき、基金事業化をいたしまし

たが、その後、国からの追加支援で2億1,350万
円をいただき、最終的には、要望額以上の17億
1,350万円を基金事業化いたしました。
 平成25年度は、当初の要望分の7億2,200万円
と、国からの追加支援分2億1,350万円の合計9
億3,550万円を年間事業費として事業を進めて

まいりました。県や各市の事業課におきまして

は、年度末ぎりぎりまで回収処理に努めていた

だいたところでございますが、平成25年度は、
幸いにも台風の接近や集中豪雨などもなく災害

ごみが発生しなかったこともありまして、年度

当初に想定していた量よりも漂着ごみが少なく、

実績は7億599万円にとどまり、執行残といたし
まして2億2,951万円を平成26年度に繰り越す
こととなりました。

 平成26年度は、当初の要望分7億7,800万円と
平成25年度の繰越分2億2,951万円の合計10億
751万円を年間事業費といたしまして事業を進
めてまいりました。平成26年度は事業の最終年
度に当たりますことから、執行残が出そうな市

町の予算を他の市町に再配分するなどして、県

や各市町の事業課においては、予算を残さない

よう年度末ぎりぎりまで回収処理に努めていた

だきました。平成26年度も、幸いにも台風の接
近や集中豪雨などもなく災害ごみが発生しなか

ったこと、また冬場の季節風による漂着も少な

かったことなどから、年度当初に想定していま

した量よりも漂着ごみが少なく、実績は9億
1,547万6,000円にとどまり、執行残として
9,203万4,000円、また運用益といたしまして
321万円の合計9,524万4,000円を国へ返還する
こととなりました。

 返還額が多額となったことから、事前に環境

省へもご連絡いたしましたが、本県よりも予算

が少ない県で億単位の返還が生じている県もあ

り、環境省の方からは、長崎県は予算が大きか

ったにもかかわらず、よく頑張っていただいた

と言っていただいているところでございます。

 全体の予算執行率は94.5％となってございま
す。

 以上で補足説明を終わらせていただきます。
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よろしくお願いいたします。

【山本自然環境課長】説明資料といたしまして、

Ａ4一枚の「県有施設等災害復旧費（雲仙地区）
位置図」をお配りしております。

 崩壊箇所は、県有地の雲仙温泉駐車場奥の法

面でございまして、被災直後は写真のような状

況となっておりました。現在は、立入禁止措置

をとった上で、土の露出した箇所をビニールシ

ートで覆い、排水のためのパイプを設置して応

急処置を行っております。また、本格工事のた

めの設計も行っているところでございます。

 予算をお認めいただきまして、できるだけ早

期の本格復旧を図りたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

 説明は以上です。

【西川分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

【松島委員】 県有施設等災害復旧費、7月の集
中豪雨の影響で、雲仙天草国立公園内の県有地

の復旧に要する経費として、3,294万円、これは
本当に大変ありがたい、迅速にしていただきた

いと思っているものでありますが、今、最後に

自然環境課長からご説明をいただいて、場所等

を把握しているところです。

 確認ですが、この場所からおよそ100メート
ルぐらいのところ、場所で言ったら雲仙浄化セ

ンターのちょっと横、ここも非常に崩れていま

して、私の記憶では、半年か1年ぐらい前から
徐々に被害が出て、どんどん道路の方に出てこ

ないか非常に怖いところでして、これはこの対

策費は入っておらず、この東洋館の真横の復旧

ということですね。

【山本自然環境課長】ご指摘の箇所については、

今回の予算要求の中には入ってございません。

ご指摘の箇所は、稚児落ノ滝園地として、県が

国有林を借り上げて整備をしたものでございま

す。これまでの台風などによる大雨で国有林の

斜面が崩壊をいたしまして、園地の駐車場に土

砂や樹木が堆積をするという状況になっており

ます。

 現在は、そこも立入禁止ロープを設置して安

全確保を図っておりまして、さらに倒木の処理、

土砂の撤去などについては調整をしているとこ

ろでございます。

 また、法面の本格工事につきましては、国等

の関係機関とも相談をしてまいりたいと考えて

おります。

【松島委員】確認ですけれども、今ご答弁をご

丁寧にいただいた場所も、県としたら環境部担

当になるのですか。

【山本自然環境課長】ご指摘のとおり、環境部

で担当しております。

【松島委員】東洋館の横とともに、今ご答弁い

ただいた箇所、前に進んでいるみたいなので、

そこに対して言うことではないですけれども、

国との対応を経て迅速に対応していただきたい

と思っています。通勤路ということもあって

日々目にする中で、どんどん広がっています。

たまたま駐車場スペースがあるので、そこに土

砂が来ており道路には来ていないんですけれど

も、一昨日通った時も、また広がっていないか

なという思いもして、次の集中豪雨が起きた時

は怖いなと思う気持ちもしています。ちゃんと

対応していらっしゃると思いますので、そのこ

とも含めて、今後しっかりとした対応をお願い

したいと思います。

【徳永委員】まずもって、この対策をしていた

だいたことに感謝を申し上げておきたいと思い

ます。これは私の地元で、私も、連絡がありま
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して、すぐに現地を見まして、素早くしていた

だいたと思います。

 まず、今回、予算が3,294万円ですけれども、
この単年度予算で災害対策はできるという解釈

でよろしいのでしょうか。

【山本自然環境課長】この場所については、こ

の単年度予算で終了する見込みでございます。

【徳永委員】 今、設計中ということで、大体予

算は積算をしているということで、今回は、工

事発注で、法面の工事は完了ということですね。

 実は今年、雲仙は相当な大雨、過去最高の1
時間120ミリメートル～130ミリメートルが2回
ぐらい続いて、そしてこの水は私の国見町の土

黒川とか、千々石川に流水して、いろいろとそ

っちにも被害が出ているんです。雲仙が一番も

とですから、そこは当然下の方に流れる。そう

いう中で、雲仙の中も大変なんです。今回の雨

がちょっと異常だったものですから、排水対策

等は余りとられていないということと、もう一

つは、源泉の箇所の山肌も非常に崩れていると

いうことで、ここは過去に鉄砲水があって、ホ

テルの中にも土砂が入ってきたということもあ

ったわけです。今回また、土砂はなかったです

けれども、鉄砲水、そしてそこが崩れていると

いう状況でしたけれども、このことはご理解し

ておられるのですか。

【山本自然環境課長】県有地の中の源泉が被害

を受けたということについては、承知をしてお

ります。

【徳永委員】今回は応急的に、東洋館さんの裏

が一番危ないということでやられたんですけれ

ども、県有地の源泉のところは今、どういうふ

うな対策をやろうとされているのか、お聞きを

したいと思っております。

【山本自然環境課長】県有地内の源泉の被害に

つきましては、被災後は、島原振興局が崩落し

た土砂の除去作業などを行ってまいりました。

現在は、さらなる工事が必要かどうか、現場の

確認をしながら検討しているところでございま

す。

【徳永委員】私も確認したら、県有地というこ

とで、そこは使用者も使用料を払っているわけ

です。ということは、ここは当然県の管理とい

う理解でよろしいのでしょうか。

【山本自然環境課長】県有地でございますので、

もちろん使用者の方としっかり調整をしながら

進めていくということになるかと思います。

【徳永委員】これは一番問題なのは、過去にも

あったらしいんですけれども、土砂が流れて、

源泉が使えなくなるということになれば、営業

に非常に影響します。関係者からも、今回私も

一般質問した中で、この温泉は県有地、国有地、

そういう土地の中で営業をしているということ

で、いろいろとそこの中で縛りがあるものです

から、その対策を今までなかなかしにくいとこ

ろがあったと。幸いにも今回のような大雨、災

害がなかったものですから、今まではそれでよ

かったんですけれども、今年のように数回大雨

になった時に、営業に非常に危惧をしていると

いうことと、もう一つは、やっぱり安全対策で

す。お客様商売ですので、安全面の対策もしな

ければならないと。その中で、私有地であれば

当然個人がやるんですけれども、私が言いまし

たように、県有地、国有地ということで、今後

ここをしっかりと県の方で対策、国有地であれ

ば当然、参事監も国から来られていますので、

そういうところとしっかり連携をとって対策を

してもらいたいのですが、その辺、どうなんで

すか。

【山本自然環境課長】ご指摘のとおり、県有地、
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国有地が入りまじったような場所でございます

ので、地元の方のご意見も聞きながら、国とも

しっかり調整をして、雲仙の安全対策といった

ことについては考えていきたいと思っておりま

す。

【徳永委員】ありがとうございます。しっかり

関係者、環境部と土木部、そしてまた国土交通

省ですよね。排水の問題もありますので。

 私が最後にお願いしたいのは、営業があるも

のですから、時間的にそう余裕はないと思いま

す。要するに、関係者はそういう不安があるも

のですから、そこはしっかりと対策をとって、

早急に今後の防災対策をしていただきたいと思

いますので、最後にそこを聞かせていただいて、

終わります。

【山本自然環境課長】 ご指摘を踏まえまして、

しっかり対応を考えていきたいと思います。

【中山委員】積立金について、先ほど廃棄物対

策課長から説明がありましたが、事業経過につ

いてはよくわかりました。そこで、２点ほどお

聞きしたいと思います。

 平成26年度事業実績の9億1,547万6,000円の
中に、県の職員の人件費はどの程度入っている

のかというのが1つ。
 それと、せっかく実績をここまで話している

のならば、ごみの量とか、どういう人がかかわ

ったのか、その成果もきちんと説明してほしい

と思うのですが、いかがでございましょうか。

【矢野廃棄物対策課長】 まず、最初のご質問、

人件費はどうなっているのかということでござ

いますが、この中には人件費が入っていません。

 それから実績でございますが、平成26年度は
2,264トンの回収量がありました。一番多かった
のは対馬市で、その約半分程度、1,383トンの回
収実績がございます。

【中山委員】人件費が全くないということにな

ると、この事業は長崎県を経由せずに、直接市

町か団体でやっているのですか。長崎県は全然

かかわっていないのですか。

【矢野廃棄物対策課長】この事業は、海岸管理

者が事業をすることとなっていますので、県が

所管します漁港とか港湾は県の事業課、港湾課

だとか農林部、水産部で事業を行っております

し、市町が管理する海岸につきましては、各市

町に県から補助金という形で交付をしまして、

各市町で執行していただいているところでござ

います。

【中山委員】そうすると、国から金が入って市

町に配分したり、海岸事業者に配ったり、これ

は金を返還とかしますよね。これは返還にも一

切かかわっていないのですか。返還金がありま

すね、約9,500万円。県は作業に一切かかわって
いないのですか。しかし、人件費がゼロという

ことはないと私は思うけれども。

 それが1つと、あと、ごみの内容です。量は
わかりましたけれども、どういうものが多いの

か、その辺を話してくれませんか。

【西川分科会長】 暫時休憩します。

― 午前 ９時５２分 休憩 ― 

― 午前 ９時５５分 再開 ― 

【西川分科会長】 分科会を再開します。

【矢野廃棄物対策課長】人件費では入っていま

せんが、事務費で平成26年は935万3,000円入っ
ています。これは連絡通信費とか、旅費でござ

います。

 それから、廃棄物の種類ということでござい

ますが、長崎県は、よその県に比べまして漁具、

発泡スチロールの浮きですとか、硬質プラスチ

ックの浮き、漁網、そういうものが多うござい
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まして、それに加えまして流木も多うございま

す。廃棄物のくくりとしましては、廃プラスチ

ック、木くずが多いという状況でございます。

【中山委員】 私は、事務費で935万円使ったと
いうことで、よくわかりました。

 人件費ではなくて、職員がこの事業にどれだ

けタッチしているのかということはわかります

か。この事業に職員が1人タッチしているのか、
0.1人なのか、その辺を教えてください。
【矢野廃棄物対策課長】廃棄物対策課は、専属

で1名配置しています。各事業課におきまして
は、それぞれの事業の一環として漂着ごみの事

業も行っておりますので、それの割合について

は当課では把握できていません。

【中山委員】 廃棄物対策課で1名配置している
ということは、わかりやすく言えば、この事務

費の中に人件費の一部が入っていると、私はそ

ういうふうに最初から理解しておったわけです

よ。今言ったように、きちんとした人件費じゃ

なくて、仕事の中でやっているわけだから、そ

の分については、どこから出たとしても、1人
がこれにかかったということだから、その中の

何分の1かが人件費として支給されたというふ
うに考えるのが自然じゃないかなと、そういう

意味で質問したところでございます。

 中身については、発泡スチロールとかが多い

ということでありましたが、台風が少なくて漂

着ごみが少なかったということで、これだけの

返還額になっているということでありますが、

平成27年度以降も、そういう形でやっていくと
思いますので、ぜひ徹底したクリーン作戦を展

開していただきますように要望しておきたいと

思います。

【溝口委員】今の海岸環境保全対策推進事業費

ですけれども、今回返還するのが9,524万4,000

円ということですが、陳情書をずっと読んでい

ると、漂着ごみを処理するのに恒久的に資金を

お願いしますということで、かなりのところか

ら陳情があっていると思うんです。長崎県町村

会、全国離島振興協議会とか、諫早市もあって

いるんです。

 この返還をしなければならなかった理由は、

台風とかなんとか、海岸漂着ごみが少なかった

ということですけれども、私としては、こうい

うふうに陳情が出ているということは、まだ必

要であったのかなという気がするわけです。だ

から、市町に、まだお金があるからというやり

とりをやってきたのかどうか。陳情が余りにも

多いものですから、そこら辺について聞かせて

いただきたいと思います。

【矢野廃棄物対策課長】委員からご質問があり

ました陳情の件でございますが、今回の基金に

つきましては、平成25年度、平成26年度2カ年
の基金でございましたので、残った額は返還し

たわけでございます。2カ年の事業で、平成27
年度の予算について、国がまだ全く触れられて

いなかったものですから、各市町からは、恒久

的な財源をつけてくれということでの陳情でご

ざいます。そういう中で、我々も国に対して要

望してまいっているのですが、国としましては、

平成27年度は1年の単年度予算で対応するとい
うことで、今後も、基金事業ということで長い

スパンでもって支援をするということではなく

て、単年度、単年度で支援をしてまいりたいと

ご回答いただいているところでございます。

 それから、市町とのやりとりはしていないの

かというご質問でございますが、年度途中から、

ごみが少ないという情報が大分入ってまいりま

したので、予算が余りそうなところにつきまし

ては一旦県の方に引き上げて、それをごみが多
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く来ているところ等々に再配分をするという努

力を随分いたしました。そういう中で、最終的

に使い切れなかったものでございます。

【溝口委員】わかりました。市町とそういうふ

うにやりとりをして余ったということであれば、

情報的にはやっているのではないかという気が

いたしました。

 やはり市町とのやりとりを密にして、せっか

く基金をいただいている分については、できる

だけ漁場、海岸線をきれいにしていくような努

力をぜひしていただきたいと思いますので、な

るだけ返還しないように、市町に働きかけて執

行していただきたいと思っております。よろし

くお願いします。

【吉村(洋)副委員長】 関連で。当然今の意見に
賛成なんですけれども、一番最後の行に、運用

益分321万円も足して返還となっています。15
億円も最初に来ているので、積み立てをしてお

って、その利息なんだろうと思うけれども、そ

れは自分たちで努力した果実なのに、これも国

は戻せと言うのかなと思うけれども、どうなん

だろう。これはこっちでよかでしょうというよ

うな交渉とかはしていないのかなと思うけれど

も、どうですか。

【矢野廃棄物対策課長】この運用益につきまし

ても、国からは、今度の事業の中で使っていい

というお答えをいただいておったのですが、な

かなか使えずに、今回返還するものでございま

す。

【吉村(洋)副委員長】 何回も言う話ではないで
すけれども、使えなかったからじゃなくて、利

息の分ぐらいは、自分たちで努力した果実なの

で、これまで戻せとは言うなよというぐらい、

国に言うべきではないかというふうに。（発言

する者あり）そうさ、頑張ったっちゃけんが。

国がやっておるのは15億円だけ。これは生まれ
た別の果実だから、そういうものまで戻せと言

ったらいかんやろうという話も、住民、自治体

への周知とともに、今後はしてもらいたいと思

います。頑張ってくださいよ、300万円でも大
きな金でしょう。

【西川分科会長】何か答弁ありますか。環境部

長、答弁しますか。

【太田環境部長】海ごみの対策費として国で多

額の事業費を予算に組んでいただきまして、2
年間の基金ということで配分をいただきました。

その際の運用益につきましては、いろんなお考

えもあると思いますが、やはり国の制度の中で

実施をしておりますので、これは一旦はお返し

するという形で、今年度以降の事業の予算を確

保していただくことが大事かと思っております。

よろしくお願いいたします。

【吉村(洋)副委員長】 これはわかりました。そ
ういう努力もしてくださいと、県民として言わ

せていただきたい。

 それから、さっき徳永委員からの雲仙のあれ

ですけれども、この予算でちゃんとできるんで

すよという答弁だったのですが、資料として、

例えば、この法面が崩れました、幅が何メート

ル、高さが何メートル、どういう形で復旧をす

るというようなところの計画はもう立っている

んでしょう。それによって予算をある程度組ん

であると思うので、事業概要というか、そこら

辺までつけておってほしいんです。高さ、幅と

か、土木部なら当然載っております。それを教

えていただきたい。

【山本自然環境課長】現在、測量設計中でござ

いまして、詳細については調べているところで

ございます。そういうことで今回については、

申しわけございませんが、つけておりません。
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【吉村(洋)副委員長】 3千何百万円ぐらいで足
りるのだろうかとか、どのくらいの規模なんだ

ろうかというのは、私たちは当然現場も見てい

ないので、そういう関係資料を載せておってほ

しいと。それで大体イメージしていくわけです。

それがないのに、さっき3千何百万円の予算で
十分足りますという答弁だったから、どのくら

いなのかなと不思議になるわけです。そういう

のも立っていないということで3千何百万円と
いったら、予算の根拠が崩れてしまうじゃない

ですか。

【山本自然環境課長】まず、要求時点での概算

といたしましては、幅が36メートル、高さ12メ
ートル、勾配が1.4程度、復旧面積が610平米と
いうことで、標準単価から割り出した金額とな

っております。

【渡辺委員】今の雲仙の関係です。写真を見た

時に、予算は予算で認めるんですけれども、ホ

テルの法面みたいな感じになって、例えば、上

に県道があるなら、法面の県有地とわかるんだ

けれども、何でこういうところが県有地なのか、

その経過がわかれば。県有地は法面だけなのか、

この辺の周りもあるのか。

【山本自然環境課長】この周辺、駐車場とホテ

ル東洋館敷地の一部についても県有地で、貸付

をしております。この一帯が県有地という形に

なっております。

【渡辺委員】 わかりました。

 海岸環境保全対策推進事業は、2年間の事業
だと説明がありました。海岸漂着物については、

長崎県は常に悩まされているわけです。過去、

例えば基金を積み立ててしなさいという事業が

あったのですか。こういうものは今度が初めて

だったんですか。

【矢野廃棄物対策課長】漂着ごみに関する法律

が平成21年にできまして、平成21年から国の方
でグリーンニューディール基金を積み立ててい

ただきまして、平成21年、平成22年、平成23
年の3カ年につきまして基金事業をしていただ
いています。その間に、長崎県でその基金を使

わせていただきまして事業をしました。

 平成24年度は、東日本大震災の影響で予算が
つきませんでしたので、平成24年度だけブラン
クがございますが、その翌年の平成25年、平成
26年につきましては、また2カ年の基金事業を
組んでいただいたところでございます。平成27
年度からは単年度の予算をつけていただいて事

業を行っているところでございます。

【渡辺委員】 国としては、平成21年の法の成
立以降、こういった基金事業的にする考えは今

後はないということなんですか。逆に言ったら、

長崎県としてこういう基金は必要なんだと、政

府に対して基金を継続する要望をされたのです

か。その辺の関係を教えてください。

【矢野廃棄物対策課長】事業を行っております

市町それから県の事業課もそうですが、基金事

業等で来年度、再来年度の予算が見えていない

と事業を計画的にすることができないというこ

とで、そういう恒久的な予算を付けていただき

たいというのが各市町の要望でございます。そ

ういう中で、我々もずっと要望しているのです

が、国としましては、財政の関係がございまし

て基金を組むのがなかなか難しくなっていると

いうことで、今年度から単年度事業になったと

聞いています。

 来年度以降はどうなのかという話もあるので

すが、来年度以降もちゃんとその予算措置はし

てまいりたいというふうに伺っています。

【渡辺委員】基金に積み立てておけば繰り越し

もきくわけですから、これは海岸線の多い長崎
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県にとっては非常に重要な基金だと私は思うん

です。県として、そういう要望を国に対してち

ゃんとしましたかと言っているんです。

【矢野廃棄物対策課長】恒久的な財源というこ

とで、要望はずっとしてまいっております。

【渡辺委員】 基金のさ。

【矢野廃棄物対策課長】国の方に、基金をつく

ってくれという要望はしていません。

【渡辺委員】単年度になれば、見積もりをとっ

たりなんかして、執行するのがどうしても夏以

降になってくる。基金が一番いいと私は思うの

で、こういうのはグリーンニューディール基金

として、今後とも強く国に、海岸線が全国で2
番目に長い長崎県にとってみれば非常に重要な

位置づけとして、ここについて常に国に対して

働きかけをしていただきたいと思います。

 最後に、海岸線を管理している市町の海岸管

理者は、何市、何町があって、この事業で100％
そこが対応しているかどうか聞きたいんです。

【矢野廃棄物対策課長】今回、この基金を用い

まして事業を行っている市町ということでしょ

うか。

【渡辺委員】 管理している市町が今、何市、何

町があって、そのうち何市、何町がこの基金を

使って海岸清掃をしているのか。

【矢野廃棄物対策課長】海岸管理者でない市町

といいますのは、波佐見町だけだと認識してお

ります。あとは全部海岸線がございますので。

（発言する者あり）世知原は佐世保市になりま

すので。そういう中で、今回事業を行っており

ますのは10市、5町となります。
【渡辺委員】何市、何町がこの事業をしていな

いのですか。

【矢野廃棄物対策課長】事業を実施していない

のは、長崎市、諫早市、大村市、それと波佐見

町、あと1つ…。
【渡辺委員】そのあたりの資料を後でください。

 そして、していない海岸管理者に対して、県

としてどういう指導をしてきたのかということ

をお聞かせください。

【矢野廃棄物対策課長】長崎市とか諫早市につ

きましては、ほとんど県が管理する海岸ですの

で、市が管理する海岸は少ないということで実

施をされていないと聞いています。そこは県が

管理する海岸でございますので、県の海岸管理

者が、例えば長崎市の長崎港は県が実施をする

という形になっています。

【渡辺委員】そうしたら、県が管理している海

岸線で、漂着物の清掃をしていない海岸はある

んですか。

【矢野廃棄物対策課長】県の海岸管理者の中で

計画を立てて実施していますので、県が持って

いる中で全部を清掃しているかどうかというの

はわかりませんが、実施していないところもあ

るのではないかと考えられます。

【渡辺委員】せっかく国からこれだけもらって

いる予算を返還せんばいかん状況になる前に、

何で。海岸清掃の基金が切れるとわかっている

んでしょう。これが繰越できるのならいいです

よ。返納せんばいかんという予算を、県の海岸

線を含めて、できるところはどんどんしてくだ

さいと、返納しなければいかんのですよと、そ

ういう指導をするのが県の役割じゃないですか。

海岸線で、まだ処理費をどがんすればいいかわ

からない、要するに、できていない市町に対し

て、県の責任でしなければいかんだろうけれど

も、市町に対して、どういう指導をしたのかと

聞いているんです。基金は2年間で返納しなけ
ればいけないですから。これがもう1年あるな
らいいですよ。それが切れるとわかっているの
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に、どういう指導をしてきたんですかと聞いて

いるんです。

【矢野廃棄物対策課長】先ほども申しましたが、

ごみが少なくて余っている市町から、補助金を

県のほうに一回戻していただいて、要望がある

ところ、ごみが多そうなところに再配分いたし

ました。そういう中で市町の方も、事業が多い

とか、ごみが少ないとかということで再配分に

手を挙げるところは少なかったので、県の所管

する海岸の事業課に、できるだけやってほしい

と、うちの方からも予算をつけましてお願いを

したところですが、全体事業の中で漂着ごみの

事業というのは事業課においては一部の仕事で

ございますので、なかなかそっちまで手が回ら

なかったということもあるのでしょう、事業化

ができず、最終的には使えなかったということ

で返還という形になっています。

 各港湾部局につきましては、台風とか、災害

ごみが出るかもしれないということで、いつも

年度末まで予算をプールしておくそうでござい

ます。そういう中で、年度末にかけてもそうい

う災害が発生しなかったことから、使い切れな

かったと聞いています。

【渡辺委員】 1億円近いお金を国に戻さなけれ
ばいけない状況になったということは、担当部

として少し指導不足と私は思っていますよ。市

町の中でも、ボランティア団体、一企業でも海

岸を清掃している。要するに、これは市町の持

ち出しはないのでしょう。基金から全部100％
よかとでしょうが。それならもっと市町に、ボ

ランティア団体を含めて、自分たちの住んでい

る海岸をきれいにするなら、これだけ予算はあ

りますよという呼びかけをして、できるだけ長

崎の海岸線がきれいになるような対策を打つべ

きだった。この返納がこがん来ているからしよ

うがないけれども、そこのあたりを私は環境部

に対して指摘をしておきたいと思います。期限

が切れるとわかっているのに、なんで1億円近
くのお金を残さなければいかんですか。どこの

市町も、海岸をきれいにしたいと思っておると

でしょう。それは業者を使ってでも、海岸線を

きれいにしてもよかとでしょうが。市町の持ち

出しはなかのだから。これだけ残すのは私は不

満です。

【矢野廃棄物対策課長】多額な基金が残ったの

は我々も非常に悔しゅうございますが、この返

還に当たっては、私どもも各市町それから県の

事業課に、できるだけ使い切るようにというこ

とで、事業の割り振り、それから海岸線の状況

等々も調査しまして予算の配分、再配分を行っ

てきたところでございます。各市町におきまし

ては、海岸の漂着ごみの担当職員というのがお

りませんで、いろんな仕事をする傍らで海岸漂

着ごみもやっていまして、例えば設計から発注

工事などの中で、なかなかそこに手を付けられ

なかったのではないかと私の方では判断してい

ます。

【渡辺委員】そうしたら、呼びかけはしたけれ

ども、市町から返事がなかったということです

か。要するに、市町に対して県は、漂着ごみの

基金がまだ1億円近くある、残りそうなので、
あなたのところの海岸をきれいにしないでいい

のかと呼びかけはしたけれども、市町から返事

が来なかったということですか。そういう指導

はちゃんとしたということか、そこのところを

確認させてください。

【矢野廃棄物対策課長】金額が多うございまし

たので、事業の多い対馬市と県の海岸事業課に、

残った予算の執行についてお願いをいたしまし

た。そういう中で、頑張っていただいたのです
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が、最終的にはこれだけのお金を残すに至った

ということでございます。

【渡辺委員】最後にしますけど、返還というの

は非常に私は残念ですよ。1億円ぐらいのお金
を国に戻さねばいかん。長崎県がせっかくもら

ったのですから、長崎県内の事業者に発注して

清掃させることによって、県内にお金が落ちる

わけですから、そのあたりは十分今後とも注意

していただいて、指導を強力にしていただいて。

「業者を使ってでもいいから、やれ」と言って

よかですたい。そうしたら町ごとに１億円の方

からお金が落ちるわけですから。そういう姿勢

を今後ともとっていただくように要望して、終

わります。

【中山委員】関連。長崎市がやっていないとい

うことについては、ちょっと不思議だなという

感じがするんです。県が管理している海岸が多

いということでありましたが、長崎市も結構持

っているような感じもするんです。

 長崎市の海岸の延長線がどれくらいあるかわ

からないけれども、その中で県が管理している

部分と、市が管理している部分の海岸の長さは

わかりますか。

【矢野廃棄物対策課長】 すみません、今、資料

を持ち合わせていません。

【中山委員】 この辺は長崎市とよく協議して。

長崎市も海岸線を結構あちこちに持っていると

私は思っているんです。だから、その辺を長崎

市と協議をして、長崎市もこの事業に参画して

もらうような働きかけが今後要るんじゃないか

という気がしているのですが、その辺はどうで

すか。

【矢野廃棄物対策課長】長崎市につきましては、

毎年要望をお聞きする際に、本当に要望はない

のかということは担当の方から長崎市に確認は

させていただいております。そういう中で長崎

市は、県の海岸が多いこと、それからボランテ

ィアの方が自主的にごみを拾っていただいてい

ること等々から、長崎市としては、この予算を

使って海岸清掃をする予定はないという返事を

いただいていると聞いています。

【中山委員】長崎市と協議して、長崎市がこの

事業は使いたくないということであれば、やむ

を得ない部分があると思うけれども、私が聞い

た範囲では、漁業関係者、ボランティアとか、

結構やっていることは事実ですけれども、その

中でもやはり負担が多いというふうな話も聞い

ているんです。長崎市周辺にしまもあるし、そ

の辺の実態を含めて、渡辺委員から話があった

ように、こういう形で執行残がかなりあるよう

であると、長崎市は力もあるわけだから、やろ

うと思えばやれるわけですから、委員会からも

こういう指摘を受けたということで長崎市にも

う一回働きかけをして、平成27年度あたりから
実施できれば一番いいわけですから、ぜひひと

つその辺を再度働きかけていただくことを要望

しておきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

【太田環境部長】海ごみの対策につきましては、

長崎県は地勢的に非常にごみが多い県ですので、

海岸線の清掃について多大な費用がかかります。

それについては、海岸管理者である市町、県含

めて対応していきたいと考えております。

 ただ、長崎市については、ごみの処理は当然

市で責任を持ってやられると思いますので、ど

の補助金を使うのかということについても十分

話をさせていただきたいと考えております。

【渡辺委員】この事業費は、あくまでも海岸に

着いたごみの処理だけですか。それとも、海に

例えば空き缶、ペットボトル、材木とか浮いて
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いる、そういうものも入っているのか、入って

いないのか。

【矢野廃棄物対策課長】 平成26年度までの事
業は、海岸に漂着したごみだけでございます。

そういう中で全国の市町から、漂流ごみ、海底

ごみについてもこの基金の対象にしてくれとい

う要望がございまして、平成27年度からは、漂
流ごみ、海底ごみもこの補助金で取っていいと

国から通知をいただいているところでございま

す。

【渡辺委員】 そうしたら、平成26年度までは
入っていない、平成27年度から、今年度からと
いうことですか。わかりました。

【中島(浩)委員】 先ほどの漂流ごみの話ですけ
れども、水産部でも漂流ごみの処理の予算があ

って、漁業者の方がやられているんですけれど

も、そこのすみ分けはどうなっているんでしょ

うか。

【矢野廃棄物対策課長】すみ分けということで

はないのですが、各市町で、使いやすい補助金

なり基金を使っていくというお考えの中で、水

産の補助金を使ったり、環境の補助金を使った

りされているのではないかと思います。各市町

におかれましても、水産の予算を使っていると

ころ、環境の予算を使っているところ、多々あ

るようでございます。

【中島(浩)委員】 水産の仕事は、ご存じのとお
り、漁業者にとっては補助的な収入源になって

いるわけなんです。この事業は、できればそっ

ちを優先した方がいいんじゃないかなと思うん

ですけれども、その辺は全く関係なしにやられ

ているということでよろしいのでしょうか。

【矢野廃棄物対策課長】我々としては、各市町

に補助金を出すという形ですので、各市町のご

判断にお任せしているところです。そういう中

で、市町が水産部局と相談をされながら事業を

執行されているのかなと考えています。

【西川分科会長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

 第101号議案のうち関係部分は、原案のとお
り、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川分科会長】 ご異議なしと認めます。

 よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時２９分 休憩 ― 

― 午前１０時４０分 再開 ― 

【西川分科会長】 分科会を再開します。

【西川委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

 議案を議題といたします。

 環境部長より総括説明をお願いいたします。

【太田環境部長】環境生活委員会関係議案説明

資料の環境部の1ページをお開きください。
 環境部関係の議案についてご説明いたします。

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第105号議案「長崎県環境影響評価条例の一部
を改正する条例」、第106号議案「長崎県流域
下水道条例の一部を改正する条例」の2件であ
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ります。

 第105号議案につきましては、環境影響評価
法の一部改正等に伴い、また第106号議案につ
きましては、下水道法の一部改正等に伴い、所

要の改正をしようとするものであります。

 次に、議案以外の主な所管事項についてご説

明いたします。

 今回、ご説明いたしますのは、次期長崎県環

境基本計画について、日韓海峡沿岸県市道環境

技術交流会議について、平成26年度の各種環境
調査の結果について、長崎大学熱帯医学研究所

と長崎県環境保健研究センターとの連携協力に

ついて、バイオディーゼル燃料の利活用促進に

ついて、海岸漂着物対策について、廃棄物不適

正処理対策について、長崎県総合計画の数値目

標の達成状況について、地方創生の推進につい

て、新たな総合計画の策定について、国土強靱

化地域計画の策定についてであり、内容につき

ましては記載のとおりであります。

 また、別冊で配付しておりますが、環境生活

委員会関係議案説明資料の追加2をご覧いただ
きたいと思います。

 西海国立公園指定60周年記念事業につきま
しては、内容につきましては記載のとおりであ

りますが、9月19日に開催されました西海国立
公園指定60周年記念式典につきまして、県議会
から、田中議長をはじめ、多くの議員の皆様に

ご出席をいただきました。この場をお借りして

お礼を申し上げます。

 以上で、環境部関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【西川委員長】次に、環境政策課長から補足説

明を求めます。

【山下環境政策課長】お手元にお配りしており

ます横長の環境生活委員会説明資料の条例案の

2ページをご覧ください。
 第105号議案「長崎県環境影響評価条例の一
部を改正する条例」について、その内容をご説

明いたします。

 まず、1の改正趣旨でございますが、放射性
物質による大気等の環境への影響の防止のため

の措置につきましては、従前は、原子力基本法

などの関係法律で適切に処理されることが前提

となっておりましたが、平成23年の東京電力福
島第一発電所の事故をきっかけとしまして、環

境法体系のもとで対応することが位置付けられ、

平成25年6月に環境影響評価法が一部改正され、
環境影響評価、いわゆる環境アセスメントにお

いて調査等を行う対象に、「放射性物質による

環境への影響」が追加されたところでございま

す。

 また、長崎県環境影響評価条例では、法対象

規模以下の事業等について国に準拠した内容を

規定しており、今回、国に合わせて所要の改正

を行うものでございます。なお、今回の改正に

合わせまして、環境アセスメント手続等を明確

にするための文言の整理も行うものでございま

す。

 また、今回の放射性物質については、現時点

では国の示す基準に該当しないことから、県内

で対象となる開発案件におきましては想定され

ないものと考えております。

 次に、2の改正内容でございます。
 まず、①の第58条第1項の削除につきまして
は、国と同様に、環境アセスメントの対象から

「放射性物質による環境への影響」を除外する

旨を規定した条項を削除するものでございます。

 ②２の第10条の2の追加につきましては、環
境アセスメントにおける配慮書手続において、
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配慮書に対する住民等の意見の概要及び当該意

見についての事業者の見解を記載した書類を、

事業者が知事等に対して送付することを義務づ

ける条項を追加するものでございます。これは

事務手続を明確にするため、今回、条例に明記

するものでございます。

 ③の第11条の改正につきましては、第10条の
2項の追加に伴う引用条項を改正するものでご
ざいます。

 ④の別表の改正の「廃棄物の処理及び清掃に

関する法第15条第1項に規定する産業廃棄物処
理施設」の追加は、アセス対象施設を運用に合

わせて明確にするものであり、空港整備法の名

称変更等に伴う引用法令の名称についてもあわ

せて改正するものでございます。

 なお、3の施行日につきましては、公布の日
から施行することとしております。

 以上で説明を終わらせていただきます。

【西川委員長】次に、水環境対策課長から補足

説明を求めます。

【米田水環境対策課長】 第106号議案「長崎県
流域下水道条例の一部を改正する条例」につい

て説明いたします。

 説明資料の条例案の3ページをお願いいたし
ます。

 まず、長崎県流域下水道条例ですけれども、

これは大村湾南部の流域となる諫早市の西部地

区や大村市の今村地区の下水道整備を行う大村

湾南部流域下水道事業において、諫早市貝津町

に設置している終末処理場である大村湾南部浄

化センターについて、下水道法に基づき、技術

上の基準や維持管理について必要な事項を定め

ている条例でございます。

 今回、国において、本条例に引用している下

水道法の一部改正がなされ、条項の追加による

条ずれが生じたことに伴い、本条例について、

資料２の改正内容に記載しておりますけれども、

引用している下水道法の条項の改正が必要とな

りましたので、一部文言の修正、改正内容の③

とあわせて今回改正するものでございます。

 よろしくお願いいたします。

【西川委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

 第105号議案及び第106号議案は、原案のとお
り、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 ご異議なしと認めます。

 よって、第105号議案及び第106号議案は原案
のとおり、可決すべきものと決定されました。

 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【山下環境政策課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出いた

しました環境部関係の資料についてご説明いた

します。

 報告の内容は、表紙の下段に記載しておりま

すとおり、1、1,000万円以上の契約状況一覧表、
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2、陳情・要望に対する対応状況、3、附属機関
等会議結果報告でございます。

 初めに、資料の1ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件についてでござい

ますが、本年6月から8月までの実績は、1ペー
ジ記載のとおり、1件となっております。
 続きまして、資料の3ページをご覧ください。
 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

は、本年6月から8月までの実績は、長崎県町村
会からの要望書など計4件であり、それに対す
る県の取扱いは、資料3ページから6ページまで
に記載のとおりでございます。

 続きまして、7ページをご覧ください。
 環境部の附属機関等会議結果報告総括表でご

ざいます。本年6月から8月までの実績は、附属
機関が長崎県環境審議会など4回、私的諮問機
関等が、ふるさと自然再生事業検討会など4回、
計8回を開催しております。内容につきまして
は、資料8ページ以降に記載のとおりでござい
ます。

 以上で説明を終わらせていただきます。

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【西川委員長】次に、環境政策課長及び水環境

対策課長より補足説明の申し出があっておりま

すので、これを受けることにいたします。

 なお、これに関し、水環境対策課から資料の

配付がありますので、しばらく休憩いたします。

― 午前１０時５０分 休憩 ― 

― 午前１０時５１分 再開 ― 

【西川委員長】 再開します。

 まず、環境政策課長より補足説明をお願いし

ます。

【山下環境政策課長】長崎県環境基本計画の策

定につきましてご説明をいたします。

 お手元にお配りの補足説明資料1をご覧くだ
さい。

 まず、1ページに、計画の位置付け、次期計
画概要（案）及び今後のスケジュールについて

記載をしております。

 計画の位置付けでございますが、長崎県環境

基本条例第9条に基づき、環境の保全に関する
施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境

の保全に関する基本的な計画として定めるもの

でございます。現行計画の計画期間が本年度で

終了を迎えることから、社会情勢の変化や新た

な視点等も踏まえ、本年度内に新たな環境基本

計画の策定をすることとしております。

 次期計画の概要（案）でございますが、計画

期間につきましては、平成28年度から32年度ま
での5カ年といたしております。
 現在策定を進めております計画の体系でござ

いますが、めざすべき環境像につきましては、

現行の計画をさらに推進する観点から継承する

こととし、「海・山・人 未来につながる環境

にやさしい長崎県」としております。

 この環境像の達成のために、4つの基本目標
を「低炭素社会づくり」、「人と自然が共生す

る地域づくり」、「循環型社会づくり」、「安

全・安心で快適な環境づくり」と定め、総合的、

計画的に施策を展開するものであります。

 また、今後のスケジュールとしましては、11
月に原案を策定し、11月議会で原案を審議して
いただくとともに、11月から12月にかけてパブ
リックコメントを実施し、それらの意見を踏ま

え、来年1月に環境審議会からの答申を受け、
来年2月には議案として上程することとしてお
ります。

 次に、2ページをご覧ください。
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 次期計画の構成（案）を図示しております。

第1章では、計画の策定趣旨、役割、期間及び
目標を明らかにし、中ほどの第2章では、それ
ぞれの基本目標ごとに、本県の環境の現状・課

題・施策の方向を整理するとともに、計画を推

進する上で特に重要な事項として重点施策を位

置付け、そして3章では、推進管理サイクルと
して、ＰＤＣＡサイクルによる計画の推進体制

についても記載したいと考えているところでご

ざいます。

 次に、横長の3ページをお開きください。
 具体的な体系についてご説明をいたします。

次期計画の体系を左端に記載しておりますよう

に、上の段から順に、環境像、基本目標を記載

し、それぞれの基本目標ごとに施策の方向性、

事業群の順に示しております。さらに、一番下

の欄には事業群を構成する取組を例示しており

ます。また、図の一番右上の「環境保全のため

の共通的取組」につきましては、4つの基本目
標を達成するために共通する施策及び基盤とな

る施策でございます。

 なお、事業群、取組例に赤字で記載している

項目につきましては、次期計画において新たに

取り組むこととしたものでございます。

 それではまず、基本目標Ⅰ「低炭素社会づく

り」の施策の方向性1でございますが、「地球
温暖化防止対策（緩和策）の推進」につきまし

ては、東日本大震災以降の化石燃料への依存度

の高まりによる温室効果ガス排出量の増大への

対策のために掲げております。

 また、2の「気候変動への適応策の検討及び
推進」につきましては、気温上昇、豪雨や海面

水位の上昇など、今後数十年は避けられない地

球温暖化による影響の軽減のために掲げており

ます。この中でも、特に気候変動による影響へ

の適応策の推進に努めてまいることとしており

ます。

 続きまして、基本目標Ⅱ「人と自然が共生す

る地域づくり」の施策の方向性1「生物多様性
の保全」につきましては、野生鳥獣による農林

業、生態系への被害対策などのため、また里地・

里山の保全・活用により、人と野生鳥獣が共存

した地域づくりを目指すために掲げております。

 また、2の「自然の恵みがもたらす地域資源
の活用」につきましては、自然環境等のすぐれ

た地域資源を活用し、交流の拡大につなげるた

めに掲げているものでございます。この中でも、

特にジオパークや国立公園などの地域資源を活

用した交流拡大に努めてまいることとしており

ます。

 続きまして、基本目標Ⅲ「循環型社会づくり」

の施策の方向性1でございます。「ゴミゼロな
がさきの推進」につきましては、ゴミゼロ県民

運動の展開を図り、廃棄物のさらなる発生抑制、

再使用、リサイクル等による資源循環型社会の

実現のために掲げております。

 また、2番目の「廃棄物の適正処理と利活用
の促進」につきましては、不法投棄などの不適

正処理や漂流・漂着ごみ、災害廃棄物の処理体

制の確立など、適正な処理を確保するために掲

げているところでございます。この中でも、特

に優良産業廃棄物処理業者の育成など、適正処

理の推進や、海岸漂着物対策に努めることとし

ております。

 最後の4番目の「安全・安心で快適な環境づ
くり」につきましては、人の健康や生活環境の

確保を目指すものであり、施策の方向性の主な

ものとしては、1番目の「大気環境の保全」と
しまして、光化学オキシダントやＰＭ2.5の広域
的な汚染への対策の推進を図ることとしており、
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また3番目の「環境保健対策」として、東日本
大震災を契機とした放射線への不安の高まりな

どを背景に、環境放射線のモニタリング対策に

も注力することとしております。

 最後になりますが、4ページをご覧ください。
 これまでに説明した4つの基本目標を達成す
るために、特に重点的に推進する施策として、

4つの重点プロジェクトを定めております。
 まず、「低炭素社会づくり」については、今

回新たな重点プロジェクトとして、「『雲仙』

エコプロジェクト」を位置付け、島原半島の未

利用資源や地域資源を活用するとともに、ジオ

パークなどの地域資源を活用した交流の拡大に

努めることとしております。

 その他の3つの重点プロジェクトにつきまし
ては、現計画の重点プロジェクトでありますが、

自然と共生する社会の実現を目指す「生物多様

性保全プロジェクト」、ごみのない資源循環型

の長崎県を目指す「ゴミゼロながさきプロジェ

クト」並びに本県の地理的特性である閉鎖性水

域の大村湾や諫早湾干拓調整池の水質保全を目

指す「閉鎖性水域対策プロジェクト」について

は、今後も重要な課題でありますので、引き続

き重点プロジェクトとして推進していきたいと

考えております。

 以上で次期環境基本計画の策定についての説

明を終わらせていただきます。

【西川委員長】次に、水環境対策課長より補足

説明をお願いします。

【米田水環境対策課長】先ほど、資料1として、
「長崎県汚水処理人口市町別普及状況（Ｈ

26.3.31時点）」の横長の資料、それから資料2
といたしまして、「平成26年度末の長崎県汚水
処理人口普及状況について」の2種類をお配り
しております。

 まず、資料1の長崎県汚水処理人口市町別普
及状況について説明いたします。

6月のこの委員会において、下水道などの事
業別の整備状況、あとどれぐらい残っているの

かを示すべきとの意見をいただきましたので取

りまとめた資料をお配りさせていただいており

ます。

 資料の左側から、まず行政が行っている下水

道などの集合処理施設について、事業計画で定

められている計画の人口や今後事業を見込んで

いる構想段階の区域における対象人口について、

平成26年3月末での行政人口に合わせこれを見
直しまして、事業ごとに、普及人口を差し引い

たものを未普及人口として記載しております。

例えば、下水道につきましては、未普及人口約

14万6,000人となります。それぞれ、集落排水
が6,693名、コミュニティープラントにつきまし
ては、今のところ構想計画もありませんので、

未普及がゼロとなっておりまして、行政が行う

集合処理計画について、それぞれ算出しており

ます。

 項目を着色しておりますけれども、記号で

「Ｇ」という表示をしています県全体の全普及

人口は約109万3,000人で、普及率としては
77.2％となっております。
 県全体の未普及人口は、行政人口から先ほど

の普及人口を差し引いた約32万3,000人となり
ます。この数値に対して今後汚水処理施設の整

備を進めていくわけですけれども、このうち、

平成26年3月末時点で集合処理施設の整備を見
込んでいる未普及人口は、先ほど説明しました

各事業ごとの未普及人口の合計で、約15万
3,000人となっております。
 一番右に記載している「その他」は、それを

差し引いた数字で、16万9,000を記載しており
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ます。それについては、今のところ行政の対応

が定まっていない人口ということで、現時点で

は、浄化槽での普及が求められることになると

考えております。

 なお、この未普及人口の数字ですけれども、

まず行政人口が日々変動していること、それか

ら市町の汚水処理構想の状況に応じて適時見直

され、集合処理やその他の浄化槽が必要な人口

の間にも増減が生じる可能性がありますので、

あくまで集計した平成26年3月31日時点での状
況であるということをご理解いただければと思

っております。

 次に、資料2について説明させていただきま
す。

 平成26年度の整備状況を反映した平成27年3
月31日時点での普及人口が算定できましたの
で、ご報告させていただきます。

 汚水処理人口は、前年度から2,902名増えて
109万5,884人となり、普及率としては、0.9％
増の78.1％となっております。なお、全国の普
及率は、前年度から0.6％増の89.5％となってお
ります。

 なお、参考資料として、都道府県別や本県の

市町別の普及状況を別紙に添付しております。

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。

【西川委員長】 ありがとうございました。

 以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。陳情番号19、20、24、25の4件が環境部
です。

 陳情書について、何かご質問はありませんか。

【松島委員】 陳情番号 25番、南島原市からの

要望で、ジオサイトの保全整備があります。中

身は、劣化するジオサイトの保全対策でありま

して、県の対応として、ジオサイトの保全整備

については、島原半島ジオパーク協議会を中心

に、地元 3市、国、県、関係団体等が協力して
取り組んでおり、県としては、今後とも地元と

調整しながら可能な範囲で支援してまいります

というご回答をいただいているわけですが、ジ

オサイトというのは結構ありまして、可能であ

れば、もう少し具体的なご回答をいただきた

い。

【山本自然環境課長】南島原市の要望の中では、

特に、龍石海岸が台風で崩落をしている、そこ

についての整備、地質を保護しながら見ること

ができるような状態にするようにという要望で

ございます。ここについては、自然公園ですと

か文化財等になっていないということもござい

まして、まずは誰が、何をしていくのか、地元

がそこで何を求めていくのかということについ

て、地元としっかり調整をしながら、県として

も支援を検討していくということかと思ってお

ります。

【松島委員】南島原市におけるジオサイトとい

うのは海岸線であるから、波や風の浸食、恐れ

るべきは、ジオサイト自体がなくなってしまう

んじゃないかという心配さえしております。ま

してや、ここを訪れる方が事故にならないか、

そういうこともあって早急に対応していただか

ないと、今、台風による被害が出ているところ

は立ち入り制限、通行止めみたいにしています

けれども、いち早く開放して、たくさんの人に

見ていただきたいですし、対応の歩みを早くし

てほしいと思っています。いかがですか。

【山本自然環境課長】ご指摘も踏まえまして、

地元とも話をしていきたいと考えております。
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【西川委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 議案外所管事務一般について、

ご質問はありませんか。

【久野委員】この前の私の一般質問の中で、エ

スコ事業、低炭素というようなことで質問させ

ていただきました。県独自のエスコ事業につい

ては、担当者に聞いたら、やっていないという

ようなことを聞いていたんですけれども、この

前、環境部長の答弁では、1億数千万円の事業
費効果が上がっていると言われましたよね。ど

っちなのかなと思って、教えていただければと。

【山口未来環境推進課長】 県におきましては、

エスコ事業については実施していないというこ

とであります。ただし、節電とかの部分につき

ましては、節電実行計画等々を立てたり、温暖

化対策の事務事業編として、プランを立てて県

庁の温室効果ガスの排出等の削減を図っている

ところでございます。その中で取り組んだ結果

につきまして、先般の一般質問で環境部長から

お答えしましたが、電力の削減効果としては、

そういうふうな効果があったということでござ

います。

【久野委員】私が聞き漏らしているんですけれ

ども、特にエスコ事業というのは、ご案内のと

おり、国の補助事業を使いながら、要は、人の

ふんどしを使いながら相撲がとれると、本当に

いい制度だと思うんです。ですから、こういう

ことをもっともっと活用していただきたいと思

うわけであります。特に今から、世界遺産登録

されて、文化遺産登録、長崎県内にいろいろと

表示をしていかなければいけないと思うんです。

こういうふうなところだって活用する価値があ

るのじゃないかなと。このことが、電気代も安

くて済むし、同時にまたＣＯ2についても削減が

できるようになると思いますので、確実にこれ

はぜひこういうふうな表示等々について実施を

していただければと要望しておきたいと思いま

す。

もう一点は、産業廃棄物の不適正処理対策につ

いてということでありますけれども、年間を通

した不法投棄件数が年々減少をしてきていると

いう状況の中で、今年は近年の2倍の不法投棄
だというようなことが言われておりますし、こ

の前、新聞にもそのように書かれておりました。

 大規模な今回の不法投棄ということなんです

けれども、どういうものを投棄されているのか、

大規模というのはどれくらいの規模なのか、そ

のあたりがわからないものですから教えてくだ

さい。

【矢野廃棄物対策課長】不法投棄の件について

お答えします。昨日の新聞の記事は、6月に毎
年警察や海上保安部と一緒に合同パトロールを

しているのですが、その6月に合同パトロール
で発見された量が去年の6月に比べて2倍あっ
たということで、年間のトータルとして見れば、

毎年徐々に減ってきています。

 そういう中で、大規模な不法投棄につきまし

ては3件発見されてございまして、雲仙市で瓦
れき類が223立方メートルほど、それから対馬
市では家屋の解体廃材が182立方メートルほど、
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南島原市でも同じく家屋の解体廃材が155立方
メートルほど発見されています。

 これらの大規模な不法投棄につきましては、

投棄者が判明しておりますので、1件は片づき
ましたが、あと2件につきましては、撤去に向
けて指導している最中でございます。

【久野委員】 南島原、雲仙それから対馬3市に
またがって大規模な不法投棄というようなこと

が言われておりますけれども、この投棄をした

業者は、わかっているところは当然是正をさせ

ることができるんですけれども、これができな

かった場合、不法投棄をした業者がわからない、

じゃ、どうするのかということになるのですが、

これは県の方で処理をされるのですか。

【矢野廃棄物対策課長】原因者が不明の廃棄物

につきましては、例年ずっと残ってきておりま

す。そういう中で、5年に1回とか10年に1回ぐ
らいの中でクリーンアップ事業ということで、

環境保全上支障があるものについては、前回は

国の緊急雇用の予算等々を使いながら県の方で

撤去をしていったという事例もございます。

【久野委員】 わかりました。

 そして、特に廃棄物の4Ｒとありますよね。
これはどういうことかといえば、記載のとおり、

ごみの発生を抑制すると同時に、排出の抑制、

それからもう一つは再使用と再生利用、この4
つがいわゆる産業廃棄物の4Ｒと言われており
ますけれども、この4Ｒの中で、どの分野が一
番厳しいというか、どのような状況なのか。難

しいのか、これを抑制するためにはどういうふ

うな処置をすれば一番いいのか、そのあたりが

私もよくわからないんです。4Ｒの中でも、特
にこれは一番厳しいというような状況。ごみの

発生を抑制する、これは先ほども言いましたよ

うに、多分いろんなごみが出てくると思います。

それから、排出の抑制、再使用の部分、それか

ら再生利用の部分、この4つが4Ｒということで
すけれども、この中で処置が一番難しいのはど

の分野ですか。

【山口未来環境推進課長】 県におきましては、

委員ご指摘のように、4Ｒを進めております。
その中で難しい点といいますと、一般廃棄物、

要は、家庭から出る廃棄物の部分で申し上げま

すと、長崎県の場合は、リサイクル率が数字上

は今現在16％ということで、全国に比べますと
低い状況になっております。この辺を考えます

と、やはりリサイクル率をもう少し上げなけれ

ばいけないないというところで、一番課題と思

っております。あと、発生抑制とか排出抑制で

ございますけれども、これは一定レジ袋の削減

とか、一部の業者さんにはレジ袋の有料化等を

今現在実施されておりまして、徐々にマイバッ

グの持参とかされてきておりますけれども、そ

の後に出たごみのリサイクルがいま一つ進んで

いないところが課題ではないかと私の方は考え

ております。

【久野委員】 わかりました。

 家庭内のごみとかを不法投棄する方がいまだ

にいるということですけれども、これは本当に

モラルの問題ですから、お互いが注意をしなけ

ればいけないということがまずあると思うんで

す。ごみの不法投棄の部分をもっともっと県民

に知らしめる、大変なことなんだということを

もっとＰＲする必要もあるんじゃないかと思っ

ておりますので、ぜひひとつこれはごみの分別

等々もきちんとやっていただけるように要望し

ておきたいと思います。

【大場委員】 久野委員に関連して、リサイクル、

回収の部分が進んでいないというか、16％と厳
しい状況を伺ったんですけれども、各市の状況
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というのはどうなのでしょうか。私たちのいる

場所でも、住民の回収とか不燃物での回収とい

うのは要望は非常に多いんです。現状、月2回
ほどありますけれども、それが3回、4回できな
いかというふうな要望は常に上がっておりまし

て、ただ各自治体自体がその状況に対応し切れ

ていないという部分があるので、そういった部

分で各市の対応で、市からも、そういうふうな

形で県に対して、回数を増やしたい、いわば助

成の部分というのは声は出ているのでしょうか。

【山口未来環境推進課長】各市町の状況につき

ましては調べてみます。

 各市町につきましては、それぞれ回収方法が

異なっております。例えば、週に何曜日、何曜

日ということで決めて、それでリサイクルとい

いますか、資源ごみを集める場合と、拠点回収

と申しまして、プレハブ小屋を建てて、その中

にいつでも段ボールとかを持ってきていいとい

う体制を整えている市町もございます。市町で

まちまちな状況でございます。

 市町の整備につきましては、これは廃棄物対

策課が所管でございますけれども、環境省が交

付金を出しておりまして、それを使って整備を

なされている状況でございます。

 私どもも、各市町の状況を把握しながらリサ

イクル率の向上を図っていきたいと思っており

まして、今後、リサイクル率が低いところを中

心に、まずは市町のヒアリング等を行っていき

たいと考えております。

【大場委員】よろしくお願いしたいと思います。

 そういった部分では、実施すれば、多分効果

は非常に出る部分だと思うんです。ただ、私も

住民の方とお話する中で、月の中での回収の回

数が少ないために、どうしても新聞紙とか資源

ごみになりそうなものでも一般で捨ててしまう

と。要は、かさばると。それを月に1回、2～3
週間に1回程度では、それが邪魔になるという
ことで、特に新聞なんかは一般ごみとして捨て

てしまう、そういった声もありますし、段ボー

ルなんかでも裁断して、置いておくよりも手っ

取り早く処分したいと、そういうふうな声があ

るものですから、そういった状況も把握してい

ただきながら、現状では各市の対応としては、

非常に予算的に厳しいので回数がこれが限度と

か、ごみ収集車の対応の能力の問題だとか、あ

と、先ほどあったように各自治体、収集ごみの

基準自体が違うものですから、受け入れられる、

受け入れられないとあるものですから、その辺

もあろうかとは思うんですけれども、確実に対

応すれば、リサイクルでも効率化がある程度の

数字が見込まれる部分というのは、その辺は話

をしていただけませんか。その部分で各市に補

助的な部分で応援ができれば、その辺を少し考

えていただければと思います。

【山口未来環境推進課長】今、委員からお話が

ありましたように、各市町では状況が違います

けれども、各市町の回収頻度とか、回収方法あ

たりも再度調べまして、各市町の担当者会議等

もありますので、成功した例をフィードバック

して、いい方法を広げていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。

【中山委員】「長崎県汚水処理人口市町別普及

状況」、これは詳しく調査いただきましたこと

については敬意を表したいと思います。

 あわせて、私は、県が進めている浄化槽を効

率的に推進してほしいという趣旨で調べてもら

ったわけでありますので、あと約17万人対象が
いるということでありますので、ぜひ、さらに

浄化槽を推進していただくことを要望しておき

たいと思います。よろしくお願いします。
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 それで、1点だけお尋ねしますが、希少種の
保護や野生鳥獣等の管理の強化ということです。

山本自然環境課長（参事監）が今回初めてお見

えになりましたので歓迎いたしますが、前自然

環境課長とは少しやり合った仲でありますので、

それがどこまでつながっているのか、その辺を

確認しながらお願いしなければいけないと思っ

ておりますが、長崎県のイノシシ、シカの被害

が県下に広がっていまして、努力されているん

ですけれども、なかなかイノシシゼロまではい

かない状況にあります。そういう中で、長崎市

内も、長崎半島がありますが、随分前はシカの

被害だけでございましたけれども、5～6年前か
らイノシシもあって、この被害がひどい、特に、

たけのことかびわ等の被害が大変ひどいわけで

あります。あわせて、民家の近くにおりてきて、

バイク、自転車と接触するとか、墓地の中に植

えている花をシカが食べるとか、住民の生活に

も支障を来すような状態に来ておりますので、

一回ぜひ県下を含めて実態調査を詳しくやって

いただくことをまずもって要望しておきたいと

思います。

 その上で、今年の5月の末に改正鳥獣法が施
行されていると考えております。そこで、今後、

管理の強化という形になっておりますが、その

管理の強化について、自然環境課長はどのよう

な考え方を持っているのか、その辺について総

括的にお聞きしたいと思います。

【山本自然環境課長】前回の質疑については読

ませていただいております。イノシシにつきま

しては、長崎県の場合は主として農林部がしっ

かり対応されていると認識をしておりまして、

そこは一緒になって、こちらとしてもできるこ

とはしていきたいと考えております。

 改正鳥獣法の肝といいますか、改正鳥獣法で

今回示されたものというのは、被害対策をそれ

ぞれの場所でやっていくことはもちろんですけ

れども、シカとイノシシについては全体の個体

数を減らしていかなければいけないという趣旨

に基づいて改正をされたと認識をしておりまし

て、長崎県におきましても、シカ、イノシシ全

体の個体数を減らすということについて、どう

対応していくかということが大事なのかなと思

っております。環境部としては、まずは対馬で

の事業を予算として計上させていただいており

ますけれども、県内全体ということでいきます

と、農林部と一緒になって、しっかり相談をし

ながら進めていくということになろうかと思っ

ております。

【中山委員】当然、農林部と力を合わせてやら

なければいけませんけれども、認識というか、

総括で考え方として、イノシシとシカは少し違

うと思うんです。シカについては、一定部分は

管理しながら駆除していくという方針でいいと

思うのですが、イノシシはゼロですよ。イノシ

シはゼロという前提で取り組んでいただきたい

と思っております。

 そういう中で、特に農林部では捕獲とか、囲

い込みとかをやっていますけれども、今度の法

改正で、まずシカ、イノシシがどの程度いるの

かいう全体調査も今までされていないんです。

そういう把握の上に、場合によっては、県が認

定すれば民間でも捕獲できるような制度もある

し、それとあわせて、夜間にイノシシ、シカを

とるということも大事だと思うんです。そうい

う意味で、農林部ができない部分を環境部でど

うやっていくのかという部分だと思うんです。

その辺をすみ分けしながら、原則的には農林部

でありますけれども、しかし、それを超えた部

分がありますから、それを含めて、この際、イ
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ノシシはゼロだという方針のもとに、ひとつ徹

底した駆除のために、あらゆる手段を行使して

いただくことを今日は要望だけしておきたいと

思います。

【山本自然環境課長】そもそも野生に生息をす

るものということで考えますと、ゼロという目

標はなかなか難しいのではないかと認識をして

おりますけれども、ただ、被害を減らしていく

ということは非常に重要なことでございますの

で、現状ではもちろん多過ぎるであろうと考え

ておりますので、しっかり対応を考えていきた

いと思っております。

【中山委員】自然環境課長は優しくて言ってい

るけれども、ただ、実質的にイノシシ被害とい

うのはものすごくあって、少しおったら、それ

が増えていくんですよ。今言ったように、適正

管理でイノシシを500頭なら500頭で管理でき
るというノウハウがあれば別だけれども、おっ

たら、それがネズミ算式に増えていくので、考

え方としては、やはりゼロを限りなく目指して

いくという基本方針はきちんと持ってやってほ

しいと思います。ぜひ強い気持ちを持って取り

組んでいただくことを要望しておきたいと思い

ます。

【溝口委員】 海岸漂着物対策について質問した

いと思います。毎年だと思うんですけれども、

ごみ問題についてのディスカッションとワーク

ショップを行う海ごみサミットがあっているよ

うです。今年は10月23日から25日まで3日間、
五島市で行うということになっておりますが、

主催者として、本県と民間団体で行うというこ

とですけれども、その民間団体というのは、ど

のような団体が主催者として入ってくるわけで

すか。

【矢野廃棄物対策課長】民間団体は、一般社団

法人ＪＥＡＮでございます。このＪＥＡＮとい

う団体は、海ごみサミットを、小規模ではござ

いましたが第1回から自主的にやってきている
団体でございます。そういう中で、近年、規模

が大きくなるにつれて、自治体が主催ですとか

共催という形で応援をしてまいりました。今年

度は、長崎県が共同主催ということで、一緒に

五島市で開催することとなりました。

【溝口委員】ＪＥＡＮという民間団体というこ

とですけれども、どのような組織で、組織的な

人数とかそういうものはわかっているのですか。

【矢野廃棄物対策課長】規模とか人数は手元に

資料はございませんが、日本で唯一、海岸ごみ

で世界規模で活躍をしている団体でございます。

環境省等の委託も受けて事業も行っております

し、東日本大震災の時には、東日本大震災の漂

流ごみがアメリカの方に流れていくことについ

て研究をやったり、アメリカで被害の調査等々

も行っている、そういう団体でございます。

【溝口委員】それでは、そのＪＥＡＮという組

織の中で、費用等についてはよくわからないの

ですか。確実にそういうふうにしているから、

本県が一緒になってやっていこうという形にな

るのか、ＪＥＡＮが主催でずっと1回目からや
ってきている、それが余りにも規模が大きくな

り出したから本県として、ほかの県もそういう

ふうにしていたのかどうかわかりませんけれど

も、その辺について、自治体が主催者として参

加するようになったのは、いつ頃からになって

いるのですか。

【矢野廃棄物対策課長】前回が山形県でござい

ました。その前が東京都でございます。自治体

から共催なり、助成金なりをもらってやり始め

たのは東京都からと聞いています。今回は、昨

年、山形県であったのですが、その中で長崎県



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２５日）

- 88 - 

としても、長崎県は外国からのごみが多うござ

いますので、ぜひ国際規模での漂着ごみ問題を

考える会にできないかということをＪＥＡＮと

相談してまいりました。そういう中で、向こう

もぜひ長崎でやりたいと申しておりましたし、

うちの方も、韓国ですとか中国を巻き込んだ大

会になるのであれば、ぜひ長崎でやってほしい

ということもございまして、今回、共催という

形で参加をさせていただくものでございます。

【溝口委員】今、共催という話が出たんですけ

れども、これでは主催となっていますので、共

催じゃないと思うんです。主催ですね。わかり

ました。

 ただ、参加者がどのくらいの規模になってく

るのか、それと国外のＮＧＯを招待するという

ことになっていますけれども、どのくらいの規

模でしようとしているのか、そこら辺について

お尋ねします。

【矢野廃棄物対策課長】 規模でございますが、

昨年が160人規模でございましたので、今年も
同程度の規模で開催することとしております。

 海外のＮＰＯとしては、韓国、中国それから

台湾で漂着ごみ問題に取り組んでいますＮＰＯ

を招待して、来ていただくという手はずになっ

ています。あと、日本国中の自治体それからＮ

ＰＯ等々にも声をかけております。ただ、五島

で開催するということで、交通の便、それから

宿の手配等々もありますので、150人から160
人規模と考えています。

【溝口委員】わかりました。160人規模から200
人ぐらいになるのかなと思います。

 これには招待した人しか入られないで、一般

の人は入ってくるということはできないのです

ね。

【矢野廃棄物対策課長】これは一般参加も受け

ております。特に、五島市内の方につきまして

は、島内ということで、参加費もお安くセット

して、できるだけ五島市内の方々にも参加して

いただくように配慮しているところでございま

す。

【溝口委員】わかりました。参加費を安くして

ということですけれども、10月ですから参加費
ももう決まっていると思うんですけれども、そ

の辺については、はっきりした参加費用を言っ

てほしいと思うんです。

 それと、国からの補助金でするようになって

いるんですけれども、先ほど言ったように、自

治体も主催者ですから、本県も費用としては幾

らか出すような形をとっているのですか。

【矢野廃棄物対策課長】今回の海ごみサミット

の予算としましては、県の予算で約1,000万円で、
そのうち95％が国からの補助金になります。
【溝口委員】 それでは、5％だけということで
すね。

 答弁漏れなんですけれども、市民の参加費用

は幾らに決めているのですか。

【矢野廃棄物対策課長】参加費は、資料代とい

うことで、一般参加者が2,000円、五島市民の方
は半額の1,000円という設定になっています。
【溝口委員】 それならば、2,000円とか1,000
円だったら聞きに行きたいという人たちが増え

てきた場合に、会場が問題になると思うんです

けれども、大体どのくらいまで入れられるよう

な会場を選んでいるのですか。

【矢野廃棄物対策課長】会場は、五島市の福江

文化会館を予定しています。会場のキャパシテ

ィーとしましては、160人を大きく上回る300
人ぐらい入る会場ですので、宿泊する方を160
人規模と設定しているところでございます。

【溝口委員】 わかりました。
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 宿泊が160人ということですけれども、せっ
かく五島市まで来ていただくということであれ

ば、今、世界遺産等の登録を目指しているんで

すけれども、その辺について参加者の皆さん方

をバスとかで誘導して、五島市の観光と言った

らおかしいんですけれども、世界遺産になるよ

うなところに本県が連れていくような計画は立

てていないのですか。

【矢野廃棄物対策課長】国の用途が決まってい

る補助金を使っているものですから、なかなか

そこの観光ということは難しいのですが、最終

日はお昼、12時で終わるようにセットしており
ますので、参加者の方には、残りの時間で五島

観光をしていただこうと考えています。

【溝口委員】 わかりました。

 できれば、160人も島外から来て宿泊まです
るわけですから、本当はこれについて観光の方

も何らかの対策を打って、そこら辺は観光と一

緒になって、五島を売り出すチャンスじゃない

かという気がしたんです。各自治体から来るわ

けでしょう。そこら辺について、観光振興課と

何か話し合いはしているのですか。

【矢野廃棄物対策課長】すみません、観光部局

との話し合いはいたしておりませんが、今回、

漂着ごみのサミットでございます。第1日目の
10月23日には、岐宿町の八朔海岸で、漂着ごみ
が流れ着いているところで実際にごみを拾って

もらったり、五島の漂着ごみの様子なんかを実

際に見ていただく現地見学を予定しています。

せっかく五島に来ていただいて、汚い海ばかり

の印象を持って帰っていただいても長崎県とし

ては悲しゅうございますので、その足で、高浜

海岸ですとか、頓泊海岸、きれいな海岸の方も

ぜひ見ていただいて、五島の海のよさを感じて

いただきたいと考えて、そういう行程は組んで

います。

【溝口委員】 わかりました。

 できれば、その海岸線をずっと見て回る時に、

「長崎の教会群」は世界遺産となるようになっ

ていますけれども、五島の堂崎教会はなってい

ないんですけれども、そこら辺をちょっとだけ

でも寄っていただけるようなスケジュールもつ

くって、五島市の魅力を日本全国に発信してい

ただければと思っております。せっかくの海ご

みサミットですので、ぜひその辺についても検

討していただければと思っております。よろし

くお願いいたします。

【吉村(洋)副委員長】 関連で。今聞いていて、

溝口委員が大変すばらしいことを言われている

ので、それは頑張ってもらわねばと思いますけ

れども、参加費で、島内の人は1,000円、島外か
ら来る人は2,000円と聞いたんですけれども、そ
の差は何ですか。

【矢野廃棄物対策課長】 当初、資料代として

2,000円いただくということで考えておったの
ですが、地元の人の参加をぜひ促したいという

ことの中で、地元割引、地元優待ができないか

ということを内部で協議しまして、半額という

ことでセットさせていただいたところでござい

ます。

【吉村(洋)副委員長】 地元割引という気持ちは
わからんでもないですけれども、結局、2,000
円が1,000円になったから地元の人が行くとい
う誘導力には余りつながらないような気がする

んです。せっかく島外から160人来て泊まって、
島内を見て回るとか、宣伝にもなるんだという

ことであれば、同じ1,000円に合わせていいんじ
ゃなかろうかと思うわけですけれども、どうで

すか。

【矢野廃棄物対策課長】これは全体の必要経費
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の中で参加費を幾らにするかということを考え

ながら予算を立てて事業を実施していますので、

2,000円の160人でやれる範囲で予算をつくっ
て、五島の方は、プラスアルファと言ったらお

かしいですけれども、地元の方もぜひというこ

とで、少し料金を安くセットしてということで

話し合いを進めてまいったところでございます。

【吉村(洋)副委員長】 これ以上言いませんけれ
ども、あなたたちが考えているほどの効果はな

いと思うし、五島、地元から多く参加してもら

いたいというのはあるんでしょうけれども、そ

のイベントの内容から考えると、そういうこと

までして地元の人を呼び込まないといけないの

かなと思いますよ。かえって逆に、みんなでし

まをきれいにしましょうという呼びかけをやっ

て参加者を募るとした方が、たかだか1,000円ま
けるなんていう話では、小手先のことじゃなか

ろうかと思います。それから、せっかく外から

来られる方に対するサービスというのは何なの

かということも一緒に考えなければいけないと

思うんです。そこでしまの人を1,000円下げるこ
とによって、外から来る人は割高感を感じてし

まうわけです。だから、それはどれがいいのか

というのは今後検討する部分があるんじゃなか

ろうかと思いますけれども、どうでしょうか。

【矢野廃棄物対策課長】今回の海ごみサミット

は、国内外のＮＰＯの方等々も集まる専門的な

サミットと言ったらおかしいですけれども、関

心のある方が集まるサミットだと考えています。

そういう中で、せっかく五島市でやるのだから

ということで、五島の漂着ごみ関係に関心を持

っていらっしゃる方、団体等々が参加する際に、

お1人参加するところが、値段が半額になった
のでお2人参加できるということがいいんじゃ
ないかということで、今回半額にしたというい

きさつもございます。そういうことで、興味を

持っている方にぜひ参加をしていただきたいと

考えています。

【吉村(洋)副委員長】 その結果を楽しみにして
おきたいと思います。

 続けて、まず水環境対策課長、すばらしい資

料をつくっていただいて、ありがとうございま

した。1回目はできなかったですけれども、こ
ういう資料が欲しかったわけです。これを見る

と県内の汚水処理人口状況がよくわかるわけで

す。

 それで、平成26年3月31日時点で77.2％の普
及率、未普及が32万2,780人ということですよ
ね。その中の15万3,170人が集合処理整備区域
内に住んでおられる。それ以外の区域に16万
9,610人住んでおられる。ここら辺です。これを
今後どうやっていくのか。この約15万3,000人
を、いわゆる下水道集合処理整備で進めていく

のか、その他の区域と同じような浄化槽で進め

るのか、そこら辺を具体的に、早急に検討をし

ていかなければいけないのじゃなかろうか。こ

れは主体は市町であったりしますけれども、県

としても誘導していく、それで普及率を上げな

ければいけないわけです。

 資料2ですけれども、これが平成27年9月の資
料ですね。こう変わっているわけです。それで、

汚水処理人口が109万5,884人、約2,900人増え
ているわけですね。これは努力しておりますと

いう数字なんだろうととりますけれども、これ

がどうなのだろうかという話。

 それから、それによって普及率が78.1％、
0.9％増加しているんですよという、この数字の
信憑性ということについて見るんですけれども、

平成26年3月31日時点の県内総人口が141万
5,762人で、平成27年3月31日時点で140万4,053



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２５日）

- 91 - 

人、ここで総人口が減っているわけです。そう

したら、2,900人は増えているのですが、率とす
ると前年度から0.9％増えているんですよとい
う普及率は、数字的にどうなのかと。増えてい

るんですけれども、総人口が減っているわけで

す。ですから、人口が維持されておったとする

と、0.2％しか増えていないという数字も出てく
るわけですよね。どんどん人口が減っているか

ら率は上がっていくかもしれないけれども、そ

れも人口も減らしたらいけないわけですから、

本当は普及自体をもっと加速させなければいけ

ないという話なんですよね。そこら辺の数字で、

ごまかすというわけではないでしょうけれども、

実情、本当のところはどうなんだというところ

があるわけです。

 それで、2枚目に汚水処理人口普及率という
のがあります。自治体によって低いところがあ

ります。特に低いところは下水道をやっていな

いところで、集落排水と浄化槽でやっておられ

るところが低いのですが、こういうところは地

形とか、地勢的にやりづらいんだろうと。だか

ら、下水道という計画もしていない。そういう

ところは浄化槽で進めなければいけないのだろ

うと。そういう意味で、浄化槽をこれからどう

広めるかというところを考えていかなければい

けないのだろうと思います。

 それと、下水道区域を持ったところもあるの

ですが、集落排水と浄化槽を抜いて計算すると、

下水道のみの普及率はかなり低くなるんです。

なので、まとめて言うと、特に下水道をしてい

ないところは当然浄化槽の設置を進めるための

方策を具体化していかなければいけない、それ

から下水処理区域を決定しているところは、そ

の区域は都市計画区域になるわけです。都市計

画税を取るわけですよ。だから、それがいつま

でも普及はできないままに税金だけ取るという

弊害が起こっているわけです。そういうところ

の見直し、できないと判断するということも必

要になってくると思います。そういうことは県

としても、市町に対しても一緒に話ながら、昨

日は土木部での都市計画の話ですけれども、こ

れも同じ都市計画の話で、そこに税金も付随し

てくるので、下水道区域についても、浄化槽で

の普及を図らなければならないんじゃなかろう

かと。その点についてご意見をお伺いしたいと

思います。

【米田水環境対策課長】まず、今後の取組とい

うことのご質問だと思います。汚水処理施設に

ついては、下水道事業、集合施設がやはり効率

的でもあり、また行政が行っておりますので安

定的な継続ができるということで、基本的には、

できる範囲でそれを取り入れてやっていきたい

と考えております。ただ、今計画がある地域に

ついても、住民のご理解が得られないで、なか

なか事業着手に至らないという事業もあります

ので、未整備地域につきましては、地域の規模

や実態に応じて工事等の整備手法並びに経営の

効率化等の検討を図って、小規模でも、ある程

度下水道として運営が成り立つようなやり方が

できないかを市町と一緒に検討していきたいと

考えております。

 ただ、それでも下水道事業などの集合施設に

ついては限界があると思いますので、並行して

個人の浄化槽の促進も図っていきたいと思いま

す。

 どちらにしても、県民の方々の汚水処理に対

する理解が必要だろうと思いますので、まず市

町とあわせて啓発活動に取り組んでいきたいと

考えております。

【吉村(洋)副委員長】 そうなんですよね。なの
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で、その判断を的確にやりながら進めていかな

ければいけないのです。

 それともう一つ、これは一般質問でもあった

んですけれども、下水道でやる、これは公費を

突っ込んでやっていくわけですね。その公的な

費用。それから逆に言うと、合併処理浄化槽は、

補助金はありますが、自己負担もかなりあると。

それを比較して、維持管理費からずっとやると、

こっちは都市計画税を払っておりますけれども、

トータルしてどういう負担率かというところも

研究していただいて、合併処理浄化槽を設置す

るに当たっての補助率の決定に対して、そうい

うところの数字も参考にしていただいて、例え

ば、下水の方が公的費用の利用度が高いという

ことになれば、合併処理浄化槽の補助率をその

ことによって引き上げるということも当然考え

ることができるんじゃなかろうかと思うわけで

す。だから、そういう研究もあわせてやってい

ただきたいと思います。

【米田水環境対策課長】汚水処理については基

本的に市町が行うものです。2012年に県の汚水
処理構想をつくっています。これは各市町の処

理構想を県として取りまとめたものでございま

す。これについて現在、市町の方にそれぞれの

構想について見直しをお願いをしているところ

でございます。それを受けて、早目にそういう

県としての構想をきちんとつくって、市町並び

に県が今後どう汚水処理について取り組むかと

いうのを取りまとめていきたいと考えておりま

す。そういう中で、下水道がどれくらい、浄化

槽についてどうするかというのを具体的に市町

の意向を踏まえ、地域の実情に合わせて検討し

ていきたいと考えております。

【吉村(洋)副委員長】 そういうことでよろしく
お願いします。

 次に、委員会関係議案説明資料の4ページの
バイオディーゼル燃料の利活用促進ということ

については、私も佐世保市議会の頃から非常に

関心を持って取り組んでおります。おかげで長

崎県とされても、一緒になってこれを進めてい

こうという動きが出てきたことについては評価

をさせていただきたい、ありがたいと思ってお

ります。

 それで、ここで「県では、学校給食施設等か

らの廃食用油の利活用を促進するため、市町の

廃棄物政策担当部局、学校給食担当部局及びバ

イオディーゼル燃料製造事業者、学識経験者等

で構成する長崎県バイオディーゼル燃料利活用

促進会議を設置し」、8月4日に第1回目を開催
されたんですね。今後、この会議にどのような

方向性を持たせて、どのような目標を設定され

て、結果を見出そうとされているのか、お聞き

をいたしたい。

【山口未来環境推進課長】バイオディーゼル燃

料の利活用につきましては、吉村(洋)副委員長
からもいろいろお話がありまして、県におきま

しても今、利活用の促進を図っているところで

ございます。

 第1回の会議につきましては、8月4日に開催
いたしまして、今後の進め方につきまして、学

校給食の関係者もしくはバイオディーゼルの製

造業者の方々にご説明して、理解をいただいた

ところでございます。

 今後の進め方につきましては、まず学校給食

から出ます廃食油が利活用されていないところ

を中心といたしまして、これをバイオディーゼ

ル燃料の製造につなげていければと思っており

まして、今現在、学校給食施設に対して、バイ

オディーゼル燃料として提供する意向があるか

どうかというところと、提供できる、したいと
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いうことであれば、どういう条件なのかという

ところの意向調査をやっているところでござい

ます。その結果が10月の末ぐらいにはまとめら
れる予定でございますので、この辺をもとに、

バイオディーゼルの製造業者の方にその結果を

お渡ししまして、今後、それを受けられるかど

うかというところのマッチングをやっていきた

いと思っております。製造業者の方が受けられ

るということになりますと、実際出す側、学校

給食側と製造業者の方がじかにお話し合いをし

ていただければと思っておりまして、今後の方

向性といたしましては、できますれば今年度も

しくは来年度あたりから、トライアルとして学

校給食から廃食油を出していただいて、今まで

焼却等で処分されていた廃食油をバイオディー

ゼル燃料製造業者で燃料化をしていただくとい

う方向で進めていければと考えております。

【吉村(洋)副委員長】 10月末に結果が出るとい
うことなので、それを期待したいというのと、

前、国が決めたバイオマスタウン事業というの

があったのですが、これの県版をつくって、学

校給食を括っていくとすると、そういう制度を

創設されれば、それによって、例えば自治体内

のそういう資源の循環というのをやってくださ

いよということができるのですが、今、それが

制度自体がなくなっておりますから、学校給食

で利用されているところもたくさんある、それ

とこの燃料じゃなくて、ほかの用途に使われて

いるところもある、また量的にも学校給食が全

てではないし、県内のそういう油を排出する事

業者の取りまとめとかいうこともあるので、含

めてお願いしたいのと、それから最後の品質向

上です。これがもう一つのネックになってきて、

1回目で発表された大村の事業者がいい機械を
入れられたそうで、そういうものの導入とかい

うことについても何らかの制度が使えるように

ならないかなと思うのですが、そういうことの

働きかけを環境部としてもやっていくというこ

とについては、どのようにお考えなっているか、

お聞かせいただきたい。

【山口未来環境推進課長】私どもの今回の事業

は、排出事業者からバイオディーゼル製造業者

までの流れをつくっていきたいというのが1つ
ございます。もう一つは、製造業者がつくった

燃料を、どうにかして品質を高くして使えるよ

うにしていきたいと、この2つに着目した事業
でございます。後半の製造業者がつくった燃料

をどうにかして品質を高めていこうというとこ

ろもこの事業でやるようにしておりまして、10
月の下旬でございますけれども、この会議の中

で製造部会を立ち上げまして会議をする予定に

しております。それと、環境保健研究センター

が、技術支援ということで、製造業者が製造い

たしました燃料の品質分析をやりまして、その

結果をもとに技術指導して、またその技術指導

後の検査をして、その改善効果も検証して、ア

ドバイスをしていきたいと思っておりますので、

この2極で今回は進めていきたいと考えており
ます。

【渡辺委員】 関連。これは環境部長に。その見

本を示すことがＣＯ 削減に向けての大きな環

境部の仕事だと思うんです。久野委員からも一

般質問で問い合わせがあったと思うんですけれ

ども、エスコ事業に対する取組の方針と、それ

から電気自動車、要するに、急速充 スタンド、

こういった普及に向けての環境部としての決意

を聞かせていただきたいと思います。

【太田環境部長】 渡辺委員の2点ご質問、エス
コ事業に対する取組の考え方でございます。ま

ず、県庁のＣＯ2削減の取組については、県庁全
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体としてこれを削減していこうということで取

組をしております。その中で、いろんな形で削

減をするということで、各担当部局の方で、環

境部も含めまして対応しているところでござい

まして、その中にエスコ事業というのも1つ方
法としてはあるかと考えております。ただ、現

在県の方では、エスコ事業に取り組んでいる事

業というのはございません。これについては基

本的には、自己財源の中でいろんな機器の取り

替えとか、庁舎の建て替え、そういうものをや

っていく中で削減をしていくということでござ

いまして、その中で、電気代についても1億数
千万円の効果が見込めますというようなことを

お答えしたところでございます。したがいまし

て委員各位がおっしゃられるＣＯ2の削減とい

うことについては気持ちは一緒でございますの

で、いろんな形で効果のあるものについては取

り組んでいくということで対応していきたいと

考えております。

 それから、電気自動車への対応ということに

つきましては、現在、産業労働部の方で担当し

ておりますので、これについては当然、ＣＯ2

の削減なり、産業の活性化なりという観点から

取り組んでいくことになると思いますので、環

境部としても、いろんな形でできることは支援

をしていきたいと考えております。

【渡辺委員】要望にかえておきますが、エスコ

事業については、自己資金が要らずにＣＯ2削減

ができるという大きなメリットがあるわけです

から、この辺はぜひ前向きに取り組んで、ある

いは地方自治体の方にも呼びかけて、ＣＯ2削減

に向けて、県の環境部としての姿勢を明らかに

していっていただければと思いますので、要望

して、終わりたいと思います。

【西川委員長】午前中の会議はこれにてとどめ、

しばらく休憩します。

 午後は、1時30分から委員会を再開いたしま
す。

― 午後 零時 ４分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

 午前中に引き続き環境部の審査を行います。

 議案外所管事務一般について、ご質問はあり

ませんか。

【松島委員】環境生活委員会関係議案説明資料

の中で、平成26年度の各種環境調査の結果をご
報告いただいています。そのことに関してなの

ですが、説明資料には、平成26年度の調査結果
については、8月11日に発表して、水質におい
ては、前年度に引き続き、環境基準を達成でき

ず、また、大気においても、環境基準に達して

いないとのことですが、光化学オキシダントと

ＰＭ2.5は環境基準に達しなかったものの、その
他の項目については環境基準を満たしており、

良好な環境が保たれておりましたとまとめられ

ております。その他の項目というのを列挙をお

願いします。

【山下環境政策課長】まず、大気関係につきま

しては、光化学オキシダントとＰＭ2.5のほかに
も、二酸化窒素とか一酸化窒素、そういったも

のについても常時監視をしまして調査をしてお

り、特に、ＰＭ2.5、光化学オキシダントにつき
ましては、東アジアからの越境汚染の関係もご

ざいまして、ここ近年、環境基準を満たしてい

ないという状況でございます。

【松島委員】 光化学オキシダントとＰＭ2.5が
環境基準に達しなかったということですが、平

成25年度はどうだったのですか。
【山下環境政策課長】 同様に平成25年度も達
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成しておりません。

【松島委員】 気になるＰＭ2.5ですが、県内18
測定局のうち、17測定局で年平均値、そして一
日の平均値ともに環境基準を超えていたと。Ｐ

Ｍ2.5に関しては、九州平均、全国平均、長崎県
平均とかは出されているのですか。

【山下環境政策課長】 まず、年平均、全国平均

は、今数値は持ちませんけれども、全国の統計

数値としてはあります。（「九州平均、長崎県

平均」と呼ぶ者あり）

【西川委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時３４分 休憩 ― 

― 午後 １時３５分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

【山下環境政策課長】全ての測定局の平均はご

ざいますが、抽出して何局か数値をご紹介した

いと思います。まず、ＰＭ2.5は、県に測定局が
11ございますが、大塔局が一番高い状況でござ
いまして、年平均で平成26年度が20.1マイクロ
グラムパー立方メートル。年平均の環境基準に

つきましては15マイクログラムパー立方メー
トルで、これをオーバーしている状況でござい

ます。全体的な平均は出しておりませんが、平

成25年度と平成26年度を見ますと、環境基準を
若干超えて推移している状況でございます。

【松島委員】国の注意喚起指針である一日平均

70マイクログラムを超えた日数というのは、ど
れくらいあったのですか。

【山下環境政策課長】 まず、国が一日平均70
マイクログラムを超えると推定される場合につ

いては、注意喚起という形で各地元の住民に喚

起をするわけでございますが、昨年度は1回注
意喚起をしております。

【松島委員】 総括として、平成25年度、平成

26年度も同様だそうですが、まず、光化学オキ
シダント、ＰＭ2.5ともによくなかったという結
果ですね。その前提のもとに、つい先立って、

暮らしやすさ指標というのが発表されて、知事

が長崎大学での講演で、まず、いの一番に、そ

の暮らしやすさ指標を使っていらっしゃったの

で、その知事の思いを感じるところなんですが、

その中で100指標があって、トータルでは全国1
位です。個々の100の指標をそれぞれ見た時に、
全国の1位をとっているものが100の指標のう
ちの5つあります。5つの指標が全国一をとって
いるのですが、その1つが空気がきれい、日本
一、そして川がきれい、日本一と。日本一をと

っている5の指標のうち2つが環境部にかかわ
るものであるんですが、前段で私が質問したＰ

Ｍ2.5、光化学オキシダントというのは環境基準
に達していなかった、オーバーしていたという

その状況下で、全国一空気がきれいなのかと、

まず素朴に疑問に思いました。

 中身を調べたら、これは幾つか大気の環境調

査があって、一番最初に質問しましたが、一酸

化窒素、ＰＭ2.5とかいろいろあるみたいで、そ
の中の二酸化窒素と浮遊粒子状物質のみをとっ

て空気がきれいという指標にされているみたい

です。環境基準に例年達していないＰＭ2.5や光
化学オキシダントを指標の基準に入れなかった

理由はありますか。

【山下環境政策課長】松島委員が言われますよ

うに、暮らしやすさ指標、川と空気の分で当県

が1位なのですが、河川につきましては、100％
の環境基準を達成したということで1位なんで
すが、1位の県が全部で10県余りあるというこ
とで、そういう意味では、環境基準を達成する

ことをもって1位にしているということでござ
います。



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２５日）

- 96 - 

 また、今言われました二酸化窒素、浮遊粒子

状物質ということで、これは過去からこの物質

については大気汚染の一つの代表的な指標とし

て出しているという関係で、今回、河川につい

てはＢＯＤ、そして空気については今言いまし

た2つの物質をもって環境基準を達成している
ということで、これにつきましては30県以上が
環境基準に達しているという状況でありますが、

順位としては１位ではあります。

【松島委員】 30県全国1位ということですか。
【山下環境政策課長】 空気につきましては、1
位、次の県が35位でございます。ということは、
同率1位が34県あるということでございます。
一つの指標として、環境基準を達成した場合に

ついての指標であらわしている関係で、そうい

う指標にならざるを得ないという状況でござい

ます。

【松島委員】長崎県が独立につくられた環境基

準達成率に基づくと、34都道府県が同率1位で
あると。この環境基準達成率の中身は、二酸化

窒素と浮遊粒子状物質みたいなのですが、なぜ

光化学オキシダントとかＰＭ2.5を入れなかっ
たのかという質問です。

【山下環境政策課長】まず、この数値につきま

しては、統計課でこの資料の整理をしていまし

て、代表的な指標ということでの数値でござい

まして、一つに、ＰＭ2.5の成分なりが把握でき
ない状況の中で、今までのきっちりした過去の

指標として定着している部分を暮らしやすさ指

標ということで、ここに計上しているところで

ございます。

【松島委員】ご報告があった大気の調査による

と、いろいろ調査項目があって、異常なもの、

よくないものというのが光化学オキシダントと

ＰＭ2.5と。それは暮らしやすさ指標の中におけ

る、空気がきれいの基準に入っていないので日

本一だと。ＰＭ2.5を入れれば全国一は無理です
か。

【山下環境政策課長】 ＰＭ2.5の部分で基準を
達成している県もございます。これは東北とか

関東地域においては達成しておりますので、当

然、この部分を入れますと、順位的には1位に
はならないと考えているところでございます。

【松島委員】追い込んでいるようですみません

が、そういうつもりはないです。ＰＭ2.5を入れ
た場合、光化学オキシダントを入れたケースを

試行されたんじゃないかと思うのですが、恐ら

く、入れて、順位がよくなかった。通常の感覚

から言って、一般県民の感覚から言って、二酸

化窒素よりもＰＭ2.5が心配です。だから、空気
がきれいという尺度ではかって、それを全国一

だと言って、「うわっ」と思ってよくよく見た

ら、「そうですか、ＰＭ2.5は入っていないので
すか」と。恐らく、ＰＭ2.5を入れたら大分順位
が下がったのか。ＰＭ2.5を入れて試算はされて
いないですか。

【山下環境政策課長】まず、この指標につきま

しては、先ほど言いましたように、ＰＭ2.5、オ
キシダントにつきましては、要は、県だけでは

なくて移流といいますか、東アジアからの越境

汚染の部分が大半を占めているということもあ

り、そういう意味では、今言いました2つの代
表的な指標を提出し統計課で策定したものでご

ざいます。

【松島委員】統計課が環境政策課長のもとでこ

の指標をつくられて、環境部長の判断でされた

とばかり思っていましたけれども、統計課がや

られたのですか。

【西川委員長】 暫時休憩します。
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― 午後 １時４６分 休憩 ― 

― 午後 １時４７分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

【松島委員】これをつくった状況はわかりまし

た。

 暮らしやすさ指標の中に光化学オキシダント

やＰＭ2.5が入っていないので、これをもって日
本一空気がきれいとは言いにくいのではないで

すか。

【山下環境政策課長】委員ご指摘のように、実

態としまして、ＰＭ2.5につきましても健康影響
が懸念されておりますし、同様にオキシダント

についてもそういうことでございますから、そ

の指標を準用した場合、日本一ということは難

しいのかなと考えているところでございます。

【松島委員】指標としてでき上がってきました

のであれですが、この精度を高めていってほし

いという気はします。精度を高める機会がある

かないのか、そこからになるのでしょうが、発

表されたばかりなので、多くの県民の方に公表

して、いろいろ意見を賜って、うそをついてい

ないんでしょうけれども、精度ということに関

しては非常に粗いというのが今のやりとりでわ

かりました。統計課の方にもいろいろ聞かなけ

ればいけないのですが、今後、環境部としても、

しっかり精度を高めていってほしいと思います。

【山下環境政策課長】委員ご指摘のように、暮

らしやすさ指標ということで、客観性を持った

指標にすべきものだと考えています。ただ一方

で、長崎県のよさの部分については、これはあ

る意味では強調した形でアピールする必要もあ

ろうかと思います。そういう観点から、確かに

非常にきれいな河川がございますので、これは

同率1位のところもございますけれども、他県

に負けない水質を誇る部分もあろうかと思いま

す。そういうことも加味して統計課へ資料を提

出し長崎県をアピールする意味でこの指標とな

ったものと考えております。

【西川委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 次に、長崎県総合計画（仮称）

の素案等の提出があっておりますので、これに

関し審査を行うことといたします。

 なお、各計画等の総括的な部分については、

企画振興部の所管であるため、総務委員会にお

いて審査することとなっております。当委員会

においては、各政策、戦略等の関係部分につい

ての審査を行います。

 まずは「長崎県総合計画（仮称）素案」につ

いて、ご質問はありませんか。

【松島委員】自然公園利用者数は、前回委員会

でジオパークの支援策についていろいろ議論が

あっている延長上で、九州自然歩道の件や自然

公園の利用者数にも触れました。大変結構です。

ありがとうございます。

 ただ、これも数のカウントの粗さを感じてお

りまして、いま一度、各市町でどのようにカウ

ントして、前回の委員会での答弁だと、あると

ころには係数を掛けたりしているという前自然

環境課長の答弁だったんです。どういう計算式

なのかとか、どういう町々があるのかというの

を、今ぱっと言って多分出ないと思いますので、

粗ければ粗いほど、この取り上げる意味が薄く

なっていきますので、カウントの仕方について

精査をいただきたいと思います。いかがですか。

【山本自然環境課長】それぞれのところがどう

いった計算をしているかというところについて

は、改めて勉強したいと思います。ただ一方で、

同じ計算をずっと長くしているということでい
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けば、トレンドということは見えるものであり

まして、ここで新たに別の係数を掛けたり、別

の方法にすると、連続性というものはなくなっ

てしまうので、流れは見えなくなってしまうの

かなと思います。今の数は何らかトレンドを見

るという意味はあるのだろうと考えております。

いずれにしても、どういった形で出しているか

ということについては勉強させていただきたい

と思います。

【松島委員】 後で公表してください。

【西川委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 次に、「長崎県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略（案）」について、ご質問は

ありませんか。

【中山委員】「長崎県まち・ひと・しごと創生

総合戦略（案）」のＫＰＩ、環境部1ページ、
「特色ある地域資源を活かした島原半島地域の

活性化」ということでありますが、この中で、

島原地域での取組数とあるんです。これが基準

年が0で、平成27年が1、平成28年が2、平成29
年が3、平成30年が4、平成31年が5とあるんで
すが、環境資源を活用した島原地域での取組と

いうのは結構あると思うんです。それとこの狙

いの違いはどこなのか、それと、その地域とい

うのはどこを指すのか、この辺を説明できます

か。

【山下環境政策課長】地域の特色を活かした島

原半島活性化ということで、まず事業の中身で

ございますが、1つが、未利用資源の発掘とい
うことで、再生エネルギー等を活用した取組、

そしてそれをさらに事業化といいますか、農業

とかビニールハウスへ活用する取組、これが未

利用資源の活用、そして3番目としまして、自
然資源の活用、この中に当課のトレイルコース

の活用プログラムの開発ということで、当課が

事業化する部分がここに該当するかと思います。

あと遊歩道、自然歩道等のブックやアプリの開

発。4番目としまして、観光客と宿泊施設が協
働した取組ということで、代表的な例としまし

て、エココインの導入制度ということで、この

幾らかの大きな事業につきまして、企画振興部

として、少なくとも毎年1つは取り組んでいこ
うということで、数値目標に掲げていると聞い

ているところでございます。

【中山委員】 この指標設定の理由に「20年後
の国立公園『雲仙』100周年に『ＣＯ2排出ゼロ』

を目指し」と書いているわけです。そうすると、

この地域で再生エネルギーを使ってＣＯ2排出

を平成27年から平成31年まで5年間で、どの程
度削減できるのですか。そういう計画はあるの

ですか。

【山下環境政策課長】この総合戦略におきまし

て、20年後のＣＯ2ゼロということでの目標を目

指しておりまして、これについて具体的に毎年

ごとの数値目標というのは設置しておりません

で、あくまで目標として20年後、ＣＯ2ゼロとい

うことで、それに向けての取組として、今言い

ました具体的な取組を推進することで、それを

目指していこうということでの事業計画となっ

ていまして、そういう意味では、具体的なＣＯ2

削減の計画までは至っていない状況でございま

す。

【中山委員】 県民生活を営んでいる以上は、

20年後だってＣＯ2排出ゼロというのは考えら

れないだろう。こういうできないようなことを

平然と書いて、これでいいのかなという気がし

ているんです。もう少し正直に、この辺はきち

んとすべきであろうと思うし、20年後にＣＯ2

排出ゼロなんて、これはどう考えてもできない
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でしょう。その辺の目標の設定の仕方をもう少

し現実に合ったことを書かなければ。この辺は

どうなんですか。

【山下環境政策課長】環境部としましても、今

度の環境基本計画の中で低炭素社会の実現を一

番の注力目標としていまして、確かにこれは現

実的にやれるのかと言われますと、なかなかそ

れは難しい面もありますけれども、あくまで目

標として、20年後に向けて実施していきたいと
いうことでございます。

 またあわせて、この計画に織り込むことによ

って交付金事業も手を挙げられるということも

ございまして、そういう意味では、大きな目標

のもとに具体的な事業を実施していきたいとい

うことで、ゼロを掲げているところでございま

す。

【中山委員】それは夢のまた夢だから。それで

ありながら、思い切った予算を獲得したいとい

うなら、今度は予算計画を示してもらおうとな

ってきますよ。ですから、通常の延長線上でや

っているのではなくて、これなら大胆にやらな

ければやれないわけであって、安倍総理が600
兆円のＧＤＰというような話もあったけれども、

夢は夢でいいけれども、もう少し現実に合った

目標を設定して、確実にやっていくということ

が、より県民の信頼を受けると思いますし、そ

ういう意味からしまして、この辺については、

夢の夢はいいけれども、目指す目標というのは

現実味が要るのではないかということを指摘し

ておきたいと思います。

【西川委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 次に、「長崎県国土強靱化地域

計画（素案）」について、ご質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】質問がないようですので、環境

部関係の審査結果について、整理したいと思い

ます。

 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ２分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

 本日の審査はこれにてとどめ、9月28日（月）
は、午前10時から委員会を再開し、県民生活部
の審査を行います。

 本日は、これをもって散会いたします。

 お疲れさまでした。

― 午後 ２時 ３分 散会 ― 



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２７年９月２８日 

自   午前１０時 ０分

至   午後 ２時２６分

於   本館５－Ａ会議室

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 西川 克己 君

副委員長(副会長) 吉村  洋 君

委 員 中山  功 君

 〃  溝口芙美雄 君

 〃  渡辺 敏勝 君

 〃  徳永 達也 君

 〃  久野  哲 君

 〃  中村 和弥 君

 〃  松島  完 君

 〃  中島 浩介 君

 〃  大場 博文 君

３、欠席委員の氏名 

な   し

４、委員外出席議員の氏名 

な   し

５、県側出席者の氏名 

県 民 生活 部 長 辻  良子 君

県民生活部次長 小川 秀樹 君

県 民 協働 課 長 村井 正人 君

男女共同参画室長 吉野ゆき子 君

人権・同和対策課長 古瀬 達郎 君

交通・地域安全課長 久保 宗一 君

統 計 課 長 金子 昌彦 君

生 活 衛生 課 長 本多 秀男 君

食 品 安 全 ・
消費 生活 課 長

大串 正文 君

土 木 部 長 浅野 和広 君

土 木 部 技 監 田村 孝義 君

土 木 部政 策 監 
(政策調整担当)

木村伸次郎 君

土 木 部 次 長 野口  浩 君

監 理 課 長 馬場 直英 君

建 設 企画 課 長 田口 陽一 君

新幹線事業対策室長 有吉 正敏 君

都 市 計画 課 長 藤田 雅雄 君

道 路 建設 課 長 佐々 典明 君

道 路 維持 課 長 池田 正樹 君

港 湾 課 長 近藤  薫 君

港 湾 課企 画 監 岩永  徹 君

河 川 課 長 川内 俊英 君

砂 防 課 長 後田 健一 君

建 築 課 長 大場 光洋 君

住 宅 課 長 亀山  茂 君

用 地 課 長 岡本  均 君

６、審査の経過次のとおり 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

【西川委員長】 おはようございます。

 委員会及び分科会を再開いたします。

 これより、県民生活部の審査を行います。

 県民生活部は、分科会付託議案及び委員会付

託議案がないことから、委員会による審査とし、

所管事項についての説明及び提出資料に関する

説明を受けた後、陳情審査、所管事項について

の質問を行います。

 県民生活部長より総括説明をお願いいたしま

す。

【辻県民生活部長】 おはようございます。
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 今回、県民生活部関係の議案はございません

ので、議案以外の主な所管事項についてご説明

いたします。

 環境生活委員会関係議案説明資料の「県民生

活部」をお開きください。

 今回、ご報告いたしておりますのは、女性の

活躍推進、人権尊重の社会づくりの推進、交通

安全対策の推進、平成27年国勢調査の実施、夏
期の食中毒の発生防止、食品の安全・安心確保

に向けた施策の推進、長崎県総合計画の数値目

標の達成状況、地方創生の推進、新たな総合計

画の策定、国土強靭化地域計画の策定について

であり、内容については記載のとおりでありま

す。

 次に、環境生活委員会関係議案説明資料（追

加1）の「県民生活部」をお開きください。
 追加でご報告いたしておりますＮＰＯと県が

ともに働くプロジェクトの内容につきましては、

記載のとおりであります。

 以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わります。

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【西川委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。

【村井県民協働課長】 それでは、私からは「政

策等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議

員との協議等の拡充に関する決議」に基づき、

本委員会に提出いたしました県民生活部関係の

資料について、ご説明いたします。

1ページ目をご覧願います。
 県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

し、市町並びに直接、間接の補助事業者に対し

内示を行った補助金についての本年6月から8

月の実績は、資料記載のとおり、直接補助金、

平成27年度地域における女性活躍推進事業補
助金など、計2件となっております。
 次に、2ページ目をご覧願います。
 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年6月から8月に県議会議長にも同様の要望
が行われたものは、平成28年度国政・県政に対
する要望書の1件となっており、それに対する
県の取り扱いは、資料記載のとおりであります。

 次に、3ページ目をご覧願います。
 附属機関等会議結果についての本年6月から
8月の実績は、長崎県食品安全・安心委員会な
ど、計5件となっており、その内容については、
資料4ページから8ページに記載のとおりであ
ります。

 以上で説明を終わらせていただきます。

【西川委員長】以上で説明が終わりましたので、

陳情審査を行います。

 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますのでご覧願います。

陳情番号19、20、35です。
 陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては承っておくことにします。

 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【松島委員】 まず、今回、議案の説明資料の方

にも夏期の食中毒の発生防止について、「夏期
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一斉取締りを実施する」という説明が記載され

ておりますが、まず、県内の食中毒の発生状況

をお聞きします。

【本多生活衛生課長】食中毒の発生状況ですけ

れども、今年度につきましては4件発生してお
ります。長崎市も含めて4件ということでござ
います。

 内容につきましては、カンピロバクターによ

る食中毒ということでございます。原因につき

ましては砂肝のお刺身、そういった鶏肉の加熱

不十分、あるいは生食によるものが原因という

ふうに結論づけております。

【松島委員】 今年度とおっしゃったのは、4月
からの約半年ですか。

【本多生活衛生課長】 4月以降ということでご
ざいます。

【松島委員】 おおよそ半年間で4件ということ
ですが、昨年同期と比較したらどうですか。

【本多生活衛生課長】 昨年は、4月から9月ま
での間に2件発生しております。
 中身につきましては、先ほど申し上げました

カンピロバクターと寄生虫によるものでござい

ます。

【松島委員】 では、昨年1年間では何件、何名
だったのでしょうか。

 質問の意図は、食中毒が増えていないですか

という質問です。

 昨年度、どういう区切りをされるのかちょっ

とわかりませんが、今、4月から9月とおっしゃ
ったので、1年間でどのくらいあったのか、そ
して、今期を踏まえて増えていないのかという

ことです。

【本多生活衛生課長】 昨年1年間では7件の77
名の食中毒でございました。昨年というのは1
月から12月までの集計になります。

 今年、平成27年は現在までに9件発生してお
ります。患者数も昨年を上回る状況ということ

になっております。

【松島委員】 見えてきましたが、昨年は7件、
77名と。そのカウントは1月からとおっしゃい
ましたね。平成27年は1月からのカウントで9件
とおっしゃいました。平成27年においては8カ
月程度で平成26年の1年間を上回るペースで食
中毒が発生していますね、食中毒が増えていま

すね。

【本多生活衛生課長】今年に入りまして、ノロ

ウイルスの食中毒が年初、1月から2月までの間
に4件発生しております。そういった関係で、
昨年は1月、2月につきましては2件だったんで
すけれども、その辺の数字が2件上乗せという
ふうな感じの計算になるのかなと考えておりま

す。

【松島委員】 もう2回はぐらかされましたけれ
ども、食中毒は増えていないんですか。

【本多生活衛生課長】増えているか、増えてい

ないかという部分では、件数も2件多いですし、
患者数も100名を超える数字に今年はなってお
りますので、増えているというふうに見ること

ができると思いますけれども、この1件、2件の
数字とか、70とか100ぐらいの数字のぶれとい
うのは、例年と同じような状況ではないかなと

考えております。

【松島委員】 では、平成26年が7件、77名とい
うことですが、平成24年、平成25年はどうだっ
たんですか。

【本多生活衛生課長】 平成24年でございます
けれども、食中毒の発生件数は9件、平成25年
が13件という数字になっております。（「人数
は」と呼ぶ者あり）

 人数は平成24年が153名、そして平成25年が
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293名でございました。
【松島委員】多いですね。昨年と今年の比較で

非常に多いと思ったんですが、生活衛生課長の

答弁によると、例年、大体そういう傾向とおっ

しゃいましたが、平成25年は300名近いんです
ね。これをゆゆしき事態と捉えてほしいと思っ

ているんです。今年1月からのカウントでもう
既に100名を超えていると。このことをゆゆし
き事態と捉えてほしい。

 説明資料に「夏期一斉取り締まりを実施しま

した」と書いてあった上で、もう100名を超え
ているので、より厳しい取組を考えていくべき。

何でしょう、例えば100名切ったからいいとか、
そういう次元じゃないんですけど、来年はねん

りんピックじゃなかったですか。問題提起は、

国体後に緩ませてはいけないと、しっかりとゆ

ゆしき事態ととらえて具体的な取組を強化して

ほしいと思っています。

 このペースでいけば、平成25年の300名に迫
る、もしくは超す勢いです。いや、大丈夫だよ

と言われればそれまでですが、しっかりと対策

を打ってほしい。今ちゃんと言っておきます、

伝えておきます。これが終わる頃になって増え

ていたとならないように、しっかりと取組を、

できれば具体的に取組をしていただきたいと思

います。いかがですか。

【本多生活衛生課長】 今、松島委員から、来年

度はねんりんピックを控えているということで

ございます。確かにねんりんピックということ

を視野に、平成27年度の食品衛生監視指導計画
の中では、ねんりんピック対策ということで、

旅館、弁当調製施設といった特に直接関わるよ

うな施設につきましては重点的に今年度から監

視計画を立てて実施することとしております。

 具体的には、宿泊先や弁当調製業者が確定し

ますのは1月以降と聞いておりますので、早い
時期に計画を立てて、そして確定した時点で早

速取りかかれるような形で準備をしてまいりた

いと考えております。

【徳永委員】関連になるかどうかわからないん

ですけれども、食中毒は大変だと思いますので、

今後ともしっかりと対応していただきたいと思

います。

 そういう中で、大もとは食品衛生協会ですか、

これにいろいろ下部組織もありますよね。今、

非常に会員が減っていると、未加入と。私の認

識では、今まではしっかりとした行政側の指導

というものが組合を通して徹底できたものであ

る、そういう意味での協会の組織の意義という

ものはあると理解をしておりますけれども、昨

今、未加入というか、会員数が非常に少ないと

いう中で、例えばそういった安全衛生を徹底で

きるのかどうか。そして、そういうものが周知

できなかったことによって事故を起こした場合

に、ほかの方に大きな影響があるわけですよね。

そういうところをどういう捉え方をされている

のかお聞きいたします。

【本多生活衛生課長】ただいま食中毒とか、そ

ういったことも含めまして行政からの重要な伝

達事項が伝わらないとか、衛生が徹底されない

ような状況が発生しないように、組合員とか、

あるいは会員数の確保、こういったものが重要

ではないかというご質問でございますけれども、

食品衛生協会につきましては、1万6,000名の会
員がいらっしゃいますけれども、加入率は90％
を超えるというふうになっております。

 また、そのほかに生活衛生同業組合といった

ものがございます。これは旅館、ホテル、理容、

美容、そういった生活衛生関係業の事業者の集

まりでございますけれども、12ほどございます。
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その12生活衛生同業組合の加入率につきまし
ては、おっしゃるとおり年々減少しているのが

実態ということでございます。

 加入率が一番高いところで公衆浴場関係が

75％、次がクリーニングや理容業、こういった
ところが40％とか41％になっています。そのほ
か低いところにつきましては10％台というと
ころもあるやに聞いております。

 そういった加入状況でございますので、国と

いたしましても、県といたしましても、加入率

を上げることが組合員さん方の振興にもつなが

るし、相談にも乗ることができると。加入率が

低いことによっていろんな食中毒の情報とかも

伝わりにくくなるということも懸念されますの

で、保健所におきましては、新規営業者があっ

た場合には、加入についてこういった組合があ

りますけれども、組合に入るとメリットもござ

いますということで説明をしているところでご

ざいます。

【徳永委員】 食品衛生協会は90％ですか。
【本多生活衛生課長】食品衛生協会の加入率は

90％を超えております。
【徳永委員】 もう一つの40％とかと言ったの
は何の協会ですか。

【本多生活衛生課長】 同業組合ということで、

例えば美容師さん方の美容生活衛生同業組合と

か、理容師さん方の集まりである理容生活衛生

同業組合、そのほかに飲食業の組合もございま

す。

【徳永委員】 その飲食業は何％ですか。

【本多生活衛生課長】 飲食業につきましては、

加入率のパーセンテージをはじき出すことがで

きない形になっております。なぜかといいます

と…。

【徳永委員】一番大きなところはそこなんです

よね。食中毒等は飲食関係ですから、恐らく飲

食業は早い話が許可じゃなくても開業ができる

ということの理解なんでしょう、その数字が把

握できないというのは。

【本多生活衛生課長】食品衛生法上の許可を出

す時に、旅館、ホテル、そして一般食堂、弁当、

スナック、あるいは自動車営業とか、いろんな

細かい分類で許可を出しますけれども、飲食業

につきましては、旅館、ホテルも入っていらっ

しゃるかもしれないしスナックも入っていらっ

しゃるかもしれないということで、なかなか母

数がとらえることができない。実際に加入され

ている方は1,010名いらっしゃいます。母数は先
ほど申し上げたところでいいますと大体4,000
から5,000ぐらいということで推定はできます
けれども、加入率でいいますと2割ぐらいとい
うことになろうかと思います。

【徳永委員】現状から見てやっぱり少ないんで

すよね。生活衛生課長の方もその把握はされて

いると思います。このことが今後大きな問題に

なるのではないかなと。

 というのが、やはり食べ物においては直に大

きな問題になりますから、こういったところを

協会の方、組合の方と連携をとっていただいて

なるべくそういったもの、加入もそうでしょう

けれども、加入の義務がなければそういったと

ころでのしっかりとした行政指導ができるよう

な構築。一番いいのはちゃんとそういう方の把

握ができて、なおかつしっかりとしたそういう

組合等に加入ということができればいいんでし

ょうけれども、なかなかそれが難しいのであれ

ば、どういったことが今後できるのか、そして

また、組合の連携をしてどういうものをやって

いかなければならないのか、そういうところを

ちょっと聞かせてもらいたいんですけれども。
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【本多生活衛生課長】組合と食品衛生協会の連

携ということでございますけれども、そこの部

分につきましては、食品衛生協会の加入率は高

いけれども、組合の加入率は若干低いという状

況でございます。具体的にどういうふうにした

らいいのか、検討させていただきたいと思いま

す。

 また、どういったことが支援として考えられ

るのかということでございますけれども、長崎

県でも平成23年度から厚生労働省の生活衛生
課長名で生活関係営業者に対する情報提供につ

いて通知があっており、平成23年、平成24年、
平成25年、平成26年と4年連続で出ております。
こういったものにつきまして、内容は「組合へ

の加入、未加入は関係営業者の任意だが、組合

の機能、生活衛生法の趣旨、組合の活動内容等

詳しく知らない新規開設者への情報提供を十分

に行うように」ということでございますので、

そういった形で今努めているところでございま

す。

【徳永委員】唐突に質問したから、それはわか

ります。とにかく協会と組合との連携を取って

いただいて、やはり食の安心・安全というのが

一番大きな問題ですので、私もその組合の方た

ちからいろいろと意見を聞きます。正直言って

心配な部分もあるんだと。ちょっと行政の指導

もどうなのかなということもありますので、も

う一つ踏み込むじゃなくて、やはり責任があり

ますから事故がないように。先ほど松島委員が

質問した内容ですけれども、事故がずっと毎年

起きているわけですから、やはり事故がないよ

うにするのが行政側の責務と思いますから、ど

うぞしっかりとその辺の調査、そして連携をと

っていただいて、そしてなるべく会員になって

もらう。そしてまた、いろんな周知ができるよ

うな体制をとっていただきたいと、そういうこ

とを要望して終わります。

【中村委員】この資料の中にもあるんですけれ

ども、女性の活躍推進について質問させていた

だきます。

 今日もこの県民生活部におかれましては、職

員の皆さんたちを見ますと、この席にも非常に

女性の方が多いわけでございますけれども、最

近、いろんなところで女性の活躍が目立ってき

ております。

 ここにながさきキラボス会議というのを開催

したということが書いてあるんですけれども、

この中で各社の取組や環境の整備や施政に関わ

るという報告が入っていますけど、その会議の

中で主な意見としてどういうことが出てきたの

か、ちょっとご紹介をいただければと思います。

【吉野男女共同参画室長】キラボス会議の主な

意見ということでのご質問でございますけれど

も、主な意見としましては、「行政の方でも企

業への支援をもっとやってほしい」というご意

見でございますとか、「女性活躍推進には企業

側のトップの意識を変えていくようなことが必

要である」というようなご意見をいただいてお

ります。

【中村委員】 私もいろんな会社に行った時に、

多くの女性の方たちが幹部にいるところがある

んだけれども、その方に部下がおりますよね。

その部下たちにたまに話を聞きますと、やっぱ

り男性と違ってきめ細かい配慮をしていただく

部分があると。ただしかし、仕事上の面ではや

はり決断力に欠ける部分もあるんじゃないかな

という話も聞いたことがあるんですよ。

 そういう意味で、これから女性幹部の職員の

皆さんたちが増えていき、そしてまた女性を代

表とする会社も増えていくと思うんだけれども、
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把握されているかどうかわからないけれども、

わかる範囲でいいから、県内で女性の方が代表

を務めている会社はどのくらいありますか。

【吉野男女共同参画室長】先日出ていました帝

国データバンクの資料によりますと、長崎県の

女性の社長の比率は8.1％ということになって
おります。（「パーセンテージですか」と呼ぶ

者あり）はい、パーセントになっています。（「何

社中ですか」と呼ぶ者あり）何社という部分は

こちらの方には出ておりません。

【中村委員】 県民生活部長、実を言うと、県内

でどれだけの会社が女性を代表としているのか。

もちろんいろんな職種がありまして、全てにわ

たって調査をかけるというのは難しいと思うん

だけれども。ただ、女性が代表をしている会社

がどのくらいあるのか。例えばそういうところ

を1回把握していただいて、できれば部長とし
て、またほかの幹部職員の方たちも一緒に、ぜ

ひ訪問をしていただきたいと私は思うんです。

 そうしないと、女性の方が本気になって一つ

の会社を受け持ってやっていくというのは、か

なりしんどいことなんですよ。ただしかし、も

ともとの代表は旦那さんであったりとか、父親

であったりとか、そういう会社を引き継がれた

方というのも結構いますけれども、独自で自分

たちで切り出して新しい会社を発足して切り盛

りしているという方がかなりいらっしゃいます。

 だから、そういう方をぜひ訪問していただい

て、どういうところに女性が代表をしているこ

とでいいところがあるのかとか、そういうもの

を調べていただいて、ぜひそういうことを前提

としたいろんな会議、協議会を持っていただき

たいと思うんです。やっぱり実例を示していた

だかないと、今の若い女性の方たちが、いかに

して自分で仕事をつくっていくのかというのも、

これは一つのあれになると思うんですね。ぜひ

そういうことをやっていただきたいと思うんだ

けれども、どうですか、そういうことに関して。

【辻県民生活部長】ただいま中村委員の方から

ご提案いただきました件につきましては、これ

までも商工会議所連合会の女性部会の会長さん

や、何名かの方にはお会いしたことはございま

すが、女性の経営者という視点で、お話を聞い

たということはございませんので、今後、ご提

案を参考に皆様のご意見を伺いたいと思ってお

ります。

【中村委員】商工会や商工会議所には女性部会

がありますよね。私たちもいろんな場所でそう

いう方たちと食事をしたり、いろんな話をする

けれども。

 ただ、そういう中で、もちろん自分の旦那が

社長であり、その奥さんとして商工会の女性部、

商工会議所の女性部とかに入っている方もいら

っしゃるし、代表として入っている方もいらっ

しゃるので、その辺は各商工会議所、商工会に

聞いたら代表をされている方はわかると思いま

す。まずそこから切り出してもらって、何らか

の形で、できればそういう代表を務める方たち

を一堂に集めていただいてやるとか。多分今ま

でもやられたことはあると思うんです。ただし

かし、どれだけの職種の中でやられたかという

のがわからないけれども、そういうところをぜ

ひ実施をしていただきたいと私は思うんです。

 先ほど私が言ったように、女性というのは男

性と違ってきめ細やかな部分をかなりわかって

いらっしゃるから、職員にとっては非常にいい

部分が出てくると思うんです。実際子育てをや

っている方たちが従業員としては多いわけだか

ら、そういうところも理解をしていただける部

分がかなり出てくるんじゃないかなと思ってい
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ます。

 もちろん男性の産休とか、女性の産休も含め

て、いろんな意味で今各企業に広げていますか

ら、そういうところも含めてかなりの勉強、知

識ができるんじゃないかなと思っていますので、

ぜひ率先してやっていただきたいと思うんです。

 一つだけ聞きたいんですけれども、ここの県

民生活部にかなりの女性の方がいらっしゃいま

すよね。そういう中で、現在の職員の皆さん、

男性職員の皆さん、以前からしたらどういう感

じを持たれていますか。ちょっと誰か代表で言

ってくれませんか、率直な意見を。

【小川県民生活部次長】私の個人的な意見でよ

ろしゅうございますでしょうか。世の中の流れ

という中で感じていますのは、いつの間にか女

性が活躍できる社会になってきているのかなと。

特に県民生活部では、部長をはじめ、女性が管

理職等で活躍している場面もございますので、

特に県民生活部に参りまして、女性がどうだか

ら、男性がどうだからという違和感はもう全く

ないような感じがいたしております。

 現に民間でもそういう部分はかなりなくなっ

てきているのではないかなと。逆に言えば、ま

ちづくりに関しても「若者、よそ者、ばか者」

とよく言われますけれども、私はこれに女性が

引っ張っていく部分が多いのかなというふうな

感じがしていますので、正直言いまして、女性

だからという違和感はあんまり持っていないと

いう感じでございます。

【中村委員】 最近、テレビを見ていたら、もと

もと結婚をしていた夫婦が離婚をして、その離

婚をした奥さんが旦那さんの上司になって同じ

会社に戻ってきたというような話があっていま

したけど、そういうこともあり得るのかな、そ

ういう時代になってきたのかなと思っているん

だけれども。今、次長が言われたように、職場

の中に女性がたくさんいて、その女性たちとと

もに力を合わせていって、県民のためにいろん

な方策を立てて、それを施行していくというの

は一つの大きな力になってくると思うので、後

ろにいらっしゃる女性の方たち、ぜひ自分たち

の考えを率直に出されて活動を大きく持ってい

っていただきたいと思います。

 今後、県の職員の中に女性の幹部職員が多分

多くなってくると思うんだけれども、一つだけ

聞いていいですか。県民生活部長、今、県庁内

で幹部職員になっている女性職員は何人ぐらい

いらっしゃいますか。わかりますか。

【辻県民生活部長】 部長級が2名、課長級が16
名、補佐級が81名、係長が260名ということで、
従前に比べまして大幅に多くなっております。

特に今、今後幹部職員になるであろう補佐級、

係長級の女性登用というのが進んでいるという

ふうに認識しております。

【中村委員】やっぱりすごいですね。それだけ

幹部職員に女性の方が増えてきたということは、

かなり率が高くなったなと思っています。

 逆に考えれば、家でも奥さんの尻に敷かれ、

また仕事場でも敷かれと、そういうことも出て

こないとは限りませんので、ぜひそういうとこ

ろも含めながら、今後とも女性幹部職員の活躍

をご期待申し上げたいと思っております。

 ぜひ部長、女性の方たちが、幹部職員が働き

やすいように、そしてまた、自分たちの考えを

率直に出せるような環境に努めていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたしておき

ます。

【中山委員】女性の活躍推進についてというこ

とで、今、中村委員から適切な意見がありまし

たし、女性に活躍してほしいと思います。昔も



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２８日） 

- 108 - 

今も女性は活躍していると私は認識しています。

家庭でも企業でもそうですし、農業でも漁業で

も女性が活躍しているし、そういう人をたくさ

ん見ているわけであります。

 私の感じとしては、企業に勤めることが女性

が活躍するというふうなイメージを非常に強く

持ってきているような感じもするわけでありま

すが、そういう中で女性の活躍ということにつ

いて、どういうことが今まで以上の女性の活躍

ということになるのか、その辺がよくわからな

いんです。

 例えば、今言われたように管理職の比率を上

げたらどうだとか、そういう数字的な問題であ

るんだけれども、そうじゃなくて、今も女性は

頑張っているけれども、どういう活躍を望んで

いるのか、その辺がよく見えてこないので、基

本的なことを少し教えてくれませんか。

【吉野男女共同参画室長】女性の活躍が最近言

われておりますところは、人口減少社会で生産

年齢人口等がどんどん急減していくという中で、

労働力としての女性の活用というのもあるんで

すけれど、グローバル化していく社会の中でも

多様性というか、いろんなニーズに対応してい

くためには、今までの男性だけの視点ではなく

て、女性とか、女性だけではないんですが、少

数派のいろんな意見、ニーズを取り入れること

で企業の活動も強くなっていく、いろんなサー

ビスを提供できることで社会の地域活性化にも

つながっていくということで、今、女性の活躍

というのがすごく注目されているのかなと思っ

ています。

 単に登用の数値だけではないんですけれども、

活動の成果の指標として見えやすいのかなとい

うところでよく登用率のことを問題にされてい

るんですけれども、実際はいろんな場面で女性

が意見を言えるような、今は男性で決定してい

くような場面が多いという中で、女性がもっと

そういう場に入る人数を増やしていくとか、地

域においてももっと女性が意見を言えるような

場面を増やしていくということが必要なのかな

ということで今取り組んでいるところです。

【中山委員】私の母親のことで申しわけないで

すけれども、87歳になりますが、暇さえあれば
朝から晩まで働いています。私が子どもの時か

ら、これはもう習性ですね。

 女性は、やはり基本的に暇があったら何か仕

事をしておくという習性があるんじゃないかと

思うんです。それからすれば、女性はそれぞれ

に活躍していると私は思っているんです。

 そういう中で、企業でどう活躍するかという

ことで、今、女性の声がなかなか通りにくいと

いう話がありましたよね。ただ、企業では基本

的に男性の声も通らないんですよ。そんなに誰

でも彼でも社長にぽんぽん物を言える人はおり

ませんよ。その辺を男性と比較するけれども、

もう少し冷静に見てもらわなければいかんけれ

ども、日本の企業というのは、小企業、中小企

業となると、なかなかその辺が難しい。はっき

り意見を言うと、それならお前は首にしろと、

こう言われるのだから。

 その辺が問題としてあるし、特に私は県庁職

員の中で、いろいろ県民の声を直接伝える時に

女性職員はなかなか難しいんですよ。幅が狭い

というか、言われたことについては確かにきち

んと対応するんだけれども、物事はそれだけで

は済まないんですよね。その辺の考え方という

か、やはり女性自身の意識改革が基本的にそこ

にない限りは、企業での受け入れはなかなか難

しいと思うんです。

 特に今は、女性が勤めていれば非常にストレ
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スがたまって、頭がはげたり、たばこを吸った

り、酒を飲んだり、そういう女性が一方では増

えてきているんですよ。その辺を私は心配する

んですよね。特に経営者で、女性のメリットと

か能力とか要らないというか、重要性を知らな

い経営者なんておらんですよ、基本的には。で

きれば女性を登用したいという経営者が、女性、

あるいは男性もそうだと思うんですよ。そうい

う経営者でなければやっていけませんよ、今か

らの経営というのは。

 そうすると、女性を活躍させるためには女性

自身の問題が根底にあると私は思いますし、そ

れとあわせて、農業でも漁業でも、今細々とや

っているのは奥さんがしっかり頑張ってくれて

いるところが残っているんですよ、はっきり言

って。1次産業でお父さんが魚を獲ってくる、
それを加工して売るというのはやっぱり女性の

力なんですよ。農業もしかりなんですよ。直売

店なんかは女性の力なんですよ。

 私が言いたいのは、長い歴史上それで日本は

やってきているんだけれども、企業に女性を登

用するなら、義務教育から高等教育から含めて、

もう少しその辺をきちんとやっていかなければ、

これだけではなかなか難しいですよ。

 逆に言えば、女性を登用することによって女

性自身が苦しむんですよ。そういうケースもあ

るし、そういう意味からしまして、これ自体に

ついては異議ないですけれども、特にそういう

意味で企業進出においては、やはりその辺の土

台づくりをきちんと、念には念を押してやった

方が女性がますます働きやすい環境になってく

るし、女性自身の力で勝ち上がっていくような、

そういうたくましい女性をつくっていくことが

長崎県のためにもなると思いますので、ぜひ参

考意見として聞いていただければということで、

これは要望としておきたいと思います。

【大場委員】先ほど松島委員から食中毒につい

ての質問もありましたけれども、それに関連し

て民泊について、前回の6月定例会でも聞かせ
ていただきだました。食中毒発生防止に向けて、

その後、何か取組はされましたでしょうか。

【本多生活衛生課長】グリーンツーリズム関係

の食中毒防止対策ということでございますけれ

ども、改めて今年7月28日、県内農林主管部課
長会議が長崎市で開催されました。

 それと、8月27日にグリーンツーリズム民泊
市町推進団体会議を長崎市内で開催しておりま

す。そういった機会を捉えて、事故防止対策に

ついて再度確認をさせていただいて、お願いも

いたしました。

 また、これは農林漁業体験民泊推進方針の中

にもしっかり書いていることでございますので、

講習会はいつしたのかとか、あるいは誰が責任

者なのかとか、そういった確認する方法も次年

度から実施したいと考えております。

【大場委員】ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

 民間というか、それも個々の、さっきあった

いろんな協会、団体ではない個人相手ですので

非常に大変かと思いますけれども、その辺はや

はり修学旅行、また旅行者を受け入れる観点と

しては大変重要な部分だと思いますので、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。

 民泊に関連してもう一つ。今、規制緩和があ

りまして、民泊ということで、本県は私もまだ

調べていないんですが、他県、特に都市圏にお

いては民泊というのが一つのビジネスモデルと

なって、要は空きアパート、空きマンションの

オーナーがその民泊申請をして、そこを海外旅

行者に部屋を貸し出すという事例がもう都市部
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では起きております。

 そこで、私もいろいろお聞きしたところ問題

が1つ出てきていると。いわば外国人の方の生
活習慣、環境の違いによって、そこにもともと

住んでいる住民とのトラブルがあるのが、1つ
はごみ問題と言われるんです。宿泊後のごみの

出し方というか、オーナーに対する指導も徹底

していない関係上、泊まった時にそのまま莫大

な量を放棄してしまうと。そういうトラブルが

今出ているということがその民泊でちょっと挙

がっているんですが、本県についてはどうです

か。いろんな企業であるとか、そういったこと

で民泊申請をされて、アパート、マンションの

部屋を貸し出した場合、そういう事例というの

は出ていますか。

【本多生活衛生課長】世界中で空き家を利用し

た宿泊をネットで利用するというのはあるよう

でございますけれども、長崎県内でもそういっ

た施設はあると聞いております。

 長崎市の方に確認しましたところ、旅館業の

許可を出してあるところもあるんだそうです。

ごみにつきましては、初めてお聞きすることで、

今後研究してみたいと思います。

【大場委員】私もちょっとしたニュースで聞い

て、関係事業者とか、許可の方から、今、民泊

はこういうふうになっているということでです

ね。以前はいろんな補償関係だったけれども、

今度は新しくそういう問題が出てきていると。

 長崎でも今度、世界遺産を含めて、さっき言

いました海外の旅行者というのは、ネットでそ

ういうＬＩＮＥなどのつながりがありまして、

ここは安く泊まれたとか、こういうところがよ

かったとか、非常に情報を持っていらっしゃい

まして、特に安く泊まりたいと。そういうとこ

ろの情報があったらそこに集中するような傾向

があるそうです。

 ただ、私のところに聞こえてきたのが、近隣

国のそういった方が大量にそこに入って大量の

ごみを放棄して出していくと。そこのもともと

の住民、近隣の方々とトラブルが起きていると

いう関係がありますので、その辺は今長崎では

まだないということでしたが、少し頭に入れて

おいていただけませんでしょうか。恐らく長崎

の場合もそういった形で出てくる可能性がある

のかなということでございますので、ぜひ注視

して見ていただければと思います。

【西川委員長】 何かコメントはありますか。

【辻県民生活部長】インターネットを通じて宿

泊者を募集する一般住宅や別荘等を活用した民

泊サービスにつきましては、現在、国の方でも

実態の把握を行った上で旅館、ホテルとの競争

という点も含め、幅広い観点から検討している

ということは聞いております。

 先ほどのごみの問題につきましては、私もメ

ディアを通じて知ったところではございますが、

長崎県ではまだそういう話を聞いたことはあり

ません。

 大場委員おっしゃるように、この件について

は注視してまいりたいと考えております。

【渡辺委員】まず、ちょっと単純なことでお尋

ねしますが、これを見て横文字が多いなと思っ

たのが率直な感想で、人権尊重の「ファシリテ

ーター」というのはどういう意味かちょっとよ

くわからないんです。

 そして、ながさきキラボス会議の「キラボス」

というのはどういう意味ですか。

【古瀬人権・同和対策課長】 まず、ファシリテ

ーターの意味でございますが、ファシリテータ

ーと申しますのは、通常研修会、学習会、講演

会をする時の講師ということでお考えいただけ
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ればと思います。

 そういった研修会や学習会の中においても、

特に講義中心と申しますか、知識詰め込み中心

の学習会ということではなくて、体験学習と申

しますか、研修会場を一つの仮想社会と見立て

まして、そこで課題を与えて、参加者が自ら皆

さんと協議、体験しながら、その課題の解決に

向けて研修をしていくということで、講師の中

でもそういった体験学習を主に講義ができる人

材をファシリテーターという言い方で呼んでお

ります。

【吉野男女共同参画室長】ながさきキラボス会

議についてですが、「キラボス」につきまして

はキラッと光るボスとか、女性をキラリと光ら

せるボスという意味合いでつけております。

【渡辺委員】キラッと光るボスだからキラボス

ですか。現代人の若い人が短縮して言っている

ような感じですね。

 先ほど言いましたファシリテーターというの

は、要するに人権のリーダーの養成のことでし

ょう。できるだけわかりやすい表現にしてもら

いたいんです。毎回私は言っているんだけれど

も、横文字を使えば格好いいと思っているだろ

うけれども、しかし、それを県民がどれだけ理

解するかといったらなかなか理解できないです

よ。まず、その辺はもう少し、あなたたちが満

足する表現じゃなくて、県民がわかるような表

現にするようにしてください。ここは日本の国

よ。

 それと、女性の活躍推進でいろいろ意見が出

ていますが、やはり女性がいろんな分野で活躍

するのは私も大事だと思っているんですけれど

も、ここの中核をなすのは県民生活部なのでし

ょうか。例えば「大浦お慶プロジェクト」とい

うのは産業労働部が担当しているんでしょう。

違うんですか、県民生活部ですか。（「県民生

活部です」と呼ぶ者あり）それは要するに起業

家に向けてのあれでしょう。

【吉野男女共同参画室長】「大浦お慶プロジェ

クト」は、起業だけではなく、地域活性化に結

びつくような地域の女性の活動に対する支援と

いうことで組んでおりました。

【渡辺委員】 わかりました。

 そうしたら、この女性の意識を向上させるた

めに教育委員会とはどのような連携をとられて

いますか。

【吉野男女共同参画室長】教育庁との連携とい

うことなんですけれども、具体的に事業でとい

うことではないんですが、県の男女共同参画基

本計画の中では、子どもの時からの男女共同参

画の推進という中で、教育委員会の方にはキャ

リア教育でございますとか、職業教育というこ

とでの意識醸成ということで取り組むことをお

願いしているところです。

【渡辺委員】では、このながさき女性活躍推進

会議の構成員のメンバーは、例えばその後に出

てくる男性リーダーの視点からながさきキラボ

ス会議を開いたわけでしょう。男性リーダーと

いうのはどういう人を指すのかわからないんだ

けど、例えばボランティア団体の取りまとめを

する人たちなのか、そのキラボス会議の男性リ

ーダーというのはどういう人たちですか。

 それと、ながさき女性活躍推進会議の中にそ

ういった企業の代表者の皆さんとか、キラボス

会議に出ているメンバーとか、教育委員会とか、

どういう人たちが入ってこのながさき女性活躍

推進会議というのを構成しているんですか。

【吉野男女共同参画室長】まず、キラボス会議

についてでございますけれども、キラボス会議

は発信力のある男性リーダーを集めたというこ
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とで、人数的には今のところ5名ということに
しておりまして、これは民間の企業の方にお願

いしております。

 九州教具の社長でございますとか、文化放送

の取締役の方でございますとか、星野建設とい

う建設会社の方等を含めた5名ということで構
成しております。

 ながさき女性活躍推進会議ですけれども、代

表を2人据えておりまして、あと構成として企
画委員会と顧問という形がございます。顧問の

方に行政として県と市町と労働局が入っており

まして、企画委員会の方に経済団体や企業、そ

れから大学が入っています。

【渡辺委員】そうしたら、長崎県全体の女性の

活躍を推進する会議体としては、ながさき女性

活躍推進会議がその中核を担っているんだと理

解しておいていいんですか。

【吉野男女共同参画室長】昨年立ち上げた女性

活躍推進会議の方でやっていきたいと考えてお

ります。

【渡辺委員】そうしたら、この推進会議のメン

バーが何人ぐらいで、経営者団体やＮＰＯ団体

の代表、労働界といった分野で分かれているん

だろうと思うけれども、それらの分野で何人ず

つぐらいかわかりますか。メンバーがわかれば

資料を出してもらえませんか。

【西川委員長】後で全部資料を出せますか。今

すぐは出せないでしょう。

【吉野男女共同参画室長】コピーをしますので

少し時間をください。

【西川委員長】 わかりました。

 そうしたら、渡辺委員、後からでいいですか。

【渡辺委員】今度は交通安全対策の関係で質問

をさせていただきます。

 今、交通安全週間を高齢者と子どもの対策を

中心としてやっているんですが、この交通安全

の推進について、県民生活部の方が県警や学校

関係機関とか、そういう安全対策を推進する上

での推進機構というか、あるいは会議というか、

そういうのは定期的に開かれているんですか。

【久保交通・地域安全課長】委員ご質問の件で

すけれども、交通安全対策を推進する組織とし

まして、長崎県の交通安全推進県民協議会とい

うのがございます。この中に県警を含めて教育

庁、各事業所、団体など119の団体が構成
員となって協議会を組織しておりまして、ここ

でいろいろな交通安全対策を進めているという

状況でございます。

【渡辺委員】交通安全週間になれば、地域に交

通安全週間ですよというのぼりを立てたりして

いますね。ああいう地域の団体の人もおるわけ

でしょう。自治会が中心なのか、どういう団体

になるのか知らないですけど、そこら辺にチラ

シを配ったりしているでしょう。その中核は、

県民生活部が主導でしているということで理解

していいんですか。

【久保交通・地域安全課長】ただいま申し上げ

ました推進協議会の事務局は交通・地域安全課

が持っておりまして、交通安全運動につきまし

ては、今、年4回やっているような状況で、そ
れの実施要綱等については、その幹事会の会議

をその都度開催をしまして、いろいろな取組要

領等について決定をして進めているという状況

でございます。

【渡辺委員】今からいよいよ高齢化がどんどん

進んでいく中で、死亡者の中に高齢者の占める

割合が半分以上ですよね。この辺についても県

警と、あるいは福祉の関係の長寿社会課か何か

知らんけれども、そこら辺も含めてみんなでや

っているということで理解しておいてよければ
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次の質問に入ります。それでいいですか。

【久保交通・地域安全課長】 今、委員おっしゃ

いました高齢者の交通事故防止というのは非常

に重要な課題と受け止めておりまして、先ほど

言った協議会を含めて関係機関、行政内部を含

めて連携をしながら、総合的に取り組んでいる

ということでご理解いただいて結構でございま

す。

【渡辺委員】 わかりました。

 次に、国勢調査の関係でお尋ねします。

 今回からパソコンで事前登録というのか、イ

ンターネットで申請をするようになったでしょ

う。それはもう既に何パーセントか、国全体の

目標からすればちょっと上回ったと聞いている

んですけど、長崎県のパーセンテージを示して

ください。

【金子統計課長】今回の国勢調査から、パソコ

ンやスマートフォンで、オンラインで回答がで

きるようになりました。

 それで、9月10日から20日までオンラインの
回答の期間でございましたが、長崎県では18万
2,541世帯がパソコン、スマートフォンによるオ
ンラインで回答をしております。

 これにつきましては、調査した後、全体の世

帯数が出ますのでまだ世帯数は確定しておりま

せんが、参考に平成22年、前回の世帯数でみま
すと、その占める割合は32.7％となっておりま
す。

【渡辺委員】そしたら、例えば自分はインター

ネットを持っているけれども、うちのおふくろ

が離れで一人暮らしをしていて寝たきりだから

できないといったところも、息子がしようと思

えばできるんですか。

【金子統計課長】各世帯にインターネットに接

続するＩＤとパスワードが配られております。

それをもとにすると、息子さんがお母さんの分

も回答するということは可能でございます。

【渡辺委員】そしたら、今回のこのオンライン、

今から書類調査に入ってくるわけでしょう。県

下で調査員の人たちは何人ぐらいで調査するよ

うになっているわけですか。

【金子統計課長】 長崎県内で約8,000人の方が
調査員になっていただいております。

【渡辺委員】 そうしたら、5年前と比べてこの
8,000人というのは多いんですか、少ないんです
か。

【西川委員長】 休憩します。

― 午前１１時 ３分 休憩 ― 

― 午前１１時 ５分 再開 ― 

【西川委員長】 再開します。

【渡辺委員】ながさき女性活躍推進会議の企画

委員会のメンバー、代表は商工会議所の会長と

2人体制になっているんですか。井石さんが女
性ですけど、この中でも女性は伊東昌子さんし

かおらんわけでしょう。もう少し企業で頑張っ

ている女性、あるいは職場で頑張っている人た

ちが委員としてなぜ入らないんですか。

 それと、労働界の連合長崎からなぜ入れてい

ないんですか。働く人たちの声をあなたたちも

聞かなければね。そういうのを幅広くいろいろ

聞いた上でしなければいかんと思う。その辺の

考え方について意見を聞かせてください。

【吉野男女共同参画室長】まず、企画委員のメ

ンバーでございますけれども、経済団体や企業

のトップ、代表者ということで選ばせていただ

いておりますので、自然と男性の方が多くはな

っておりますが、そういう男性のトップの方々

に女性の活躍という動きのことを理解していた

だくという意味もございますので、今、企画委
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員会はこういう形で構成をしているところです。

 ワーキンググループが下にありますが、少し

若い世代の方が女性の活躍の取組について話し

合う場なんですが、そちらの方には女性と男性

と入れた形でやっております。

 それと、労働組合を入れていないということ

ですが、今回は、まず企業のトップ、経済団体

のトップの方に理解していただかないと女性の

活躍が進んでいかないということでこういう構

成にしております。

【渡辺委員】このトップの人たちは、自分たち

の会社の中にそれぞれ活躍している女性の人た

ちがおると思うよね、自分の会社の中に。そう

いう人たちを呼んで、具体的にあなたたちが活

躍する場合において何が弊害なのか、何が足り

ないのか、行政的に何をしてほしいのか、そう

いうのを具体的にこういうトップの人じゃなく

て、そこの企業の中にいる…。ワーキンググル

ープの中にそういうグループがあるんですか。

ワーキンググループはどういう人たちがいるん

ですか。そのメンバーがわかりますか。

【吉野男女共同参画室長】ワーキンググループ

は、比較的意見をしっかり言える年代の方で男

女半々で選んでおりますけれども、例えば三菱

重工業（株）とか、九州電力（株）、（株）イ

シマル、（株）浜屋百貨店、（株）親和銀行、

損保ジャパン日本興和（株）などを選んでおり

まして、あと経済団体の方から職員の方を派遣

していただき、また、県の方からも参加してい

るという状態で、主に15名程度で今やっており
ます。

【渡辺委員】具体的に女性が活躍する場をいか

に提供していくかとなれば、今日の資料にある

ながさき女性活躍推進会議という会議体は、こ

の企画委員会のメンバーが推進会議のメンバー

と思っていいんですか。

 要するに推進会議というのは、ながさき女性

活躍推進会議の会議をしますよと言ったら、こ

の代表と企画委員会のメンバーの会議なんです

か。ここを確認させてください。

【吉野男女共同参画室長】中心のメンバーは代

表と企画委員会ということにはなりますけれど

も、実際にはその実働部隊ということでワーキ

ンググループの方が活動をして、下の方にあり

ます会員を募っておりまして、県全体で会員数

を増やして、そういう企業を増やしていくこと

で女性の活躍を広げていくという体制をとって

おります。

 広くは全部なんですけれども、その中のコア

な中核というのが代表と企画委員会ということ

になります。企画委員会がワーキンググループ

等で話し合った内容等を見て、最終的な意思決

定で取り組んでいくということにしております。

【渡辺委員】それは具体的にはこのワーキング

グループが実際に会議をしているわけですか。

要するにここの企画委員会はワーキンググルー

プで挙がってきたのを承認するような感じにな

っているんですか。

 このワーキンググループの15名のメンバー
も教えてください、どういう団体が入っている

のか。

【西川委員長】 休憩します。

― 午前１１時１０分 休憩 ― 

― 午前１１時１１分 再開 ― 

【西川委員長】 再開します

【中山委員】先ほど男女共同参画室長の言質を

をとるわけじゃないけれども、先ほど私が聞こ

えたのは、企画委員の中に商工会連合会の会長

さんとかいろいろあっているけれども、「この
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人たちに女性の活躍を理解してもらう」と、こ

ういう表現があったんだけれども、うがった見

方をすればこの人たちは理解していないんだと

いうようにとられかねないなと思ったんです。

それで私が聞いたのは、活躍というのは何を言

うのかということを明確にしておかなければ、

そういうふうにとられる可能性があるので、ぜ

ひ誤解されないように今後は考えて発言した方

がいいんじゃないかということで、気付いたも

のですからちょっとお話をさせていただきたい

と思います。

【西川委員長】 さっきの統計課が出ましたか。

【金子統計課長】前回の調査員の数でございま

すが、8,445名でございます。
【渡辺委員】 そうしたら、今回の場合は1人当
たりの調査員の受け持ち数が減ってくるわけよ

ね。32％ぐらいがもう既にインターネットでし
ているわけでしょう。そうしたら、この調査員

に対する報酬というのは1件当たり幾らになっ
ているんですか。それとも1人当たり幾らとな
っているんですか。

【金子統計課長】平均的な報酬額でございます

が、1調査区、大体世帯が50世帯ぐらいになり
ますけど、それを受け持つ調査員は3万8,530円
ということになっております。

【渡辺委員】 そうしたら、1件当たりに幾らと
いう報酬をやっているんですか。それとも1人
当たりのげたを履かせて基礎額を決めておいて、

その上に1件当たり幾らとしているんですか。
どっちですか。

【金子統計課長】 1件当たりといいますか、そ
の方の受け持つ調査区を1つ設定しまして、そ
の1つの調査区が約50世帯になりますけど、そ
れを受け持った調査員の方が3万8,530円報酬
を得るという形です。

【渡辺委員】 だから、前回と比べたら3割はも
う既に回答しているんだから、調査員の人たち

はそこに回る必要はないわけでしょう。その報

酬のやり方はそれでいいんですか。

【金子統計課長】まず、インターネットで回答

するために調査員の方々は各世帯を回りまして、

そのＩＤ、パスワード等をお配りしまして、こ

ういうインターネットの調査が始まるというご

説明をして各世帯を訪問しております。

 そして、その後、インターネットで答えたと

ころにはもう紙の調査票は配らなくていいんで

すが、一応調査員の方は全世帯回るようになっ

ております。

【渡辺委員】 わかりました。

【西川委員長】 休憩します。

― 午前１１時１５分 休憩 ― 

― 午前１１時１６分 再開 ― 

【西川委員長】 再開します。

【溝口委員】国勢調査のことですけれども、先

ほど50世帯を一応基準にしているということ
ですが、その範囲をどのように決めているのか。

ちょっと苦情が入ってきているもので、その辺

について県の方でそれは決めているんですか、

国の方で決めているんですか。

【金子統計課長】まず、市町村の方で調査区と

いうのを昨年からずっと協議しながら設定をし

まして、1つの調査区を地図上でも設定をして
いって決めているような状況です。

【溝口委員】市町で決めているんですね。そう

したら県の方に言っても一緒ですね。

 ちょっと苦情が入ったのが、自分の町内50軒
近くを回るならいいんですけれども、町をまた

がって違うところまで、ものすごく遠いところ

を、特に車を運転できない年とった人たちが歩
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いていかないといけないという事情があるとい

うことです。ぜひそれは考えていただきたいと。

できる限り町内の近いところを50軒なら50軒
としていただければ、進んでその調査員になり

ますけど、今回受けたけど、遠いんですよねと、

そういう苦情が何人からか入りましたので、そ

の辺については市町の方とよく話し合いをして

いただければと思っています。よろしくお願い

いたします。

【金子統計課長】具体的にそういうお話があり

ましたら、私どもの方も市町に確認したいと思

います。

【久野委員】先ほどから女性問題等々いろいろ

とあっておりますが、大浦お慶プロジェクトが

できたのは平成22年ぐらいからですか。この大
浦お慶プロジェクトの活躍というのは今どうい

うことをされているのか、ちょっと気になって

います。

 前も委員会かなんかで一緒にお話もさせてい

ただいて、大変な活躍をされているなと思うん

ですけれども、現状、どういう活動をなされて

いるのか、ちょっと教えていただければと思い

ます。

【吉野男女共同参画室長】大浦お慶プロジェク

トで活躍されている状況ということですけれど

も、団体として今まで15団体をプロジェクトチ
ャレンジ事業の方で支援をしてまいりました。

 その中で、特に活躍されておりますのは、県

産の真珠やサンゴを使ったアクセサリーを売っ

ている「ナガサキ・マジェンタ100」は、アミ
ュプラザの方での販売等もしておりまして、継

続しています。ほかの団体につきましても、大

なり小なりの形で活動を継続しているところで

す。

 また、こういう団体で支援をさせていただい

た中で、代表の方とかが県の審議会等の委員の

メンバーになっていただいて、いろんなご意見

等をいただくような場面に参加をしていただい

ているという状況になっています。

【久野委員】長崎の大浦お慶というのは仕事を

持ちながら、あるいは家庭を持ちながらこうい

うような活動をなされていると。これは本当に

県内の女性の代表的な、見本みたいな活躍とい

うか、これをずっとされているんですけれども、

こういう皆さん方の活動ぶりが、結局は長崎県

にこういうグループがあるんだと、県民の女性

の皆さん方が本当にそこまで知っておるかなと

言えば恐らく、私はこういうふうに関係がある

のでわかるんですけれども、そこあたりをもっ

と、県内の女性の皆さん方にいろいろな講座と

かをやられると思いますけれども、そこまでま

だ徹底されていないと思うんですね。

 だから、女性が仕事を持ちながらも、家庭を

持ちながらもこういう活動をやっているんだと

いうことを、もっともっと広げていただければ、

このようなグループがもっともっとできると思

うんですね。そこがちょっと足りないんじゃな

いかなと思うんですが、どうなんでしょうか。

【吉野男女共同参画室長】失礼しました。先ほ

どのご質問を私がちょっと勘違いして、プロジ

ェクトチャレンジ事業の支援団体のご説明をさ

せていただいたんですけれども、多分委員が今

おっしゃられているのは、「女性力で長崎を活

性化会議」という10名のお慶メンバーの方のご
質問だったと思います。すみません。

 その方々は、今、活動をそれぞれ活発にされ

ているんですが、県の総合計画の審議会とか、

そういうところにも委員としてご活躍いただい

ておりますし、男女共同参画室の方でもホーム

ページ等で情報発信させていただいていますの
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と、またいろんなイベント等での司会をしてい

ただいたりとか、講演をしていただいたりとい

うことで、いろいろご活躍をいただいていると

ころです。

 引き続き情報発信の方はさせていただきたい

と思っております。

【久野委員】 わかりました。

 それから、先ほどからながさき女性活躍推進

会議のメンバーのことでいろいろ話があってい

ますけど、私はここあたりもこの企画委員会の

メンバーに、こういう県内のグループの代表が

入ったらよかったなといつも思っているんです

けれども、そのあたりはどうなんですか。

 こういうグループの中に代表として大浦お慶

の女性を入れ込むとかすれば、現場の生の声を

どんどんこういう場で出せるんじゃないかなと

思うんですが、どうでしょうか。

【吉野男女共同参画室長】このながさき女性活

躍推進会議の企画委員のメンバーでございます

けれども、一応経済団体の代表の方等を入れて

いますのは、その経済団体の会員傘下の企業等

にこういう動きなどを情報発信していくという

ことと、お願いをしていくという意味でこうい

う代表の方を入れているという状況でございま

す。

【久野委員】 わかりました。

 今度は交通事故の関係です。高齢者、6割の
交通死亡事故というようなことで、お年寄りの

皆さん方の死亡事故が発生をしているところで

ありますけれども、この事故の内容というのは

お互いに警察との連携をとりながら、県民生活

部としてどのような対策をされているのかお尋

ねします。

【久保交通・地域安全課長】 まず、県警との連

携につきましては、それぞれ情報を共有してお

ります。事故が発生した時のいろいろな形態も

ろもろ、県と県警で情報共有しておりますし、

県の対策としまして、それらを受けまして先ほ

ど渡辺委員の質問の中であった県民協議会とい

う大きな組織がありますので、職域とか地域で

そういう対策をとっていただくように協力要請

等をしたり、あと、各種ボランティアとも連携

をしておりまして、例えば交通安全母の会とか、

そういう方たちの協力をいただきながら、タイ

ムリーな対策をとっているような状況でござい

ます。

【久野委員】朝の通勤時等には、本当に町内の

ボランティアの皆さん方、交通指導員の皆さん

方、あるいはまた警察を含めてずっと各横断歩

道なんかにも立っておられます。

 そういうことで、こういう時の事故というの

はあんまりないと思うんですね。それぞれきち

んとして保護者の皆さん、ボランティアの皆さ

ん方、警察の皆さん方がやっているわけですか

ら。

 しかし、一旦通勤時間が終わった後というの

はほとんど信号機だけですね。特に夜とか暗い

時には、反射材をやっておるというようなこと

なんですけれども、この反射材というのは大体

利用価値はやっぱりあるんですか。これはどれ

くらいの大きさなんですか。

【久保交通・地域安全課長】反射材の着用促進

について申しますと、今、いろいろな種類の反

射材を啓発をしながらお配りをしています。た

すきのようなものもあれば、手首にするような

バンド形式のもの、ほかに発光式のライトを点

滅させるようなもの、夜間に運転者に自分の身

を知らせることで事故防止につなげるようない

ろいろな反射材的なものを着用促進しています。

大きさはまちまちで、いろいろな用品を配って
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啓発を進めているという実態でございます。

【久野委員】何らかの対策をしながらしていか

ないと、お年寄りの死亡事故というのはなかな

か減らないと思うんですね。ですから、これは

ぜひひとついろんな対策を講じて、事故がどう

いうところで発生するのか、そういうところに

はどういう対策をしたらいいのか。あるいはま

た先ほど申し上げたように、反射材あたりもど

んどんやると。私がいつも思うのは、黄色いチ

ョッキをお年寄りの皆さん方にやりなさいよと

いうぐらい言いたいんですけれども、外出をさ

れる時には黄色のジャンパーぐらい着てねとい

うようにいつも思っているんです。

 そういう対策をぜひやって、お年寄りの皆さ

ん方が死亡事故に遭わないように、ドライバー

の皆さん方も注意をしなければいかんですけれ

ども。

 特に横断歩道の部分でやっぱり飛ばす人も結

構おるんですね。ですから横断歩道の手前には、

横断歩道が先にありますよというひし形の表示

を道路にしているんですけれども、これをもう

少し手前の方から横断歩道がありますよと、特

にカーブなんかは。そういうところもお互いに

警察と連携をとりながら、横断歩道が本当に目

の前にあるんだということを、ちょっと手前の

方からそういう対策をすれば、スピードも手前

の方から若干落とされるんじゃないかという気

がするものですから、ぜひそういったところに、

とにかく横断歩道等々でも事故のないように、

警察等々も含めて、お互いに連携をそういう場

でとっていただくよう要望しておきたいと思い

ます。

【松島委員】手短にということなので、手短に

質問させていただきます。

 まず、暮らしやすさ指標について、県民生活

部長にお聞きしますが、今回予算総括質疑で取

り上げて、要は公表の仕方を議論したんですが、

ずばりこの長崎の暮らしやすさ指標を、よりよ

き指標にしていくために精度をこれから高めて

いってほしいという思いが私にはあります。部

長はいかがですか。

【辻県民生活部長】委員、ただいまご指摘いた

だきました件につきましては、そういう検討が

できるかどうかについて検討していきたいと思

います。

【松島委員】言いたいことはそれだけなんです

が、なぜそういうことを言いたいかということ

だけはっきりさせてから今日の質問を閉じたい

と思います。

 環境部の方から伝えていただきましたが、結

局100の指標があって、総合で長崎県は1位とい
うことです。100の指標のうち5つの指標が、総
合は日本一なんですけど、個別で言ったら100
の指標の5個で日本一をそれぞれとっていまし
て、その日本一の一つが「空気がきれいだ」と

いうことでした。

 例えば、若者のＡさんがこの暮らしやすさ指

標を見ました。そうかと。県民所得は低いけれ

ども、暮らしやすさは総合で日本一だから、ほ

ほうと納得されて、若者Ａさんが暮らしやすさ

指標をよくよく見てみました。そしたら、空気

がきれい、これも日本一かと。これは子育てに

もよかばいと、自分の健康にもよかばいと住ん

でみることに決めましたと。そして住んでみて、

あれっ、ＰＭ2.5が高いぞと。よくよく調べたら
この暮らしやすさ指標の「空気がきれい」の指

標の中にＰＭ2.5という項目が入っていなかっ
たということを知るわけですよね。もしもそれ

が自分だったらどう思うかというのを問いたい

わけです。非常に嫌な思いをすると思うんです
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よね。

 県民生活部にお伝えするのは、環境は一例に

過ぎません。私はほかの指標も全部調べました。

時間があれば男女共同参画室長にもちょっと迫

って聞きたいことがあったんですが、これは別

の機会に譲るとして、一例に過ぎません。

 なので、県民生活部の統計課が全部を統括し

ているとおっしゃられるので、後々これが大き

な問題にならないように、後々大きな不快感を

与えないように、指標の精度を高めていく活動

を率先してほしいと思っています。部長、もう

一回お願いします。

【辻県民生活部長】今回の長崎県の暮らしやす

さ指標につきましては、委員ご承知のとおり、

暮らしやすさをイメージする100の指標を他県
と比較することで長崎県のよさというのを皆様

に知っていただくためにつくったものでござい

まして、比べるというところで全国の調査とい

うのが必要だし、暮らしやすさとは何かという

ことは各部局の方にも戻しまして、それぞれ検

討いただいたものでございます。

 ＰＭ2.5というのが全国調査にあるかどうか
については、私もまだ確認しておりませんが、

どの指標が適当かということについての今回の

仕切りとしましてはこの100の指標になったと
いうことでございますので、今後、そういうご

意見をいただいたということを頭に入れまして

研究してみたいと考えております。

【松島委員】率先してよりよき指標にしていっ

ていただけませんか。

【辻県民生活部長】よりよきということについ

ての考え方もそれぞれあると思いますし、全国

的な調査がなされているかどうかということも

ございますので、それも含めまして研究したい

と思います。

【松島委員】 やる気がないんですか。

【辻県民生活部長】やる気というか、今回の指

標の考え方について申し上げたことでございま

して、例えば、毎年毎年指標が変わっていくと

いうことについて、それがどうかという判断も

ございますし、いろいろな要素があると思いま

す。

 今回はこういう考え方で出しましたというこ

とでして、ご意見があったことについては心に

とめたいと考えております。

【松島委員】具体的に指標のあらがあるという

ことを一例として出しました。その議論を環境

部ともしています。だから、それを統括する皆

さんとして、新しいよりよき指標にするために、

それは素直に進んでいってほしいと思うんです

が、いかがですか。

【辻県民生活部長】繰り返しになりますが、よ

りよきということについても、指標の各県との

比較とか、暮らしやすさの中でどれを選ぶかと

いうことについては多様な判断が求められると

思いますので、委員のご意見というのはもちろ

ん心にとめまして今後考えてみたいと思います。

【西川委員長】 休憩します。

― 午前１１時３３分 休憩 ― 

― 午前１１時３４分 再開 ― 

【西川委員長】 再開します。

 次に、「長崎県総合計画（仮称）素案」等に

ついて、各政策、戦略等の関係部分についての

審査を行うこととします。

 まずは「長崎県総合計画（仮称）素案」につ

いて、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 次に、「長崎県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略（案）」について、ご質問は
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ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 次に、「長崎県国土強靭化地域

計画（素案）」について、ご質問はありません

か。

【中山委員】この国土強靭化地域計画の策定に

ついて1つだけ、県民生活部はほかの部と1点だ
け違った点があるんです。というのは、土木部

も「大自然災害に対応する」というような項目

が入っているんですけれども、ここは入ってい

ないんですよね。環境部も最後に「大規模災害

等のリスク等を想定した事前予防、平時の備え

を」と、こういう形で土木部も入っているんで

すね。県民生活部にこれが入っていないんです

が、その辺の違いというか、どうしてか、その

辺を教えてくれませんか。

【村井県民協働課長】国土強靭化地域計画の中

で県民生活部が整理しておりますのは、計画の

中の16ページに政策分野1、リスクコミュニケ
ーションというのがございます。そこの真ん中

ほどに書いておりますけれども、「災害におけ

るボランティア活動」、この部分を私どもの県

民協働課の方で担当しておりまして、このボラ

ンティア活動が円滑に行われるよう市町、ある

いは社会福祉協議会などと連携をしまして、今、

災害が起こった時のボランティアのコーディネ

ーターとか、あるいはネットワークづくりの取

組を行っていくということで整理しています。

 今、中山委員がおっしゃったのは、すみませ

ん、もう一度よろしいでしょうか。

【中山委員】災害時ということについてはわか

ったんです。今言ったように強靭化だから、こ

れは大規模自然災害を想定しているわけですよ。

そういう文字が県民生活部については出てこな

いんですけれども、どうですかということです。

自然大災害等のリスクというのが書いてあるん

ですよ、土木部や環境部は。ただの災害でいい

んですかと、そこなんですよ。

【村井県民協働課長】当然ながら大災害を含め

たところを出しているかと思っております。ま

た所管課の方とそこのところの記述は検討させ

てもらいます。

【中山委員】その辺は同じ委員会でありますの

で、その辺の調整はどっちがいいのか、統一し

た方がいいのじゃないかと思いますので、ぜひ

その辺は善処してほしいと思います。

【西川委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ほかに質問がないようですので、

県民生活部関係の審査結果について整理したい

と思います。

 しばらく休憩します。

― 午前１１時３８分 休憩 ― 

― 午前１１時３９分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

 これをもちまして、県民生活部関係の審査を

終了いたします。

 午前中の審査をこれにてとどめ、しばらく休

憩いたします。

 午後は1時半より再開します。

― 午前１１時４０分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

9月24日に続き、土木部関係の審査を行いま
す。

 なお、髙宮参事監については、総務部参事監

（県庁舎担当）及び企画振興部参事監（まちづ

くり担当）を兼務しており、本日は総務委員会
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に出席されていますので、ご了承をお願いいた

します。

 ここで、住宅課長より発言があります。

【亀山住宅課長】 9月24日の本委員会において、
松島委員の質問にお答えする際、「特定空家に

認定されたら特例措置は認められなくなるもの

と理解しております」と答弁いたしましたが、

正確には、「空家特措法による勧告がなされた

特定空家等について特例が認められなくなる」

ということでございました。申しわけありませ

ん。訂正させていただきます。

【西川委員長】それでは、議案外所管事務一般

について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】次に、「長崎県総合計画（仮称）

素案」等について、各政策、戦略等の関係部分

についての審査を行うことといたします。

 まずは「長崎県総合計画（仮称）素案」につ

いて、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【亀山住宅課長】資料で空き家活用モデル地区

について記載がございましたけれども、「長崎

県総合計画（仮称）素案数値目標の設定根拠」

と「長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）

数値目標・ＫＰＩの設定根拠」でございます。

 両方とも「空き家活用モデル地区数」という

ことで表をつけさせていただいております。総

合計画の参考資料は6ページで、まち・ひと・
しごと創生総合戦略の参考資料は4ページでご
ざいます。

 空き家活用モデル地区数について、年度ごと

の目標地区数を記載しておりましたが、一部数

字が一致しておりませんでした。まことに申し

わけございません。

 地区数につきましては、モデル地区としての

取組が実施できたものを1地区として取り扱う
ことと考えておりまして、「まち・ひと・しご

と創生総合戦略（案）数値目標・ＫＰＩの設定

根拠」の平成29年1地区、平成30年1地区、平成
31年から2地区ということを目標としたいと考
えております。資料が違っておりまして、申し

わけございません。

【西川委員長】 質問はありませんか。

【渡辺委員】 長崎県総合計画（仮称）素案数値

目標の設定根拠の15ページ、ちょっと入院して
いたので資料を全部読み切っていないものだか

ら、どこかに載っているかもしれないけれども、

長寿命化の推進の目標値を見れば、どう見れば

いいのかわからんですけれども、平成29年度で
は100％となっているんです。長寿命化をしな
ければいかん橋梁、トンネル、道路等、道路は

高架橋とかいろいろあるでしょう。今、県下に

長寿命化をしていかなければいかん橋梁、トン

ネルなど対象が幾らぐらいあるかわかりますか。

【池田道路維持課長】今おっしゃっているのは

計画数のことでしょうか、それとも個別の対象

数ということでしょうか。

【渡辺委員】道路もいろいろな長さがあるから、

要するに長寿命化を今からしようとしている対

象物件が、橋でいったら女神大橋とか大島大橋

とか平戸大橋とか、いろいろあるでしょう。ト

ンネルでいったら今までつくっている西山トン

ネルとかいろいろあるでしょう。そういうトン

ネルや高架になっている橋、そういうものは今、

県として幾らぐらいを対象にしているんですか。

そして平成29年度に100％というのは、そうい
った対象物は100％インフラの長寿命化をする
という意味ですか。その辺を教えてください。

【池田道路維持課長】まず、橋梁についての長

寿命化計画について少しご説明させていただき
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ます。

 県全体におきましては2,089橋ございますが、
そのうち15メートル以上は731橋ございます。
今回、15ページの数値目標のところに書いてお
ります「予防的な点検・補修により安全性が保

たれた橋梁の割合」という表現がございますが、

ここはちょっと訂正をしていただきたいと思っ

ているんですが、「点検」という字を消してい

ただいて、「予防的な補修により安全性が保た

れた橋梁の割合」ということでございます。

 これはどういうことかと申しますと、まずこ

の長寿命化対策につきましては、補修の仕方と

して、事後保全型と予防保全型がございます。

予防保全型というものがトータルとしてＬＣＣ

が安くなるという方法でございますが、事後保

全型の補修をして、予防保全型に移行するとい

うことでございまして、これが平成26年度の時
点で89％が予防保全の領域にもう入っている
ということでございます。

 平成29年には100％ということで、全てを予
防保全型の対策をやるという目標を立てている

ということでございます。

 全体で申しますと、204橋を対象にしており
まして、平成26年度では183橋でございます。
これを100％にするということでございます。
【渡辺委員】では、予防的に保全をしましょう、

補修をしていきますよということでしょう。そ

の対象は、橋でいけば204橋、トンネルや高架
橋等は入っていないんですか。橋だけですか。

【池田道路維持課長】ここで掲げておりますの

は橋が対象でございます。ここの204橋と申し
ますのは、15メートル以上の橋梁を対象にして
おりまして、そのうちの、以前から事後保全型

の対策をしなければいけないものについて分母

を204ということで、事後保全型の対策が終わ

っていったものを分子の方に上げていくという

ことでございます。

【渡辺委員】このタイトルだけ見れば、施策「イ

ンフラの長寿命化の推進」ということで、橋だ

けに特化しているわけではないでしょう。これ

は県として今、橋だけに特化しているんですか。

【池田道路維持課長】一番政策として数字が見

やすいものを掲げているところでございます。

それぞれの項目でも予防保全型の保全を目指し

て対策を行っておりますが、ここではとりわけ

一番数字的にわかりやすい橋梁について掲げて

いるということでございます。

【渡辺委員】 そしたら、ここでいう、今、事前

に補修をしないといかん橋梁の対象が204橋ぐ
らいあって、そのうち、もう既に89％ぐらい済
んでいるから、平成29年度には100％事前に補
修をしますよということなんですか。対象とし

た204橋だけに限ってこういう数値目標を掲げ
ているんですか。

【池田道路維持課長】今、委員おっしゃいまし

たとおりで、この数字につきましては事後保全

型の対策を行うものでございます。予防保全型

は継続的にずっとやっていくということになり

ます。

【渡辺委員】 予防保全型はずっとしていくと。

「予防保全型の維持管理に移行し」となってい

るでしょう。今、道路維持課長が言ったのは、

204橋のうち、今、既に89％済んでいて、平成
29年度までに100％にしますよというのが予防
保全型というのではないんですか。

【池田道路維持課長】事後保全型の補修をやっ

た後は全て予防保全型の補修に移行していくと

いうことでございます。予防保全型というのは

大規模な補修を必要とする前に、定期的な点検

で補修を手当てしていくというのが予防保全で
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ございまして、ここで掲げております事後保全

型というのは、一度ある程度大きな補修をした

後に、予防保全的な補修を点検をやりながらや

っていく橋梁に移っていくという橋梁でござい

ます。

 ですから、これ以外の橋梁も含めて、平成29
年度には全て予防保全型の橋梁に変わっていく

と。県で管理しております15メートル以上の
731橋については全て予防保全型に変わってい
くということになります。

【渡辺委員】事後保全型というのは、何か不具

合があったから補修をするのが事後保全型とい

うんですか。何もないけれども、とりあえず長

寿命化するために先に予防保全をするのが予防

保全型というんですか。

 だから、ここでいう89％というのは、予防保
全型をしなければいかんのだけれども、それが

もう89％済んでいるという意味じゃないんで
すか。この意味合いがよくわからない。

【池田道路維持課長】もう一度述べますと、事

後保全型の大規模な補修を1回行えば、次から
はある程度軽微な補修をずっとしていくだけで

長寿命化を図りますよということでございまし

て、ここにある分母の数字につきましては、大

規模な補修の対象とした橋梁が204橋あります。
平成26年度の時点でその橋梁を事後保全型の
大規模な補修をやって89％は終えております。
残りの橋梁については、今後、事後保全型の大

規模な補修をすることで予防保全型、軽微な補

修で済むような橋梁になりますということでご

ざいます。

【西川委員長】 休憩します。

― 午後 １時４７分 休憩 ― 

― 午後 １時５１分 再開 ― 

【西川委員長】 再開します。

 ほかにありませんか。

【中山委員】 総合計画とまち・ひと・しごと創

生総合戦略、これはどこがどう同じで、どこが

どう違うんですか。ちょっとその辺がよくわか

らないです。

【田口建設企画課長】まず、総合計画といいま

すのは県の計画でございまして、県政全般の基

本方針を掲げており、各分野における基本的な

方向性というものを定めたものであります。

 一方総合戦略といいますのは、国が進めてい

る地方創生に基づく取組であります。地方創生

の中で、本県としては人口減少対策を行ってい

くという取組方針を考えております。その中身

といいますのは、総合計画の例えば産業である

とか、人づくりであるとか、そういったものと

リンクしておりますので、いわば総合計画の一

部の分野において深掘りしたものが地方創生の

総合戦略だとご理解いただければと思います。

【中山委員】確かに総合計画の中で深掘りした

ものが総合戦略だと、そういうふうに認識して

いいわけですね。

 それでは、1つお聞きしたいと思いますが、
総合計画にも載っているし総合戦略にも載って

いるんですね。どっちで質問したらいいですか、

どっちでもいいんですか、委員長。

【西川委員長】 長崎県総合計画（仮称）素案数

値目標の設定根拠で。

【中山委員】それでは、ちょっとタイトルが違

うんですね。総合計画でいくと5ページの「建
設業における人材の確保・育成に向けた取組」、

総合戦略でいくと「産学官が連携した建設人材

確保育成システムの構築」となっています。総

合計画でいくと、建設技能労働者を平成26年度
を基準年として881件を、平成28年度から平成
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32年度までこれを維持していこうということ
でありますが、その辺を決めた理由と、5年ぐ
らい前からこの建設技能労働者の就職の追尾と

いうか、この辺を含めてちょっとお話しいただ

けませんか。

【田口建設企画課長】まず、建設労働者でござ

いますが、公共事業、いわゆる建設投資の減少

に伴いまして建設業に従事する労働者も減少し

ております。ピーク時に比べますと総数で6割
まで減少しております。さらに年齢構成の中で

も高齢化が進んでいるという状況がございまし

て、最近の年齢の割合としましては55歳以上が
全体の35％を占める一方で、29歳以下が1割程
度という状況でございまして、今後、高齢化の

進行に伴いまして数が減っていくという懸念を

我々としては考えております。

 そういう中で、やはり建設技能者といいます

のは、工事現場におきますと直接工事に携わる

者でございまして、そういう皆様がおられない

というのは、公共事業を進める私ども発注者と

しましても非常に大きな問題であると考えまし

て、今回、総合計画の中で建設人材の確保・育

成という取組を行っていきたいと考えておりま

す。

 それで、数値目標の881件の根拠でございま
すが、まず、60歳以上の人数が6,000人おられ
ます。恐らくこの方々は10年後にはおやめにな
られるだろうと。一方で15歳から59歳、いわゆ
る生産年齢人口の方の1割がこの10年間でおや
めになるだろうと考えれば、10年間で6,000人
と2,900人ですから8,900人の方が離職される
と考えれば、1年当たり890名ぐらいを確保して
いく必要があると考えております。

 それで、平成26年度の入職状況を検討いたし
ましたところ、ハローワークを通じて入職され

た方、一般の方と高校の新卒者を含めて881人
おられます。あと、技能者の特性として縁故に

よる採用もあるということを踏まえまして、

881人程度をここ10年間継続して確保すること
で必要な人数を確保できるのではないかという

ことでこういった数字を設定しております。

【中山委員】 そうすると、新卒者も含めて881
人ということでありましたが、技能労働者もい

ろいろな職種があるんでしょう。職種の状況と

いうのは、平成26年度はどういう状況になって
いるんですか。それを含めてずっと同じ職種と

いう意味ですか。職種による構成はどうですか。

型枠工とかいろいろおるんでしょう。それも含

めて、881人の職種はどうなるんですか。
【田口建設企画課長】 今回、目標の881人につ
きまして、職種ごとの目標値は設定しておりま

せん。ただ、実態といたしまして、鉄筋工とか

型枠工は6割程度まで減少している一方で、配
管工はそれほど減少していないと。職種によっ

てさまざまな状況があるかと思いますが、それ

ぞれの職種において毎年どの程度必要かという

のは把握することが困難ですので、全体として

の数字を目標として定めたいと考えております。

【中山委員】建設技能者がものすごく減って工

事に支障を来すと。逆に言うと、請け負ったけ

れども、その技能者がおらんものだから高い金

額で雇わなければいかんと。こういう状況で全

体的にいけば採算が合わんと、こういう状況も

発生しているのなら、やはり現時点で6割減っ
たと、そう漠然とじゃなくて、どの種がどう減

ったんだと。そのためにこれについてはこうや

るんだと。その辺をもう少し具体的に示しても

らわなければ、漠然とした、6割減った、881人
を継続して平成32年度までやりますよと。それ
でいくと本当にそうなるのかなという心配をす
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るんですけれども、そういう検討はしていない

んですか。

【田口建設企画課長】技能の種類がさまざまご

ざいまして、その過不足というのもいろんな状

況がありますところから、県としまして毎年毎

年それぞれ過不足がどの程度発生するか、どれ

くらい必要であるかというところまで把握する

ことが困難でありますので、全体としての総数

を確保することで、これまで工事において、例

えば技能者が足りなくて工事が中止になったと

いう状況がないということを考えれば、まず全

体で確保していきたいと考えております。

【中山委員】それは就職だけを考えたらそれで

もいいかもしれんけれども、問題は中身の問題

でしょう。今まで技能者が足りないという部分

もあるんでしょう。現状で労働技能者が少ない

という業者もあるんでしょう、ないんですか。

【田口建設企画課長】県の発注工事の中で、今、

委員が言われたような技能者が不足しているか

どうかということも含めて調査をしております

が、県工事の中におきましては技能者が不足し

て仕事ができなかったという情報はございませ

ん。

 それと、職種ごとの過不足につきましては、

今、産学官連携しました人材育成協議会という

ものを設けて、そこの中で建設業協会、あと技

能者の各団体、例えば型枠団体や鉄筋工の団体

の皆様方と意見交換をしながら、そのあたりの

情報交換、必要な業者はどうなのかというのを

押さえているところでございます。

 その中で、まず鉄筋工について技能の育成を

図っていこうというお話がございましたので、

昨年度から鉄筋工を対象とした研修システムと

いうのを立ち上げたところでございます。

【中山委員】それでは、本県の建設業者につい

ては、鉄筋工以外は不足してないと、そういう

認識でいいんですか。

【田口建設企画課長】先ほど申し上げました建

設業、そして技能者の団体の皆様方のお集まり

の中では、まずは鉄筋工がそういったシステム

をつくっていきたいという申し出がございまし

たので、まずそれから取り組んでいるところで

ございます。

 ほかの団体につきましては、鉄筋工の状況を

踏まえて今後検討していきたいというお話でご

ざいました。

【中山委員】私は、技能士会の前の県議会議員

の前田さんからいろいろ中身を聞いたけれども、

技能者が足りないという話があったし、実質的

に工事を請け負っている業者の社長からも技術

者が足りないとか、技能者が足りないという話

を直接聞いているんだけれども、もし、あなた

のところにそういう情報が入っていないという

ことになると、やはり調査の仕方に若干問題が

あるんじゃないかと思うんですよ。

 これだけ仕事が減ってきて、それで技能者が

今言ったように長崎県の公共事業では十分だと、

不足は考えられませんと、そういう認識ではい

かがなものかと思うんだけれども、1回実態調
査をやらなければ。今のようなメンバーから聞

くんじゃなくて、実態をここはきちんと押さえ

てから。そうでなければ、今の話だけなら育成

する必要はないよ、あなたがそういう認識なら

ば。

 そうじゃなくて、災害時にどうするのかとか

いろいろ問題があっているでしょう。ぜひ実態

把握に努めていただきたいと思うんだけれども。

私も今、具体的にこうだというものがないもの

だから言いにくいところがあるんだけれども、

どうも実態調査の把握が十分じゃないような感
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じがしてならないけれども、それでいいんです

か。

【田口建設企画課長】県工事におきます実態調

査につきましては、平成25年度から行っており
ます。確かに委員おっしゃいますように平成25
年、平成26年、補正予算がついた時期につきま
しては技能者が足りない、また資材が足りない

とか、そういうお話がございました。しかし平

成27年度に入りまして、そういった話は県工事
の中においてはほとんど聞こえてまいりません

ので、現状は安定しているものと考えまして先

ほどみたいな答弁をさせていただきました。

【中山委員】ただ、技能者についても技術者に

ついても認識がね、これは5年、10年かかるん
ですよ、一人前にするためには。1回減ったら1
年で回復するという問題じゃないんですよ。あ

なたは土木の管理者の親分で、そういう認識で

大丈夫かなという気がするけれども、本当にそ

ういう認識でいいんですか。

【田村土木部技監】技能者の不足につきまして

は、先ほど建設企画課長が申しましたのは、県

工事の中での調査で、今度の大型補正の2カ年
でそういう技術者や技能者が足りなくなったら

工事の円滑な執行に支障があるということで、

契約している工事を追いかけてまいりました。

 一方業界の方は、県工事に限らず、例えば市

町工事であるとか、民間工事も含めてのご意見

だと思っております。

 今、我々も業界とはいろんな形で意見交換を

やっておりまして、特に言われておりますのが、

言いましたように鉄筋工と型枠工、これは特に

非常に問題が出てくるんじゃなかろうかと言わ

れておりますので、我々としては当面こういう

職種について力をまずは入れていきたいという

ことで、今後、そういういろんな技能者の不足

が顕在化してくれば、それはそれとしてその時

期に適宜対応してまいりたいと思っております。

 それともう一つ、業界から、意見交換の場で

は今までもそういう技能者として専門的な形で

やっていたんだが、今後はそういう専門的な技

能者だけではなしに総合技能者、鉄筋もできる

し、型枠もできるとか、いろんなことができる

ような技能者の育成も一つの方法ではないかと

いうことを意見として賜っておりますので、そ

ういうのを含めて今後、業界とさらに意見交換

をして、担い手不足が生じないように対応して

いきたいと思っております。

【中山委員】技監の話を聞いて少しわかりまし

たけれども、建設企画課長、請け負ったものが、

技能者が足りないとか、どうだこうだ言うはず

がないじゃないね、公共事業を請け負っていて

から。その辺の認識で私がさっき聞いたのは、

これは総合計画の深掘りであって、この対策は

人口減少をどう止めるかという問題でしょう。

そうすると、まずは長崎県全体を見てどうだと

いうこと、そういう発想に立って発言していた

だかないことには、今言った繰り返しになって

しまうわけです。

 しかし、あなたの場合は、県ばかりじゃなく

て、長崎県全体の技能者がどうなんだと、それ

をどう育成するんだという立場に立って発想の

転換をしてもらわないといかんと、そういう思

いがあったわけですけれども、はからずも少し

かみ合わなかったですけれども。やはりそうい

う意味で、自分のところばかりじゃなくて長崎

県全体をどうするぞと、それによって人口減少

に歯止めをどうかけていくかということの大前

提でありますので、そういう視点でもう少し幅

を広くしてひとつ今後検討していただくことを

要望しておきたいと思います。
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【中島(浩)委員】 先ほど労働者の数が足りない
ということでしたけど、平成26年の県内建築土
木技術者求人数というので、県の建設業協会の

方から平成26年度求人を1,847人にしましたと。
建設業協会が調べた数ですけれども、そのうち

207人の就職であったということでございます。
この辺の数字は、協会の方から報告は受けてい

らっしゃるのでしょうか。

【田口建設企画課長】求人状況等につきまして

は建設業協会だけでなく、長崎労働局、あと学

校、そういったところから入手いたしておりま

す。

【中島(浩)委員】 調べ方でいろいろあるでしょ
うけれども、平成26年度に881件ということで
あれば、求人がその倍近くあっているという状

況で、これはただ単に、まず現状で求人がそれ

だけ足りていないと。なおかつ先ほど説明があ

ったとおりに60歳以上で年々やめていらっし
ゃる方がいるということを踏まえると、この数

字ではなかなか、もうちょっと数的に増やして

いかなければいけないのじゃないかと思います

けれども、それはどうお考えでしょうか。

【田口建設企画課長】例えば高校の新卒者を対

象とする場合でも、土木建築系の学校の生徒さ

んが最大で320名しかおられません。当然この
数だけでも足りないわけですし、今、普通校で

あるとか、そういった学校の子どもさんも入職

を促進していかないとなかなか確保できるもの

ではないと考えております。

 私どもとしましては、そういった県内の高卒

の子どもさんをいかに県内に就職させるか、ま

さにそこが県民所得の向上であり、人口減少対

策の部分につながるものだと考えておりまして、

まずは県外に就職している子どもさんを県内に、

建設業を希望している子どもさんを、工業高校

に限らず普通高校からも確保すると、そういっ

た形の取組を進めることで人数を確保していき

たいと考えております。

【中島(浩)委員】 今現在、私が知る限りでは他
業種からの中途採用の方が結構多いんですよ。

その辺もぜひ視野に入れていただいて、基本的

にはやはり高卒者あたりが一番、限られた数に

なってくるんでしょうけれども、それで足りな

ければ他業種からの参入というのが技術者でも

いらっしゃるんですよ、そういう方がたくさん

いらっしゃいます、会社ごとに調べても。

 その辺を視野に入れて、この数の確保という

のは、せっかく求人があっているわけですから、

それがまだ半分に達していないという状況であ

れば、ぜひそういうところも参考にしていただ

いて、仕事はあるけど求人を出しても来ないと

なれば、なかなか企業の規模拡大もできないで

しょうから、ぜひその辺は取り組んでいただき

たいと思います。

【溝口委員】 長崎県総合計画（仮称）素案の分

厚い資料の114ページ、交通安全確保に向けた
通学路等の整備ですけれども、平成26年度現在
15％で、それを平成32年度に100％までもって
いくということです。今、延長として大体どの

くらい整備をしなければいけないという認識の

もとにこの数字が出たんですか。

【池田道路維持課長】 これは平成24年度に行
いました緊急合同点検をもとにつくった数字で

ございますが、20キロのうち3キロが現在進ん
でいる状況でございます。

【溝口委員】 20キロのうちに3キロということ
ですから、5年間ぐらいで完全にやってしまう
ということです。危険箇所として指定されたの

が20キロというのは、教育委員会と警察と、あ
とどこですか、その中で土木部の方では立ち合



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２８日） 

- 128 - 

いをしながら見て回った結果なんですか。

【池田道路維持課長】今、委員おっしゃったよ

うに土木部、警察、教育関係で見回って決定し

たものでございます。

【溝口委員】危険箇所があるということであれ

ば100％に早くしていかないといけないという
部分はわかるんです。ただ、歩道の整備も、ど

のような歩道を通学路としての整備をしていこ

うとしているのか、その辺についてはどのよう

に考えているんですか。

 今多いのがポール等をカーブに立ててと、そ

ういうものが大変増えているような感じがする

んですけれども、当たり前の歩道といったら、

車道より上げてつくっていくというのが、バリ

アフリー関係を考えれば普通なんですけれども、

その辺についてはどのような考えで整備をして

いこうとしているのかお尋ねいたします。

【池田道路維持課長】 今回挙げている数字は、

全て2.5メートル以上の歩道を設置するという
ことでございます。

【溝口委員】 わかりました。

 ただ、長崎県全般で20キロぐらいしかなかっ
たんですか。私もずっと回ってさるくと、幅2.5
メートルの歩道というのはほとんどないような

感じが、通学路としては多いと思うんですけれ

ども、その辺について、どことどこを箇所づけ

しているのか、もし長崎県全般としてここを整

備しますというのがわかれば、後からでもいい

ですから資料をいただきたいと思います。

【西川委員長】道路維持課長、コメントが何か

ありますか。

【池田道路維持課長】全体計画のペーパーを作

成してお渡しするようにします。

 それともう一つ、今回挙げているもの以外に

緊急道路点検でやったもの、先ほど言われたよ

うにポールであるとか、カラー舗装であるとか、

そういうもので物理的に広げられないようなと

ころは対策を行っているところもございます。

【溝口委員】ポールだけというよりは、やはり

歩道として通学路ですから、それと今はもう車

いすの人たちが多いわけですから、幅2.5メート
ルの整備を全体的に通学路のところにするとい

うことであれば、そのことについては幅2.5メー
トルの歩道ということで全体的に検討していか

ないといけないんじゃないかと私は思っている

んですけれども、いかがでしょうか。

【池田道路維持課長】将来的にはそういう歩道

の整備を考えていきたいと思います。

【吉村(洋)副委員長】 1点だけ、さっきからず
っと出ていた橋は、いろいろ数字が違うところ

があったりするんですけど、この長崎県まち・

ひと・しごと創生総合戦略（案）数値目標・Ｋ

ＰＩの設定根拠では、最終の平成31年度に208
橋、さっき道路維持課長は204橋という数字を
どこの部分で言われたのか。

それから、153橋というのは合っているんで
すよね、平成26年度の基準数は。それで、ＫＰ
Ｉは、それを平成31年度までに160、170、174、
188、208と持っていくと。設定根拠の方は平成
29年度から100％と、ずっと100％が続くと。こ
の資料間の整合性というか、そこら辺が非常に

わかりづらい。だから、さっき渡辺委員の質問

を聞きながら、なかなかわかりづらかったなと。

 それで、長崎県総合計画（仮称）素案の方で

は135ページですね。これは溝口委員からも指
摘があっていたんですけれども、平成32年度に
221橋という数が出ているんですが、ここら辺
の数字の違いというのはどこら辺からくるのか

ちょっと教えていただけますか。

【西川委員長】 暫時休憩します。
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― 午後 ２時１５分 休憩 ― 

― 午後 ２時１６分 再開 ― 

【西川委員長】 再開します。

【池田道路維持課長】まず、最終目標の数字が

違うところがございます。「長崎県総合計画（仮

称）素案 数値目標の設定根拠」の16ページ、
ここは平成32年度目標で221橋、それから「長
崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」

数値目標・ＫＰＩの設定根拠の5ページにＫＰ
Ｉの設定根拠がございますが、これは目標年次

が平成31年度ということで208橋となってござ
います。

【吉村(洋)副委員長】 ということは1年の違い
で数字が違うということで理解をしたいと思い

ます。

 ただ、この指標名が「橋梁の補修実施橋梁数

（累計）」というのと、「長崎県総合計画（仮

称）素案」数値目標の設定根拠の方では、「予

防的な補修により安全性が保たれる橋梁の割

合」、この数と割合という別々の表示の仕方に

なっているわけですね。そこら辺も統一性をも

って資料づくりをやってもらわないと我々にと

っては見づらい資料になるので、そこら辺につ

いてご意見をお伺いしたいと思います。

【池田道路維持課長】先ほども申しましたとお

り、我々は目標として全体の保全の体系を予防

保全で行うということから、具体的な補修橋梁

の数で表現しても、目標率がわかりづらいもの

ですから、そこの予防保全に移ったものについ

ては率で表現をしていると。

 実際に補修をやったものについては橋梁の数

で表現をしているという使い分けをしてござい

ます。

【吉村(洋)副委員長】 今、道路維持課長は「使

い分けをしている」と上手に言われましたが、

もともとこの工事をしましたという橋と予防保

全型の維持管理に移行しましたという、そのわ

かりづらいもともとの形があるわけです。

 なので、比較してわかりやすい、区別しまし

たと言われますけど、そこら辺は揃えてほしい

と思います。わかりづらいのでパーセントにし

ましたと言うけれども、これも橋の数にすれば

できないことはないのだろうと思います。全体

をパーセントにした方がいいのかとも思います

し、そこら辺がどうしたがいいのかわからない

ところもあるんですが、資料として読みやすい

資料づくりに心がけていただきたいと思います。

これは要望しておきます。

 もう一つ、その前のページで、これは佐世保

なので必ず言っておかないといかんなと思うと

ころで言わせていただきますが、指標名が「ク

ルーズ客船と外航定期航路のための施設整備」

です。

 平成32年度までに長崎、厳原、比田勝の3港
を整備するんだと。この設定理由が、クルーズ

客船や定期航路による観光客増大に対応した港

湾整備。こうやって整備すると地域への経済波

及効果が拡大される。外国人観光客の受入をや

っていくんだと。その整備をすることに効果が

あるんだということだろうと思いますが、それ

であれば受入観光客の増加数というのをどのよ

うに設定されているのか、お聞きしたいと思い

ます。

【近藤港湾課長】受入観光客の増加をどのよう

に見込んでいるかという話ですけれども、今、

土木部サイドで入っている「交流・物流の拠点

となる港湾の整備」の中には、委員おっしゃる

ように佐世保港が入ってございません。

 もう一つ、観光振興課の方で出している「長
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崎県総合計画（仮称）素案」の26ページになり
ますけれども、「（3）海外活力の取り込み」
の中の「国内外のクルーズ客船入港数」、これ

は佐世保港が入ってございます。

 内訳からすると全体270隻なんですが、長崎
港が200隻、佐世保が50隻になっていて、既に
もう佐世保港は50隻に近づきつつあるんです
が、これが入ってございます。

 これからいくと、大体100万人程度見込まれ
るんじゃないかと考えております。

【吉村(洋)副委員長】 今から聞こうと思ってい
たことを先に言われると困るんですが、26ペー
ジには佐世保港の客船入港も入れてあるんだと。

ここでずれてきて、土木部の港湾としては所管

している港を整備をしますよということだけに

なってしまうのかなというのがこの質問の原点

なんです。

 それから、ここをやられる時に、県が管理す

るものばかりじゃなくて県内全体の港湾という

のを頭に置いてもらいたいと思うんですが、そ

ういうのをこの資料の中に、土木部港湾課とし

ても、実際、直接管理はしていないけれども、

県内の県管理以外の港湾についても載せておく

ことが必要じゃなかろうかなと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。

【近藤港湾課長】 副委員長おっしゃるように、

県全体の観光振興からすると、今、観光振興課

の方で出している270隻については、県が管理
していない港湾も含めて、誘致等も頑張ってい

るので数値に入っておりますけれども、土木部

サイドから言うと、この3港プラス佐世保とい
うことになると、実際の事業主体ではございま

せんので、我々が自ら仕事をして隻数が増える

とか、そういったことにならないので、一応計

画の中には土木部の事業としては入れておりま

せん。

 ただし、佐世保港のターミナルにつきまして

話をすると、一部県の一般財源の方から応援さ

せていただいております。

【吉村(洋)副委員長】 管理をしておらんからと
言ってしまえば終わりですが、今最後にいみじ

くも港湾課長が言われた三浦の施設については

県も費用負担をしたんですよね。そういう意味

でやっぱりここの中に直接は入らなくても参考

資料として載せておくとか、そうしないとここ

の26ページの分では入っております。こっちで
は土木部だけなので入っていないと。資料とし

ては全体のつながりが少し欠けてくるわけです

よね。そういう意味で、それがつながるように、

言ってみれば丁寧な資料づくりをしてもらいた

いと思うんですが、それについてもう一言お願

いします。

【近藤港湾課長】今の副委員長のご指摘も踏ま

えながら、この案につきましても、実績として

私たちも事業をやっているわけではないので、

港数的には変わらないと思うんですが、一部タ

ーミナルの建設については応援をさせていただ

いて、佐世保港の観光振興についても寄与して

おりますので、コメントとしてそういうことを

やっていますということを記載することを検討

してまいりたいと思います。

【西川委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 次に、「長崎県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略（案）」について、ご質問は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 次に、「長崎県国土強靭化地域

計画（素案）」についてご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【西川委員長】ほかに質問がないようですので、

土木部関係の審査結果について整理したいと思

います。

 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２４分 休憩 ― 

― 午後 ２時２５分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

 分科会長報告、委員長報告、質問項目などは、

正副委員長にご一任させていただきたいと思い

ます。

 これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

 明日は、午前10時から委員会を再開し、交通
局の審査を行います。

 お疲れさまでした。

― 午後 ２時２６分 散会 ― 



第 ４ 日 目



配 付 資 料
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２７年９月２９日 

自   午前１０時 ０分

至   午後 ２時３２分

於   本館５－Ａ会議室

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 西川 克己 君

副委員長(副会長) 吉村  洋 君

委 員 中山  功 君

 〃  溝口芙美雄 君

 〃  渡辺 敏勝 君

 〃  徳永 達也 君

 〃  久野  哲 君

 〃  中村 和弥 君

 〃  松島  完 君

 〃  中島 浩介 君

 〃  大場 博文 君

３、欠席委員の氏名 

な   し

４、委員外出席議員の氏名 

な   し

５、県側出席者の氏名 

交 通 局 長 山口 雄二 君

管 理 部 長 笠山 浩昭 君

営 業 部 長 小川 雅純 君

６、審査の経過次のとおり 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

【西川委員長】 おはようございます。

 委員会及び分科会を再開いたします。

 これより、交通局の審査を行います。

 分科会に入ります前に、委員の皆様にお諮り

いたします。

 本日、審議を行う交通事業会計補正予算の議

案と、第107号議案「長崎県交通局大型自動車
第二種運転免許取得資金貸与条例」は、関連が

あることから、まず、予算議案及び第107号議
案について説明を受け、一括して質疑を行い、

その後、予算議案についての討論・採決を行い、

委員会再開後、第107号議案についての討論・
採決を行うこととしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】それではそのように進めさせて

いただきます。

【西川分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

 交通局長より、予算議案及び第107号議案に
ついての説明をお願いいたします。

【山口交通局長】交通局関係の議案についてご

説明いたします。

 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の交通局をお開きください。

 今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第102号議案「平成27年度長崎県交通事業
会計補正予算（第1号）」であります。
 これは大型自動車第二種運転免許取得資金の

貸与に要する事業費及び新幹線建設工事に伴い

移転が必要となる県営バス長崎営業所の車庫の

一部について、近隣の県有地への仮移転を実施

するための事業費をそれぞれ計上したものであ

ります。

 収益的収支及び資本的収支の補正の内容は、

それぞれ記載のとおりであります。

 次に、環境生活委員会関係議案説明資料の交
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通局をお開きください。

 今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第107号議案「長崎県交通局大型自動車第
二種運転免許取得資金貸与条例」であります。

 これは、交通局において運転士の安定的な確

保を図るため、運転士の採用試験を受験する者

で、新たに大型自動車第二種運転免許を取得し

ようとする者に対し、その免許取得に要する資

金を貸与する条例を制定しようとするものであ

ります。

 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。

 よろしくご審議を賜りますようお願いをいた

します。

【西川分科会長】次に、管理部長より補足説明

を求めます。

【笠山管理部長】補足説明資料をご覧ください。

 まず、大型自動車第二種運転免許取得資金貸

与事業についてご説明いたします。

 資料の1ページをお開きください。
 この事業の創設に至った背景でございますが、

1、現状における問題点をご覧ください。
 一つ目の丸でございますが、バス運転士とな

るためには大型二種免許が必要となりますが、

この免許の保有者数は、全国的に年々減少して

おります。

 表をご覧いただきますと、長崎県の欄でござ

いますが、本県においても平成22年度の1万
9,850人から、平成26年度の1万8,663人へと推
移し、直近の5年間で1,187人、約6％減少して
おります。

 次に、2つ目の丸ですが、可能な限り運転士
の採用試験を実施しておりますが、年々受験者

数が減少し、必要数を確保できない状態が続い

ておりまして、今後この状態はさらに厳しくな

ることが懸念されております。

 下の表に、長崎県央バス株式会社を含む県営

バスグループの5年間の状況を記載しておりま
すが、上から試験回数、受験者数、試験1回当
たりの受験者数、そして採用数を記載しており

ます。平成22年度は4回試験を行い、88人の受
験者があり、試験1回当たり22.0人が受験してお
ります。これが平成26年度は採用試験を5回実
施いたしましたが、試験1回当たりの受験者数
は9.6人へと減少しております。
 表の下の※印には、各年度4月1日時点の運転
士の欠員数を記載しておりますが、毎年20名前
後の欠員が生じております。

 一番下の丸ですが、長崎県央バス株式会社を

含む交通局グループの平均年齢の状況でござい

ます。平均年齢は年々上昇しており、将来的に

は平均年齢がさらに上がり、いびつな年齢構成

となることが懸念されます。

 表をご覧いただきますと、10年前の平成17年
度の平均年齢は46.1歳でしたが、平成27年度、
本年度は50.6歳となっております。
 表の上の※印に記載しておりますが、昨年度

の採用試験の合格者の平均年齢は42.4歳で、50
歳以上が2割を占めており、このような年齢構
成での採用が今後も続くと想定しますと、10年
後の平成37年度には、平均年齢が56.2歳となる
と予想しております。

 次に、2ページをご覧ください。
2の対策としまして、ご提案いたしました制

度の実施により、免許を取得する上で大きな障

壁となっている大型二種免許取得費用にかかる

負担軽減を図ることで、より多くの受験者を募

り、必要な運転士数を確保するとともに、運転

士の年齢構成をバランスよく保つこととしたい

と考えております。
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 このため、一つ目の丸ですが、現在実施して

いる大型二種免許取得者を対象とした採用試験

に加えて、新たに大型二種免許未取得者を対象

に採用試験を実施し、一次選考試験合格者に免

許取得費用に対する資金貸与を行おうとするも

のであります。

 また、この制度による、本年度の交通局にお

ける採用予定者数を10名、1人当たりの貸与上
限額を30万円とし、合計300万円の補正予算を
計上させていただいております。

 ※印に記載しておりますが、財源は自己資金

を活用することとしております。具体的には補

填財源でございまして、減価償却費などのよう

に費用として発生するものの、実際には現金の

支出を伴わない経費によって内部に留保される

資金であり、今回の貸与金のように、資産の形

成にかかる支出の財源の一部として充てられる

ものであります。

2つ目の丸ですが、貸与対象者については、
運転士の年齢構成を適正に保つため、40歳未満
としたいと考えております。

 次に、3、制度の概要でございますが、（1）
採用までの流れをご覧いただきますと、最初に

①一次選考試験を実施し、②合格者のうち、希

望者に対して免許取得資金の貸与を行います。

その後、③6カ月以内に大型二種免許を取得し
ていただき、取得後、④二次選考試験を行い、

⑤その合格者を採用予定者名簿に登載すること

といたします。

 （2）貸与額でございますが、上限30万円の
範囲で大型二種免許取得費用の実費相当額を無

利子で貸与するものであります。貸与対象の費

用は記載のとおりであります。

 資料の3ページをお願いいたします。
 （3）貸与対象者は、大型二種免許を取得し

ていない40歳未満の方です。
 （4）連帯保証人ですが、2名立てていただき、
債権管理を適正に行ってまいります。

 （5）貸与金の返還が免除される場合と、（6）
貸与金の返還が発生する場合についてご説明さ

せていただきます。

 貸与を受けた受験者が採用された場合、研修

を経てバスの運転業務に従事いただくことにな

りますが、（5）に記載しておりますとおり、
交通局においてバス運転業務に5年間従事した
場合に返還の免除を行うことで、より多くの受

験者を募り、採用後の定着を図るためのインセ

ンティブとしたいと考えております。

 なお、バス運転業務の従事期間には、長崎県

央バス株式会社に転籍した場合には、転籍後の

従事期間を含むこととしております。

 一方、返還が発生する場合でございますが、

（6）に主なものを記載させていただきました
が、一次選考試験の合格後に、6カ月以内に免
許を取得できなかった場合、免許は取得し採用

予定者名簿に登載されたけれども、採用までの

間に、免許停止等により名簿から削除された場

合、そのほか、採用後退職によりバス運転業務

従事期間が5年間に満たない場合などについて
は、その時点で返還をしていただくよう考えて

おります。

4のその他でございますが、今回の条例案並
びに補正予算案は、交通局による制度創設にか

かる議案でございますが、長崎県央バス株式会

社においても同様の制度を創設させていただき、

県営バスグループとして必要な運転士数の確保

に努めていきたいと考えております。

 最後に、自動車運送事業に関する人材確保に

ついて、国の動きをご説明いたします。

3ページの一番下でございますが、自動車運
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送事業全体において運転士不足が深刻な問題で

あることから、国土交通省自動車局が、昨年7
月に「自動車運送事業等の人材確保・育成対策」

を公表いたしました。その中で、事業者等が取

り組むべき事項として、「採用から定着に至る

まで一貫した取組を早急に進めるべき」とされ

ており、その取組例の一つとして、「免許取得

の費用・手間が就労者側の負担となり、新規就

労の障壁となっているので、事業者側において

免許取得費用に対する助成制度の充実を図るこ

と」が挙げられております。

 以上が、貸与事業についてのご説明でござい

ます。

 次に、長崎営業所車庫仮移転事業についてご

説明をいたします。

 資料の4ページをお開きください。
1、事業概要でございますが、新幹線建設工

事に伴い、八千代町にございます長崎営業所車

庫の敷地内に3基の橋脚の建設が予定されてお
ります。車庫の一部について近隣の県有地への

仮移転が必要となっております。

 このため、来年1月の仮移転にあわせて、必
要となる備品費や人件費等の経費について補正

予算の計上を行うものであります。

 なお、財源については、すべて鉄道運輸機構

による移転補償費であります。

 次に、仮移転の概要でございます。

 資料の次のページの図面をご覧ください。こ

の図面では、現在地と仮移転先の位置を示して

おります。左側の青色の部分が長崎営業所の現

在地でございますが、右側の赤色の部分が旭大

橋下の県有地であります。仮移転予定地であり

ます。現在地では、バス約100両が駐車してお
りますが、当該工事によりまして36両の駐車に
支障が生じるため、仮移転先にバス36両と乗用

車41両分の駐車場所を確保し、あわせて、必要
となる2階建てプレハブ事務所棟を確保するも
のであります。

4ページにお戻りいただきまして、2の4つ目
の丸ですが、管理体制としておりますのは、新

たに運行管理者3名と臨時職員1名を配置する
ものであります。

 仮移転の期間でございますが、長崎営業所敷

地内の工事着手に合わせて来年1月に移転し、
平成32年3月までを予定しております。
 また、※印に記載しておりますとおり、建物、

駐車場及び上下水道等の施設は鉄道運輸機構が

直接整備する予定であります。

 次に、3、仮移転等でございますが、今回、
補正予算に計上しておりますのは、一番下に記

載しております、合計で1,953万9,000円でござ
います。内訳でございますが、①の初期費用と

しては、必要となるハード整備の主たる部分は

鉄道運輸機構が直接実施しますので、交通局と

して本年度のみ要する経費であり、運行管理シ

ステムなど事務用機器整備費など896万5,000
円、それと②の年間所要経費としましては、本

年度の来年1月から3月までに交通局で必要と
なる維持管理費用でございまして、運行管理者

等の人件費など1,057万4,000円との合計額で
あります。また、資料右側に枠囲みで記載して

おりますのは、横長表との関係をお示ししてお

ります。

 以上で補足説明を終わらせていただきます。

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【西川分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び第107号議案に対す
る質疑を行います。

 質疑はありませんか。
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【久野委員】今、大型自動車第二種運転免許取

得資金貸与事業関係についてご説明をいただき

ました。私どもとしては、これは県民の足とい

うようなことで、やっぱり大型二種免許取得者

が少ないというようなことで、この事業につい

ては、私どもとしては賛成というような立場で

おります。

 ただ、ちょっと確認をさせてもらいたいんで

すけれども、今、説明がありましたように、も

し仮に免許が取得できなかった場合の処遇は、

これは、一次試験は上がりました。ところが、

二次試験の実地については6カ月以内に取りき
れないということであれば、これは6カ月以内
までに免許を取れば大丈夫でしょうけれど、そ

れ以降、過ぎた場合は返済をしないといかんと

いうことになるわけですね。それは、その確認

でいいですね。

 それから、免許取得するまでの作業形態とい

うか、ここらあたりはどうなっているのかなと。

入社するでしょう。そして、今から免許を取っ

てくださいというようなことになるんですかね。

これは、それ以前の問題になるんですか。そこ

らあたりを説明をお願いしたい。

【笠山管理部長】入社にかかる形態とのご質問

でございますが、一次選考試験で合格をした受

験者につきましては、希望者について貸与申請

をしていただき、その後、当局のほうで貸し付

け決定を行います。その後、間もなく貸し付け

を行いまして、受験者の方は、例えば教習所等

で教習を受けて、免許の取得に入ります。

6カ月以内に免許を取得した場合は、二次選
考試験を行うということなんですけれども、委

員ご指摘のとおり、6カ月以内に取得できなか
った場合は、先ほどご説明させていただきまし

たように、返還をしていただくということにな

ります。

 採用なんですけれども、6カ月以内に免許を
取得していただきますと、当局のほうに連絡を

いただきまして、二次選考試験を行います。二

次選考試験では、免許取得の確認をし、その間

の職歴等もあわせて確認をし、問題がなければ

採用ということで、二次選考試験を経た後に採

用となります。その前に、採用予定者名簿に登

載ということになりますけれども、そういう手

続を予定しております。

【久野委員】それから、免許取得後の中途退職

者については、資金を当然回収しなければいか

ん。この期間も5年間ですよというようなこと
を決めておいて。

 ところが、今日までのスマートカード問題

等々で、資金回収がなかなかできていないでし

ょう。これが、今回、大型二種免許をこうして

取らせますよ、取ってくださいよというような

ことをやって、もし不採用になった方の資金回

収ができるのかどうかなと。スマートカードの

前例等々もあって、この点をどのようにお考え

になっておられるのかということをお聞かせい

ただきたいと思います。

【笠山管理部長】資金回収のご質問でございま

すが、委員ご指摘のとおり、こういった未収等

が発生しないようにしっかりと債権管理をした

いと考えておりまして、今回の貸付金の制度を

創設するにあたりまして、まず、保証人を2名
立てていただきます。その保証人につきまして

は、しっかりと年収の状況なども確認するため

に、源泉徴収票、または市町村長が発行する所

得証明書を確認した上で、さらに書類を出して

いただきますけれども、保証人の意思で保証人

に立っていただいたということを確認するため

に、印鑑登録証もあわせて出していただく。そ
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ういったことを通じまして、きちんと保証人の

意思も確認しながら貸し付けを行うということ

で考えております。

【久野委員】 わかりました。

 それから、制度については、先ほど申し上げ

ましたように、やっぱり何らかの形で免許を取

って、大型二種の免許取得者を多くつくってい

くというようなことで、わかるんですけれども、

ただ、制度をこのようにして構築していない事

業者というのは、民間のバス会社等々はこうい

うようなことはなかなかできないわけですね。

民間から言わせるなら、民間のバス会社という

のは、県の交通局は税金を使ってこういうふう

な対策をやっているんじゃないかというような

ことを言われておるんですね。私もこの前、局

長にこの点の話を聞きまして、あくまでも税金

ではありませんというようなことを言われまし

たけれども、結局、これは減価償却とか、内部

留保というような感じになっているんですけれ

ど、もともとはこれは税金ではないんですか。

ここらあたりをもう一回はっきりさせていただ

きたいと思います。

【笠山管理部長】 財源の部分でございますが、

少し詳しく説明をさせていただきたいと思いま

す。

 今回、創設しようとする事業の財源は交通局

の自己資金で、補填財源ということで考えてお

ります。補填財源とは、減価償却費などのよう

に費用化いたしますけれども、実際に現金の支

出を伴わない経費によって内部に留保される資

金でございまして、今回の貸与金のように、資

産形成にかかる支出の財源として充てられるも

のでございます。

 県営バスが受けている補助金でございますが、

平成27年度の総額で8億200万円でございます。

このうち、国、県から受けているバスの赤字路

線の運行などの制度的な補助金が5億600万円
でございます。県からの繰入金のうち、基礎年

金拠出金など民間企業では発生しない負担につ

いて、交付税制度を前提として受けているもの

が2億3,200万円となっております。そのほか、
全くの県費が6,300万円でございますが、これは
消費税が平成26年4月に5％から8％に引き上げ
られた際に、他の交通事業者の動向を踏まえて、

一部路線において運賃に転嫁できない影響額に

ついて緊急避難的に補助を受けたものでござい

まして、これは平成27年度で終了の予定でござ
います。

 ご指摘の補助金の部分なんですけれども、国

や県から受けている補助金等につきましては、

路線補助など民間事業者も同様に対象となるも

ののほか、一般会計からの繰出金については、

先ほど申し上げましたように、基礎年金拠出金

や共済追加費用など、国が定める繰り出し基準

に基づき受けているものや、最後に申し上げま

した消費税率の引き上げに伴う消費税の支払い

の一部に充てているものなど、いずれも補助対

象が明確でございまして、かつ、実情に応じた

支払い、実績に応じた支払いになっております。

 そういう点で、県からの補助金は、今回の貸

与金の財源には充当しておりません。そういう

ことで私どもは考えております。

【久野委員】今、そういうふうな話がありまし

たけれど、しかし、民間の皆さん方から見たら、

やっぱり県はこれは税金を使っているというよ

うなこと、皆さんは勘ぐるわけですね。ですか

ら、そこらあたりが、今回こういうふうにして、

県の交通局としてはこういうふうに対策をやり

ました、実行に移しました。ところが、民間は

なかなかできないというようなことで、県内の
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バス会社、公営、民間を含めて格差拡大が出て

くるんじゃないかというふうに思うんですよね。

ここらあたりについてはどういうふうなお考え

を持っておられるのかなと。

 ただ、県の交通事業政策として、この問題に

ついては具体的対策が必要じゃないかと思うん

です。ですから、同じバス会社、同業者、これ

は公営にしても民間にしても、お互いに整合性

をとるためにも、協議会とかいろんなあれがこ

こにはないんですかね。もう県は県、民間は民

間というだけのあれですか。

 例えば県の交通事業、トラック協会とかいろ

んなところがありますけれども、そういうふう

なところの会議とか、そういうようなものはな

いんですか。

【山口交通局長】最初に、他の事業者も含めた

状況でございますけれども、既に交通局と同様

の資金について、4年前から、県内で大手の事
業者のほうで先行して実施をされております。

そのほか、支度金制度について設けておられる

事業者もあります。私どもが最初に先行してこ

ういう制度をつくったということではございま

せん。

 なおかつ、冒頭、管理部長のほうから説明を

いたしましたけれど、国のほうから各事業者、

事業者団体に対して、昨年の7月に運転免許の
取得についての助成制度の創設について、国の

ほうからも考えが示されております。したがい

まして、交通局としては、私どもが最初にこの

制度を非常に特殊な形で提案をしているという

ふうな認識を持っておりません。バス事業者で

構成する団体としては、県内に県のバス協会が

ございます。私どもはバス協会の中の役員の一

員でございますし、あとは、下部に関係する専

門的な議論をする委員会もございますけれど、

この中で運転士不足についてたびたび議論に上

がってきたというのは事実でございますけれど、

ただ、具体的にバス協会、あるいは県に対して

も含めてですけれど、貸付金制度、あるいは助

成金制度、そういったものについてつくってい

くべきではないかとか、そういう具体的な議論

というのは出てきておりません。

 そういう中で、私どもとしては、先ほど申し

上げた先行した事例もあることから、国からの

提言も踏まえて、今回、予算と議案について提

案をさせていただいた次第でございます。

【久野委員】大体わかりました。二種免許取得

者は、やっぱり全国的に少ないわけですね。だ

から、これも、今話があったように、国のほう

の指導をもって、こうしていろいろと対策を講

じなさいというようなことをしていると思うん

です。

 ただ、やっぱり私が先ほどから申し上げてい

るのは、そこらあたりのバス会社の整合性をき

ちんと、うちはこうしてやるんだと、しかし、

これは税金じゃないよというようなことをあく

までもきちんと民間会社にも説明する必要があ

ると思うんです。普通の民間の皆さん方は、県

だから税金を使っているというようなことにな

るわけですから、誤解を生じるところが出てく

るわけですね。ですから、お互いに長崎県内の

バス協会ということであれば、公営だろうが、

市営だろうが、お互いにそういうところは話し

合いをしながら、うちはこうして今からやって

いくよというぐらいの話はする必要があるんじ

ゃないかというふうに思います。

 県内のバス業界もそれぞれ、民間も苦しんで

おるわけでありますけれども、私どもはこうい

うふうな状況で、この事業についてはやってい

かないと、大型二種免許取得者がいないと、運
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転士がいないということになれば、バスが動か

ないわけですから、何らかの対策を講じてこう

してやっていくということについては、私は何

も異論はないです。

 ただ、今までのそういうふうな経過、整合性

というか、先ほど申し上げましたように、そう

いうようなことをきちんと、公営も民間も一緒

にきちんと、お互いの連携をとりながら今後や

っていただきたいということを要望しておきた

いと思います。

【西川分科会長】 ほかにありませんか。

【徳永委員】ちょっと確認をしたいんですけれ

ど、運転士の不足というのが交通局のほうでも

今非常に問題になっているということですけれ

ども、運転士の不足という、なかなかバスの運

転士に応募がないと、これはどういう理由なん

でしょうか。

【山口交通局長】これは国のほうでいろいろと

調査された経過がございますけれども、一つは

イメージの問題、勤務の特殊性といいますか、

朝が早くて深夜までの勤務に及ぶと、必ずしも

土日に休めるということでもないと、そういっ

た勤務が非常にきついというイメージというの

が、特に若い方に多いのではないかというふう

に言われております。

 もう一つは、処遇面、従来と比べると、ほか

の事業に比べて給与、そのほかの面も含めて魅

力が乏しくなってきているのではないかという

ふうに言われています。

 あとは、先ほど申し上げた、バスの運転士と

いうことも考えてみようという時に、資格が要

ると、大型二種の資格が要ると。なおかつ、資

格取得について少なからず費用がかかるという

こともあるということでございます。

 したがいまして、処遇全般、勤務のありよう

全般、それから免許、そういった総合的なとこ

ろから減ってきているというふうに思っており

ますし、特に長崎県の場合、新規に取得される

方というのはここ5年ぐらい、そう大きな動き
はないわけでございますが、その方たちが本当

に県内に定着をされているのかどうか、そこら

辺の追跡はできておりませんけれど、そこら辺

についてもやはり問題があるのではないかとい

うふうな気がいたします。

【徳永委員】私が知る限りでは、私の知人も県

営バスの運転士でおられたものですから、当時

の話は、逆に民間のほうから県のバスの運転士

にかわりたいんだという人が非常に多くて、競

争率も高かったんですよね、ハードルもね。そ

れが、最近は逆だということで、先ほど局長が

言われたように、いろんな待遇面とか給料も、

そしてまた、非常にハードだということ、10年、
20年前の時と比べて環境も全然違うというこ
と、逆に言えば、県の交通局としても、局長も

皆さんも利益をどれだけ上げるかということで、

我々からもいろいろと、やはり大変なご苦労が

あって、そういう中でどうしても運転士の給料

等を下げなければならない。

 例を出せば、有明航送船もそうなんですよね。

高速道路ができて、どんどん乗者数が少なくな

り、ピーク時の半分となった時に、昔は乗組員

の給料も非常によかったけれども、まずそこに

メスを入れられるということで、そういう面で

は給料も安いし、勤務状況も大変だということ

で、我々もそういうところをどうすればいいか

と。

 これは一つは、あまりやり過ぎれば、お客様

の安心・安全、これが一番事故を防止すること

ですので、その辺でも非常に大きな問題もあろ

うかと思いますので、やはりいい人材を確保す
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ることも大事でしょう。

 そういう中で、この運転士不足の今後のピー

ク、今、この資料を見れば、平成37年見込みで
は、平均年齢が56.2歳ということ。今の状況で
いけば、大体60歳が定年ということでやってい
るんですか。その辺はどうなんですか。

【笠山管理部長】定年についてのご質問でござ

いますが、この平均年齢は、県営バスグループ

での全体の平均をお示ししておりまして、定年

については、交通局は60歳、県央バスのほうは
65歳とさせていただいております。
【徳永委員】先ほど局長が言われたように、勤

務では運転士は大変きつい仕事ですね。このま

まいけば、56.2歳、そして65歳というのが果た
して、交通局としてこの平均年齢がどういうも

のかということ、この辺が非常に危惧があって、

今のうちにしっかりと若い人材確保ということ

であるんでしょうけれども、そうした場合に、

先ほど言うように、交通局が考えている平均年

齢と、そして、このままの数字でいけば、どの

時期でしっかりとした対策、平均年齢を幾つま

でに抑えるということのシナリオはあるんです

か。

【山口交通局長】 具体的に平均年齢について、

いつぐらいまでにこうしたいという計算までは

いたしておりませんけれども、基本的に40代の
前半ぐらいに平均年齢が置けるぐらいというの

がやはり理想的ではないかと考えております。

 そのためには、できれば30代前半ぐらいまで
の方が多くとれれば、数年ぐらいをかけてです

けれども、年齢構成を抑えていくことができる

のではないかというふうに思っておりますが、

平均年齢からすれば時間が必要であろうと思っ

ています。

【徳永委員】これはそうですよね。いなくなっ

たと、じゃ、すぐ運転士をというのはなかなか

難しい問題ですよね。私が今、質問したのはそ

ういう意味なんですよ。お客様商売ですから、

何をしても安全・安心が一番ですので、そこの

ところはしっかりとやっていただいて、運転士

の待遇とかそういうところもしっかりとやらな

いと、言い方はちょっと悪いけれども、やっぱ

り質の問題もありますから、そこは県営バスと

しての責任をしっかりと果たす、交通局として

そこはしっかり担保するという中でやっていた

だきたいと思っております。

 以上で終わります。

【中村委員】今回、大型免許の取得に対する支

援というのは、県営バスの方たちがいろんなこ

とを考慮しながら出された企業努力の一つの策

だと私は思っています。

 私は、実を申しますと、以前からずっと運送

業に携わっていまして、現在も県のトラック協

会に所属していますけれども、そういう中で県

内のすべての運送業者、そしてまた、全国の運

送業者も同じなんですけれども、非常にこの運

転士不足に悩んでいます。現在、県営バスにも

相当の台数がいると思うんだけれども、この相

当数のバスを動かそうとしたら、それだけの運

転士が必要だし、もちろん運転士がいなければ、

先ほど久野委員が言われたようにバスは動かな

いわけですよね。

 もちろんそういう結果になった時には、必ず

なると私は思っているんですけれども、県内の

周辺部、赤字路線、これがまず削減の対象にな

るのではなかろうかと思っています。そうしな

ければ運営ができなくなるんじゃないかという

ことを心配しているわけです。

 今回、苦肉の策として、これが税金なのか、

それとも県営バス独自の資金なのかという問題
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がいろいろ出てきましたけれども、私はどちら

にしろ、この対策というのは一つの経営努力だ

と思うので、民間であろうが、公営であろうが、

こういう努力をしなければ、この企業を存続す

ることはできないわけですね。

 もしそういうことを、県営バスは県の公金で

動いているところだから、こういう支援的な、

補助的なものを出す部分については認められな

いよということであれば、よく考えたら、県営

バスを民営化したほうがいいじゃないか、そう

いう発想にもつながってくると思うんです。だ

から、今回のこの条例というのは、私は必要な

ものであり、しかし、中身についての問題だと

思うんですね。

 そこで、一つ聞きたいんですけれども、先ほ

ど先行された県内の業者がいるということでし

たけれども、先行された方も同じような支援を

やっていると思うんだけれども、その内容を少

し簡単に説明してもらえますか。

【笠山管理部長】県内の先行事例についてのご

質問でございますが、県内には大手5社がござ
いますけれども、県北の西肥バスのほうで、自

動車学校と連携して、採用内定者の方の自動車

学校の授業料等を立て替えてお支払いすると。

筆記、実技、面接試験を行って合格者を自動車

学校入校日にあわせて採用すると、そういう制

度を設けておられます。

 これは4年前から制度を設けておられ、もと
もと大型二種の免許を取る時に、大型の免許を

お持ちの方、あるいは普通自動車の免許という

ケースがございますけれども、2年前に、普通
免許を所得した方についても適用するように拡

充をされたと聞いております。

 それで、採用後なんですけれども、採用後、

各月のその方の賃金から一定額を返済されて、

一定の期間勤務をしたら、残額について返還を

免除するというふうにお聞きしております。

 あと、ほかの事業者においても入社支度金と、

これは直接免許費用ということではないかもし

れませんけれども、入社支度金という制度を設

けておられる事業者もいらっしゃいます。

 承知している限りでは、以上でございます。

【中村委員】ということは、貸付資金をした時

に、その全額は返済をしなくていいということ

なんですか。（「はい」と呼ぶ者あり）という

ことは、現在、県営バスが出している中身とほ

とんど変わらないような内容なんですか。

 今、いろんな方がいますよね、議員の中にも

います。やはりこれは税金だろうと、それをこ

ういうことに使ってという方がいるんだけれど

も、先ほど言われたような内容を、例えば免許

取得に対して30万円出します。その30万円を、
例えばそこに10年勤務するか、5年以上となっ
ていますから、その間に、例えば全額返済をし

てもらうとか、そういうことにすれば、私はそ

ういう話も出てこなかったのかなと考えるんだ

けれど、それは他社と比較してそこに差があれ

ば、当然、県営バスじゃなくて他社に行きます

ね。

 先ほど徳永委員が言われましたけれども、以

前は県営バスというのは非常に年収が高かった。

どこよりも県営バスということを皆さんたちが

随分望んでいたと思うんですね。ところが、今

は、逆に考えれば、民間の長距離トラックの運

送屋のほうが給料が高い。以前は、長距離トラ

ックの運送屋というのはもっと高かった。家庭

的に子どもたちが生まれ、どうしても収入が必

要だという時には、とりあえず10年間でもいい
からトラックの運転手をやろうか。それである

程度の子育て資金をつくろうかという方たちが
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たくさんいたんです。ところが、ご存じのとお

り、ここ数年間、燃料の高騰というのがありま

して、これで運送業というのは非常に圧迫され

まして、給料が非常に下がりました。そういう

考えを持つ方たちも減ってしまったんですね。

 だから、これから先、この運転士が増えると

いうことは、相当の年収が増えなければ、私は

増えないと思っている。実際、うちもダンプ家

業をやっていますけれども、ほとんど従業員は

来ない。しかし、60歳定年というランクをどこ
でも持っていますから、果たして60歳でやめさ
せた時に、新しい人間が来るかといったら、そ

うでもないわけですね。だから、苦肉の策を打

ったんだと思うんだけれども、今回のこの条例

というのは、私はぜひ必要なものであるし、た

だしかし、中身についてはもう一度精査をする

必要もあるんじゃないかと思っています。ただ

しかし、他社と差がついた時には、当然、他社

のほうに行くと思うから、そこら辺は他社と同

じような中身でやっていかなければならない。

 先ほど久野委員が言われたように、せっかく

バス協会もある、もちろんトラック協会もあり

ます。同じ内容です。だから、いろんな意味で

話はするけれども、なかなかまとまらないとい

うのは本当だと思うんです。トラック協会でも

ほとんどまとまりません。運賃を確定しようと

言っても、絶対なりません。だから、バス業者

でも一緒でしょう。結局、一番人間の乗車率が

高いところは、他社に運賃を合わせたでしょう。

 だから、今回、この条例が、県営バスは公金

を使っているからということで止められるので

あれば、一番採算のとれる路線の値下げという

のも本当はできないと思う。私は、同じ内容だ

と思う。同じ内容の企業努力だと思う。

 だから、その中身を精査してやることも一つ

の方法だと思うんだけれども、もちろん他社と

差をつけられないということで、今回、知恵を

絞った結果だと思いますので、この条例につい

ては、ぜひ実施をしていただいて、一人でも多

くの運転士を採用して、先ほど言いましたよう

な赤字路線、周辺部の路線をなくさないような

対策をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをします。もっと言いたいけれども、

時間の都合もありますので、これでやめさせて

いただきます。

【西川分科会長】交通局長、今の中村委員の意

見は大体いいと思うけれど、今後精査してほし

いと。そのことに関して何か答弁はありません

か。

【山口交通局長】私もやはりこの制度を設けた

というのは、人材を確保した上で、今認可いた

だいている路線についてきちんとした運行をし

ていく必要があるということ、そして、高速バ

スについても、県下のバス事業者で一番多くの

路線を抱えておりますし、貸切バスについても

県下で最大の貸切バスの運行をやっております。

住民生活に必要な路線運行をやるということと

観光振興、両面を含めてしっかりした運行をし

ていくためには、今回の制度を生かしていきた

いと思っております。

 それと、制度的な面でございますけれど、一

応県内の他の大手の事業者を含めたところでバ

ランスがとれている制度だと思っております。

 あと、やった上でいろいろ出てくる問題につ

いては、また議会にもご相談をしながら、制度

について検討を深めていきたいと思っておりま

すし、もう一つ、先ほど、県外に新規の取得を

されている方が出ておられる可能性が高いとい

うふうに申し上げたんですが、実際に県外に出

ておられる方が長崎県に戻ってきたいという時
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に、こういう制度を、資格を取得した上で、県

営バスのほうに就職ができるような形、そうい

う発信について少し検討していく必要もあるの

ではないか、こういう制度をてこにして、県外

に出ておられる方に戻ってきていただくような

ことに資するような広報というのも必要ではな

いかと考えております。

【中村委員】 今、局長が言ったように、苦肉の

策でもあるし、他社との競合で同じような内容

を持ってきているというのもよくわかりました。

 ただ、一つだけ、もう一回聞かせていただき

ます。対象者を40歳未満としていますよね。こ
れはどこから持ってきた年齢なんですか。

【山口交通局長】実は以前、交通局で採用する

時に年齢制限をかけておりました。これについ

ては、なかなか採用が厳しくなったということ

で年齢制限を撤廃した経緯がありますが、その

時に私どもとしてつけておりました年齢制限と

いうのが40歳でありまして、それが一つござい
ます。

 あと、何歳にするかというのは非常に微妙な

ところがあるんですけれど、あまり高過ぎると

勤務期間が短くなりますし、例えば50歳を超え
て新しく大型二種を取って、それを実際、バス

を回していくということが体力的な面、いろん

な反射神経の面でどうかということがあります

ので、一つ、相当程度残った勤務期間とか、あ

るいはバスについての習熟の問題とか、そうい

うのを考えて40歳という線を出したような次
第であります。

【中村委員】 私が心配するのは、この40歳と
いう年齢というのは、現在、県の求人倍率が1
近くになりましたよね。そうした時に、この40
歳という年齢というのは一番引く手あまたの年

齢じゃないかと思ったものだからお聞きしたん

ですよ。

 先ほどの50歳というのは、私もきついなと思
うんです、10年勤めて定年ですよね、60歳でね。
そうした時に、40歳というランクを、例えば5
歳上げて45歳ぐらいまで持っていった時に、果
たしてどのぐらい増えるかな、それともどうか

なという考えが出てくるものだから。今回、10
人という予定数をしていますよね。今の40歳と
いう年齢制限をとった時に、果たして10人とい
う県営バスの希望枠に到達する可能性は高いん

ですかね。

【山口交通局長】具体的なシミュレーションま

ではできておりません。今回、一応制度として

出させていただいた上で、いろいろな問題点が

出てくるのではないか。一つは、年齢制限の問

題もあろうかと思います。一応、現在のところ

で試行した上で、その上でやはり年齢について

拡充すべきかどうかという判断については、考

えていきたいと思っております。

【中村委員】 わかりました。

 後でいいですから、一つ資料が欲しいんだけ

れど、例えば、先ほど県外から県内に戻ってこ

られる方たちもいる可能性もあるかもしれない、

そういう方たちをぜひ採用したいということな

んだけれども、実際今のところ、県内のバス業

者の従業員の方たちの収入の格差がどのくらい

なのか、格差はないのか。それと他県、県営の

バス会社というのはもう1社あったのか、なか
ったのか、県営バスだけだったかな。公営は1
社ですよね。だから、ほとんどあとは民間です

から、そういう他県のバス会社との収入の差と

いうのがどのぐらいあるのかというのを知りた

いものだから、後でいいですから、資料を提供

していただきたいと思います。

【西川分科会長】 ほかにありませんか。
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【大場委員】 中村委員の40歳の、いわば年齢
制限の件に関連してちょっとお聞きしたいんで

すが、40歳というのは、先ほど委員が言われた
ように、非常に引く手あまたのところで、一つ

の線引きをする中で、私自身は若いなと思って

いるんですよ。

 現在、こういうふうに運転士が足らない状況

で、ぎりぎり可能なぐらいまでの限度枠、年齢

の制限というのが、さっきあったように45歳と
かそういった枠が、できれば幅広く、もう少し

10名という雇用に近づくんじゃないかと思っ
ていますが、それに対して、ここに合格者が出

ていましたけれども、過去5年間、採用された
平均年齢というのは何歳ですか。

【笠山管理部長】 過去5年間の採用者の平均年
齢でございますが、資料にもございますけれど

も、合格者の平均年齢は42.4歳でございます。
 あわせてご報告させていただきますと、直近

5年間での採用者の数というのは76名おります
けれども、このうち40歳未満の方というのは31
名おりまして、約4割を占めております。
 こういうデータもひとつ参考にしながら、今

回、制度設計を行ったところでございまして、

先ほど局長もご答弁させていただいたとおり、

まず、この40歳で実施させていただいて、運用
の面で課題があれば、また改めて検討したいと

考えております。

【大場委員】運用というか、一度こういうふう

な制度で条件を出してしまいますと、なかなか

次に、縛りが本当にかかると思うんですよ。だ

から最初に、募集する前に、そういったことで

募集が受けやすい、私は逆だと思うんです。40
歳未満が約4割、31名とありましたけれども、
言うたら、残りの6割の人は40歳を超えている
わけですよね。それは、必然的に6割の人の募

集条件をここで切っているわけですから、本当

に10名欲しいんだったら、私はあえてそこは上
げるべきだと思いますけれども、お考えはどう

ですか。

【山口交通局長】 実際に、今後、一回限りとい

う募集でもありませんし、一つは、年齢のトー

タルを下げたいというところで、一つの線を40
歳に持ってきたわけでございまして、じゃ、40
歳と45歳でどういうふうに、技量的な面とか、
習熟の面とか違うかというと、そこは微妙なと

ころがあろうかと思いますけれども、一つの線

として、今回、40歳ということで整理をいたし
ました。

 繰り返しでございますけれども、これで一回

限りということではございませんので、一度こ

れで施行させていただいて、その上で、やはり

もう少し幅広に考えるということがあれば、50
歳というのはなかなか厳しいということで、次

の線としては、やはり45歳ということだろうと
思いますので、その含みを残した上で、一旦施

行させていただけないかというふうに思ってお

ります。

【大場委員】 そうですね、施行して…、本来で

あれば、今必要な数を、私の考えとすれば、必

要な枠は10人、10人きちんと確保する。そして、
余力ができた時に、そういった制度で若返り方

策を図るとか、そういうふうなほうが私はいい

んじゃないかと思うのですが、後で結果はわか

るし、実際の雇用状況として、後で見てみたい

と思います。わかりました。

【西川分科会長】 ほかにありませんか。

【渡辺委員】 今、中身を聞いて、確認ですけれ

ど、民間でも既に事業を実施しているところも、

個人負担というのはないということで理解して

いていいんですか。要するに、採用をされた人
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たちの個人負担というのはないということで理

解していていいですか。

【笠山管理部長】個人負担についてのご質問で

ございますが、先ほど申し上げました西肥バス

につきましては、毎月の給料から一定額を返済

しつつ、一定期間勤務をされた上で、貸し付け

残額について返還を免除するというふうな制度

とお聞きしています。

【山口交通局長】細かくなりますけれども、例

えば大型一種を持っておられる方についてです

けれども、月1,000円の返済ということでござい
まして、勤続3年で残額免除ということになり
ますので、あまり大きな負担がないと。

 期間的には、県営バスのほうは5年ですけれ
ど、ほかの事業者のほうで言うと、月1,000円、
勤続3年で残額免除ということになりますので、
3年間で大体3万6,000円ぐらい負担をされると
いうことになります。自動車学校ということが

前提になっておりまして、県営バスの場合には、

自動車学校あるいは教習所と。教習所の場合に

は比較的費用が少なくなるということもござい

ますので、一部負担があるということであって

も、バランスがとれているのではないかという

判断をいたしております。

【渡辺委員】そこら辺が、ほかの民間の事業者

にとってみれば、県営バスは負担はゼロでしょ

う。要するに、5年間勤務しておけば個人負担
はないということでしょう。しかし、民間は3
万6,000円の負担があるわけでしょう、月々
1,000円という負担が。そこの差はどう思ってい
るんですか。

【笠山管理部長】説明を補足させていただきま

す。

 先ほどのケースでいきますと、大型一種免許

を取得される場合ですけれども、西肥バスの場

合には、自動車学校と提携いたしますので、自

動車学校の場合、免許を取得するまでに30～35
万円ぐらい経費がかかると聞いております。例

えば35万円経費がかかるとした場合に、月
1,000円で12月、3年払っていただくとしますと
3万6,000円の返済が生じますけれども、全体で
35万円の貸し付けでございますので、3万6,000
円を返済していただいた後、残り31万4,000円
が免除ということで、当局でご提案いたしてお

りますのは、限度額30万円の貸し付けについて
返済免除ということでございまして、今ご説明

した西肥バスの場合でいきますと31万4,000円
です。そういった意味で、バランスがとれてい

るというふうなことで考えております。

【渡辺委員】金額的には大体見合った負担をし

ていると。要するに、大型二種を取る時の教習

所の費用が36万円ぐらいかかるわけ、今の答弁
でいけば。本人から3年間で3万6,000円とって、
結局、32万4,000円ぐらいが事業者の負担にな
るというわけだろう、そういうことだろう。そ

こをちょっと確認したいんですけれど。

【笠山管理部長】先ほどご説明した例でいきま

すと、事業者負担が31万4,000円でございます。
【渡辺委員】そうしたら、国のほうも運転士不

足を認めて、事業者として対策を打つべきだと

言われているわけでしょう。これはバス協会と

しての論議はないんですか。バス協会としてこ

ういうことに取り組もう、あるいは、長崎県の

交通政策として、要するに、地域の足を守る交

通政策として、県としての方針を打ち出すべき

だと思うんですが、その辺はどうですか。バス

協会として、こういう論議はされたんですか。

【山口交通局長】全体のバス事業についての考

え方については、新幹線・総合交通対策課のほ

うの所管になろうかと思いますけれども、交通
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政策の担当部局としてですけれども、本年の6
月に企画振興部のほうで、バス事業者に対して

ですけれども、運輸振興助成補助金というのが

ございます。これは県税として軽油引取税とい

うのがありますけれども、この財源を生かして

人材確保対策を組み立ててはどうかというふう

なお話はされております。

 ただ、実際にバス協会の中で、私もバス協会

の役員の一人でございますけれど、それを受け

て具体的にこういう制度が必要ではないかとい

うふうな議論はこれまでされてきておりません

でした。ただ、今回の私どもの制度の提案を受

けて、県のほうとバス協会のほうで話もされて

いるようでありますけれども、今、バス協会の

ほうでは、先ほど申し上げた運輸振興助成補助

金を財源とする助成制度を平成28年度に向け
て検討をしている状況というふうにお聞きをい

たしておりますけれども、まだ具体的にその制

度については私どもはお聞きしておりません。

 ただ、この運輸振興助成金制度というのは、

総額でバス協会で2,100万円で、いろいろなバス
停の上屋の整備とか、標柱の整備等々に充当さ

れておりますので、限られた財源の中で何を優

先するかという議論もあるかもわかりませんし、

先ほど申し上げた、既に先行して制度を設けら

れているところもありますので、いろいろな調

整、議論というのがこれからされるものという

ふうに考えております。

 これについては、10月ぐらいに会合を持たれ
るというふうに聞いておりますけれども、まだ

これからという議論になろうかと思います。

【渡辺委員】 はっきり言って、要するに、働く

環境が厳しいところが先に人材が不足してきて

いるんじゃないかと思っているんですよ。です

から、これは全体的な県の地方の足を守るとい

う観点から、今言いました、バス協会と県の新

幹線・総合交通対策課にちゃんとした対策をと

るように、バス協会と連携をとりながら、人材

確保に向けての取組をするようにぜひ申し入れ

をしておいていただけないでしょうか。

【山口交通局長】お話があった件につきまして

は、バス協会のほうにお話をしたいと思います。

【渡辺委員】 それと、連帯保証人は2名を設定
していますね。私は、この2名というのはかな
りハードルが高いと思うんですよ。1人当たり
30万円でしょう。これは、やっぱり1名でもい
いんじゃないですか。

 例えば自分の仲間が働いているところで連帯

保証人を見つけるのも、今ごろは大変だと思う

んですよ。1人でも連帯保証人が見つかれば、
そうしないと、ハードルがあまり高過ぎて、公

募しても集まらないんじゃないかとちょっと危

惧をするものですから、その辺は1人でもいい
んじゃないかなと。今、核家族の中で、連帯保

証人になってくれと頼みにくい環境ですよ。そ

うしたら、1人でもおったら、それでいいんじ
ゃないですか。私はそう思うんですよ。

【笠山管理部長】連帯保証人についてでござい

ますが、今回、制度を検討するにあたりまして、

県の他の制度を参考にさせていただきました。

実は、医療関係、獣医関係で、獣医の修学資金、

あるいは看護職員の修学資金、医学修学資金等

ございますけれども、こういった制度について

は連帯保証人を2名立てることとしておりまし
て、私どもとしましてもこういったことも参考

に、2名ということでさせていただきたいと考
えております。

【渡辺委員】それは多いことにこしたことはな

いけれど、そうすることによってハードルが高

くて応募が少なくなるんじゃないかと危惧をし
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ているものだから、1名でもいいんじゃないか
と言っているわけです。この辺はどうですか。

 それは、医療従事者の人たちにとってみれば、

金額が高いから、2人ぐらい要るかもわからな
いけれど、これは最高30万円でしょう。
【山口交通局長】未収金をいかに防止するのか

という資金の債権管理をきちんとやるという観

点と、おっしゃられたような応募者のハードル

をどう考えるかというところの問題であろうか

と思います。交通局は非常に大きな未収金もあ

って、そういう点については厳しく監査等から

もご指摘をいただいている経過もございます。

 一旦県の他の資金との横並びといいますか、

先ほど管理部長が説明しました看護職員の修学

資金、あるいは医学修学資金、獣医の修学資金、

そこが2名立てておられるということ、そこを
踏まえて、我々としても2名ということをさせ
ていただきました。

 先ほど年齢の問題もございましたけれど、一

旦この形で実施させていただいた上で、その上

でいろいろなハードルをどう考えるべきかとい

うことについて、総合的に考える時の一つの材

料として、今後検討させていただきたいと思い

ます。

【渡辺委員】 もう一つ、別の関係で、長崎営業

所の仮営業所の関係でお尋ねしたいと思います。

 要するに、新幹線の関係で、仮営業所の移転

事業の説明がありました。結果的に、仮営業所

が済んだ後は、また長崎営業所、今のところに

戻ってくる予定なんですか。要するに、今度は

高架橋の下も活用して間に合うのか、敷地面的

に大丈夫なのかどうなのか。その辺、方針はど

うなんでしょうか。

【笠山管理部長】今回の仮移転については、平

成32年3月までを予定しておりまして、その後

につきましてでございますけれども、今回、バ

ス車両としては36両移動いたします。
 橋脚の工事をするにあたって、36両分支障が
あるということでございますが、橋脚が立った

後でございますが、12両支障があるということ
でございます。その12両分の駐車スペースをど
うするかということにつきましては、営業所の

近隣に代替地を確保するよう、県の土木部、あ

るいは先ほどの機構に交通局として求めており

まして、現在、協議を進めております。

 まだ交渉中でございまして、具体的な内容に

ついては、まだご説明できる段階に至っており

ませんけれども、改めて方針が出る段階につき

ましては、議会にもご相談をしたいと考えてお

ります。

【渡辺委員】 一つは、三菱の幸町工場が、事業

集約によって、あそこが空く計画なんです。鋳

造工場が兵庫県に行って、あと、機械の関係が

飽の浦のほうに集約されるような方向にあって

いますので、その辺も一応検討してみたらどう

ですか。その辺もあるよということを言ってお

きます。

 それと、移転費用の関係は、今度、補正予算

で計上されているんですけれど、この移転費用

の内訳は、公共工事の関係で移転するわけです

から、これは全部国の負担でいいのかというこ

とで確認しておきたいんですが。

【笠山管理部長】移転費用の財源についてでご

ざいますが、委員ご指摘のとおり、全額移転補

償金で対応いたします。

【溝口委員】先ほどの大型自動車第二種運転免

許の取得の件ですけれども、採用試験の実施と

いうのは、平成27年は16人、平成26年は48人で
すけれど、長崎県全体でそうなんですよね。

 そして、採用というのは、民間と合わせて、
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平成26年で言えば22人が採用ということなん
ですか。

【笠山管理部長】 補足説明資料の1ページの真
ん中の表についてでございますけれども、こち

らは県営バスグループの採用試験の実施状況で

ございます。

 平成27年度につきましては、採用数11名、こ
れは県営バスとして交通局、それから県央バス

株式会社への採用数として11名でございます。
民間事業者の分は入っておりません。

【溝口委員】わかりました。大体年間に何名ぐ

らい採用したら、欠員になっていかないように

なってくるんですか。

【笠山管理部長】こちらの資料にも記載してお

りますけれども、採用数が変動しております。

変動する要素には、実際の定数の変動も影響い

たします。結果的に、年度当初の欠員数として、

表の下に記載しておりますとおり、20名前後の
欠員が生じております。状況としては、そうい

う状況でございます。

 過去平均で、平成22年度から平成26年度まで
の5年間の平均で、単年度当たり平均ですけれ
ども、1年当たり24名採用しているんですけれ
ども、それを上回る退職が発生し、あるいは定

数の増減があった結果、毎年度20名程度の欠員
が生じていると、そういう状況でございます。

【溝口委員】 わかりました。そうしたら、例え

ば10名の免許取得のための資金をつくってい
くということですけれども、10名を補えば、大
体そこら辺については、そうしたら、毎年10名
を何年間ぐらい続けていこうとしているのか。

ずっと未来永劫続けていこうとしているんです

か。

【笠山管理部長】現在の見通しでは、今年度に

つきましては、交通局で10名、県央バスで10名、

合計20名、今回、条例案、予算案でご説明して
おりますのは交通局の分でございますけれども、

今年度につきましては、交通局の10名で対応で
きるのではないかと考えております。

 今後につきましては、退職の状況、あるいは

定数の状況、そういったものが変動していくも

のと思いますので、その状況を見て、予算審議

の段階でご説明をしたいと考えております。

【溝口委員】 それでは、毎年毎年10名という
ことではなくて、例えば20名になったりとか、
15名になったりとかという変化があるという
ことで理解していいわけですね。

 そこら辺、そういう形になれば、先ほど出て

いた西肥バスについては、返済を少しずつ、3
年間なら3年間、5年間なら5年間しているとい
うことですけれども、ほかの民間を圧迫するよ

うな形になって、県営バスがひとり勝ちになる

ような形になってくるんじゃないかという気が

するわけですけれど、その辺についてはどのよ

うに認識を持っているんですか。

【山口交通局長】この貸付制度ですけれど、非

常に特殊な制度ということでもございません。

既に先行した事例というのは県内にもございま

すし、県外にもございます。そのほかに、先ほ

ど申し上げた、既に免許を持っている方に対す

る支度金制度というものを先行してつくられて

いるところもございます。これは、それぞれの

企業としての処遇面も含めたところの経営判断

の問題であろうと思っております。同様の貸付

制度をつくられるということであれば、それは

それとして可能でもありますし、私どもだけが

この制度を独占するということにはなってこな

いというふうに思っております。

【溝口委員】企業努力というのはわかるんです

よ。だから、県営バスがこれをしたということ
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はわかるんですけれども、それを10名じゃなく
て、例えば採用するのに15名、20名となった場
合に、これを利用してしていくと思うんですけ

れども、民間の方々はそこまでできない企業も

あると思うんですよ。先ほど新しい制度でどう

にかできないかという話も出ているということ

ですけれども、その辺についての認識ですね、

民間との格差がだんだん出てきたら、やはり民

間の経営というのが圧迫されてくるんじゃない

かと。そういう懸念があって、これに反対とい

う話が幾らか出ていると思うんですよね。そこ

ら辺についての認識なんですよ。どのように考

えているのかというのは。

【山口交通局長】どういうふうに人材確保、そ

れから処遇面、一つは、既に免許を持っておら

れる人については、その会社の処遇面があろう

かと思います。

 この人材確保についてですけれど、今、免許

を持っていない人について、こういう制度をつ

くって底上げをしようということであります。

底上げをした上で人材確保を図っていこうとい

う基本的な考え方があるわけでございまして、

先ほど申し上げました貸付金制度ですけれど、

通常30万円ということで、今回、制度の上限を
つくりましたけれども、教習所で取られている

方の傾向を見ますと、大体10万円から20万円ぐ
らいの範囲で取られています。これを、例えば

県営バスと同じような制度をつくられるとして、

1人20万円ぐらいで取られるとすれば、5年間で、
なべても1年で4万円ぐらい、月にすると4,000
円弱ぐらいの負担になるわけでございまして、

1人を採用すると、規模が小さいところはそれ
だけ人数も少ないということになるわけですけ

れど、その投資をどういうふうに考えていくの

か、10人であればもう少し大きい数になるかも

わかりませんけれど、そういう費用については

年間でならす、あるいは月にならしていくと、

それほど大きな費用負担にはならないと考えて

おりまして、それなりの事業者であれば、取り

組まれてもおかしくはない金額ではないかと思

っております。

 繰り返しですけれど、県営バスだけがこの制

度を独占するということではありませんので、

あとはどのように制度として取り組まれるかと

いうのは、それぞれの事業者の経営判断の問題

ではないかと思っておりまして、私どもとして

民間の事業者をこの制度でもって圧迫するとい

うことは考えていないところであります。

【溝口委員】それほど圧迫するとは思ってない

ということですけれども、民間としたら、やっ

ぱり圧迫をされるというような認識を持ったと

思うんですよ。だから、ある人を通じて、これ

は民間圧迫じゃないかと、そういう話が出てい

るんですよ。

 だから、この制度をつくる時に、誰が利用し

てもいいということですけれども、先ほど言っ

たバス協会の中で、こういう制度をつくります

よということを事前に説明はしていたんですか。

【山口交通局長】事前に説明はいたしておりま

せん。といいますのも、既に民間の大手の事業

者で、県内で制度を4年前につくっておられて
実行しておられると。そのことについては、他

の事業者もご存じだったのではないかというふ

うに認識をしております。

 それと、バス協会の中で、これまでも私は役

員として出席をしましたけれども、いろいろ議

論はありましたけれど、バス協会として県に対

してということも含めてですけれど、こういう

制度が必要であるとか、具体的な議論というの

は全く出てないわけです。



平成２７年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２９日）

- 150 - 

 それと、繰り返しですけれど、県内でも既に

先行されているわけですので、他の事業者にお

かれてもこういう制度に既に取り組まれている

ということはご存じだったのではないかという

ふうに思っております。

【溝口委員】そこら辺については、ご存じだっ

たか、ご存じじゃなかったかはわかりませんけ

れども、今回、30万円を限度ということにして
いるんですけれども、費用的には、これを実行

する時に、自動車学校から請求が出たものを持

ってきてもらって、それをずっと貸していくん

ですか。一遍に30万円を貸すということではな
いんですね。この貸付制度の内容について、説

明してください。

【笠山管理部長】貸付制度の流れなんですけれ

ども、まず、募集行為を行います。その段階で、

免許取得時点で40歳未満の方で免許を持って
いない方については、希望されれば貸し付けを

いたしますというところも周知いたしますので、

貸し付けの申請をしていただきます。その後一

次試験がありまして、合否の発表をいたします

けれども、合否発表後、若干の期間を置いて申

請の期限を設けたいと思っております。

 申請にあたりましては、自動車学校、あるい

は教習所の見積書、既にお支払いをされている

分については領収書を提出していただいて、貸

付額について精査をした上で貸し付け決定通知

を行います。貸し付け決定通知を行った間もな

く、貸し付けを実行いたします。そういう流れ

を、今のところ予定しております。

【溝口委員】 見積書ということですけれども、

普通免許を取るにしても、例えば1カ月間で取
れたら幾らという形があるんですけれども、例

えば30万円を超える場合も、先ほど6カ月未満
でということですけれども、もしかして、長く

なったら費用が余計かかってくると思うんです

よね。だから、それが30万円が限度ということ
でございますけれども、見積書のような形では

いかない場合があるんですけれども、それにつ

いては、最初は、先ほどの説明では10万円とか
20万円で取れるんじゃないかという話でした
よね。そういうところで考えれば、追加の貸し

付けを30万円まではできるということで考え
ていいんですか。

【笠山管理部長】委員ご指摘のとおり、当初の

貸し付け決定通知から費用が増嵩した場合、30
万円の限度額までは追加の貸し付けを行うよう

考えております。

 あわせて、免許取得後、精算という手続を行

います。その後、最終的な領収書、見積書で確

認しておった部分については領収書をご提示い

ただき、貸付額の確定を行います。その上で借

用証書をつくるということを考えております。

【溝口委員】わかりました。そのことについて

は、そうしたら、例えば渡辺委員が言いました

ように、保証人を2名つけるわけですね。最初
の貸し付けの時に保証人を2名つけているんで
すけれども、追加の借り入れがあったというこ

とになれば、今度はそこら辺が、30万円が限度
と、最初からその保証をしてもらっておけばい

いですけれど、見積もりの段階で最初に保証人

をしてもらっていて、もう一回追加しますから

保証してくださいとなった時に、先ほどの2名
というのがものすごく引っかかる問題になって

くるんじゃないかと思うんですけれども、その

辺についてはどのように考えているんですか。

【笠山管理部長】貸付額の増加が生じた場合は、

改めて追加の貸付額についての保証人が必要だ

と考えておりますが、当初の貸し付けと同じ保

証人を立てていただいても構わないというふう
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に考えております。

【溝口委員】それは当たり前ですよ。最初の保

証人がしてもらわないと困るわけですから、私

が言いたいのは、例えば30万円までが限度額で、
できるなら、今回の見積もりでは、例えば20万
円しか要りませんけれども、追加申し込みがあ

った場合は30万円までを限度にして出します
ので、2名の保証人の方々にはそこまでの保証
をしてくださいということを最初に確認をとっ

ておかないとだめじゃないかということを言っ

ているんです。

【笠山管理部長】今後、具体的な制度設計にあ

たりまして、委員ご指摘の保証人が幾らまで保

証するのかということについては、検討させて

いただきたいと思います。

【溝口委員】 見積もりで10万円とか15万円し
か要らないのを、その時に、そのくらいだった

ら保証してもいいですよとなって、免許を取る

のにちょっと難しくて期間がかかったら、やは

り30万円を超えたりすると思うんですよ。でも、
30万円が限度ですからね。だから、2回取ると
いうのはなかなか、さっき言う2名というのは
なかなか難しいんですよ。だから、最初から2
名の方々には、30万円を限度に、発生した場合
に保証していただきますよということを確認を

とっておかないといけないんじゃないかと私は

思っているんですけれども、その辺についても

う一回、ぜひ聞かせていただきたい。

【笠山管理部長】確かに、委員ご指摘のとおり、

保証人が幾らまで保証するのかということにつ

いては、何度も何度も、あるいは2人というの
がどうかというご指摘もいただきましたので、

検討させていただきたいと考えております。

【溝口委員】 そこら辺、検討というか、これを

通さないといけないんですよね。だから、そこ

ら辺についてははっきりしたことを本当は持っ

ておかないといけなかったと思うんですよ。

 今度は、免除される場合なんですけれども、

免除は、5年間従事した場合ということで、わ
かりました。ただ、返還が発生するという場合

ですね、これは5年間しないと返還ということ
ですけれども、例えば4年と半年とか、それで
事故とかなんとかになって、ちょっと違反を犯

して、免許停止とかになった場合にはどうする

んですか。あとまた、6カ月間働けば免除にな
るとか、そういうふうになってくるわけですか。

そこら辺が、きれいに5年間というのが、通算
で5年間になってくるのか、あい中で免許停止
になった時の考え方ですね、そこら辺について

はどのように考えておられますか。

【山口交通局長】真にやむを得ない事情があっ

て中断をするということはあり得るだろうとい

うふうに思っております。まだ具体的に、どう

いった場合をそういうふうに当てるかというこ

とは列挙して申し上げるということはできませ

んけれど、真にやむを得ない事情、本人の責め

に期せられない事情があって中断がやむを得な

いという場合については、当然考慮をしていく

べきではないかと思っております。

【溝口委員】 ただ、5年間でしょう。でも、貸
し付けする時に、例えば何年から何年までに、

それは5年間従事しなかったらということにす
るわけでしょう。だから、そこら辺の内容も契

約の仕方によってくるんですよ。先ほど言った

ように、あい中でやむを得ない場合が出た場合

とかなんとかというのは、それは延期をするの

は、皆さん方が企業として勝手にと言ったらお

かしいですけれども、私たちには5年間という
ことで説明ですけれども、そこら辺については

延長があり得るということで考えていていいわ
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けですか。

 延長になった場合はいいですけれども、例え

ば3年とか4年でやめるという場合も出てくる
わけですね。その時に返還するのが、全額を返

還してもらうのか、年数割で返還してもらうの

かということもどのように考えているんですか。

【笠山管理部長】 現在、従事期間が5年に満た
なかった場合につきましては、全額返済をして

いただきたいと考えております。

【溝口委員】 わかりました。そうしたら、3年
働いても、4年働いても、貸し付けについては
全額支払いをしていただくということで理解し

ていいわけですね。

【西川分科会長】 ほかにありませんか。

【吉村(洋)副会長】 まだわからない点が幾つか
あるのでお聞かせを願いたいと思います。

 説明資料の1ページの真ん中の毎年の受験者
数、採用数、というところが出ておりますが、

受験者数に対して合格者、採用数というのが数

が大分減りますよね。そういう意味で、採用試

験というのが難しいのかなと思うんですが、こ

こまで少なくなる理由と、それから、受験者の

中で既に大型二種を持っておられる方と、持た

れないで受験される方というのがおられるのか、

今までは既に持っている人たちだけが受けてい

たのか、そこら辺をお聞かせ願いたい。

【笠山管理部長】 1ページの表でございますけ
れども、こちらは、現在実施しております交通

局グループの採用試験の状況でございます。

 現在の募集については、大型二種免許を取得

されている方を対象にしております。したがい

まして、この受験者数というのは、すべて二種

免許をお持ちの方でございます。

 実際の採用数でございますが、受験者の4割
程度が採用に結びついているという状況でござ

いまして、採用試験の内容を簡単にご説明させ

ていただきますと、実技試験、筆記試験、そし

て面接試験とやっているんですけれども、実技

試験で運転能力や運転態度を見させていただき

ます。筆記試験では一般常識をペーパーテスト

で見ております。最後に面接でございますが、

私どもはバス事業者でございまして、接客サー

ビスというのを非常に大切に考えております。

バスの運転士として、サービス業として適正が

あるのかどうか、そういったところを踏まえて

人物評価を行っているところでございます。

 こういう試験を通じて、結果的に4割程度の
採用というふうな状況になっております。

【吉村(洋)副会長】 今、テストの内容が3つあ
ったわけですが、やっぱり一番問題になるのは

面接ですかね。人物とか、その人の性格とか、

そういうのが落ちる一番大きな要素の一つと考

えられるんですかね。そこら辺はどうですか。

【笠山管理部長】各試験を実施した中で、最終

的に評価をいたしますけれども、やはりバス事

業者として安全運行という部分は、もちろん運

転技能もございます。一番大切な部分というの

は、やはり接客サービス、マナーといったもの

であると考えておりまして、そういったもので

総合的に評価をしている状況でございます。面

接ももちろん、重視をして実施しております。

【吉村(洋)副会長】次に、2ページですけれど、
上から4行目ぐらいに、新たに大型二種免許未
取得者を対象に採用試験を実施されるわけです

が、一次選考試験合格者に費用の貸与というこ

とがありますね。この一次試験の内容はどのよ

うな内容ですか。

【笠山管理部長】一次試験でございますが、書

類審査、筆記試験、面接試験、先ほど申し上げ

た、現在実施しております試験のうち、実技試
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験がないような試験を今のところ考えておりま

す。

【吉村(洋)副会長】 これまでの採用試験からも
4割程度の合格者でしかないという時に、ここ
に約10名を予定されて条例化をされて予算を
組んでおられるわけですが、この一次試験でも

面接があるとなると、既にその時点でやはりか

なり減るのかなという予測もするわけですが、

それに残った人が、結局その対象になるという

ことになるわけですかね。そういう意味では、

なかなかまだまだ厳しいのかなと。先ほどから

貸与対象者の年齢というのもあっておりますけ

れども、そこら辺がもう少し引き上げるとかい

うのも、今後考えるところも出てくるのかなと

いうことも考えられます。

 それから、連帯保証人2名というのが、先ほ
どから出ていますが、これも先ほどの管理部長

の説明で、制度上、やはり県のほかの貸付制度

に倣うところが必要だろうという説明があって、

なるほどとうなづくところもあるんですが、や

はり2名をつけるということについては、非常
に厳しい面もあるだろうなと。

 これが、例えば先ほどからちらちら出るんで

すが、交通局は一企業ですね、県営バスという

企業なんです。でも、「県営」という名前がつ

いている。それで、条例を制定しないといかん。

これは県の条例だと。ここに行ったり来たり、

くっついたところがあって、県民の皆さんも、

あれは県が経営しているんだろうという話にな

りますね。

 ですから、一企業であれば、この連帯保証2
名という設定ももう少し緩やかにしても、先ほ

ど渡辺委員が言われましたが、30万円だと。そ
れが年間10人なんだから、それが10人おって
300万円です。5人だった場合は150万円と。そ

れで、連帯保証人は1人でもいいじゃないのと
いうことがとれるんだろうと思うんですが、こ

こがやっぱりどうしても県とつながっていると

いうところにつらさがあるというのを感じるわ

けですね。

 それで、今回も、貸付制度を設定するにあた

っても、国の考え方というのもあるんですけれ

ども、先ほどちょっと出たんですが、県のバス

協会とかにも働きかけをされて、国に対して、

こういうことがわかっているんだから、国が助

成制度を設定してくれよという働きかけをしな

いといかんのじゃなかろうかと思うんですけれ

ど、交通局で予算組みをする前にですよ。その

点について、交通局長としてはそういう考えを

持たれたことはこれまであったかなかったか、

お聞かせいただきたい。

【山口交通局長】 昨年7月に、国としてこうい
う制度の必要性等々について提言されておられ

るわけですけれども、国として何らかの支援制

度もあわせて考えていますよということについ

ては触れられておりませんで、事業者と事業者

団体に向けて、こういうことをやっていくべき

ではないかというお話でございます。

 バス協会としては、やはり国に対して大きく

網をかけるような制度の構築ということを考え

ていただきたいというところがございますけれ

ど、なかなか現実には、国としては事業者、あ

るいは事業者団体に向けた提言というところに

とどまっているということが現実でございます。

【吉村(洋)副会長】 その点については、県民の
ために我々もやらないといかんということかな

と、交通局ばかりではなくて。国もこれだけ言

うなら、やっぱりそういう財政措置をしてもら

わないと、あとは企業努力でやってくださいな

んて言っても、それはできない。だから、困っ
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ているんだから、その状況だけを見て、国も企

業にやれと、言いっ放しではいけないと思いま

すので。こんなに言っていたら、自分で頑張ら

ないとと何か言わないといかんようになるので

困りますけれども。

 それと、5年間従事というのも、やっぱりこ
ういうのもいろいろ考えてというところになる

んでしょうけれど、県内大手5社の中で既にや
られているところは、そこの縛りが3年と、先
ほど言われたようですが、そこら辺は3年に合
わせるということをされる考えはなかったのか。

この5年と期間を決められた理由についてお願
いします。

【笠山管理部長】 従事期間の5年の考え方なん
ですけれども、私ども県営バスに採用する段階

では、嘱託運転士という形で採用させていただ

きます。嘱託については、5年間勤務した後に
正規化の試験を受験する機会を与えています。

私どもは採用の段階から、離職せずにずっと定

着していただく。将来の県営バスを担っていた

だくという観点から、現在制度化しております

正規化というものが、5年程度で正規化の受験
資格が与えられるというところと合わせまして、

採用から定着に至るまで一貫した人材の確保育

成を行っていきたいという考え方で、5年とい
うことでさせていただいております。

【吉村(洋)副会長】 今の答弁で、県営バスは正
規職員を増やしていくんだという経営方針で取

り組まれておるということかなと判断しました。

県央バスというのをつくられておりますね。こ

れは別会社になろうかと思います。

 佐世保市営バスの例をとりますと、佐世保市

営バスもなかなか経営上厳しいところがありま

す。佐世保バス株式会社をつくったんですが、

これは佐世保市営バスの中に正規職員と嘱託職

員の二重構造があって、給与形態が違っていた

わけですね。同じ仕事をしながら、正規職員の

ほうが給料がいい、嘱託職員は安いんだと、そ

ういう待遇の差があったので、それがまた、経

営上の課題の一つだったと。ですから、佐世保

バス株式会社というのを新たにつくって、嘱託

の方はそっちに全部行って、新たな民間会社で

働く。佐世保市営バスに、だから、基本的には

嘱託職員はいないんだというスタンスなんです。

多分、ゼロではないかと思いますけど、はっき

り調べていませんが。

 だから、県営バスも県央バスをつくられたの

はそういう意味合いもあったのかなと思ったん

ですが、そういうことではないんですか、お聞

かせいただきたい。

【山口交通局長】実は、佐世保市営バスのほう

は、県営バスの子会社設立を一応参考にして、

佐世保バスのほうが遅くできたという経緯があ

ります。交通局のほうとしては、やはり今後、

総合的に処遇をどうしていくかということを考

える必要がありますけれども、非常に厳しい経

営環境の中で、人件費について、子会社につい

てですけれども、地域的には諫早、大村、ここ

ら辺について一応給与の水準を下げて、運行コ

ストを下げていくという目的でつくりました。

 県営バスの場合には、交通局本体に正規の職

員もおりますし、嘱託の職員もおります。それ

から、県央バス、子会社のほうにも、子会社と

しての正規の職員もおりますし、嘱託の職員も

いるということでございます。後は、人事の交

流もいたしておりますので、県央バスの嘱託職

員から本局の正規の職員になるということもあ

るということで、その辺は、県営バスのほうは

非常に柔軟に制度としてはつくり込みを行って

ていると思っております。
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【吉村(洋)副会長】 そこら辺で、県営バスの経
営に対する方向性というのはそういうものかな

というのが、確かに今、お聞かせいただいたと

ころですが、県央バス管内、諫早、大村、島原、

そこら辺がある程度営業路線を撤退されたよう

な話も聞いたんですが、現状はどうですか、お

聞かせいただきたい。

【山口交通局長】 平成16年2月に県のほうから
示されたあり方の方針に沿って、忠実に実行し

てまいりましたけれども、その時に、島原半島

については県営バスと島鉄バスが競合して、両

方ともに赤字の路線でございまして、そして、

特に島原半島は人口減少が大きいということも

ございまして、関係する市町村は両方に赤字の

補助金を出さないといけないという状況もあり

ました。県営バスとして、やはりそこを、すべ

て撤退したわけではありませんけれど、ほとん

どの路線を撤退するということで、後を島鉄バ

スに走っていただいて、ある意味で、両方が走

るということで便数的に少し過剰であったとこ

ろについて調整が図られたというふうに思って

おります。

 諫早、大村については、赤字路線については

交付税8割ということで手厚い制度でいただい
ておりますけれども、2割は真水の負担がある
と。そういう中で、大村のほうとは一定、そこ

ら辺を前提にしていろいろ協議をして、路線に

ついて、若干ですが整理をした経緯があります。

諫早のほうはほとんど、路線のそういう見直し

については実施をしておりません。微調整はや

ってきておりますけれど、路線についての調整

はやってきておりません。逆に、昼間の運行等

について市と協議をして、さまざまに新しい取

組をやっております。

【吉村(洋)副会長】 そこら辺の経緯については、

今お伺いした話で、多少理解したところです。

 佐世保市営バスの時の話も、路線が西肥バス

と競合するわけですね。それで、市バスのほう

が民間を圧迫するんじゃないかとかいろんな話

が、今回のように出てくるんですよね。

 それで、県営バスもやはり県がかかわってい

ると、いやいや、独立した企業なんですよと言

いつつも、こうやって県の条例をつくらないと

いかんとか、そうやって民間を圧迫してもいけ

ないので整理をして、県営バスが引いていくと

か、そういう作業が出てくる。いわゆる県民の

見方としては、県営バス事業というのは何なの

かと言ったら、結局、先ほど出ていたんですが、

企画振興部の新幹線・総合交通対策課というと

ころが、県の中を全体的に県民の足の確保とか、

交通対策とかそういうのを考える延長線上につ

ながってあるわけですね。企業とはいいながら、

県の政策とつながった面があるというところに

運営の難しさがあるんだろうなというのはわか

るんです、佐世保市営バスもそうでしたから。

 それで、結局、先ほど中村委員が言われたよ

うに、最終的に極論で言えば、やめたらという

話にもなるわけですよ。すべて民間ですれば問

題がないわけです。公営の事業でなければ、民

間が勝手に自己努力でやると。公営でやるとす

るならば、そうしたら、今の営業路線以外にも、

例えば私は佐世保なので、県北とか離島、そう

いうところの県民の足の確保はどうするんだと

いう話が出てくるわけです。そういう中で、企

業内の資金を使いながら今回の事業をやるんで

すと言うんですけれど、それを県民から理解し

ていただくのに、多少時間がかかるというとこ

ろが出てくるわけですよ。

 そういった意味で、交通局は企業として経営

努力をやっていくというのが第一義的なもので
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あろうと思うわけですが、やはり新幹線・総合

交通対策課と、県の交通政策という部分とすり

合わせをやりながら進めてもらいたいと思うわ

けです。こういう新たな制度を設けるとか、事

業をするに当たってもですね。そういう意味で、

新幹線・総合交通対策課からの発信というのが

あってくれれば、もっとわかりやすいんだろう

なと思うんですけれど、そういう面で、今回こ

の条例制定に当たって、新幹線・総合交通対策

課との打ち合わせというか、すり合わせは十分

にされておるのかなというのを思うんですが、

どうですか、そこら辺の状況は。事前にそこら

辺は十分にすり合わせはやれたと、やったとい

うふうに判断されるんですか。

【山口交通局長】実際に、交通政策的に見た場

合ですけれども、交通局というのも一つの事業

者という見方がございます。県営バスとして、

今回の制度をつくるに当たって、具体的に県営

バスはこういう制度をつくるのでということで、

事前に相談をしてきた経過はございます。一定

予算の整理がついた時点で、新幹線・総合交通

対策課のほうには話をいたしましたけれど、制

度自体をつくるにあたって、新幹線・総合交通

対策課と協議をしたという経過はございません。

【吉村(洋)副会長】 最後にしますが、そこら辺
の順番というのが微妙なところもあるんだろう

と思いますが、私の考えを言えば、新幹線・総

合交通対策課とのすり合わせを先にやったほう

が、事前の理解が得られるのではなかろうかな

と。特に普通の民間、例えば西肥バスとか、長

崎バスと違って、そこら辺に多少配慮をしなが

ら事業を進めざるを得ない公営企業の宿命とい

うか、そういうのがありますから、そういう点

には、これからもそういう配慮をして、そうい

う手続を踏んで、きちんとした考え方の構築を

やっていくということをとっていただきたいと

思います。よろしくお願いします。

【西川分科会長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川分科会長】 休憩します。

― 午前１１時４６分 休憩 ― 

― 午前１１時４７分 再開 ― 

【西川分科会長】 分科会を再開します。

 ほかに質疑がないようですので、これをもっ

て、予算議案及び第107号議案に対する質疑を
終了いたします。

 次に、予算議案に対する討論を行います。

 討論はありませんか。

【渡辺委員】 今提案されました第102号議案に
ついて、やっぱり今の運転士不足というのは、

県全体の交通事業者にとっても、バス事業者に

とっても非常に大きな問題であると思いますの

で、県の新幹線・総合交通対策課とバス事業者

と一緒になってそういう対策を今後するように

要望して賛成したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

【西川分科会長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 ほかに討論がないようですので、これをもっ

て討論を終了いたします。

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

 第102号議案は、原案のとおり、可決するこ
とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川分科会長】 ご異議なしと認めます。

 よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

【西川委員長】次に、委員会による審査を行い
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ます。

 第107号議案についての質疑は終了しており
ますので、討論に入ります。

 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

 第107号議案は、原案のとおり、可決するこ
とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】 ご異議なしと認めます。

 よって、第107号議案は、原案のとおり、可
決すべきものと決定されました。

 休憩します。

― 午前１１時４９分 休憩 ― 

― 午前１１時４９分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

 それでは、午前中の会議はこれにてとどめ、

しばらく休憩します。

 午後は、13時30分から委員会を再開いたしま
す。

― 午前１１時５０分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

 午前中に引き続き、審査を行います。

 交通局長より、所管事項について、説明をお

願いいたします。

【山口交通局長】交通局関係の所管事項につい

てご説明いたします。

 環境生活委員会関係議案説明資料の交通局、

及び追加でお配りしております、追加3をお開

きください。

 今回、ご報告いたしますのは、運賃改定の実

施について、ドライブレコーダーの導入につい

て、新幹線建設に伴う諫早ターミナルの検討状

況について、大村ターミナルビルの耐震診断結

果についてで、その内容についてご説明いたし

ます。

（運賃改定の実施について）

 長崎バスが本年3月30日付で国に申請してい
た10月1日実施予定の運賃改定について、7月27
日付で認可されております。

 現在、長崎市内線については、長崎バスと競

合している区間は、長崎バスの運賃に同調し、

それ以外の区間は県営バスの基準賃率や中間的

な運賃を適用しております。県営バスとしまし

ては、今回の長崎バスの運賃改定に合わせ、長

崎市内においては全ての路線で基本的に同一の

運賃となるよう、8月7日付で国に対し運賃改定
の申請を行い、9月24日付で認可をいただいた
ところでございます。なお、今回の認可を受け、

10月1日付で運賃改定を実施することとしてお
ります。

 運賃改定の内容につきましては、記載のとお

りであります。

（ドライブレコーダーの導入について）

 交通局では、安全性並びに輸送サービスの更

なる向上に取り組むため、今年度から2か年で
ドライブレコーダーを導入することといたして

おります。

 今年度は主に長崎、諫早、大村の市内路線を

運行する262両に導入することとしており、11
月末までには取り付けを完了する予定でござい

ます。

 今後、ドライブレコーダーを十分に活用し、

安全意識、運転技術、接客・接遇の全体的なレ
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ベルアップを図ることで、更なる輸送品質の向

上に取り組んでまいります。

（新幹線建設に伴う諫早ターミナルの検討状況

について）

 補足説明資料を配付させていだいております。

 内容につきましては、後ほどご説明させてい

ただきます。

（大村ターミナルビルの耐震診断結果につい

て）

 大村ターミナルビルは、昭和49年建築（築41
年）の地下1階地上6階建、鉄筋コンクリート造
で、その敷地約3,340平方メートルのうち、交通
局が1,530平方メートル、大村市が1,810平方メ
ートルを所有しております。建物の所有及び用

途については、1階は交通局が所有しターミナ
ルとして使用しており、2階は民間が貸事務
所・貸会議室、3階は大村商工会議所がその事
務所と貸会議室、4階から6階までは民間がホテ
ルとして使用しており、各階の区分所有者で組

合を設置し管理を行っております。

 大村ターミナルビルの耐震診断については、

ビル管理組合が平成26年度に実施し、本年8月、
同管理組合から県に対し、耐震改修促進法に基

づく診断結果の報告が行われたところでありま

す。

 耐震診断の結果は、その基準を満たしていな

い内容となっております。

 また、耐震補強を行うことについては、建物

の老朽化も相当進んでおり、他の区分所有者と

の協議においても困難であるとの考えでありま

す。

 交通局としては、一定のターミナル機能は今

後も必要と考えておりますが、総合的な土地利

用のあり方など今後の対応については、交通局

とともに敷地を所有する大村市や他の区分所有

者など地元関係者の方々とも相談しながら検討

してまいりたいと考えております。

 このほか、「政策等決定過程の透明性等の確

保及び県議会・議員との協議等の拡充に関する

決議」に基づく提出資料について、補足説明資

料を配付させていただいております。

 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【西川委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。

【笠山管理部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した交通局関係の資料についてご説明いたしま

す。

1,000万円以上の契約案件について、本年6月
から8月までの実績は、資料の1ページに記載の
とおり、計3件となっております。
 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年6月から8月までに、県議会議長宛てにも同
様の要望が送られたものは、「諫早駅周辺整備

事業への協力と支援について」の1件となって
おり、それに対する県の取り扱いは、資料4ペ
ージに記載のとおりであります。

 以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【西川委員長】次に、営業部長より補足説明の

申し出があっておりますので、これを受けるこ

とにいたします。

【小川営業部長】新幹線建設に伴う諫早ターミ
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ナルの検討状況について、補足して説明させて

いただきます。

 お手元に配布しております、環境生活委員会

補足説明資料「新諫早ターミナルの検討状況に

ついて」の1ページをご覧ください。
 諫早ターミナルは、ＪＲ諫早駅前に位置する

バスターミナルでございます。昭和44年の長崎
国体に合わせて建設されたもので、間もなく築

46年になろうとしております。
 構造といたしましては、地下1階、地上3階建
てとなっておりまして、1階にバスターミナル、
2階に店舗などのテナントが入り、3階は管理事
務所と倉庫がございます。

 敷地面積2,403平米、建築面積1,567平米、延
床面積2,606平米となっております。
 建物及び敷地ともにすべて交通局が所有して

いるターミナルビルでございます。

 諫早ターミナルは、主に諫早市内の路線バス

の重要な乗降拠点となっており、数便のスクー

ル便などを除くすべての諫早市内の路線バスは

諫早ターミナルに入っております。市内路線ほ

か長崎空港や長崎医療センターなど大村への路

線や、長崎までの高速シャトルバスなども発着

しております。また、県営バスだけではなく、

島原、南島原、雲仙、小浜を結ぶ島鉄バスが運

行する路線バスや、島鉄バスと西鉄バスが共同

運行している高速バスの福岡～島原線も発着し

ております。

 このように多方面へのアクセス拠点であるこ

と、ＪＲ諫早駅前に立地していることから、鉄

道との乗り継ぎ利用も多い状況でございます。

1日当たりの利用者数は約2,500人、発着する
便は、他社便を合わせますと、1日当たり約700
便が諫早ターミナルを利用しております。

 このように、日々ご利用いただいている諫早

ターミナルでございますが、駅前から歩道橋を

使ったアクセスしかできないという課題がある

ところでございます。

2ページをお願いいたします。
 新幹線建設に伴い、諫早市では駅周辺の再開

発事業を進めております。上段左の図面は、新

しい諫早駅東口のイメージ図ですが、新幹線や

在来線の駅舎につながる自由通路、島原鉄道の

駅舎と複合する再開発ビルを建設することとな

っております。

 この駅周辺の再開発に伴い、バスと鉄道との

交通結節機能をさらに強化し、あわせてバリア

フリー化を図るため、諫早市よりバスターミナ

ル機能の駅前広場への移転の話をいただき、協

議を重ねてまいりました。

 新しいターミナルは、駅前広場に乗り場を設

置し、再開発ビルの1階に待合いスペースや発
券場などを設置することとしております。なお、

待合いスペースと隣接する交流広場につきまし

ては、再開発ビルの交流と賑わいの核となる空

間でございまして、長崎駅で言えばかもめ広場

のような空間でございます。

 下段右側は、乗り場のイメージでございます。

乗り場が屋外となるため、雨の日でも濡れずに

乗降できるよう、シェルターが設置されること

となっており、駅前の交通広場に設置されるバ

スの乗り場の数は6バース、構内でバスが待機
できるスペースを3台設置する予定でございま
す。なお、この交通広場につきましては、諫早

市が施工することとなっております。

 諫早駅周辺の再開発事業の事業スケジュール

を上段右側にお示ししております。新ターミナ

ルに関係する待合いスペース等が入るビルは、

平成31年度の完成予定、乗り場となる駅前広場
は、平成32年度の完成予定となっておりますの
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で、ターミナルの移転時期につきましては、諫

早市とも協議を行いながら、それに合わせて調

整を図ってまいりたいと考えております。

3ページをお願いいたします。
 この図面は、再開発ビルの中に設置する待合

いスペースのイメージ図でございます。新しい

ターミナルは、誰もが快適で使いやすいターミ

ナルにしたいと考えておりますので、待合いス

ペースは、待ち時間を快適にお過ごしいただけ

るよう検討してまいりたいと考えております。

 なお、今回お示しした待合いスペース等につ

きましては、現在検討中でございますので、確

定したものではございません。ご覧いただいた

イメージ図は、新しいターミナルのイメージを

できるだけわかりやすくお伝えするために作成

したものでございますので、配置やレイアウト

等につきましては、今後検討を行っていく中で

変更になることが十分あり得ることをご了承い

ただきたいと思っております。

 以上をもちまして、説明を終わらせていただ

きます。

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【西川委員長】 ありがとうございました。

 以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。

 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。23番です。
 陳情書について、何かご質問はありませんか。

【中村委員】この陳情書、諫早市のほうから上

がっているんですけれども、このターミナルの

部分で言おうかなとも思ったんだけれども、一

つは、今回、新しいターミナルを計画されてい

るんだけれども、現在の駅前のすぐ隣接地にな

ると思うんですけれど、現在道路が、駅前のと

ころというのは、ターミナルのところで完全に

寸断しているわけですよね。将来的なことを考

えれば、やっぱり34号線と、実際、連結する部
分が必要だと思います、先の。もちろん、県の

土木部とも相談をしなくちゃならないだろうし、

諫早市とも相談をしなくちゃならないと思うん

だけれども、その辺についてはどう考えておら

れますか。道路の点について。

【小川営業部長】諫早市のほうでも、市道の道

路改良事業というのは計画を数本されておりま

す。それと、駅前に至るアクセスという部分に

おきましては、永昌交差点とか、あと、栄田交

差点、それと、将来は外環状線とのタッチ等々

も含めて、県のほうと事業の検討をしておりま

すので、私どももそういう機会に参画しながら、

お願いするところはお願いしてまいりたいと思

っております。

【中村委員】 今回、駅前再開発ができて、新幹

線が来てとなった時に、当然、ショッピングモ

ールもこの中に入ってくると思うんだけれども、

現在の永昌東のところの道路は1本しかないで
すよね。これは2車線で、今の現状では完全に
ここは麻痺すると思うんですよ。恐らく諫早市

のほうも考えていると思うんだけれど、その先

のほうに、国道34号線とつながる、現在、Ａコ
ープレストランがありますけれども、あそこの

ところに1本、高架でつながっていますね。だ
から、ＪＲをまたいでつなぐ必要があると思っ

て、宮本市長とも話を何回かしたことはあるん

だけれども、ぜひそれはやりたいねということ

で、市長もお話を持ってきているんですね。そ

れをつくらないことには、恐らく大渋滞が起き

て、もうどうしようもないと思うんです。だか

ら、そっちのほうの計画が、私は先だと思うの
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で、つくる前にまず道路をやっておかなければ、

どうしようもないと思うんですよ。

 だから、その辺は、先ほど営業部長は言われ

たけれども、同席するという考えじゃなくて、

ぜひ自分たちのほうから率先して話を持ってい

っていただきたい。そうしなければ、間に合わ

ないよ。今から計画してでしょう、もちろん用

地交渉も含めて、今から交渉しなければならな

いし。県央振興局という場所も、あそこは一番

いいところにありますから、あそこら辺も恐ら

く考えて持っていかなくちゃならないと思いま

すから、その辺は局長も含めて、ぜひ諫早市と、

そしてまた、県の土木部のほうとも話をしなが

ら、もちろん県央振興局も含めてですけれど、

早急に、自分たちのほうから提案をして、とに

かく急いでやっていただきたい。ということで

すれば、可能性が高くなるんじゃないかと思う

し、今後の県営バスの運営についても、あそこ

に1本道路が走っていったら、非常に利用価値
が高くなる。34号線と連結できたら、迂回しな
くても行けるようになりますから、また新たな

路線の開発もできてくると思いますので、ぜひ

率先してやっていただきたいと思います。

【西川委員長】 何かコメントはありますか。

【山口交通局長】今、お話がありました道路の

話でありますけれど、すべてのバス路線が、一

応諫早の場合にはターミナルに入っていくこと

になっておりますし、特に、最近は長崎までの

高速シャトルバスの運行等について、かなりの

便数も出してきておりまして、ターミナル自体

の運行の頻度もかなり上がってきております。

 お話をいただいた点については、私どももし

っかり受け止めて、関係する土木部、あるいは

諫早市のほうと話をさせていただきたいと思い

ます。

【西川委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくこととします。

 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【中山委員】インタンク軽油購入、これは随契

ですね。それで、平成27年9月から11月の期間
で一般競争入札に付したところ落札者がなかっ

たということでありますけれども、この辺を少

し説明してください。

 もう一つは、この9月から11月に予定してい
たけれども、随契では9月と10月、2カ月分を随
契でやっていますよね。この辺の理由について

お尋ねしたいと思います。

【笠山管理部長】インタンク軽油購入について

のご質問でございますが、こちらにつきまして

は、8月の下旬に、9月から11月まで3カ月間の
期間を想定して、一般競争入札をいたしました。

結果的に不落となったものでございまして、実

は3カ月ごとに一般競争入札で調達をするよう
に計画をしているんですが、不落になった分に

つきましては、こちらの軽油の購入については

ＷＴＯの契約ということになりまして、必要な

公告期間を確保することができないということ

で、不落になってから9月の頭にすぐ調達をす
る必要があるものですから、緊急に実施する必

要があるということで、随意契約とさせていた

だきました。

【中山委員】今言ったように、緊急にしたこと

はわかったけれども、予定では9月から11月と
いうことになっていますよね。なぜ11月は外し
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たのかどうかということ。

 そうすると、これは3カ月間、3カ月間という
ことでやってきているので、この前はどうなる

のかな、8月、7月、6月となるのかな。この辺
はどんな契約になっているんですか。

【笠山管理部長】 9月から10月と2カ月でさせ
ていただいておりますのは、本来は3カ月で入
札の場合はしておるんですけれども、随契とい

う特例の形でさせていただいているものですか

ら、特例ということで2カ月間の設定をさせて
いただきました。

 それから、4月以降の状況なんですけれども、
4月から5月については、今回と同じような状況
で、3月に一般競争入札をいたしましたけれど
も、不落ということで、2カ月間の随意契約を
させていただきました。その後、6月、7月、8
月については一般競争入札で落札をしたという

ことで、3カ月間の契約をさせていただきまし
た。そして、今回の9月から10月というところ
でございます。

【中山委員】そうすると、競争相手がいなかっ

たんですかね、応募者はいなかったんですか。

その理由は、応募者がなかったと。（「いいえ、

ございました」と呼ぶ者あり）その辺の数をち

ょっと言ってみてくれないですか。

【笠山管理部長】 今回の入札につきましては、

応募者は2名ございました。ただ、予定価格を
上回ったということで、不落ということでござ

いました。

【中山委員】そうすると、一応競争はさせたわ

けですね。お答えいただいたように、予定価格

より高かったということかな。

 そうすると、価格ですね、これはキロリット

ルで8万2,536円ということでありますけれど
も、最近は軽油の価格は下がってきていると思

うのですが、昨年度だったかな、一番高い時と

比較した場合、どういう状況になっております

か。

【笠山管理部長】今回の随意契約で、キロリッ

トル当たり8万2,536円という単価契約でござ
いますが、こちらのほうは消費税の税込みなん

ですけれども、税抜きのリッター当たりで説明

をさせていただきます。

 こちらが、税抜きのリッター当たりでいきま

すと78.8円ということになるんですが、今年に
入りまして、軽油は下落傾向にございました。

ちなみに、同じベースでいきますと、86円が4
月から5月でございました。6月、7月、8月が88.3
円、今回が78.8円ということで推移しておりま
す。

 昨年でございますけれども、昨年1年間で一
番高かったのが118.1円、これが8月から9月ご
ろの状況でございまして、最近の軽油の価格、

ガソリンもそうなんですけれども、下落傾向に

ございました。ただ最近は、下落傾向にも少し

落ち着きが出てきて、今後どうなるのかという

ことを十分見極めていく必要があるかと思って

おります。

【中山委員】ぜひ次の契約の段階は、落札者が

おるような価格設定をきちんとやるべきだと考

えておりますので、ぜひそういう努力をしてほ

しいということと、あわせて、この軽油が下が

ったことによって、経営的には少しプラスにな

っているんじゃないか、そういう思いもするわ

けでありますので、さらに経営努力を重ねてい

ただくように要望しておきます。

【西川委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】次に、議案外所管事務一般につ

いてご質問はありませんか。
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【松島委員】増収策を提案しまして実施してい

ただいて、その後、環境生活委員会に所属して

おりませんでしたので、大分時間があきました

が、増収策の実施状況を確認して質問させてい

ただきます。

 自動販売機の設置における入札制度導入の効

果ですが、提案から実施、実施して4年たちま
した。増収効果はちゃんと出ているんだろうと

思いますが、平成23年度から実施しまして、確
認します。平成22年度までが、皆さんの言葉を
使いますと、行政財産の目的外使用許可という

ことで使用料を取っていたと。その時、1台当
たりの年間の使用料は幾らだったんですか。

【西川委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時５５分 休憩 ― 

― 午後 １時５８分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

【笠山管理部長】自販機の設置につきましては、

平成23年度から取り組ませていただいており
ます。

 ご質問の導入前の平成22年度の使用料でご
ざいますが、総額で申し上げまして113万6,000
円、平成23年度の導入による貸付料というのが
1,359万9,000円、この差で申し上げますと、
1,246万3,000円の効果があったというふうに
見ております。

 さらに、その後平成24年度、平成25年度、平
成26年度、今年度平成27年度まで言いますと、
今年度は1,795万9,000円の貸付料収入を予定
しておりまして、本年度の効果としては1,555
万4,000円を見込んでおります。
【松島委員】すごい額が出てきて、安心します

が、私の記録によると、平成23年度から導入し
て、平成23年度が入札を導入した箇所が23カ所

で、実績、これは貸付料ですけど、約1,359万円。
平成24年度が15カ所で1,699万円、平成25年度
が30カ所で1,780万円。平成26年度、平成27年
度は何カ所導入されて、貸付料、実績の値とい

うのを、先ほど平成27年度は見込みと言われた
と思いますけれども、平成26年度、平成27年度
の実施済みの箇所数と貸付料をお願いします。

【笠山管理部長】 平成26年度につきましては、
貸付料としまして1,867万2,000円、効果額とし
ましては1,626万7,000円が実績として上がっ
ております。平成27年度は先ほど申し上げまし
た。

 箇所数でございますが、平成26年度につきま
しては29件でございます。平成27年度が14件で
ございます。

【松島委員】 今、お聞きしたいのが、平成23
年度初めて導入されて、一応3カ年契約だった
じゃないですか。結局、平成23年度スタート、
平成24年度スタート、平成25年度スタートがそ
れぞれスタートしていって、いよいよ平成26年
度が、3年終わったものがさらにまた入札、再
入札にかかるという状況で、平成23年度が23カ
所だったのが、平成26年度は29カ所になってい
る。これは、平成23年度分の23カ所がもちろん
含まれていて、プラス6カ所されたということ
ですか。それはわかりますか。

【笠山管理部長】委員ご指摘のとおり、基本的

に3年ごとに更新して入札をいたしますので、
前回入札した分を更新して入札をしているとい

う状況でございます。

【松島委員】ということは、問題なく入札が行

われているんだろうと思うのですが、一応整理

させてください。

 交通局管轄のもので自動販売機の総数、そし

て、入札導入済みの総数、出ますか。難しいで
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すか。

【西川委員長】 休憩します。

― 午後 ２時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ２分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

【松島委員】今、資料が手元にないということ

なので、後でください。

 言いたいことは、局長には前、お伝えして、

多分、可能な限りやっていただいていると思う

んです。どのくらいの割合かという確認のつも

りです。

 恐らく全部は導入してないと思うんですけれ

ども、その差を確認して、導入可能なものはど

んどんやっていってほしいと思います。数字に

ついては後日ください。

 最後に、これも今お聞きして、もしかしたら、

すぐ出ないかもしれないですけれど、落札した

最高額と最低額、参考までに教えていただけた

らなと思うんです。

3年前ぐらいにお聞きした時は、長与営業所
が年間170万円という契約をしていると。えっ
とびっくりして、すごい増収だなと思ったんで

すが、4年たって最高額、最低額はあまりよく
ないかもしれないですが、一応知りたいなと思

います。教えてください。

【笠山管理部長】最高額でございますが、現在、

貸し付けを行っているものについてご説明いた

します。

 平成25年度から平成27年度までの貸し付け
を行った部分でございますけれども、最高額に

つきましては、長与営業所にございます自販機

が190万700円の貸付料を設定しております。最
低額は1万円代が結構多うございます。1万
9,000円とか、1万8,000円とか、1万6,000円と

かがございます。

【松島委員】わかりました。ありがとうござい

ます。

【渡辺委員】ドライブレコーダーの関係で、今

回、262両に導入するということになっている
んですが、全車両が何台あって、今回初めて262
台なんですか。全車両の車両数。それと、ドラ

イブレコーダーの1台当たりの単価がわかれば
教えてください。

【小川営業部長】 全車両数でございますが、

402台でございまして、今回、262台に設置させ
ていただきますので、残りの140台につきまし
ては、今のところ来年度設置を予定しておりま

す。

1台当たりでございますが、約18万円という
形での今回の設置になっております。

【渡辺委員】来年で全車両につけるということ

で方針が決まりました。わかりました。

 あと、新幹線の建設に伴うターミナルの関係

です。今、説明を受けたんですが、結果的に、

今までは国道を渡ってターミナルに行っていた

のが、今度は新駅舎のほうで3台分のスペース
をもらい、そこから入っていくということでし

ょう。

 そうしたら、今あるターミナルは、今後どう

いう形での活用をするんでしょうか。

【小川営業部長】先ほど、現在のターミナルの

利用状況についてはご説明させていただきまし

たが、今回、諫早駅の再開発に伴いまして、タ

ーミナル機能が再開発ビル側に移りますので、

現在の建物につきましては、昭和44年の国体時
点でつくったということで、やはり老朽化もか

なりしておるという状況もございまして、跡地

の活用を今後どういう形でやっていくのかとい

うものにつきましては、諫早市の再開発ビルの
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中でテナント関係とか、オフィス関係とかいろ

んな計画もなされております。また、諫早市に

おいては、周辺にＪＡのほうから土地を買いま

して、大規模な駐車場の設置をするというよう

な計画もございますので、そちらのいろんな状

況を見据えながら、どういう形であれば有効に、

または収益が上がるような施設になるのかとい

うものにつきまして、今後検討を進めてまいり

たいと思っております。

 そのためには、市場調査だとか、例えば諫早

市のまちづくりにマッチングするように市のほ

うとの協議だとか、そういうものが必要になっ

てこようかと思っています。

【渡辺委員】今、利用している人たちに不便が

かからないように、移行段階を含めて十分配慮

してください。

 それと、今度は大村のほうのターミナルの関

係です。今あるのは、ＪＲ大村駅のところにあ

るターミナルでしょう。今度は、離れたところ

に新大村駅ができますね。そこに対する場所の

発着のターミナル機能というか、そこら辺はど

う考えていますか。

【小川営業部長】新幹線の新大村駅での運行に

ついてでございますけれども、現在、大村市に

おいては地域公共交通の形成計画をつくるとい

うことで、新たなまちづくりの観点で、新大村

駅を含めた形の路線構造の整理をしていくとい

うことで、協議会をつくっております。そこに

私どものほうも、私自身は委員として参加をし

ておりますので、大村市の意向も踏まえながら、

私どもでどこまでできるのかという観点と、実

際の需要見込み等々も見ながら、今後検討して

いくということでございますので、具体的に今

の段階でどうするというような形のものはまだ

出ておりません。

【渡辺委員】その辺は、新幹線の開業が決まる

時だから、例えば、新大村市から佐世保、ある

いはハウステンボスに行く観光客というのはか

なり出てくると思うんです。県北の方面に行く

分が。そうしますと、バスのターミナル機能と

いうのは絶対必要だと私は思っているわけです。

 あと、今の在来線の大村駅との連携はどうす

るかということを含めて、その辺は早く大村市

と協議しながら、あるいはＪＲと協議しながら

進めていかないと、開業が決まっているから。

その辺は十分配慮しておいていただきたいと思

います。

 今度は長崎駅のほうです。新幹線長崎駅のほ

うも、前回聞いた時は、今の再開発を含めて市

のほうと協議中ということでしたが、その後の

進展はどうなんでしょうか。

【小川営業部長】引き続き、長崎市の担当部局

のほうと、交通結節機能を向上させるというこ

とでの意見は一致しておりますが、どういう形

で、どういう場所に設置をしていくかというも

のについては、まだ協議をさせていただいてお

りますので、その分について、今後、話の内容

が固まり次第、またご報告をさせていただきた

いと思っておりますので、もうしばらくお時間

をいただければと思っております。

【西川委員長】 ほかにありませんか。

【中村委員】一つだけお聞きします。諫早の新

ターミナルの検討状況の資料をいただいたんで

すけれど、あくまでも現在の想定だと思うんだ

けど、ここの電気室を地下の1階に持ってきて
いますよね、今の想定でいった時に。あそこの

場所というのは、本明川のすぐ横なんですよね。

大雨の時にはしょっちゅう警戒水位を超えてい

ますので、できれば、この電気室というのは一

番最上部に持っていったほうがいいと私は思う
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んだけれど、その辺についてはどうですか。

【小川営業部長】現在のターミナルについては、

確かに電気関係については地下にございました

けれども、今回の諫早の再開発ビルにつきまし

は、そういう機械、電気等々の設備関係につい

ては2階以上の部分に設置するという予定にな
っております。

 その部分については、当然諫早というのは、

諫早大水害等々を含めて大雨の経験もございま

すので、そういう部分も十分に踏まえた計画に

なっているということで確認をしております。

【西川委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ほかに質問がないようですので、

交通局関係の審査結果について、整理したいと

思います。

 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１３分 休憩 ― 

― 午後 ２時１３分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

 これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。

 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１４分 休憩 ― 

― 午後 ２時１５分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開します。

 今定例会で審査いたしました内容、結果につ

いて、10月2日の予算決算委員会における環境
生活分科会長報告及び10月6日の本会議におけ
る環境生活委員長報告の内容の協議、及び10月
16日からの予算決算委員会における環境生活

分科会の決算審査の日程について、協議を行い

ます。

 それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。

 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことにしたいと存じますが、ご異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

― 午後 ２時１６分 休憩 ― 

〔協議会〕

― 午後 ２時２３分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

 環境生活分科会長報告及び、環境生活委員会

委員長報告については、協議会における委員の

皆様の意見を踏まえ、報告させていただきます。

 次に、予算決算委員会環境生活分科会の決算

審査の日程については、お手元に配付いたして

おります「日程案」のとおりでよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】ご異議ないようですので、その

ように決定させていただきます。

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２４分 休憩 ― 

― 午後 ２時３１分 再開 ― 

【西川委員長】 委員会を再開いたします。

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。
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〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【西川委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

 これをもちまして環境生活委員会及び予算決

算委員会環境生活分科会を閉会いたします。

 大変お疲れさまでした。

― 午後 ２時３２分 閉会 ― 
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環境生活委員会審査結果報告書

 本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。 

      平成２７年９月２９日 

環境生活委員会委員長  西川 克己 

  議長  田中 愛国 様 

記 

１ 議  案 

番 号 件        名 審査結果

第１０５号 長崎県環境影響評価条例の一部を改正する条例 原案可決

第１０６号 長崎県流域下水道条例の一部を改正する条例 原案可決

第１０７号 長崎県交通局大型自動車第二種運転免許取得資金貸与条例 原案可決

第１１２号 契約の締結について 原案可決

計  ４件（原案可決 ４件） 
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委 員 長     西 川   克 己 

副 委 員 長     吉 村     洋

署 名 委 員     中 山     功

署 名 委 員     中 村   和 弥

書  記   中 﨑   直 美

書  記   小 田    宗 

速  記   (有)長崎速記センター


